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一般対策計画編

第１章 総 則

第１節 方 針

１ 目 的

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定に基づき、八百津町防災会

議が作成する計画であって八百津町地域に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧計画に関す

る事項を定め、防災活動を総合的かつ計画的に実施することによって、防災の万全を期し住民の

生命、身体及び財産を災害から保護し、もって社会秩序の維持及び公共の福祉の確保を目的とす

る。

２ 計画の内容

この計画は、八百津町地域における気象、地勢、地域的特性等によって起こりうる暴風、豪雨、

洪水等の自然現象によるものと、大規模な火災、爆発等の災害を想定するとともに、それぞれの

災害に対する各種対策を策定するものである。

３ 計画の修正

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要を認めたときには

修正し、その要旨を公表するものとする。したがって、計画の内容に関係する機関等は、修正事

項等の要旨を八百津町防災会議の指定する日（緊急を要するときはその都度）までに毎年提出す

るものとする。

４ 計画の周知

この計画は、八百津町の職員及び防災関係機関等に周知徹底するとともに、必要と認められる

事項について、地域住民に周知徹底するものとする。

５ 他計画との調整



第１章 総則 第１節 方針

－2－

この計画は、防災基本計画に基づいて作成し、指定行政機関及び指定公共機関の防災業務計画

並びに岐阜県地域防災計画に抵触するものであってはならない。また計画の修正をする場合にお

いては、岐阜県知事に協議をしなければならないものである。



第１章 総則 第２節 用語
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第２節 用 語

この計画において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによるもの

とする。

(１) 町本部とは、八百津町災害対策本部をいう。

(２) 県本部とは、岐阜県災害対策本部をいう。

(３) 県支部とは、岐阜県災害対策本部中濃支部をいう。

(４) 町計画とは、八百津町地域防災計画をいう。

(５) 県計画とは、岐阜県地域防災計画をいう。

(６) 町本部長とは、八百津町災害対策本部長をいう。

(７) 現地本部長とは、八百津町災害対策本部現地災害対策本部長をいう。

(８) 県本部長とは、岐阜県災害対策本部長をいう。

(９) 県支部長とは、岐阜県災害対策本部中濃支部長をいう。

なお、本計画中次の組織の名称は災害対策本部の設置の如何により、それぞれ次のとおり読みか

えるものとする。

災害対策本部設置時 災害対策本部不設置時（平常組織）

町 本 部 八百津町（防災安全室）

町 本 部 長 八百津町長

町本部○○部○○班 八百津町○○課○○係

本 部 連 絡 班 員 本部連絡班の担当職

本 部 連 絡 班 長 八百津町（総務課長補佐）

県 本 部 岐阜県（防災課）

県 本 部 長 岐阜県知事

県本部○○部○○班 岐阜県○○部○○課

県 支 部 中濃振興局

県 支 部 長 中濃振興局長

県 支 部 ○ ○ 班 八百津町を所管する県出先機関等



第１章 総則 第４節 八百津町の概要
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第４節 八百津町の概要

１ 自然的条件

(１) 位置及び地勢

本町は、岐阜県の東南部に位置し、木曽川と飛騨川の合流部に広がる海抜120ｍ前後の盆地平

野と木曾山系に連なる海抜500～600ｍの山間地域からなる農山村都市である。

西南の平野部、丘陵地から次第に北東に山間地域とつづき、本町の南部を東西に流れる木曽

川には、名場居川、旅足川、荒川、石川など多くの支流が流入しており、古くから山地の崩壊、

土石流の発生、水害などが発生している。

地質は、町の大部分が秩父古生層という水成岩の隆起によって形成されているが、東部地域

の久田見をはじめ一部の地域は、花崗岩地帯で形成されている。木曽川流域一帯は、新生代三

紀層で形成されている。

町役場の位置を経緯度でみると次のとおりである。

所 在 地 北 緯 東 経 海 抜

町役場
岐阜県加茂郡八百津町

八百津3903番地2
35°28′22″ 137°08′40″ 113.7ｍ

(２) 気 象

本町の気候は、内陸性及び温暖湿潤気候であり、年間降水量は2,000㎜前後で岐阜県では少な

い地域であるが、６～９月にかけての暖候期には、しばしば大雨がしゅう来することがある。

気温は年平均14度と比較的温暖である。

冬期の降水量は県下でも少ない地域に属しているが、東部地域（久田見、福地、潮南）の山

間地域では、気温がかなり低くなりやや内陸型気候である。

２ 社会的条件

(１) 人 口

町の人口は、平成17年度の国勢調査によると12,935人、世帯数は4,047であり、人口は年々減

少している反面、世帯数は増加し、核家族化が進んでいることがわかる。また、年々高齢化と

少子化が進んでおり、防災力の面からも重要な課題となっている。
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国勢調査人口による年齢別人口の推移

年

区分

昭和60年

（1985）

平成２年

（1990）

平成７年

（1995）

平成12年

（2000）

平成17年

（2005）

世帯数（戸） 3,926 3,940 4,018 4,021 4,047

人口総数(人) 15,215 14,731 14,323 13,632 12,935

男 女 7,372 7,843 7,124 7,607 6,898 7,425 6,578 7,054 6,219 6,716

０～４歳 832 702 584 519 418

５～９歳 1,019 871 769 616 570

10～14歳 1,176 1,018 908 788 612

15～19歳 886 968 861 762 681

20～24歳 805 708 771 657 556

25～29歳 827 693 651 720 575

30～34歳 925 810 636 617 611

35～39歳 1,088 722 850 669 653

40～44歳 881 1,076 961 829 686

45～49歳 948 871 1,097 940 826

50～54歳 1,116 939 868 1,071 940

55～59歳 1,169 1,106 924 864 1,059

60～64歳 992 1,152 1,074 918 861

65歳以上 2,551 2,895 3,369 3,662 3,887

(２) 産 業

就業人口では、第３次産業の人口が増加し、第１次・第２次産業人口は、減少傾向にある。

平成12年でみると、第３次産業が全就業者の約５割を占めている。

また、本町には杉原記念館、人道の丘公園などがあり、町を訪れる土地に不案内な観光客に

対する防災対策の確立については慎重な対応が求められている。

(３) 交 通

本町の骨格となっている一般国道は、国道418号で、町南部を東西に貫いている。

国道及び県道は、いずれも町の基幹道路として利用されているが、県道は10路線90.13％の舗

装率であり、早期舗装化や拡幅が望まれている。

町道については、1,006路線、総延長382.68㎞であり、改良率37.60％、舗装率74.07％となっ

ており、未改良部分が多い状況である。

国道をはじめ、県道・町道などは、地域に密着した生活道路として、また災害発生時には、

避難路及び緊急輸送路として重要な役割をもつため、必要に応じた整備が求められている。

(４) その他

本町には兼山ダムをはじめ、多目的ダムとしては日本で最大規模を誇る丸山ダムがある。現

在、洪水の調整、既得取水の安定化と河川環境の保全等のための流水の確保、発電を目的とし

た、新丸山ダムが建設中となっている。丸山ダムの機能を維持しながら、ダムの嵩上げをする

最新工法を駆使して進められており、本町の活性化と経済的波及効果が期待される。
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平成６年に決定された「水特法整備計画」に従い、自然環境に配慮し、住民ニーズに応えつ

つ、関係機関と連携をはかりながら、新丸山ダムの完成に向け協力しているところである。

しかしながら、大規模なダムであるがゆえに、災害により堤防が破れた場合、大被害が発生

する可能性があるため、防災対策を講じていかなければならない。

３ 気象災害等

本町は地勢その他悪条件が重なり、従来から風水害、震災等大規模災害が発生しており、昭和

22年災害救助法施行後においてすでに１回その適用災害が発生している。

原因別の災害の概要と将来予想される災害の状況は、おおむね次のとおりである。

(１) 水 害

水害は、本町の地形的条件から山間部水害と平野部水害に大別される。

山間部水害は、傾斜地の崩壊、土砂の流失等による被害が大きく、したがって人命の被害、

家屋耕地等の流埋没あるいは道路、橋梁、山地の損害等が甚だしいが、将来においてもこの程

度の被害をもたらす水害が予想される。

平野部における水害は各支流の堤防、護岸の欠壊、溢水等による家屋の流失並びに浸水が発

生し、田、畑の冠水は長期間予想され、昭和34年の伊勢湾台風時には風害と水害が重なり災害

救助法の適用を受けている。

(２) 火 災

地域内においては、大火災の発生は少ないが、旧八百津及び久田見地内においては家屋が密

集しており、加えて危険物販売所等の施設も多く、強風時あるいは大地震時においては大火の

おそれがある。

なお、山間地域においては家屋の密集度は小さいが、消防水利の不足と昼間には消防団員の

不在が多く、また、他地区からの応援も時間を要するため、大火災になるおそれがある。

(３) 風 害

台風のみによる直接の被害は、沿海地帯に比し被害は少ないが、昭和34年の伊勢湾台風ある

いは昭和36年の第２室戸台風のように大型台風が琵琶湖上を北上する場合にあっては、両台風

時程度の被害の発生が予想される。

(４) 雪 害

平野部の積雪は比較的少ないが、山間地は殆んど毎年15～20㎝の積雪があり、１度降った雪

は寒さのため凍結し、福地、潮南地区は２月～３月にかけて数日間交通に支障をきたす場合が

あり、患者発生時あるいは火災発生時にはその対策に困難が予想されるが、なだれ、深雪によ

る家屋の倒壊、埋没等の直接的な雪害の危険は少ない。

なお、自動車交通量の増加に伴い、路面凍結による交通災害の発生が憂慮される。
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４ 八百津町地域災害発生状況

発生年月日 災害の種別 主な災害地域 被害の状況その他

Ｍ24.10.28

（1891）

地 震 全 町 濃尾大震災（直下型）

加茂郡、可児郡

死者＝28人、負傷者＝187人

全壊＝1,292戸、半壊＝2,572戸

Ｓ34.９.26

（1959）

風水害 全 町 伊勢湾台風（台風15号）

死者＝２人、負傷者＝13人

全壊＝78戸、半壊＝486戸

災害救助法適用

Ｓ36.９.16

（1961）

風水害 全 町 第２室戸台風（台風18号）

半壊＝81戸

Ｓ43.８.17

（1968）

水 害 全 町 豪雨災害

全壊＝１

床上浸水＝１、床下浸水＝136

Ｓ51.９.12

（1976）

水 害 全 町 豪雨災害

床上浸水＝１、床下浸水＝10

一部破損＝１

Ｓ58.９.28

（1983）

水 害 八百津

錦 津

和 知

９.28災害（集中豪雨による木曽川の増水）

全壊＝１戸、半壊＝１戸

床上浸水＝17戸、床下浸水＝12戸

錦織つり橋流失

木曽川護岸の破壊

Ｈ11.９.15

（1999）

水 害 全 町 台風16号、秋雨前線及び台風18号による豪雨

床上浸水＝１、床下浸水＝７

５ 災害救助法適用災害の状況

発 生

年月日

災害の

種 別

人 的 被 害 住 家 被 害
り災

人員死亡 負傷 計 全失 半失
床上

浸水

床下

浸水
計

Ｓ

34.９.26 風水害 1 13 14 71 203 － － 274 不明
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第５節 災害対策本部の組織

災害の予防、応急対策及び復旧等防災活動に即応する体制を確立するため、国、県、町及び、そ

の他公共機関相互の有機的連携を図るとともに、住民の協力により総合的かつ一体的な防災体制を

確立するものとする。

１ 八百津町防災会議

災害対策基本法第16条の規定により八百津町の地域に係る地域防災計画の作成及びその対策の

推進のため八百津町防災会議を置く（八百津町防災会議条例（昭和37年八百津町条例第９号））。

２ 八百津町災害対策本部

災害対策基本法第23条に基づく八百津町災害対策本部の組織は、八百津町災害対策本部条例（昭

和37年八百津町条例第10号）の規定に基づき、次に定めるところによるものとする。

(１) 編 成

町本部の編成は、次表のとおりとする。

ア 町本部の系統

八 百 津 町 災 害 対 策 本 部

八百津町役場内 ℡ 0574-43-2111（代表）

現地災害対策本部 （必要に応じて設置）
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イ 八百津町災害対策本部編成

可

茂

消

防

本 部 員 会 議

本

部

員

災害組織上の職名 行政組織上の職名

本 部 長

副 本 部 長

総 務 部 長

秘 書 部 長

防 災 安 全 部 長

議 会 部 長

出 納 部 長

町 民 部 長

健 康 福 祉 部 長

建 設 部 長

産 業 部 長

水 道 環 境 部 長

教 育 本 部 長

教 育 部 長

給食センター部長

老人ホーム部長

災 害 救 助 部 長

町 長

参 事

総 務 課 長

秘 書 室 長

防 災 安 全 室 長

事 務 局 長

出 納 室 長

町 民 課 長

健 康 福 祉 課 長

建 設 課 長

産 業 課 長

水 道 環 境 課 長

教 育 長

教 育 課 長

給食センター場長

蘇 水 園 長

消 防 団 長

支 部

所 属 職 名

和 知 支 部 和 知 出 張 所 長

錦 津 支 部 錦 津 出 張 所 長

久 田 見 支 部 久 田 見 出 張 所 長

福 地 支 部 福 地 出 張 所 長

潮 南 支 部 潮 南 出 張 所 長

本 部 連 絡 班 員

総 務 部

政 策 調 整 班
財 政 班
行 政 班
情 報 政 策 班
管 財 班

政 策 調 整 係
財 政 係
行 政 係
情 報 政 策 係
管 財 係

防 災 安 全 部
防 災 安 全 班
消 防 班

防 災 安 全 係
消 防 係

議 会 部 議 会 班 書 記

出 納 部 出 納 班 出 納 員

町 民 部

窓 口 班
国保医療年金班

徴 収 班
課 税 班

窓 口 係
国民健康保険係
医 療 年 金 係
徴 収 係
住 民 税 係
資 産 税 係

健 康 福 祉 部

健 康 増 進 班
福 祉 班

保 育 園 班

健 康 増 進 係
福 祉 係
子 育 支 援 係
介 護 保 険 係
各 保 育 園

建 設 部

管 理 班
土 地 政 策 班
地 籍 調 査 班
道 路 河 川 班
農 地 整 備 班
治 山 林 道 班
建 築 住 宅 班

管 理 係
土 地 政 策 係
地 籍 調 査 係
道 路 河 川 係
農 地 整 備 係
治 山 林 道 係
建 築 住 宅 係

産 業 部

地 域 振 興 班
商 工 観 光 班
農 業 振 興 班
農 地 班
林 業 振 興 班

地 域 振 興 係
商 工 観 光 係
農 業 振 興 係
農 地 係
林 業 振 興 係

水 道 環 境 部

業 務 班
環 境 衛 生 班
水 道 班
下 水 道 班

業 務 係
環 境 衛 生 係
水 道 係
下 水 道 係

教 育 部

教 育 総 務 班
学 校 教 育 班
生 涯 学 習 班
スポーツ振興班
学 校 班

教 育 総 務 係
学 校 教 育 係
生 涯 学 習 係
スポーツ振興係
各 学 校 長

給食センター部 給食センター班 場 長

老人 ホーム部 老人 ホーム班 蘇 水 園

災 害 救 助 部 救 助 班 消 防 団

秘 書 部 秘 書 人 事 班 秘 書 人 事 係
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(２) 分担任務

各組織の分担任務等は、次によるものとする。

ア 災害対策本部長

災害対策本部長（町長）は、町本部を総括する。

イ 災害対策副本部長

災害対策副本部長（参事）は、災害対策本部長を補佐し、災害対策本部長に事故があると

き又は欠けたときは、その職務を代理する。

ウ 本部の各部、各班

町本部に部及び班を設け、部に部長、班に班長を置く。

部長は本部長の命を受け、部に属する応急対策を処理し、所属の職員を指揮、監督する。

部長に事故があるときは、その属する部の班長のうちから職務代理者を本部長が指名する。

班長は、当該班の所属事項について部長を補佐するとともに、上司の命を受けて応急対策

の処理に当たる。班長の属する課、室等の職員は、その班員となり上司の命を受けて応急対

策に当たる。町本部の各部及び各班別の分担任務は、別表のとおりである。

エ 本部員会議

本部員会議は、本部長、副本部長及び各部の部長をもって組織し、災害対策本部に係る災

害応急対策の基本的な事項を協議するとともに、災害対策の総合的な調整とその実施の推進

に当たるものとする。町本部長（不在時は副本部長又は代理者）がその必要を認めたときに

開催し、おおむね次の事項を協議するものとする。

(ア) 災害対策本部の開設及び配置並びに班員の動員応援に関すること。

(イ) 現地支部の設置に関すること。

(ウ) 災害防除（拡大防止）応急復旧対策に関すること。

(エ) り災者の救助保護に関すること。

(オ) 交通、通信その他総合実施を要する対策の調整推進に関すること。

(カ) その他災害対策に関連した重要な事項

オ 本部連絡班員

本部連絡班員は、おおむね次の事項を処理する。

(ア) 本部員会議の庶務

(イ) 本部長の命令指示事項等の伝達及び連絡

(ウ) 気象警報等の関係機関への伝達

(エ) 被害状況等災害情報の本部への報告及び本部情報の各班への伝達

(オ) 分担の明確でない軽易な事項の担当部班の決定

なお、本部連絡班長は総務課長補佐とする。

本部連絡班員は、本部を開設したときは本部室に勤務するものとする。ただし災害の規模

程度等により、本部連絡班長がその必要がないと認めたときは、それぞれの所属班において

待機するものとする。

カ 現地災害対策本部
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現地災害対策本部は、災害の規模、程度に応じ設置するもので、その都度町本部長が副本

部長、本部員、その他の職員の中から町現地災害対策本部長を任命し、町現地災害対策本部

員は、町現地災害対策本部長の要請に基づき、関係各班の長が所属班員の中から指名する。

町現地災害対策本部員は、町本部長の特命事項を処理するとともに、現地における関係機関

等との連絡調整に当たる。町現地災害対策本部員は、町現地災害対策本部長の指示に基づき、

災害対策業務を分担する。

キ 県現地災害対策本部ヘの連絡員の派遣

町内に県現地災害対策本部が設置された場合は、県現地災害対策本部と町本部との連絡調

整等を図るため現地連絡員を町本部より派遣する。

現地連絡員は、町本部の職員の中から町本部長が指名する。
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別表

八百津町災害対策本部組織及び分掌事務

部 長

（部長担当職）

班

（班長担当職）
分 担 任 務

本 部 長 町 長 八百津町本部の統括

副 本 部 長 参 事 本部長の補佐及び本部長不在時の代理

総 務 部

（総務課長）

政 策 調 整 班

（政策調整係長）

１ 重要施策の企画及び統合調整に関すること。

２ 部内の連絡調整に関すること。

３ 電気、ガス等の災害対策に関すること。

財 政 班

（財 政 係 長）

１ 災害予算等財政に関すること。

２ 災害対策用物資（食料を除く。）の確保に関すること。

３ 政策調整班の実施事項の応援に関すること。

行 政 班

（行 政 係 長）

１ 災害関係の文書及び物品の受領配布及び発送に関す

ること。

２ 災害関係職員の動員、派遣に関すること。

３ 災害時の輸送、労力の確保に関すること。

４ 災害ボランティアの受付窓口に関すること。

情 報 政 策 班

（情報政策係長）

１ 災害関係の広報に関すること。

２ 災害時における通信施設の管理運用に関すること。

管 財 班

（管 財 係 長）

１ 町有財産の管理対策に関すること。

２ 災害車両の確保に関すること。

３ 電話その他の施設の災害対策のための使用に関する

こと。

４ 災害対策用船艇の確保に関すること。

秘 書 部

（秘書室長）

秘 書 人 事 班

（秘書人事係長）

１ 本部長の秘書に関すること。

２ 災害見舞及び視察者に関すること。

３ 他の班に属さない災害対策に関すること。

４ 職員の公務災害に関すること。

５ り災職員の福利厚生に関すること。

防 災 安 全 部

（防災安全室長）

防 災 安 全 班

（防災安全係長）

１ 災害対策の全般に関すること。

２ 防災会議に関すること。

３ 自衛隊の災害派遣に関すること。

４ 本部の開設及び職員の動員に関すること。

消 防 班

（消 防 係 長）

１ 消防に関すること。

２ 消防団に関すること。
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議 会 部

（議会事務局長）

議 会 班

（書 記）

１ 議会の連絡等全般に関すること。

出 納 部

（出 納 室 長）

出 納 班

（出 納 員）

１ 災害時に必要な物品の出納に関すること。

２ 災害関係諸費用の執行に関すること。

３ 義援金品の受付に関すること。

町 民 部

（町 民 課 長）

全 部 員 １ 住民の避難対策に関すること。

窓 口 班

（窓 口 係 長）

１ 各種届出に関すること。

２ 部内の連絡調整に関すること。

国保医療年金班

（国民健康保険係

長）（医療年金係

長）

１ 被災者に対する各種保険給付金の早期支払に関する

こと。

２ 被災者に対する国民健康保険税及び一部負担の減免

に関すること。

３ 災害による国民健康保険国庫負担金の繰上交付に関

すること。

４ 被災者に対する拠出年金の保険料免除申請に関する

こと。

徴 収 班

（徴 収 係 長）

１ 他班実施事項の応援に関すること。

課 税 班

（住民税係長 ）

（資産税係長 ）

１ 災害に伴う町税の減免等に関すること。

２ 一般住家等被災物件の調査に関すること。

健 康 福 祉 部

（健康福祉課長）

健 康 増 進 班

（健康増進係長）

１ 災害時における医療及び助産に関すること。

２ 災害時における防疫に関すること。

３ 災害対策用薬品の確保に関すること。

４ 医師会等の応援要請に関すること。

５ 災害時における食品衛生に関すること。

福 祉 班

（福 祉 係 長）

（子育支援係長）

（介護保険係長）

（地域包括支援セ

ンター係長）

（福祉センター係

長）

１ 社会福祉施設、児童福祉施設の災害対策に関するこ

と。

２ 被災者に対する身体障害者福祉法の適用に関するこ

と。

３ 被災者に対する老人福祉法の適用に関すること。

４ 被災者に対する災害弔慰金の支給等に関する条例等

の適用に関すること。

５ 被災母子世帯に対する母子福祉資金の融資に関する

こと。

６ 被災者に対する生活福祉資金等の融資に関するこ

と。



第１章 総則 第５節 災害対策本部の組織

－18－

７ 災害救助の全般的な計画及びその実施に関するこ

と。

８ 婦人児童福祉施設の災害対策に関すること。

９ 被災者に対する生活保護法（昭和38年法律第133号）

等の適用に関すること。

10 義援金品の募集、配分等に関すること。

11 被災した住家等被害報告に関すること。

保 育 園 班

（各保育園長 ）

１ 児童福祉施設の災害対策に関すること。

２ 被災児童の保護に関すること。

３ 児童福祉施設等の連絡調整に関すること。

４ 児童の避難対策に関すること。

建 設 部

（建 設 課 長）

管 理 班

（管 理 係 長）

１ 建設部内の連絡調整に関すること。

２ 土木財産等の災害対策に関すること。

３ 建設業者の災害対策のための連絡調整に関するこ

と。

土 地 政 策 班

（土地政策係長）

１ 交通不能箇所の調査及びその対策に関すること。

２ 道路情報に関すること。

３ 水防物資の収集に関すること。

４ 民間等交通輸送施設の災害応急対策に関すること。

地 籍 調 査 班

（地籍調査係長）

１ 開発区域の災害対策に関すること。

２ 他班実施事項の応援に関すること。

道 路 河 川 班

（道路河川係長）

１ 道路の災害対策に関すること。

２ 水防全般に関すること。

３ 土木災害全般に関すること。

４ 河川の災害対策に関すること。

５ 防災ダムの管理に関すること。

農 地 整 備 班

（農地整備係長）

１ 農地及び農業用施設の災害対策に関すること。

２ 水防に関すること。

治 山 林 道 班

（治山林道係長）

１ 林道、砂防施設災害対策及び調査に関すること。

２ 地すべりの災害対策に関すること。

３ 急傾斜地崩壊危険防止対策に関すること。

建 築 住 宅 班

（建築住宅係長）

１ 建築物の被害調査に関すること。

２ 被災者に対する住宅金融公庫の融資に関すること。

３ 都市計画施設の災害対策に関すること。

４ 公営住宅の災害対策に関すること。

５ 災害救助用仮設住宅の建設に関すること。

６ 被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地危険度判
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定士に関すること。

産 業 部

（産 業 課 長）

地 域 振 興 班

（地域振興係長）

１ 災害活動をする自治会との連絡調整に関すること。

２ 災害情報の収集・取りまとめと報告に関すること。

３ 災害時における生活必需物品の安定供給及び物価の

安定対策に関すること。

商 工 観 光 班

（商工観光係長）

１ 商工業及び観光施設等の災害対策に関すること。

２ 災害対策のための労務者の確保及び失業者の対策に

関すること。

３ 被災商工業者等に対する融資に関すること。

農 業 振 興 班

（農業振興係長）

１ 産業部内の連絡調整に関すること。

２ 災害時における病害虫の発生予防及び防除に関する

こと。

３ 被害家畜の飼料に関すること。

４ 災害時における家畜の防疫及び診断に関すること。

５ 家畜施設の災害対策に関すること。

６ 災害時における蚕桑病害虫の発生、予防に関するこ

と。

農 地 班

（農 地 係 長）

１ 農作物、農地等の災害対策に関すること。

２ 災害時における種苗、生産資材、肥料等に関するこ

と。

３ たん水農地等の排水に関すること。

４ 水産関係の災害対策及び連絡調整に関すること。

林 業 振 興 班

（林業振興係長）

１ 造林、樹苗等の災害対策に関すること。

２ 災害時における森林病害虫の予防及び防除に関する

こと。

３ 林地の災害対策に関すること。

４ 災害時における林業経営の指導に関すること。

５ 災害対策用木材に関すること。

６ 林業の災害金融に関すること。

７ 貯木災害対策に関すること。

水 道 環 境 部

（水道環境課長）

環 境 衛 生 班

（環境衛生係長）

１ 災害時における清掃及び清掃施設の対策に関するこ

と。

２ 災害時における公害防止対策に関すること。

３ 災害時におけるし尿処理に関すること。

水 道 班

（水 道 係 長）

業 務 班

（業 務 係 長）

１ 災害時における飲料水確保に関すること。

２ 水道施設の災害対策に関すること。
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下 水 道 班

（下水道係長）

１ 下水施設の災害対策に関すること。

教 育 本 部

（教 育 長）

１ 教育部及び給食センター部の統括に関すること。

教 育 部

（教育課長兼Ｂ＆

Ｇ海洋センター所

長）

教 育 総 務 班

（教育総務係長）

１ 教育財産の災害対策に関すること。

２ 被災児童生徒の育英及び奨学に関すること。

３ 教育関係義援金品の受付等に関すること。

４ 教職員の災害対策のための確保及び動員に関するこ

と。

学 校 教 育 班

（学校教育係長）

１ 児童生徒の避難対策に関すること。

２ 被害児童及び生徒に対する授業の確保に関するこ

と。

３ 災害救助用教科書等の支給についての協力に関する

こと。

生 涯 学 習 班

（生涯学習係長）

１ 公民館等に避難所を開設することについての協力に

関すること。

２ 文化財、公民館等の災害対策に関すること。

スポーツ振興班

（スポーツ振興係

長）

１ 社会体育施設等の災害対策に関すること。

２ 社会体育施設に避難所を開設することについての協

力に関すること。

学 校 班

（各 学 校 長）

１ 児童生徒の避難対策に関すること。

２ 学校施設の災害対策に関すること。

３ 災害救助用教科書等の支給についての協力に関する

こと。

給食センター部

（学校給食共同調

理場長）

給食センター班

（場 長）

１ 部内の連絡調整に関すること。

２ 非常食糧の賄いに関すること。

３ 災害時における炊き出しに関すること。

４ 災害時における炊き出しの輸送に関すること。

老 人 ホ ー ム 部

（蘇 水 園 長）

老 人 ホ ー ム 班

（係 長）

１ 高齢者の避難対策に関すること。

２ 老人ホーム施設の災害対策に関すること。

災 害 救 助 部

（消 防 団 長）

第 １ 消 防 班

（第１分団長）

第 ２ 消 防 班

（第２分団長）

第 ３ 消 防 班

（第３分団長）

１ 災害応急対策の活動に関すること。

２ 消防、水防活動に関すること。

３ 情報の収集、伝達に関すること。

４ 救助活動に関すること。

５ 避難所設置及び避難誘導に関すること。
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第 ４ 消 防 班

（第４分団長）

第 ５ 消 防 班

（第５分団長）

第 ６ 消 防 班

（第６分団長）

支 部

（各出張所長 ）

１ 支部地区内の災害情報の報告に関すること。

２ 支部地区内の他機関との連絡調整に関すること。

３ 被害調査の協力に関すること。

（注）１ 各班は、本分担任務による他、余裕があるときは、必要に応じ、他班の行う事項につい

ての応援を分掌する。

２ 分担の明確でない対策は、本部長（軽易な事項については本部連絡班）の指定する部班

において担当するものとする。

３ 班長の属する課等の職員は、それぞれ班員となるものとする。

４ 徴収班の応援任務は、おおむね次のとおりである。

(１) 本部連絡班への応援

(２) 本部室への応援（伝令用務）

(３) 災害救助の応援（住家等一般被害の調査、り災害者台帳の作成、り災証明書の発行、

救助の実施）
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第２章 災害予防計画

第１節 災害危険地域調査等の計画

町地域内において、災害による危険が予想される地域及び箇所の調査計画は次によるものとする。

１ 調 査

町は、単独又は関係機関と共同して、災害の予防と災害時の円滑な応急対策の実施を期するた

め、町地域内において予想される水害、火災、地震、山崩れなど各種災害について、自然的、人

工的災害条件の調査を行い、既往災害の経験等を参考にして災害の種類ごとに各地域別の被害想

定を作成するものとする。

２ 計画の樹立

町は、単独又は関係機関と共同して、危険地域調査結果の想定被害に対処するため、災害危険

箇所ごとに、災害に関する情報の収集、伝達、警戒、避難体制並びに災害時における応急対策を

樹立するとともに、その内容を広報紙、説明会の開催など適宜の方法で住民に周知徹底するもの

とする。

３ 調査及び計画樹立の地域

危険地域の調査及びその計画の樹立は、おおむね次の地域について順次行うものとする。

災害種別 調 査 地 域

火 災 八百津地内の家屋密集地及び久田見中盛地内の家屋密集地

水 害
八百津橋上、下流一帯及び荒川、石川、辛沢川、飯田川、旅足川並びに久田見、福

地、潮南の山腹欠潰地帯、木曽川八百津大橋附近

風 害 潮南、久田見、福地地区の一帯

地 震 八百津町内全域

土砂災害 土石流危険渓流及び急傾斜地崩壊危険箇所

４ 事前指定に関する対策

災害が発生した場合において、その災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件

があるときは、危険地域調査の結果、その占有者、所有者又は管理者に対して事前に、口頭又は
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文書によって、災害対策基本法第59条に基づく事前措置の対象になること及び災害時の措置の方

法等をあらかじめ通知し、指導しておくものとする。
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第２節 防災組織整備計画

町の災害対策実施組織は、第１章第５節「災害対策本部の組織」に定めるところによるが、職員

別の分担任務及び配備場所、あるいは町地域内の防災関係機関の防災組織体制の整備は次によるも

のとする。

１ 町本部職員の配置

各対策部各班は、災害時の職員別分担任務及びその配備場所等について定めておくものとする。

なお、災害救助部における職員の配置等については、第２章第８節「火災予防計画」に定める

ところによる。

２ 事前措置等の代行

災害対策基本法に基づき町長が行う次の権限のうち、町長が報告を受けてその執行をするいと

まのない緊急を要する事項は、その場に居合わせる町本部の職員が町長に代ってその場で執行す

るものとする。

(１) 避難の指示、勧告

(２) 警戒区域の設定、その区域への立入制限、禁止あるいはその区域から退去命令

３ 関係機関の防災組織の整備（第１章第３節に記載）

農業協同組合、森林組合、商工会、西日本電信電話株式会社、公共交通機関、中部電力株式会

社、金融機関、危険物取扱機関及び防災上重要な施設の管理者は独自の防災体制を整備し、それ

ぞれの応急措置の実施に万全を期するものとする。

４ 町における自主防災組織等の確立

災害を最小限に防止するためには、町民の自主的な防災活動が極めて重要であり、町は、地域

住民、事業所等の自主防災組織の整備、育成を図るものとする。また、自主防災組織が結成され

ていない地域については、自治会組織がこれに準じた活動を行うように努めるものとする。

(１) 規 模

自主防災組織の規模は、その活動が円滑に行われるような規模とし、自治会、事業所等小集

団を単位とする。

(２) 防災計画

自主防災組織の防災計画の内容は、組織の編成、平常時及び災害時の活動を中心に、具体的

に定めておくものとする。



第２章 災害予防計画 第２節 防災組織整備計画

－26－

ア 組織の編成

情報班 情報の収集、伝達

消火・水防班 消火器等による消火、堤防の見廻り、水防作業

救出救護班 負傷者の救出、救護

避難誘導班 避難地、避難所への避難誘導

給食給水班 給食、給水活動

イ 平常時の活動内容

(ア) 防災計画の徹底

(イ) 防災に関する知識の普及

(ウ) 防災訓練の実施

(エ) 火気使用設備、器具、防災施設等の点検整備

(オ) 消火器、ツルハシ、スコップ等の防災資機材の備蓄

(カ) ひとり暮らし高齢者・障がい者等災害時要援護者の把握

ウ 災害時の活動内容

(ア) 情報の収集及び伝達

(イ) 災害の初期的応急対策

(ウ) 被災者の救出、救護

(エ) 避難誘導及び避難所運営

(オ) 給食、給水活動

(カ) ひとり暮らし高齢者・障がい者等災害時要援護者の支援

(キ) 災害調査への協力

責任者
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第３節 防災施設整備計画

町地域における防災上重要な事業あるいは防災用施設の整備は次によるものとする。

１ 水害予防の整備

水害の発生を防止し、又は被害の拡大を防止するための平常時における防災施設整備計画は、

県計画第２章第９節「水害予防対策」に基づくものとするが、国あるいは県が長期計画に基づき

直接行う事業又は国、県の補助事業、町単独事業等の概要はおおむね次のとおりである。

(１) 治山事業

暴風、豪雨、その他異常な自然現象により発生、又は拡大した荒廃林地の崩壊土砂の流出及

び拡大を防ぐため、えん堤（谷止工）山腹（山止工）を県の保安林整備計画に基づき、計画し、

荒廃林地の解消に努めていく。

(２) 復旧治山事業

荒廃林地より流出する土砂量は、年間相当量に達し、洪水時には直接間接的に大きな被害を

与えているが、荒廃林地の復旧を行うことにより林地被害の拡大が防止されるばかりでなく、

渓流に堆積した土砂の移動が停止され、さらには両岸の浸蝕防止もあわせて行われ、これらの

土砂による洪水時の被害を始め山崩れ等の被害も大部分が軽減できる。このためその原因とな

っている山腹崩壊地、渓流崩壊地及びはげ山の復旧整備を行うものとする。

(３) 予防治山事業

地質、地形、気象条件あるいは人為的な誘因によって荒廃し、はげ山に移行しつつある林地

又は山腹の崩壊のおそれのある箇所及び渓流の浸蝕によって土石流が発生し、人命、財産に直

接被害を与えるおそれのある山地災害危険地区のうち、緊急なものについて積極的な山腹工、

山脚固定のための谷止工等を行うものとする。

(４) 砂防、河川事業

近年多発する長時間連続豪雨による低地部の中小河川のたん水被害の軽減と堤防の欠壊を未

然に防止するため、砂防、河川改修などの各種事業を施工する。また、国及び県と協力して、

急傾斜地崩壊対策事業、砂防事業、地すべり対策事業及び山林植樹事業等により災害を防止す

る。

河川事業においては、木曾川支流の数多くの河川は降雨毎に出水し、河川より溢水した激流

は農地を冠水し、住家に浸水する箇所もあるのでその機構を解析し、被害の原因と実態を把握

して、その改善をはかる。

２ 防除施設の整備

災害防除活動等に必要な機械器具及び資材等の整備備蓄は、次によるものとする。
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(１) 消防施設等の整備

消防施設及び資機材の整備備蓄は、第２章第８節「火災予防計画」の定めるところによるも

のとする。

(２) 水防用資機材の整備

水防施設及び資機材の整備備蓄は、第２章第７節「水害予防計画」の定めるところによるも

のとする。

(３) 気象観測施設の設置

災害気象の速やかな状況把握のため、河川情報センターの情報、岐阜県防災情報通信システ

ムの情報、岐阜県土砂災害警戒情報ポータルの情報及び可茂消防事務組合の気象情報を活用す

る。

また、平成９年度より同報系テレメータ（雨量計）設備を、年次計画により設置し、気象観

測施設の充実を図り有効利用に努めている。

(４) その他資機材等の整備

ア 広報車の整備

災害の発生するおそれのある場合、通信途絶を考慮し、速やかに出動できるよう町公用車

及び消防車両に拡声器及び防災行政無線機を取り付けるものとする。

イ 炊き出し用資材

り災者及び災害対策の炊き出しについては役場出張所、学校給食共同調理場、保育園調理

場、老人ホーム等を利用し、原材料については、関係機関の協力により、即時調達を図る。

また、原則的には、各自治会単位での活動を基本とし、これで足らない部分を町が補うこと

とする。

ウ 災害救助及び調査用資材

本計画に示す各対策部班において、災害救助その他災害対策に必要な資機材等は平常時各

課、係において整備備蓄するものとするが、災害対策に出動する本部職員の証票等は第３章

第１節第１「町本部運用計画」７証票等に示すものを平常時各個に保管させ、調査に必要な

資機材は防災安全室において保管するものとする。

エ 通信施設の整備

災害時における通信を確保するため、町防災行政無線（同報系、移動系）の有効利用、及

びアマチュア無線の施設整備に努める。

３ 建築物予防計画

災害による建築物に関連した被害の防止あるいは被害の拡大を防止するための平常時における

建築物の予防対策は、次によるものとする。

(１) 建築物防災知識の普及

建築に関連した事業に従事する職員及び業者あるいは一般住民等に対する建築物に関する災

害予防及び応急対策についての知識、技術等の普及徹底は、次によるものとする。
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ア 実施者

建築物防災知識の教養普及は、県（建築指導課・防災課）及び町が関係機関の協力を得て

行うものとする。

イ 実施の方法

建築物防災知識の教養普及は、あらゆる機会をとらえ必要に応じ災害の予想される季節前

に重点を置き、おおむね次の方法によって行うものとする。

(ア) 写真等による方法

(イ) ポスター掲示による方法

(ウ) 映写会の開催等による方法

(エ) ラジオ、テレビ、新聞等の報道による方法

(オ) 「広報やおつ」その他関係機関の機関誌による方法

(カ) ＣＣＮｅｔ、パンコン通信、インターネット等による方法

(キ) 講演会、説明会、座談会等による方法

ウ 教養普及事項

建築物の防災に関し必要なおおむね次の事項について行うものとする。

(ア) 既存建物の保全対策

災害時に住宅等建物の保全を期するため、一般住民に対して火災、台風等に対する既存

建築物の平常時や台風来襲時等における維持補修や補強の方法等を普及する。

(イ) 建築基準法等の普及

建築基準法施行の徹底を期するため、建設業協会、建築士会、大工組合等を通じて、関

係業者等に建築基準等の知識、技術等の指導に努めるとともに、これらの団体の協力を得

て、一般住民の遵法精神の高揚に努めるものとする。

(２) 建築物の防災構造化

建築物にかかる災害の発生を防止しあるいは被害の軽減をはかるため、次により建築物の災

害予防をはかるものとする。

ア 公営住宅の不燃化

公営住宅の建築に当たってはできる限り不燃構造に努めるものとする。

イ 不燃化の指導

本町には、住家や納屋等、木造が多く、強風時に火災が発生すれば飛び火による大火のお

それがあるので町民に対し、改築に当たっては、出来るだけ不燃化するよう、その指導に努

めるものとする。

(３) 特殊建築物の災害予防

学校、社会福祉施設等特殊建築物に関する平常時の災害予防は、本章第８節「火災予防計画」

に定めるほか、次によるものとする。

ア 管理者の保全義務

特殊建築物の管理者は、建物の不燃堅牢化に努めるとともに、防災上必要な出入口、非常
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口、避難設備等の施設の整備保全に努める。

イ 防災診断の実施

町は関係機関と協議して、既存の特殊建築物で特に木造のものを指定して、毎一定時期に

建築士に防災診断をさせその結果に基づき必要な指示、指導をする。

ウ 確認検査の徹底

特殊建築物の建築に当たっては、現場検査を強化し、確認検査を重点的に行い、関係法令

の履行徹底を期する。

エ 防火管理者の選任

消防法の規定に基づき防火管理者を置かなければならない施設にあっては、適法な防火管

理者を選任し、その任務を明確にしておくものとする。

オ 計画の樹立

多人数を収容し災害により人命の危険が予想される特殊建築物の管理者は、気象警報等の

情報の把握あるいは初期消火等災害の防除活動と収容者避難誘導等の組織及び方法等防火に

関する計画を樹立し、災害時の万全を期するものとする。

(４) 公共的建築物の防災体制等

公共的な建築物は、防災上、避難、救護等における重要な施設であるが、近時社会的諸情勢

の変化に伴い、一部施設において、既に無人化が進められている。これらの実施に当たり、設

置者及び管理者は、これらの施設の重要性にかんがみ、防災対策の万全を期するとともに、防

災設備の整備に努めるものとする。
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第４節 砂防、地すべり防止、急

傾斜地崩壊防止対策計画

本町は、地形・地質等の自然条件からみて災害を受けやすい環境におかれているが、近年の著

しい産業経済の発展、生活水準の向上はめざましく、河川をとりまく環境は著しく変化してきて

いる。これらに対応した土木施設整備の立遅れが大きく、このため集中豪雨による中小河川の荒

廃、及び土石流等による渓流の災害が頻発し、その被害はますます大規模になるおそれが生じて

きている。これに対処するため、積極的な事業を実施し、被害を最小限に防止するよう努めるも

のとする。

１ 治山事業対策

県の治山計画に基づき年次計画を策定し、積極的な事業を実施し、被害を最小限に防止するよ

う努めるものとする。また、危険箇所のマップを作成し、各世帯に配布し、住民に周知するもの

とする。

(１) 山地に起因する災害危険地区数は別表１のとおりとする。

(２) 山腹崩壊危険地区は別表２のとおりとする。

(３) 崩壊土砂流出危険地区は別表３のとおりとする。

２ 地すべり対策事業

亀裂の発生、地盤の隆起、陥没等地すべり現象が見られる地区について、地形、地質、地下水

脈等の調査を行い、地すべり原因を把握し、当該地区に適した地すべり防止工事の促進に図る。

３ 急傾斜地崩壊防止対策

急傾斜地崩壊防止対策事業として、急傾斜地（傾斜角30度以上、がけ高５ｍ以上）の崩壊によ

る災害の防止に関する法律第３条の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定をうけ、国及び県補

助による改良を実施する。

急傾斜地崩壊危険箇所は別表５のとおりとする。

４ 砂防事業

山崩れ、土石流による災害の激化を防ぎ、河床の安定を図るため、河川改修と一体となって整

備を要する水系に係る渓流又は土石流災害発生の可能性がある渓流、人家密集地区及び市街地の

進展の著しい地区及び下流地域への影響の大きい地区等を重点に砂防えん堤及び渓流保全工等の

事業の促進を図る。

土石流発生危険箇所は別表６のとおりとする。
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５ 土地造成土止め施設等の整備

傾斜地等における土地造成は、土砂崩れ、擁壁の崩壊等の危険が予想されるため、県及び関係

機関と連携のもとに、土地造成業者に対し、土止め施設の整備を図る等の安全対策を指導するも

のとする。

また、既存の土地造成地にあっては崩壊の危険のある土止め施設等については、危険を周知し、

防災対策を確立するよう指導するものとする。

６ 総合的な土砂災害対策の推進

町防災会議は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき

土砂災害警戒区域の指定があったときは、町地域防災計画において、当該警戒区域ごとに土砂災

害に関する情報の収集及び伝達、予報又は警戒の発令及び伝達、避難、救助その他当該警戒区域

における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めるものとす

る。

また、町長は、土砂災害ハザードマップを作成し、住民に配布するなどにより周知徹底を図

るものとする。
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別表１ 山地に起因する災害危険地区数

（注）１ 山崩：山腹崩壊危険地区 崩流：崩壊土砂流出危険地区 地す：地すべり危険地区

事務

所名

危 険 度 Ａ 危 険 度 Ｂ 危 険 度 Ｃ 計

山崩 崩流 地す 計 山崩 崩流 地す 計 山崩 崩流 地す 計 山崩 崩流 地す 計

可茂
9 6 15 5 7 12 10 5 15 24 18 42

別表２ 山腹崩壊危険地区

農林事務所名
所 在 地 保 全 対 象

大 字 字 人 家 公共施設 道 路

可茂 八百津 井戸尻 18 1

八百津 鳥頭 1

八百津 向エ洞 1

八百津 中嵩・道上 38

久田見 西山 22

福地 南新田 4

福地 油草 1

和知 西洞 4 1

和知 城土 33 1

上飯田 大替戸 23

八百津 臨こ山 119 1

八百津 五宝平 6 1 1

上牧野 米ノ 5

和知 下渡 11 1

野上 米山寺裏 2 1
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農林事務所名
所 在 地 保 全 対 象

大 字 字 人 家 公共施設 道 路

可 茂 野上 横ケ洞 1

伊岐津志 中山 12 1

伊岐津志 洞下 27

八百津 鷲ヶ峰 1

久田見 長作 1

久田見 川小屋 1

久田見 猿ヶ鼻 2 1

福地 押上 8 1

福地 油草 15 1

別表３ 崩壊土砂流出危険地区

農林事務所名
所 在 地 保 全 対 象

大 字 字 人 家 公共施設 道 路

可 茂 和知 鎧岩 29

野上 寺洞 27

八百津 登倉 34

八百津 梅香洞 88 1

南戸 上新田 1

八百津 恵子洞 55

八百津 臨こ山 143 1

久田見 岩平 7

伊岐津志 洞口 40

福地 大鹿見 1

汐見 鳥屋ヶ鼻 4 1

南戸 角戸 1

上飯田 寺洞 5 1 1
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農林事務所名
所 在 地 保 全 対 象

大 字 字 人 家 公共施設 道 路

可 茂 伊岐津志 原 36 1

伊岐津志 原 1

八百津 龍登 1 1

八百津 龍登 20

久田見 猿ヶ鼻 4 1

別表４ 地すべり危険箇所

県土整備部砂防課（Ｈ16.４.１現在）

土木事務所

地すべり

防止地区

の 指 定

箇 所 名

保全

人家

戸数

位 置

可 茂
長者屋敷 5 長者屋敷

大平 28 大平

別表５ 急傾斜地崩壊危険箇所

県土整備部砂防課（Ｈ16.４.１現在）

土木事務所 箇 所 名
所 在 地 保全人家

戸 数
公共建物 備 考

大字 小字

可 茂 臨コ山 八百津 臨コ山 22 0 Ⅰ

弥四郎平 八百津 弥四郎平 18 0

諸田 八百津 諸田 8 1

諸田上 八百津 諸田 6 0

鵜の巣 八百津 鵜の巣 0 1

樋口 八百津 樋口 5 0

東野 伊岐津志 東野 9 1
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土木事務所 箇 所 名
所 在 地 保全人家

戸 数
公共建物 備 考

大字 小字

可 茂 中屋敷 上飯田 中屋敷 8 0 Ⅰ

大洞 上飯田 大洞 4 1

大洞上 上飯田 大洞上 11 0

新田 上飯田 新田 10 0

天王前 和知 天王前 17 0

歌洞 和知 歌洞 12 0

亀洞 和知 亀洞 9 0

赤薙 八百津 赤薙 7 1

北山 八百津 北山 10 0

中下 福地 中下 4 1

西山 久田見 西山 5 1

味屋 八百津 味屋 12 0

竹井 八百津 竹井 20 0

荒川 八百津 玉井 48 3

大洞上２ 上飯田 大洞上 7 0

和知洞 和知 和知洞 10 0

中山 和知 中山 5 0

上牧野 上牧野 玉川町 9 0

山口 和知 山口 12 0

中組 和知 中組 16 0

米山寺 野上 米山寺 35 0

中野 伊岐津志 中野 5 0

石畑 伊岐津志 石畑 11 0

須賀 八百津 須賀 11 3

中組２ 伊岐津志 中組 16 1

杣沢 八百津 杣沢 8 0

木野 八百津 木野 7 0
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土木事務所 箇 所 名
所 在 地 保全人家

戸 数
公共建物 備 考

大字 小字

可 茂 木野２ 八百津 木野 6 0 Ⅰ

鯉居 八百津 鯉居 11 0

中山２ 和知 中山 5 0

須賀２ 八百津 須賀 10 0

五宝平３ 五宝平 0 1

木野５ 木野 17 0

宮島 宮島 11 2

鈴ケ谷 久田見 鈴ヶ谷 3 0 Ⅱ

追分 福地 追分 3 0

清津 福地 清津 3 0

押上２ 福地 押上 4 0

押上３ 福地 押上 1 0

赤薙２ 八百津 赤薙 1 0

北山３ 八百津 北山 4 0

北山２ 八百津 北山 3 0

白谷 八百津 白谷 3 0

大奥 福地 大奥 1 0

牛保毛 福地 牛保毛 1 0

篠原 潮見 篠原 1 0

向山 潮見 向山 1 0

中屋敷３ 上飯田 中屋敷 4 0

此洞 上飯田 此洞 1 0

此洞２ 上飯田 此洞 3 0

中屋敷２ 上飯田 中屋敷 4 0

大洞２ 上飯田 大洞 2 0

和知洞４ 和知 和知洞 3 0

和知洞２ 和知 和知洞 1 0
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土木事務所 箇 所 名
所 在 地 保全人家

戸 数
公共建物 備 考

大字 小字

可 茂 和知洞３ 和知 和知洞 2 0 Ⅱ

赤薙３ 八百津 赤薙 4 0

五宝平 八百津 五宝平 1 0

五宝平２ 八百津 五宝平 1 0

木野３ 八百津 木野 2 0

木野４ 八百津 木野 2 0

細目 八百津 細目 2 0

杣沢３ 八百津 杣沢 4 0

小洞 久田見 小洞 4 0

杣沢２ 八百津 杣沢 1 0

大鹿見 福地 大鹿見 2 0

笹小屋 福地 笹小屋 1 0

名場居 潮見 名場居 1 0

西洞 和知 西洞 2 0

大門西 野上 大門西 4 0

栃ノ木 野上 栃ノ木 3 0

中野２ 伊岐津志 中野 2 0

石畑２ 伊岐津志 石畑 2 0

錦西 錦織 錦西 1 0

鯉居２ 八百津 鯉居 2 0

錦西２ 錦織 錦西 1 0

押上 福地 押上 3 0

嵩 久田見 嵩 4 0

大平 久田見 大平 4 0

赤薙４ 赤薙 2 0
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別表６ 土石流発生危険箇所

土石流危険渓流(Ⅰ)

県土整備部砂防課（平成16年４月１日）

土木事務所 水系名 河 川 名 渓 流 名 所 在 地
保 全 対 象

人家戸数 公共施設等

可 茂 木曽川 木曽川 小洞 小洞 6 0

木曽川 木曽川 中下 中下 5 1

木曽川 木曽川 杣沢 杣沢 9 0

木曽川 木曽川 草落 丸山 0 1

木曽川 木曽川 寺尾 諸田 8 0

木曽川 木曽川 美名ノ洞 錦織 0 1

木曽川 荒川 代田 代田 8 0

木曽川 荒川 代田 赤薙 6 0

木曽川 荒川 竜登 木野 10 0

木曽川 荒川 木野 木野 5 0

木曽川 木曽川 大洞 須賀 10 0

木曽川 木曽川 原 伊岐津志 0 1

木曽川 木曽川 辛沢 石畑 6 0

木曽川 木曽川 寺下 伊岐津志 6 0

木曽川 木曽川 原 石畑 9 1

木曽川 木曽川 米山寺 米山寺 9 0

木曽川 木曽川 吉原 伊岐津志 6 0

木曽川 木曽川 中山 伊岐津志 7 0

木曽川 木曽川 栃ノ木 大門西 19 0

木曽川 木曽川 秀ヶ洞 和知洞 7 0

木曽川 木曽川 亀洞川 和知洞 6 0

木曽川 木曽川 歌洞 和知 7 0

木曽川 木曽川 諸 和知 6 0

飛騨川 飛騨川 瀬川 長者屋敷 5 0

飛騨川 飯田川 寺洞 寺洞 0 1

飛騨川 飯田川 此洞 此洞 5 0
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土石流危険渓流(Ⅱ)

県土整備部砂防課（平成16年４月１日）

土木事務所 水系名 河 川 名 渓 流 名 所 在 地
保全対象

人家戸数

可 茂 木曽川 木曽川 篠原東 篠原 1

木曽川 木曽川 宮袖 篠原 2

木曽川 木曽川 蔵橋 蔵橋 3

木曽川 亀谷川 高木 新田 1

木曽川 長曽川 乱橋 押上 3

木曽川 長曽川 押上 押上 1

木曽川 長曽川 進退 追分 1

木曽川 長曽川 油草 樽洞 1

木曽川 長曽川 洞田 樽洞 1

木曽川 旅足川 岩平 大平 1

木曽川 荒川 上木野 木野 1

木曽川 木曽川 岩洞 錦織 2

木曽川 木曽川 辛沢川 中組 4

木曽川 木曽川 秀ヶ洞 和知洞 4

木曽川 木曽川 東歌洞 和知 2

木曽川 木曽川 谷屋敷 野上洞 4

木曽川 木曽川 中山 中山 4

木曽川 木曽川 南中山 中山 2

木曽川 木曽川 倉曽 上牧野 4

飛騨川 飛騨川 西ノ谷 長者屋敷 3

飛騨川 飯田川 中比洞 比洞 2

木曽川 長曽川 清津 清津 2
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土砂流出防止対策が必要な砂防指定地渓流

県土整備部砂防課（Ｈ16.４.１現在）

土 木

事務所名
水系名

河 川 名

（幹川名）
渓 流 名 所 在 地

保 全 対 象

保全人家 公共施設等

可 茂 木曽川 木曽川 旅足谷 八百津町福地 2 0
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第５節 農地防災計画

１ たん水防除対策

農地のたん水による被害の防除は、河川（支派川）の改修、農用排水路の整備あるいは土地改

良による根本的な対策を要するため、町はこれらの事業の推進に努めるものとする。

２ 老朽ため池対策

ため池は、農業用水施設として重要な役割を果たしてきた。これらは、斜樋、底樋管等の取水

設備や余水吐も老朽化して機能が衰微しており、堤体からの漏水も多く、決壊の危険性をもって

いるので低位部農用地の排水路とともに災害予防上必要度の高いものから改修事業をしている。

なお、ため池改修事業は、町及び管理（団体）者に分けて実施する。

老朽ため池状況については、別表のとおりである。

３ 防災ダム事業

本町では、関係機関との連携により昭和18年に兼山ダム、昭和29年に丸山ダム、そして現在新

丸山ダムも建設中であり洪水による被害の防止策に取り組んできた。今後は老朽化したダムの調

査、点検に必要に応じて協力し、耐震対策及び強化に努めていく。

４ その他防災事業

風水害等によって土砂崩壊の危険を生じた箇所においては、県の協力を得ながら農用地及び農

業用施設の災害を防止するために土砂崩壊防止工事を、急傾斜地で耕土の流失による被害を受け

るおそれのあるところには農地保全事業を、地すべり地帯においては地すべり防止事業を実施す

る。
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別表 老朽ため池状況

危険度１：直ちに改修の要あり

危険度２：改修の要あり

農政部 農地整備課（平成22年４月１日現在）

ため池名 所 在 地

受益

面積

(ha)

堤高

(ｍ)

貯水量

(千ｍ3)

危 険 箇 所
危険

判定

診断

区分

被害想定

人 命 ・

公共施設

備 考
余水吐 堤体 樋管

放流

機能
堆砂

御殿場池 上吉田 4.8 5.0 4.7 ○ ○ ○ 1 要請 ○

楪池 上吉田 5.0 6.0 5.4 ○ ○ 2 定期 －

此の洞池 上飯田此の洞 5.0 5.0 5.8 ○ ○ 2 定期 ○

寺洞池 上飯田寺洞 1.9 4.0 4.0 ○ ○ 1 要請 －

大替戸池
上飯田大替戸

958

6.0 10.0 22.0
○ ○ ○ １ 定期 －

桶ヶ洞第一池 和知桶ヶ洞 5.0 5.5 3.2 ○ ○ ○ 1 定期 －

桶ヶ洞第二池 和知3119 5.0 5.0 5.3 ○ ○ ○ ○ 1 要請 －

硲池 和知2855-2 50.0 8.0 10.5 ○ ○ ○ 1 定期 ○

洞池 和知字柏木 20.0 7.0 30.5 ○ 2 定期 ○

深山第二池 野上1089 6.0 6.0 8.6 ○ ○ ○ 1 定期 ○

深山第一池 野上1089 6.0 13.0 21.0 ○ ○ ○ 1 定期 ○

鐘付第二 和知 25.0 7.8 9.9 ○ ○ ○ 1 定期 ○

諸池 和知2667 6.0 6.0 6.6 ○ ○ 2 定期 ○

中山第二池 和知546 12.0 5.0 2.4 ○ ○ ○ 1 定期 －

兼行第二池 上牧野87 5.0 7.0 7.2 ○ ○ ○ 1 定期 －

兼行第一池 上牧野87 5.0 5.0 7.7 ○ ○ ○ 1 定期 ○

大仙寺池 八百津3347-1 5.5 5.0 1.3 ○ ○ 1 要請 ○

笹池 八百津41-2 10.0 8.0 0.9 ○ ○ ○ 1 要請 －

宮底池 伊岐津志字原 13.0 10.5 4.0 ○ ○ 2 定期 －

大洞下池 伊岐津志2850-4 11.2 11.0 22.9 ○ 2 定期 ○

大洞上池
伊岐津志石畑

2851

8.5 4.3 19.6
○ ○ ○ 2 定期 －

寺洞第１ 野上字寺洞2311 5.0 11.7 5.6 ○ ○ ○ 1 定期 －

寺洞第２ 野上字寺洞2312 5.0 8.5 2.1 ○ ○ ○ 1 定期 －
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第６節 建築物予防計画

災害による建築物に関連した被害の防止あるいは軽減を図るため、次により建築物の災害予防を

図るものとする。

１ 建築物防災知識の普及

町は県及び関係機関の協力を得て、住民等に対する建築物に関する災害予防及び応急対策につ

いての知識、技術等の普及を行う。

(１) 実施の方法

建築物防災知識の教養普及は、あらゆる機会をとらえ必要に応じ災害の予想される季節前に

重点を置き、おおむね次の方法によって行うものとする。

ア 写真等による方法

イ ポスター掲示による方法

ウ ラジオ、テレビ、ＣＣＮｅｔ、新聞等の報道による方法

エ 広報紙等による方法

オ インターネット等による方法

カ 講演会、説明会、座談会等による方法

(２) 教養普及事項

建築物の防災に関し必要なおおむね次の事項について行うものとする。

ア 既存建物の保全対策

災害時に住宅等建物の保全を期するため、一般住民に対して火災、台風等に対する既存建

築物の平常時や台風来襲時等における維持補修や補強の方法等を普及する。

イ 建築基準法等の普及

建築基準法施行の徹底を期するため、建設業協会、建築士会、大工組合等を通じて関係業

者等に建築基準等の知識、技術等の指導に努めるとともにこれらの団体の協力を得て、一般

住民の遵法精神の高揚に努めるものとする。

２ 公共的建築物の防災体制等

公共的な建築物は、防災上、避難、救護等における重要な施設であるが、社会的諸情勢の変化

に伴い、一部施設において、すでに無人化が進められている。設置者及び管理者は、これらの施

設の重要性にかんがみ、防災対策の万全を期するとともに、防災設備の整備に努めるものとする。
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第７節 水害予防計画

町地域内における水害の発生予防及び被害の拡大を防止するため、平常時における対策は、県計

画第２章第９節「水害予防対策」に定めるもののほか、道路、橋梁等に必要な対策は次によるもの

とする。

１ 道路、橋梁の維持補修

洪水時における道路及び橋梁の保全を図るため、次により維持補修に努めるものとする。

(１) 通常災害が予想される季節前に計画をたてて、次の事業を実施する。

ア 側溝等排水路の計画的な整備（補修も含む）

イ 水抜、暗きょ等の呑口の埋没を防ぐ掘さく及び流木の防止措置

ウ 橋台石積の洗堀した箇所の補強（根固工を施す）

エ 河川と関連する路側石積の基礎の洗掘防止（根固又は水制工を施す）

(２) 危険道路に補助板を設け「路肩弱し」「落石注意」「冠水区間」等と表示する。

２ ダム災害予防計画

町は、ダム施設管理者と平常時から連携を強化し、協力体制を確立しておく。特に、ダム放流

警報の伝達体制及び住民への広報体制については、遺漏のないよう万全を期するものとする。

３ 水防計画

このほか水害予防のため必要な計画は、別途定める水防計画による。
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第８節 火災予防計画

火災の発生を防止し、火災による被害の軽減を図るための火災予防に関する対策は、本計画に定

めるものとする。

１ 消防組織の整備

火災等の大規模化、複雑化に伴い高度の専門的知識と技術が要求され、加えて道路、交通、通

信の発達により個々の市町村の境界に関係なく広域的に消防本部、署を設置するのがより効率的

であるので、可茂消防事務組合により広域共同処理方式で消防力の充実が図られている。

さらに、消防力の効率化を図るためには、消防団員の人的確保に努め、両者の有機的連携を確

保することを基本とし、消防活動が一体的に運用されるよう体制を確立するとともに、「岐阜県広

域消防相互応援協定」、近隣市町村間の「消防相互応援協定」に基づき、応援隊の派遣、受け入れ

等整備を行い広域消防応援体制の強化を図るものとする。

(１) 平常時における組織

可茂消防事務組合の組織については消防本部及び署所の機構によるが、消防組織及び人員計

画は次のとおりである。

編 成 編成区域 分団本部場所 階級毎の人員

消防団本部 全 町 八百津町役場 団長１ 副団長３

第１分団 八 百 津 〃 分団長１ 副分団長１ 部長３ 班長９ 団員56

第２分団 錦 津 錦津出張所 分団長１ 副分団長１ 部長１ 班長６ 団員36

第３分団 和 知 和知出張所 分団長１ 副分団長１ 部長３ 班長11 団員66

第４分団 潮 南 潮南出張所 分団長１ 副分団長１ 部長１ 班長６ 団員35

第５分団 福 地 福地出張所 分団長１ 副分団長１ 部長１ 班長６ 団員36

第６分団 久 田 見 久田見出張所 分団長１ 副分団長１ 部長３ 班長10 団員60

可茂消防八

百津出張所
八百津出張所 出張所長１ 所員10

計 消防団 365

消防団、消防署の部隊編成及び機械器具の配置は次のとおりである。
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ア 消防団の編成及び機械器具の配置

消防団長(１) 副団長(３)

兼務 ラッパ隊長
(１)

兼務 警備隊長
(１)

兼務 予防隊長
(１)

第１分団長
（兼：指導員）

(１)
合計70

副分団長(１) 警備予防班長
(１)

ラッパ班長(１)

警備団員(５)
予防団員(２)
団 員(２)

ラッパ部長(１) 分団ラッパ班長 団 員(12)
(６)

指導班(６)本部付け（各分団より１名）

第１部長(１) 細目班長(１) 団 員(７) 消防ポンプ自動車

北山班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

赤薙班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ

第２部長(１) 黒瀬班長(１) 団 員(７) 消防ポンプ自動車

第３部長(１) 芦渡班長(１) 団 員(７) 消防ポンプ自動車

杣沢班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

協力班長(１) 団 員(８)

第２分団長 副分団長(１) 警備予防班長 警備団員(５)

（兼：指導員） (１) 予防団員(２)

(１) ラッパ班長(１) 団 員(２)

合計45 第１部長(１) 中野班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

中組班長(１) 団 員(７) 消防ポンプ自動車

錦織班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

協力班長(１) 団 員(８)

第３分団長 副分団長(１) 警備予防班長 警備団員(５)

（兼：指導員） (１) 予防団員(２)

(１) ラッパ班長(１) 団 員(２)

合計82 第１部長(１) 野上班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

野上西班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ

中組班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

洞 班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

第２部長(１) 前野班長(１) 団 員(７) 消防ポンプ自動車

第３部長(１) 上飯田班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

中山班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

上牧野班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

協力班長(１) 団 員(８)

第４分団長 副分団長(１) 警備予防班長 警備団員(５)

（兼：指導員） (１) 予防団員(２)

(１) ラッパ班長(１) 団 員(２)

合計44 第１部長(１) 中 班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

篠原班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

峰 班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

協力班長(１) 団 員(８)

第５分団長 副分団長(１) 警備予防班長 警備団員(５)

（兼：指導員） (１) 予防団員(２)

(１) ラッパ班長(１) 団 員(２)

合計45 第１部長(１) 公民館前班長(１) 団 員(６) 消防ポンプ自動車

新田班長(１) 団 員(７) 小型動力ポンプ(積)

追分班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

協力班長(１) 団 員(８)

役 職

団長

副団長（兼務）

分団長（兼務）

副分団長（兼務）

部長（ラッパ含む）

班長（協力員除く）

班員（協力員除く）

協力員（班長６含む）

合 計

数

1

3

6

6

12

42

241

54

365
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第６分団長 副分団長(１) 警備予防班長 警備団員(５)

（兼：指導員） (１) 予防団員(２)

(１) ラッパ班長(１) 団 員(２)

合計75 第１部長(１) 中盛班長(１) 団 員(７) 消防ポンプ自動車

○らっぱ部長 松坂班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ

を含む 薄野班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

嵩 班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

第２部長(１) 入野班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

野黒班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ(積)

大平班長(１) 団 員(６) 小型動力ポンプ 大平

小型動力ポンプ(積)小洞

協力班長(１) 団 員(８)

（基 準）

条例数等を考慮

（ ）内は基準数

太字部は各分団と重複
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イ 可茂消防事務組合

可茂消防事務組合は、消防本部を美濃加茂市に置き、美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、

川辺町、八百津町、七宗町、白川町、東白川村、御嵩町を管轄区域としており、消防本部を中

心に３消防署、２分署、４出張所、３分遣所の署所を構成している。

八百津出張所においては、所長以下11名で構成され、水槽付消防車１台、高規格救急車１台、

軽広報車１台を配備し、警戒体制をとっている。通信施設は平成８年度において、消防緊急通

信指令システムを導入して、迅速化、効率化を図っている。

(２) 災害時における組織

災害時の任務分担

監査委員 ２名
管 理 者

（美濃加茂市長）
組合議員 20名

副管理者

（八百津町長）

（可 児 市 長）

会計管理者

（美濃加茂市会計課長）

消 防 長

次 長

消 防 本 部

通
信
指
令
課

予

防

課

消

防

課

総

務

課

南

消

防

署

御

嵩

分

署

西
可
児

分

署

東
可
児

分
遣
所

東

消

防

署

七

宗

出
張
所

東
白
川

分
遣
所

中

消

防

署

川

辺

出
張
所

八
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出
張
所

森

山

分
遣
所

富

加

出
張
所
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２ 消防施設等の整備

本町の消防活動は、可茂消防事務組合と町全域において編成されている八百津町消防団により、

火災及びその他の災害予防と被害防止に努めているが、消防の施設、機械器具及び資材を逐次整

備して消防力の強化充実を図るものとする。

(１) 消防ポンプ等機械の整備

消防用車両等については、国の示す消防力の整備指針を考慮し、それぞれ消防施設整備計画

によって年次整備し、装備の高度化、近代化等機械力の充実強化に努めるものとする。

(２) ホース等消防用器具の整備

消防ポンプ等機械力の強化と並行してホース等の増加を図るとともに、本町に対応する近代

器具を逐年整備し、火災による被害防止と人命の救助に努めるものとする。

(３) 消防水利の整備

消防水利の整備については、国の示す消防水利の基準に基づき計画的に逐年整備し、消火栓

と耐震性防火水槽との適切な組合せによる水利の多元化に努めるものとする。

(４) 消防通信網の整備

ア 火災等の早期通報と適切な消防活動を行うため、防災行政無線を増強整備し、班相互の連

携、状況の把握周知等消防活動の迅速化に努めるものとする。

イ 消防本部及び署にあっては、別に定める規定により行うものとする。

(５) 消防用施設等の保全計画

庶務班 給食、物資の補給並びに衛生管理に関すること。

１ 災害情報の収集、伝達に関すること。

２ 災害通信の確保に関すること。

１ 災害に対する一般広報に関すること。

２ 避難場所への避難誘導に関すること。

３ 機械器具及び物資の収集に関すること。

４ 輸送等、現場班の活動協力及び警戒に関する資
料の収集に関すること。

５ 気象観測に関すること。

災害に対する防ぎょ、警戒防護又は救助等直接の現
場活動に関すること。

１ 疾病、病弱者及び負傷者の応急手当に関するこ
と。

２ 救護及び医療機関へ搬送に関すること。

関係機関との連絡調整に関すること。

通信班

予防班

現場班

救急班

消防連絡班

指

揮

班

消

防

本

部

消

防

団

災
害
対
策
本
部



第２章 災害予防計画 第８節 火災予防計画

－51－

消防用機械器具及び、消防用施設の保全については、次により実施するものとする。

ア 消防用機械器具の保全

消防団は、各班毎に毎月１日と15日の２回機器の点検を行い、その保全に努め災害発生に

係る出動に備えるものとする。

イ 消防水利の保全

防火水槽、消火栓等消防水利施設は、各班ごとに常時点検を行い、清掃、障害物の除去等

を実施して消防水利の保全に努めるものとする。

なお、水利標識は年次計画によって設置又は更新するものとする。

(６) 耐震用施設・設備整備計画

地震による建物の倒壊、路面の地割れ等の状況下における適切な消防活動に必要な機械器具

等の整備に努める。

３ 点検整備

消防団員の職務遂行に必要な諸般の状況を検査し、消防活動に際して有効適切な措置をとらせ

るため、訓練礼式、消防操法、消防演習、機械器具点検、火災等の出動時において、その都度点

検を行うものとする。

４ 地水利調査計画

消防活動を実施するため必要な地形、地物、道路及び水利等に関する次の地水利調査を実施し、

消防機械等の配備及び出動計画等を検討し、消防活動の一層の適正迅速化の推進に努めるものと

する。

(１) 消防地理調査

ア 地形、地物

イ 道路、橋

ウ 河川

エ 建物

オ 水防を要する施設物

カ その他災害防御上注意を要する箇所

(２) 消防水利調査

ア 消火栓

イ 防火水槽

ウ 貯水池

エ 河川

オ 池水

カ プール

キ その他消防用水利として使用できるもの
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５ 予防査察計画

消防法に基づき防火管理者を定めなければならない防火対象物及び消防用設備の設置を義務づ

けられている防火対象物並びに危険物の製造所、貯造所、取扱所等の予防査察は、可茂消防事務

組合において実施しているので、その他の防火対象物の予防査察については、消防団で年１回以

上住民の協力を得て実施するものとする。

６ 住民に対する火災予防等の徹底

災害の発生防止及び被害の軽減を図るため、住民に対し防火知識の普及と初期消火等一般的な

消火技術の修得について、次のとおり周知徹底を図るものとする。

特に高齢者に係る防災対策を中心とした住宅の防火安全性を高めるため、住宅防火診断等によ

り、対策を総合的に推進するものとする。

なお、火災時に備えて初期消火体制を確立するため消火器、防火用水、水バケツ等を設置する

よう指導する。

(１) 関係機関の協力

地域住民に対する火災予防の普及及び初期消火体制の万全を期するため、自主防災組織、女

性防火クラブ、官公署、会社、工場等に、消防機関が行う訓練に参加を求め火災予防の普及徹

底を図るものとする。

(２) 火災予防広報

ア ＣＣＮｅｔや有線放送による防火等に関する知識の広報を行う。

イ 町広報誌に防火等に関する知識を掲載する。

ウ 「火災予防チラシ」等を各戸に配布する。

エ 自主防災組織、女性防火クラブ等に消火器取扱訓練等の実施を要請する。

オ 異常気象時、その他必要の都度同報無線による広報を行うとともに、消防車、町広報車等

によりパトロールを適宜実施する。

カ 春秋２回の「火災予防運動」及び文化財防火デーを効果的に推進する。

キ 火災予防ポスター等を公共施設、各自治会掲示板等見やすい場所に掲示する。

ク インターネット等による啓発
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第９節 雪害予防計画

降雪時における交通の確保、その他雪害に関する計画は、本計画の定めるところによるものとす

るが、道路の降雪に関する細部の対策は、毎年降雪期前に樹立する除雪に関する活動要領（以下「要

領」という。）の定めるところによるものとする。

１ 道路施設等の整備

道路雪害予防のための道路施設の整備及び道路除雪のための除雪用機械の整備は次によるもの

とする。

(１) 凍雪害防止事業

積雪時の道路で、凍上又は融雪のため交通荷重により舗装が破壊されている又は破壊される

おそれがある主要道路については、道路計画により、舗装の早期改良を要望するものとする。

(２) 防雪事業

積雪地域内における道路について、雪崩の発生により危険を生じ、若しくは自動車交通が不

能となる箇所又は地形若しくは風向上防雪効果の著しい箇所で、上記冷雪害防止採択基準に準

じる箇所について防雪柵、スノーシェット、雪崩防止柵等を設定する。

(３) 除雪用資材の整備

道路除雪に必要な除雪資材の整備を行う

２ 学校施設の整備

山間地帯における校舎等の保全を図り、冬期間の通学と運動場を確保するため危険校舎の改築、

屋内運動場等の建設整備を図るものとする。
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第１０節 渇水等予防計画

飲料水の枯渇又は災害により断水等のおそれのある水道施設（以下「施設」という。）等に対する

予防対策は、本計画の定めるところによるが、各施設の設置者等は、飲料水の確保を図るため、生

活用水の需給計画を策定するとともに施設の改修整備に努める。

なお、災害等による飲料水の供給は、第３章第７節第４「給水計画」の定めるところによる。

１ 現状の把握と施設対策

飲料水の利用と施設の状況を把握し、緊急時における給水拠点の設定等と飲料水の給水計画を

策定するとともに、常に安定した水源を確保し、住民の日常生活を混乱させることのないよう、

その対策に努める。

２ 水道等の普及

町は、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与するため、水道事業の整備と普及に努める。

３ 渇水期の広報と給水

水源が長期にわたり枯渇し、飲料水等を得ることができない場合における広報及び給水は、次

による。

(１) 広 報

広報活動は、次のいずれかにより実施する。

ア 防災無線、ＣＣＮｅｔＴＶ、広報車の利用

イ 広報紙、掲示板等の活用

ウ 自治会、大口利用者等に節水協力の要請

(２) 給 水

応急給水は、次のいずれかにより実施する。

ア 給水車（給水タンクとう載車）

イ 街頭給水タンク

ウ 各戸給水容器

エ 共同給水栓の設置（暫定）

オ 他の水源からの導水等

４ 給水資器材の確保等

緊急時における飲料水の供給が不能となった場合の応急用資器材として、給水タンク（とう載

用）、ポリ容器、ろ過器、非常用電源、非常用ポンプ等の確保又は備蓄に努める。
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５ 飲料水の緊急給水等

緊急時における飲料水の確保は、「岐阜県水道災害相互応援協定」その他の規定に基づく緊急給

水ができるように、その対策を定めておく。ただし、緊急給水の実施に際し、他の水源を求める

場合は、各関係機関と緊密な連絡をとり実施する。

６ 自衛隊の災害派遣による給水

渇水又は災害等により飲料水の供給が不能となった場合に、岐阜県水道災害相互応援協定等に

基づく他市町村等の応援によっても、なお飲料水の確保ができないときは、第３章第３節「自衛

隊派遣要請計画」に基づき自衛隊の災害派遣による給水を知事に要請する。
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第１１節 観光施設等の予防計画

観光施設における災害予防計画は、本計画の定めるところによるものとする。

１ 責任体制の整備

観光施設等の経営者又は、管理者（以下「管理者」という。）は、各施設ごとに防災責任者を

定め、平常時から危険箇所の点検を行うとともに、救助体制等組織の整備をしておくものとす

る。

また、可能な限り滞留旅客の把握及びその情報の保全に努め、災害発生時に備えるものとす

る。

２ 気象予警報等の把握と避難

各管理者は、ラジオ、テレビ等の放送で、災害に関する気象等の把握に努め、観光施設等の

利用者に周知徹底を図るとともに、緊急時における避難誘導方法等を定め「避難の心得」「避難

順路」の看板等を標示して、利用者の早期避難に努めるものとする。

３ 町との連絡体制

各管理者は、観光施設等に危険が予想されるときの町との連絡体制を整備しておくとともに、

町長が適切な避難の指示若しくは勧告が行えるようにしておくものとする。

また、町が気象予警報等の情報を覚知したときは、できるだけその情報を管理者に伝達する

ように努めるものとする。
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第１２節 文教関係の予防計画

学校その他教育施設の災害予防、あるいは児童、生徒の安全避難の訓練等、文教関係の災害予防

対策は、別に定める計画のほか、本計画の定めるところによるものとするが、各施設の管理者は、

それぞれの災害条件を考慮し、施設別にその計画を樹立して推進を図るものとする。

１ 施設の不燃化構造の促進

学校その他教育施設の管理者は、施設を災害から保護するため、次の事項に留意して施設の整

備に努めるものとする。

(１) 学校その他教育施設等

学校その他教育施設を火災、台風等の災害から防護し、教育の確保と児童、生徒の安全を図

るため、施設の建設に当たっては鉄筋コンクリート造、鉄骨構造等の不燃化建築を推進し、防

炎化に努めるものとする。

(２) 文化財等

文化財等を災害から防護するため、不燃化構造の保存庫、収蔵庫等の設置を行い、文化財等

の保存に努めるものとする。

２ 施設の予防対策

学校その他教育施設の管理者は、常に施設の保全管理に努め、特に次の事項には十分に留意し

て施設災害の予防に当たるものとする。

(１) 組織の整備

施設の補強、補修等（台風時における準備作業等）が迅速、的確に実施できるよう、職員の

任務の分担あるいは作業員の配置等、平常時よりその組織を整備しておくこと。

(２) 補修、補強

平常時より施設の点検、調査を実施し、危険箇所あるいは、不備な施設（避難施設等）の早

期発見に努めるとともに、これらの補修、補強あるいは整備に当たること。

(３) 資材等の整備

災害時の施設等の補修、補強に必要な資材、器具等を整備しておくこと。

(４) 文化財等

文化財の所有者及び管理者は、文化財などを火災等の災害から防護するため、消火栓、消火

器等を設置し防災に努めるとともに、文化財等の周辺での火気の使用制限、施設内の巡視等を

行い、災害予防に努めるものとする。

３ 危険物の災害予防
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化学薬品その他の危険物を取り扱っている、あるいは保管する学校及び教育関係機関にあって

は、関係法令の定めによって厳重に保管管理するとともに、適切な取り扱いに努めなければなら

ない。特に災害発生時における安全の確保について適切な予防措置を講じておくものとする。

４ 防災教育

学校その他教育施設の管理者は、関係職員に対して防災指導資料を作成配布し、あるいは講習

会、研究会等を開催して防災に関する知識のかん養及び技術の向上に努めるものとする。また、

各学校においては、全職員の協力を得て、常に児童、生徒の防災知識の普及に努めるとともに、

児童、生徒を通してその地域における防災知識の普及徹底、防災意識の高揚を図り、併せて災害

の未然防止と災害時の応急対策についても十分周知させるものとする。

なお、次の諸点に留意してその普及に努めるものとする。

(１) 学校行事等において実施される講話、避難訓練、消火訓練等の場合においては、正規な教育

課程に位置づけて実施する。

(２) 火災、風水害等、それぞれの場合における生命の安全確保について万全を図るため、施設、

設備の状況、気象条件、地形条件等を十分考慮して、それぞれの災害の場合における適切な退

避計画を樹立し、事前に児童、生徒・家庭に周知を図ること。この場合、特に低学年の児童や

身体的障がいのある児童、生徒にはよく理解させ徹底しておくものとする。

(３) 学校災害の未然防止を図るため、火気、危険薬品、配電施設等の管理及びその取り扱いにつ

いて、関係職員に徹底すること。

(４) 児童、生徒の通学路に沿う危険箇所については、各学校で事前に調査し、登下校の指導や災

害予防の知識について理解させ徹底しておくこと。

(５) 児童、生徒が消火作業や搬出作業等の救援活動に従事する場合は、まず身体生命の安全を確

保した上で考えること。この場合学校の施設、設備の状況や、作業活動の組織等について十分

検討を加え、無理な活動を要求しないよう慎重を期すること。

(６) 文化財の所有者又は管理者は、関係者等に対して講習会等を開催して、毎年、防火管理、防

火知識の普及を図ること。

５ 避難その他訓練

学校その他教育施設の管理者は、関係職員に対して職員自身の防災に対する心構えを確認し、

災害時に適切な処置がとれるよう災害の状況を想定し、警報の伝達、児童、生徒の避難誘導等防

災上必要な計画を樹立するとともに、訓練を実施するものとする。

なお、訓練計画の樹立及び訓練の実施に当たっては、次の点に留意するものとする。

(１) 計画及び訓練は学校種別、学校規模、施設設備の状況、児童、生徒の発達段階等それぞれの

実情に応じた具体的、かつ、適切なものとすること。

(２) 訓練は全職員の協力と、児童、生徒の自主的活動と相まって十分な効果をおさめるよう努め

ること。
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(３) 火災、風水害等それぞれの場合における計画を樹立し、訓練を実施すること。なお、この場

合それぞれの災害の特色や災害状況の相違等を検討し、形式的なものにならぬよう注意するこ

と。

(４) 訓練は、毎学期１回程度実施すること。

(５) 訓練の実施に当たっては、事前に施設の状況、器具等について点検し、常に十分活用できる

よう充足するとともに訓練による事故防止に努めること。

(６) 平素から災害時における組織活動の円滑を期すため、全職員の防災組織を確立し、各自の任

務を周知徹底しておくよう努めること。

(７) 文化財等の所有者又は管理者は、毎年文化財防火訓練を実施するよう努めること。

(８) 計画の樹立及び訓練の実施に当たっては、関係機関と事前に連絡を密にし専門的な立場から

助言、指導を受けること。

(９) 訓練実施後は、十分な反省を加え、関係計画の修正整備を図ること。

(10) 夜間、休日等閉校時の災害に備え、発生と同時に施設の開放を行える体制を整え、職員の出

動体制、避難所としての役割分担等体制を整備しておくこと。

(11) 児童、生徒及びその家族、家屋の状態を早急に把握できる体制を整備すること。

６ 気象予報警報等の把握、伝達

各学校における災害に関する注意報、警報並びに情報等の把握及び伝達については、次により

徹底を期し事故防止に努めるものとする。

(１) 教育委員会及び各施設管理者は、災害対策実施のための気象状況に留意し、災害に関する注

意報、警報及び東海地震の予知に係る情報等各種の情報の把握に努めるものとする。

なお、気象警報等の伝達は、県計画第３章第７節「警報・注意報・情報等の受理伝達」に基

づき、町に伝達されるので、教育委員会は、各学校長に対し伝達するものとする。

７ 休校の決定

災害の発生が予想される場合の学校の休校等については、教育委員会が決定して行うものとす

る。
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第１３節 防災教養訓練計画

災害の発生及び被害の軽減あるいは災害時の円滑な応急対策の実施を図るため、住民に対する防

災知識の普及と防災業務従事職員に対する知識、技術の修得及び訓練の実施は、次によるものとす

る。

１ 総合防災の教養普及

災害関係職員及び住民に対する災害予防、あるいは災害応急対策等防災知識の普及は、本計画

によるものとする。

なお、乳幼児、重篤な傷病者、障がい者、高齢者、妊婦、外国人等の災害時要援護者に十分配

慮し、地域において災害時要援護者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の

男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努める。

(１) 計画書の配布

町地域防災計画を作成し、あるいは修正したときは、計画書を必要部数印刷し、次の機関あ

るいは関係者に配布し、その徹底を図るものとする。

ア 各消防機関

イ 町内の公共的機関

ウ 防災上必要な施設の管理者

エ 各自治会長

オ 近隣市町

カ その他必要と認めるもの

(２) 広報（普及）担当

広報は、防災知識の普及を要する災害事務を分掌するそれぞれの機関において、適宜の方法

により行うものとするが、本町における総合的な広報は総務課が他の課室及び関係機関から資

料の提出を求めて行うものとする。

(３) 広報の方法

防災知識の普及はおおむね次の媒体利用等により行うものとする。

ア 「広報やおつ」、防災行政無線、ハザードマップ、パンフレット等による普及

イ 広報車の巡回等による普及

ウ パソコン通信、インターネット等による普及

エ その他講習会・展示会等開催による普及

(４) 広報の内容

防災知識の普及に当たっては、特に災害関係職員及び住民に対して、周知徹底を図る必要の

ある事項を重点的に普及するものとする。
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なお、普及すべき事項は、次のとおりである。

ア 町計画の概要

災害対策基本法第42条第４項に基づく「八百津町地域防災計画」の要旨の公表は防災安全

室において「広報やおつ」により住民に周知徹底するものとする。

イ 災害予防の概要

災害による被害の防止が、防災知識の徹底によって防止できる事項について、それぞれ災

害が予想される時期までに徹底するよう努めるものとする。

(ア) 洪水、台風、火災等に対する既存建物、家具類、家畜等の保全、特に建築物の平常時あ

るいは災害時における維持補修あるいは、補強の方法

(イ) 異常乾燥時及び強風下の火災予防

(ウ) 晩霜対策

(エ) 建築基準法の遵守精神の普及及び関係法令知識の啓発

ウ 災害時の心得

災害が発生し、又は発生するおそれのあるときの各世帯で承知しておくべき次の事項の徹

底に努めるものとする。

(ア) 気象警報の種別と対策

(イ) 避難する場合の携帯品

(ウ) 避難場所と避難経路等

(エ) 被災世帯の心得ておくべき事項

エ 防災訓練への積極的参加

防災知識の普及や災害時における防災対応行動力の向上を図るため、住民、自主防災組織、

企業等に対して防災訓練への積極的参加について啓発に努めるものとする。

２ 各部門別の教養普及

防災関係機関は、町計画あるいは各機関別の活動要領等の内容について、教養普及の徹底に努

めるものとする。

教養普及の方法は「１ 総合防災の教養普及」に準じて行うが、特に実施する時期については、

災害の予想される季節前あるいは関係行事推進期間等に重点をおくとともに教養普及対象によっ

ては、座談会、現地指導等を行うものとする。

(１) 水 防

建設課及び関係各機関は、水防等の対策に従事する職員及び住民に対して、あらゆる機会を

とらえて、水防等土木災害に関する知識、技術の教育と思想の普及徹底に当たるものとする。

ア 職員に対する教養

町は、通常災害が予想される季節前に警察機関及び消防機関等関係の機関と協力し、水防

に関する計画の徹底を図るとともに、水防その他土木災害の応急対策に従事する職員に対し

て、対策実施上の科学的、専門的な知識、技術の教養普及に努めるものとする。
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イ 住民に対する普及

町は、警察その他関係機関と協力して、水防その他土木災害に関連した対策で、一般住民

等に周知徹底を要する洪水時の避難、道路、橋梁被災時の通報等を、通常災害が予想される

季節前に次の媒体を利用して普及徹底するものとする。

(ア) 「広報やおつ」、その他機関誌、パンフレット等

(イ) 防災行政無線による広報

(ウ) 地区座談会、自治会長等

(２) 火災予防

第２章第８節「火災予防計画」の定めるところによるものとする。

(３) 地震災害

本計画「地震対策編」の定めるところによるものとする。

(４) 土砂災害

建設課及び関係各機関は、土砂災害の対策に従事する職員及び住民に対して、あらゆる機会

をとらえて、土砂災害に関する知識などの普及徹底に当たるものとする。

ア 職員に対する教養

町は、通常災害が予想される季節前に警察機関及び消防機関等関係の機関と協力し、土砂

災害の対策に従事する職員に対して、対策実施上の科学的、専門的な知識、技術の教養普及

に努めるものとする。

イ 住民に対する普及

町は、警察その他関係機関と協力して、土砂災害に関連した対策で、一般住民等に周知徹

底を要する土砂災害の危険区域、避難所等を、通常災害が予想される季節前に次の媒体を利

用して普及徹底するものとする。

(ア) 土砂災害ハザードマップ

(５) その他

ア 学校等における防災教養

教育委員会は、教育関係職員に対して防災指導資料を作成配布し、あるいは講習会、研究

会等を開催して、防災に関する知識のかん養及び技術の向上に努めるものとする。

また、学校においては、常に児童、生徒の防災知識の普及に努めるとともに、児童、生徒

を通じてその地域における防災意識の普及徹底を図り併せて災害の未然防止と災害時の応急

対策について十分周知させるものとする。

イ 防災営農についての教養普及

農業関係職員及び農家に対する防災営農等の教養普及は、次によるものとする。

(ア) 普及担当者

産業課が関係機関からの資料によって行うものとする。

(イ) 普及の方法

ａ 防災行政無線による普及
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ｂ 広報誌等による普及

(ウ) 実施期間

通常災害が予想される季節前において行う。

(エ) 広報内容

関係者及び農業者に対して周知徹底を図る必要がある事項、すなわち農業者における防

災知識によって防止できるような降霜時における被害防止あるいは台風時における農作

物、畜舎等の保全方法等について普及徹底をする。

ウ 保健衛生についての教養普及

防災対策に従事する職員及び住民に対し、次により防災に関する知識と教育と思想の普及

徹底に当たるものとする。

(ア) 教養

防災業務従事職員に対しあらゆる機会をとらえて町地域防災計画の内容を徹底するとと

もに、防災に関する保健衛生上必要な科学的、専門的な知識、技術の教育訓練を努めるも

のとする。

(イ) 思想普及

保健所及び関係の諸団体を通じ、梅雨期、台風季節前に重点をおいて住民に災害時にお

ける防疫、環境衛生、飲料水の確保（飲料水の滅菌使用）、救急看護等について、次の媒体

を利用して教育するとともに、保健衛生思想の徹底に努めるものとする。

ａ 広報紙、リーフレット等による普及

ｂ ポスター、パネルの掲示による普及

ｃ スライド、映画等による普及

ｄ インターネット等による普及

ｅ その他展覧会、座談会等開催による普及

３ 防災訓練

町計画の定める災害応急対策を円滑に実施するための防災に関する訓練は、次のものとする。

(１) 基本計画

町地域内の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、水害、火災等それぞれの地域（施

設）において発生が予想される災害の具体的想定に基づき災害予防責任者、防災業務従事職員

あるいは住民の処置すべき応急的な対策について訓練の実施又は図上において、それぞれの機

関別あるいは２以上の機関が合同して行うものとする。

特に社会福祉施設における具体的な訓練は災害が発生したときの避難場所、避難（誘導）方

法、その他細部にわたる計画を管理責任者が樹立し、実施するものとする。

(２) 総合訓練

町は、各部門別応急対策実施機関と合同して、毎年度１回災害が予想される季節前において、

おおむね次の対策を総合して訓練を実施するものとする。
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訓 練 科 目 訓 練 実 施 機 関

気象警報等伝達訓練 関係防災機関

通 信 訓 練 防災行政無線・その他関係機関（西日本電信電話株式会社、民間無

線等）

避 難 訓 練 警察・消防機関・学校関係・保育園、自治会、老人福祉施設

救 助 訓 練 消防・警察機関・自衛隊

救 護 訓 練 消防・医療機関・日赤

炊き出しその他救助訓練 奉仕団体（自治会、女性防火クラブ、日赤等）・自衛隊

消 防 ・ 水 防 訓 練 消防・水防機関

そ の 他 訓 練 関係機関

(３) 水防訓練等

町、消防機関は、水防活動等の円滑な遂行を図るため、次の方法により訓練を実施するほか、

関係団体が合同して行う訓練に参加して実施するものとする。

ア 実施の時期

洪水が予想される季節前（梅雨期前等）の最も訓練効果のある時期において実施するもの

とする。

イ 実施地域

河川危険箇所等洪水のおそれのある地域や、土砂災害のおそれのある箇所において実施す

るものとする。

ウ 方法

地域ごとに定期的に訓練を実施するほか、随時幹部の水防工法その他関連する訓練と併せ

て講習会等を実施する。

(４) 消防訓練

町及び消防機関は、消防活動の円滑な遂行を図るため、消防に関する訓練を実施するほか必

要に応じ県本部その他の団体、市町村と合同して大規模な機動連合演習を実施するものとする。

(５) 避難救助訓練

町及び消防機関は、避難救助等の関係機関と連携を保ちつつ、それぞれ関係の計画に基づき

避難救助の円滑な遂行を図るため、水防、消防等の災害防護活動を併せて、又は単独で訓練を

実施するものとする。

なお、学校、社会福祉施設、工場、その他多数の者が出入りし、勤務又は居住する施設にあ

っては、収容者の人命保護のため、次に示す訓練の実施に努める。

ア 保育園児の避難訓練を月１回以上

イ 小中学校、児童生徒の避難訓練を毎学期１回以上

ウ 社会福祉施設においては年２回以上（入所型の社会福祉施設においては、夜間又は夜間を
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想定した避難訓練を１回以上）。

エ その他にあっては、随時実情に応じて実施する。

(６) 図上訓練

ア 町は、少なくとも毎年１回以上消防機関、警察機関、学校、福祉関係機関等の協力を得て、

水害、火災等を想定した図上訓練（ロールプレイング式訓練）を実施するものとする。

イ 町は、「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、住民の参加による、地域の災害履歴・危険箇

所、災害時要援護者などの情報を共有する災害図上訓練（ＤＩＧ）を次の要領により実施す

るよう指導する。

(ア) 町内会単位

比較的狭い範囲で実施することにより、隣近所の災害時要援護者（高齢者、障がい者な

ど）の把握を図る。

(イ) 小学校区単位

広範囲で実施することにより、避難所を取り巻く周辺状況の危険箇所の確認や、普段交

流のない自治会同士の連携を図る。
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第１４節 自主防災組織の育成と強化

災害を最小限にとどめるためには、公的機関による防災活動と地域住民あるいは施設、事業所等

によるいわゆる自主防災活動との連携が重要である。このため、次により自主防災組織の育成指導

に努めるものとする。

１ 地域住民による自主防災組織

(１) 組 織

組織の規模は、互いに連帯感のわく程度の日常生活の基盤を共有している地域、すなわち、

自治会、班、防災危険地帯等を単位とする。

(２) 編 成

地域の実情に応じた組織の編成が望ましいが、おおむね次の事項を定めておく。

ア 組織の名称

イ 要綱又は規約

ウ 事業の内容

エ 任務分担及び責任者

〔組織例〕 情 報 班 ・情報の収集、伝達

隊 長 副隊長 班 長 ・本部との連絡

（自治会長） （副自治会長） ・防災広報、防災訓練の企画

（リーダー） （サブリーダー） 立案等

消火水防班 ・消火器等による初期消火

・水防作業

救出救護班 ・子供、高齢者、妊婦、

病人等の保護計画

・負傷者等の救出、救護活動

避難誘導班 ・危険箇所の把握、避難計画

・避難場所等への避難誘導

給食、給水班 ・給食、給水活動

・非常食等備蓄指導

自主防災組織の活動内容

〈平常時の活動〉 〈災害時の活動〉

各防災機関との連絡協力

防災知識の普及

避難所の運営管理

情報の収集、伝達
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防災訓練

地域内安全点検

防災資機材の点検整備

出火防止及び初期消火

救出救護

避難誘導

給食、救援物資の配布

(３) 地区内の状況の把握

第２章第４節で定める危険箇所の他、各種災害の発生に伴う危険箇所の有無及びこれらを考

慮した安全な避難路の点検、確保を行い、地区のあらゆる集会等の折、これらをＰＲする。ま

た、各個人において、居宅の立地条件、周辺の状況も含め家庭の中での防災に対する認識の高

揚に努める。

(４) 避難計画

(３)において検討の結果、安全な避難の方法等、あらゆる事態を考慮しながら充分検討する。

特に幼児、老人、障がい者等災害時要援護者の対策に万全を図る他、家庭の中での役割分担も

含め、危険な状態にいたった時、家族単位で安全で、混乱のない避難のできる方策を検討する。

(５) 防災訓練

防災活動に必要な知識、技術等を修得し、また、組織的行動をとるためには、防災訓練は極

めて重要なものである。このため、自主防災組織ごとの訓練の実施及び町、県等の各種防災訓

練に積極的な参加を指導する。

(６) 応急物資、資器材等の備蓄及び整備点検

非常食、応急手当用医薬品、懐中電灯、携帯ラジオ等の応急物資は各家庭で備えるほか、自

主防災組織として確保することが望ましい資器材については、必要に応じて整備するとともに、

いざというときにその機能を十分発揮できるよう定期的に点検すること。特に災害が大規模に

なった場合は、１日程度は援助を受けないでいられる体制を各家庭で整え、地域間で助け合う

ことを基本にする。

(７) リーダーの育成

防災活動を効果的に実施するには、組織的な行動が要求されるため、特にリーダーの役割が

重要である。このため消防職員ＯＢ等の専門知識を活かした地域密着型の指導及び実践的な防

災訓練と併せて図上訓練、研修会等によってリーダーの育成を図る。

(８) 公的機関、事業所等の防災組織との連携

町あるいは地域内の施設、事業所等の防災組織との情報連絡体制を確立し、密接な連携のも

とに防災活動が効果的かつ組織的に実施できるようにしておく。

２ 施設、事業所等の自衛防災組織

危険物、その他災害の発生しやすい物資や被害を拡大させる物資を扱っている事業所、あるい

は、多数の公衆の出入りする施設、事業所等にあっては、火災等の発生、危険物の流出等によっ

て予想外に被害を拡大するおそれがあるため、これらの施設、事業所にあっては、災害の防止と

被害の軽減を図るため、法令によって義務付けられている事項のみならず、あらゆる災害を想定
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した上での防災対策を確立するとともに、自衛防災組織の整備と実践訓練に努める。

〔組織例〕

班長 任務分担 構成員

本 部 班…（ ）…（ ）…（ ）

情報連絡班…（ ）…（ ）…（ ）

予防対策班…（ ）…（ ）…（ ）

消 火 班…（ ）…（ ）…（ ）

救出救護班…（ ）…（ ）…（ ）

避難誘導班…（ ）…（ ）…（ ）

防災責任者
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第１５節 防災行政無線施設等の

整備計画

災害の予防又は災害応急対策の情報交換等を円滑に実施するための防災行政無線施設等の整備計

画は、本計画の定めるところによるが、本町においては、平成４、５年度に防災行政無線を整備し

た。今後は平常時においての運営はもとより、災害時に対して即応できるよう整備を図ると同時に、

職員に対して通信施設の使用方法について習熟を図り、通信機能の有効活用を図るものとする。

１ 町同報無線の整備

町は、地域住民との間に通信を確保するため、平常時及び台風等による災害時を問わず、常に

円滑かつ十分な防災対策上の情報伝達が発揮し得るよう別表１のとおり、防災行政無線（同報系、

屋外拡声子局、戸別受信機）を整備している。

２ 町行政無線の整備

町は、災害現場等の相互通信を確保するため、別表２のとおり町防災行政無線（移動系）を設

置し、災害時において十分な情報の収集、伝達等が円滑に実施できるよう整備している。

３ 無線施設の復旧

災害の発生により防災行政無線の使用が不可能になることもある。この場合復旧を急ぐととも

に、移動系による無線通信により、情報の収集、伝達を行う。通信施設の応急復旧については、

維持管理業者と協力体制を整えておく。

４ アマチュア無線団体等との連携

災害の発生による町無線の一部使用不能や、災害発生直後の初期段階における災害状況等の情

報収集等の空白化が予測されるため、通信確保の手段として、アマチュア無線やタクシー無線を

利用できるよう協力体制を整える。
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無 線 通 信 施 設

１ 岐阜県防災行政無線用無線

岐阜県庁 可茂総合庁舎 役場本庁

２ 八百津町防災行政無線

(１) 同報系

ア 固定局＝役場本庁、めい想の森中継所

遠隔制御装置＝役場本庁、可茂消防事務組合消防本部（通信指令課）

地区情報収集装置＝和知、錦津、久田見、潮南、福地出張所

イ 子局＝屋外拡声子局（８局）

戸別受信機（全世帯・防災関係機関等） 各１台

(２) 移動系

ア 固定局＝役場本庁、めい想の森中継所

統制制御器＝役場本庁（防災安全室）

制御器＝役場本庁（建設課、宿直室、水道環境課）

イ 基地局＝めい想の森中継所

ウ 移動局

車載型＝公用車（８局）

可搬型＝役場本庁（２局）、久田見、潮南、福地出張所（各１局）

携帯型＝役場本庁（14局）

(３) 防災対策用

ア 防災相互通信波用

基地局＝役場本庁（１局）

イ 広域共通波用

移動局＝車載型（１局）

３ 孤立防止用無線電話

設置場所＝潮南出張所

交換局 ＝ＮＴＴ

有線電話不通の場合の非常・緊急の際、交換局に相手方を申込む。

４ アマチュア無線
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１ 岐阜県防災行政無線システム系統図

県防災行政無線衛星系回線

県防災行政無線地上系多重無線回線

ＮＴＴ有線回線

（通信方法）

１ 県 庁

(１) 県防災行政無線電話使用の場合

ア 衛星回線・・・3-400-2-内線番号

イ 地上回線・・・400-2-内線番号

(２) 内線電話使用の場合

ア 衛星回線・・・7-3-400-2-内線番号

イ 地上回線・・・7-400-2-内線番号

２ 中濃振興局

(１) 県防災行政無線電話使用の場合

ア 衛星回線・・・3-510-2-内線番号

イ 地上回線・・・510-2-内線番号

(２) 内線電話使用の場合

ア 衛星回線・・・7-3-510-2-内線番号

イ 地上回線・・・7-510-2-内線番号

《衛星回線》

衛 星 通 信

中濃振興局 八百津町役場県 庁

（中 継）

《地上回線》
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八百津町防災行政無線システム系統図

２ (１)(２)

ＮＴＴ有線回線
同報系（無線）回線
移動系（無線）回線

和 知 出 張 所
地区情報収集装置
屋外拡声子局
（やおつ ４）

錦 津 出 張 所
地区情報収集装置
屋外拡声子局
（やおつ ３）

久田見出張所
地区情報収集装置
屋外拡声子局
（やおつ ５）
移 動 局
可搬型（やおつ 202）

潮 南 出 張 所

地区情報収集装置
屋外拡声子局
（やおつ ７）
移 動 局
可搬型（やおつ 204）

福 地 出 張 所

地区情報収集装置
屋外拡声子局
（やおつ ６）
移 動 局
可搬型（やおつ 205）

八百津町役場裏
屋外拡声子局
（八百津地区）

Ｂ＆Ｇプール付近
屋外拡声子局
（やおつ ２）

篠原公民館付近
屋外拡声子局
（やおつ ８）

本 庁
同報系固定局（こうほうやおつ）
（宿直室）遠隔制御装置
移動系固定局（ぎょうせいやおつ）
（防災安全室） 統制制御器 （建設課）制御器
（宿直室）制御器

(水道課)制御器

め い 想 の 森 中 継 局

同報系（やおつめいそうのもり）

移動系（ぎょうせいやおつめいそうのもり）

住 民

戸 別 受 信 機

可茂消防事務組合
通 信 指 令 課

集合型遠隔制御器

防災安全室（消防係）
移 動 局
車載型（やおつ１）

総 務 課 （ 管 財 係 ）
移 動 局
車載型（やおつ２）

総 務 課 （ 行 政 係 ）
移 動 局
車載型（やおつ３）

建設課（道路河川係）
移 動 局
車載型（やおつ４）

水道環境課（水道係）
移 動 局
車載型（やおつ５）

総務課（管財係）
移 動 局
車載型（やおつ６）

水道環境課（水道係）
移 動 局
車載型（やおつ７）

水道環境課（水道係）
移 動 局
車載型（やおつ８）

防災安全室（消防係）
可搬型（やおつ201）防 災 安 全 室

（消 防 係）
携 帯 型
（やおつ 101） 防災安全室（消防係）

可搬型（やおつ203）

防 災 安 全 室
（消 防 係）
携 帯 型
（やおつ 102）

防 災 安 全 室
（消 防 係）
携 帯 型
（やおつ 103～114）
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防災相互通信用無線システム系統図

２ (３)(ア)

２ (３)(イ)

孤立防止用無線電話システム系統図

３

潮 南 出 張 所 Ｎ Ｔ Ｔ 交 換 局

八 百 津 町 役 場 本 庁

基 地 局（158.35MHz）

や お つ ぼ う た い

他の防災関係機関無線局

八百津町役場 防災安全室 消防係

移 動 局（466.775MHz）

車 載 型 や お つ １（２ＣＨ）

他の市町村無線局
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別表１

無線局の種別、呼出名称、設置場所等

同報系

周波数 中継用：63.560MHz 通信用：69.765MHz

局の種別 呼 出 名 称 設（常）置 場 所 周波数（MHz）

固 定 局 こうほうやおつ

送受信所・第１通信所

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

第２通信所

美濃加茂市加茂川町３丁目7番7号

可茂消防事務組合本部構内

63.560

〃 やおつめいそうのもり
八百津町八百津444番地の3

めい想の森中継所構内

63.560

69.765

〃 やおつ ２ 八百津町八百津1763番地の1 69.765

〃 やおつ ３ 八百津町伊岐津志1801番地の2 69.765

〃 やおつ ４ 八百津町和知1692番地 69.765

〃 やおつ ５ 八百津町久田見2745番地の2 69.765

〃 やおつ ６ 八百津町福地775番地の1 69.765

〃 やおつ ７ 八百津町潮見808番地の9 69.765

〃 やおつ ８ 八百津町潮見1491番地の4 69.765
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別表２

移動系

周波数 中継用：407.20MHz 通信用：466.7625MHz

局の種別 呼出名称 出力Ｗ 設（常）置 場 所 備 考

固 定 局 ぎょうせいやおつ 0.01
八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

407.20

〃 やおつめいそうのもり 0.01
八百津町八百津444番地3

めい想の森中継所構内

407.20

基 地 局
ぎょうせいやおつ

めいそうのもり
5

送受信所

八百津町八百津444番地3

めい想の森中継所構内

第１通信所

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

466.7625

防災安全室

建設課

宿直室

水道環境課

陸上移動局 車載型 やおつ１ 10

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

防災安全室

消防係

〃 〃 やおつ２ 10

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

総務課

管財係

〃 〃 やおつ３ 10

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

総務課

行政係

〃 〃 やおつ４ 10

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

建設課

道路河川係

〃 〃 やおつ５ 10

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

水道環境課

水道係

〃 〃 やおつ６ 10

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

総務課

管財係

〃 〃 やおつ７ 10

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

水道環境課

水道係
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局の種別 呼出名称 出力Ｗ 設（常）置 場 所 備 考

陸上移動局 車載型 やおつ８ 10

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

水道環境課

水道係

〃 可搬型 やおつ201 5

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

防災安全室

消防係

〃 〃 やおつ202 5

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

久田見出張所

〃 〃 やおつ203 10

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

防災安全室

消防係

〃 〃 やおつ204 10

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

潮南出張所

〃 〃 やおつ205 10

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

福地出張所

〃 携帯型 やおつ101 1

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

防災安全室

消防係

〃 〃 やおつ102 1

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

防災安全室

消防係

〃 〃
やおつ103

～114
4

八百津町八百津3903番地2

八百津町役場構内

加茂郡八百津町、その周辺

466.7625

防災安全室

消防係
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関係機関の防災相互通信用無線局一覧表

局種凡例 ＦＢ：基地局 ＭＬ：陸上移動局

機 関 設 置 場 所 呼 出 名 称 周波数（MHz） 局 種

岐阜県警察加茂警察署 美濃加茂市 ぎふけい978 158.35 ＭＬ

〃 可児警察署 可 児 市 ぎふけい979 158.35 ＭＬ

中 部 地 方 整 備 局 美濃加茂市 けんせつみのかも171 158.35 ＭＬ

〃 八 百 津 町 けんせつまるやま103、104 158.35 ＭＬ

中 濃 振 興 局 美濃加茂市 ぎふけんぼうたい2、10 158.35 ＭＬ

可 茂 土 木 事 務 所 〃 ぎふけんぼうたい20 158.35 ＭＬ

可 茂 消 防 事 務 組 合

消 防 本 部
〃 かも135 158.35 ＭＬ

〃 〃 〃 かもほんぶ51、201 158.35 ＭＬ

〃 中 消 防 署 〃 かもなか 31、51 158.35 ＭＬ

〃 南 消 防 署 可 児 市 かもみなみ 31、51 158.35 ＭＬ

〃 東 消 防 署 白 川 町 かもひがし 31、61 158.35 ＭＬ

〃

南 消 防 署 御 嵩 分 署
可 児 市 かも106 158.35 ＭＬ

〃 〃 西 可 児 分 署 〃 かも112 158.35 ＭＬ

〃

東消防署七宗出張所
七 宗 町 かも115 158.35 ＭＬ

美 濃 加 茂 市 役 所 美濃加茂市 みのかもぼうたい101 466.775 ＭＬ

〃 〃 みのかもぼうたい102 158.35 ＭＬ

可 児 市 役 所 可 児 市 かに１ 466.775 ＭＬ

坂 祝 町 役 場 坂 祝 町 さかほぎ118 466.775 ＭＬ

富 加 町 役 場 富 加 町 とみかぼうたい１ 158.35 ＭＬ

〃 〃 とみか21、101、102 466.775 ＭＬ

川 辺 町 役 場 川 辺 町 かわべぼうたい１ 158.35 ＭＬ

〃 〃 かわべ２、３、10、51 466.775 ＭＬ

七 宗 町 役 場 七 宗 町 ひちそう101、102 466.775 ＭＬ
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機 関 設 置 場 所 呼 出 名 称 周波数（MHz） 局 種

七宗町役場神渕支所 七 宗 町 ひちそうかぶち１、２ 466.775 ＭＬ

白 川 町 役 場 白 川 町 しらかわぼうたい１ 466.775 ＭＬ

〃 〃 〃 ２ 158.35 ＭＬ

東 白 川 村 役 場 東 白 川 村 ひがししらかわ 124～128 158.35 ＭＬ

〃 〃 ひがししらかわぼうたい101 466.775 ＭＬ

御 嵩 町 役 場 御 嵩 町 みたけぼうたい 158.35 ＦＢ

今 渡 電 力 所 可 児 市 かんでんいまわたり 76 158.35 ＭＬ

八 百 津 町 役 場 八 百 津 町 やおつぼうたい 158.35 ＦＢ

〃 〃 やおつ１ 466.775 ＭＬ
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孤立防止用無線電話

拠 点 端 末 ビ ル 呼 出 番 号 端 末 ビ ル 所 在 地
端 末

無 線 機 設 置 場 所

中 濃 三和 36-611 美濃加茂市三和町川浦 めぐみの農協 コミュニティ

ー三和店

〃 可児 36-732 可児市広見 ＮＴＴ可児電話交換所

〃 坂祝 36-471 加茂郡坂祝町取組 坂祝町役場

〃 富加 36-552 加茂郡富加町滝田 めぐみの農協 富加支店

〃 川辺 36-662 加茂郡川辺町中川辺 川辺町役場

〃 上米田 36-663 加茂郡川辺町比久見 めぐみの農協 コミュニティ

ー上米田店

〃 七宗 36-665 加茂郡七宗町上麻生 七宗町役場

〃 神渕 36-667 加茂郡七宗町神渕 めぐみの農協 神渕支店

〃 蘇原 36-639 加茂郡白川町赤河 めぐみの農協 赤河支店

〃 佐見 36-673 加茂郡白川町上佐見 めぐみの農協 佐見支店

〃 坂ノ東 36-474 加茂郡白川町坂ノ東 めぐみの農協 坂ノ東支店

〃 黒川 36-478 加茂郡白川町黒川 めぐみの農協 黒川支店

〃 東白川 36-679 加茂郡東白川村神土 東白川村役場

〃 御嵩 34-394 可児郡御嵩町御嵩 御嵩町役場

〃 兼山 36-472 可児市兼山 兼山振興事務所

〃 潮南 36-234 加茂郡八百津町潮見 八百津町役場 潮南出張所
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第１６節 緊急離着陸場の整備

災害情報の収集、人命の救出、救援物資の輸送等、迅速な災害救助を行うため、緊急離着陸場を

設定するとともに、防災関係機関の協力を得て、常に緊急離着陸場の機能を有するようその実態の

把握と、離着陸試験等を計画的に実施し、整備を図るものとする。緊急離着陸場選定及び整備につ

いては、次によるものとする。

１ 緊急離着陸場の選定

道路の損傷により陸上輸送が不可能となる場合に備えて、ヘリコプターによる空輸の確保を図

るため、ヘリコプターの離着陸の可能な空地を選定・確保し、緊急離着陸場（第３章第３節自衛

隊派遣要請計画）を設けるものとする。

また、ヘリコプター発着場選定基準を満たす土地がある場合には、平常時から土地所有者と協

議し、緊急時における利用が可能となるよう努める。

２ ヘリポート等の整備

ヘリコプターが災害時のみならず訓練、広報等においても常時使用できるヘリポート、飛行場

外離着陸場（ヘリストップ）の整備促進に努めるほか、公共建築物や病院の屋上ヘリポート等の

屋上救助用スペースの設置の指導を図り、また緊急離着陸場においても、ヘリコプターが安全に

離着陸できるように、周囲に障害物となるものが生じないよう維持管理に努めるものとする。
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第１７節 災害時要援護者対策

高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、外国人、妊婦等の災害対応能力の弱い者

（以下「災害時要援護者」という。）の安全確保のための対策は、本計画並びに「災害時要援護者対

策に係る全体計画」（平成２０年３月３１日策定）に定めるところによるものとする。

なお、社会福祉施設の避難等救助訓練については、県計画第２章第３節「防災訓練」の定めると

ころによるものとする。

１ 基本方針

近年の災害を振り返ってみると、災害時要援護者が災害の発生時において、犠牲になるケース

が多くなっている。また、急速な人口の高齢化によって、今後、高齢者等の災害時要援護者の数

は益々増加することが予想される。町及び社会福祉施設の管理者等は、災害時要援護者の安全確

保のため、より一層の対策に努めるものとするともに、災害時要援護者に対する防災対策は、町

のまちづくりや福祉計画とも深く関連していることから総合的な取組みが必要である。

２ 防災知識の普及、啓発、防災訓練の実施

災害時要援護者自身が自らの災害対応能力を高められるよう、災害時要援護者の対応に合わせ

た防災知識の普及、啓発、防災訓練を行うものとする。

３ 施設、設備の整備

災害時要援護者自身の災害対応能力を考慮した緊急通報、避難誘導等の施設、設備の導入及び

普及、また、避難地、避難路等の防災施設の整備を図るものとする。

４ 地域ぐるみの体制づくり

災害発生時に地域ぐるみで災害時要援護者の安全確保を図るため、自主防災組織、民生児童委

員、地域住民等との連携のもと、平常時から見守りネットワーク活動と要援護者支援マップの整

備、充実による災害時要援護者の実態把握につとめ、災害時における迅速・的確な情報伝達、救

助等の体制づくりを進めるものとする。

５ 人材の確保とボランティア活用

災害時要援護者の支援に当たり、避難所での介護者等の確保を図るため、平常時よりヘルパー、

手話通訳者等の広域的なネットワーク化に努める。また、ボランティアの活用と活動の支援策に

努めるものとする。
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６ 社会福祉施設等との災害時における情報収集・伝達体制の確立

県及び市町村は、災害時における社会福祉施設等との情報収集・伝達体制の確立に努めるもの

とする。
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第１８節 避難対策

町は、風水害等の災害を想定し、それぞれの災害の特殊性を考慮して、あらかじめ避難所等を指

定するものとする。

なお、これらの選定に当たっては、おおむね次の事項に留意することとし、指定を行った場合に

は、「広報やおつ」等により周知徹底を図り、緊急時に備えるものとする。

１ 避難計画の策定

町は、災害発生時に安全かつ迅速な避難誘導が行えるよう避難計画を策定し、地域住民、避難

所設置予定施設の管理者等に周知徹底するものとする。

２ 避難所

住家を失い、又は避難の指示等を受けた者を収容するための避難所の選定については、洪水、

山津波、地すべり、がけ崩れ等に対して地形的に安全な場所で、附近に危険物施設等がなく、か

つ、たん水、強風等に耐える建造物とする。

なお、指定の順位は、おおむね次のとおりとし、給水、給食設備等を有する施設を優先するも

のとする。

(１) 指定の順位は、おおむね次のとおりとし、給水、給食設備等を有する施設を優先するものと

する。

ア 小中学校

イ 公民館、公民分館、集会所

ウ 神社、寺院、教会

エ その他の公共的施設

オ 旅館等

(２) 避難所運営マニュアルの策定

避難所の運営体制を確立するため、避難者（自主防災組織等）、町、施設管理者の協議により、

予定される避難所ごとに、事前に避難所マニュアルを策定するものとする。

３ 避難場所

洪水、崖崩れ等から人命の安全を守るための避難場所については、１の避難所によるほか、必

要に応じて地形的に安全な高台等を指定するものとする。

なお、市街地大火から人命の安全を図るための避難場所の指定は、次によるものとする。

(１) 広域避難場所の指定等

火災が延焼拡大した場合の避難場所として、あらかじめ広域避難場所を確保・指定し、住民
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に周知するものとする。

ア 広域避難場所の整備

広域避難場所における避難者の安全を図るため、次のとおり施設整備を図るものとする。

(ア) 周囲に防火帯となる樹木の植栽を推進する。

(イ) 消防用水、飲料水等の水利の確保を図るため、池、プール、貯水槽等の整備を図る。

(ウ) 負傷者等の応急救護が円滑に行えるよう救護所となり得る建築物の確保を図る。

イ 広域避難場所標識の設置等

広域避難場所を指定後は、広域避難場所及び周辺道路に案内標識、誘導標識を設置し、平

素から住民に周知を図り、速やかに避難できるようにしておくものとする。

ウ 避難地区分けの実施

(ア) 避難地区分けの境界線は、自治会単位を原則とするが、主要道路、河川等を横断して避

難することを避けるため、これらを境界とすることができる。

(イ) 避難地区分けにあっては、各地区の歩行負担、危険負担がなるべく均等になるようにす

る。

(ウ) 避難人口は、夜間人口によるが、昼間人口の増加も考慮し、避難地収容力に余力を持た

せる。

広域避難場所へ避難する前に組織的避難が円滑に行えるように自主防災組織、自治会ご

とに一時的に集合して待機する場所として一時避難場所をあらかじめ確保・指定し、住民

に周知するものとする。

４ 避難道路の指定

市街地の状況に応じ、住民の理解と協力を得て、避難道路を指定し、住民に周知するものとす

る。
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第１９節 ボランティア活動の環境整備計画

災害時におけるボランティア活動の必要性、重要性から、町は、ボランティア活動が円滑に行わ

れるようその活動環境の整備を図る必要がある。そのため、日本赤十字社岐阜県支部八百津町分区、

八百津町社会福祉協議会やボランティア団体との連携を図り、平常時の登録、研修制度、災害時に

おけるボランティア活動の調整を行う体制、ボランティア活動の拠点の確保に努める。

また、「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、町におけるボランティア支援に関する業務マニュア

ルの整備を図る。

１ ボランティア意識の啓発

町は、八百津町社会福祉協議会（以下「町社協」という。）、日本赤十字社岐阜県支部八百津町

分区等各種ボランティア団体との連携の下に、住民のボランティア意識の啓発を行う。

２ ボランティアの組織化推進

町は、関係団体による連絡協議会等の設置を促進し、ボランティアの自主性を尊重した組織化

を推進する。

３ 災害救援ボランティアの登録

町は、町社協が行う、迅速・円滑な災害救援ボランティア活動を可能にするための受け入れ体

制づくりについて、指導・支援するものとする。また、ボランティアの登録状況について、把握

しておく。

なお、町社協は、次の要領で災害救援ボランティアの登録受付を行う。

(１) 対象者

ア 18 歳以上で災害救援ボランティア活動が可能な者

イ 15 歳以上 18 歳未満で次の条件を満たす者

(ア) グループの活動であること

(イ) グループに 20歳以上の指導者がいること

(ウ) 原則として県内の活動に限ること

ウ 災害救援活動を希望するグループ又は団体

(２) 登録後の活動要請

次の場合に町社協からボランティア活動を要請する。

ア 災害が発生し、関係機関から派遣の要請があった場合

イ 災害が発生し、災害救援ボランティア活動が必要と認められる場合
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４ ボランティア活動の推進

(１) ボランティアセンターの設置

町社協はボランティアセンターを設置し、広報啓発、福祉教育、養成・研修、受入れ側との

連絡調整等を行い、ボランティア活動の推進を図る。

なお、町は、ボランティアセンターの設置・運営について指導・支援をする。

(２) ボランティアコーディネーターの設置

町社協は、災害時のボランティア活動が円滑かつ効果的に行われるようボランティアコーデ

ィネーターを設置、育成に努める。

なお、町は、ボランティアコーディネーターの設置・育成について指導・支援する。

５ ボランティア活動拠点の整備

町は、災害救援ボランティア活動の拠点となる施設の確保と必要な情報機器、設備等の整備に

努める。

６ ボランティア活動調整機構の整備

町は、災害応急対策に当たって、ボランティアが効果的に活動できるよう、災害対策本部等に

ボランティア活動を総合的に調整する機構の整備に努める。
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第２０節 広域応援体制の確立

大規模災害にあっては、町の防災機関だけでは対応できない事態が想定されることから、他地域

からの応援が必要である。したがって被災地においては、混乱により応援についての十分な事務処

理ができない場合があるので、事前にこれを想定したきめ細かい取り決めをした広域の応援体制を

多重的に整備する。

１ 広域相互応援

(１) 大規模災害時における他地方公共団体との相互応援に関して検討する。

(２) 岐阜県が中部９県１市と相互応援協定を締結していることから、協定県内の市町村の応援を

県に要請する。

２ 県内相互応援

(１) 広域消防相互応援体制

町は、消防組織法第39条の規定に基づき消防に関し、相互に応援するため「岐阜県広域消防

相互応援協定」を締結している。

(２) 県広域防災相互応援体制

町は、災害対策基本法第67条の規定に基づき、災害発生時の応急措置に関し、他の市町村の

応援を要求できるが、要求に基づかない自主的な相互応援をするため、県内全市町村による「岐

阜県及び市町村災害時相互応援協定」を締結している。

３ その他の応援体制

(１) 広域航空消防応援

町は消防組織法第24条の３の規定に基づき、他の都道府県の市町村にヘリコプターを用いた

消防に関する応援を要請できる。

(２) 他の市町村との応援協定の締結

４ 受援体制

自衛隊、警察及び消防機関の応援部隊に対する活動拠点の候補地の選定と支援業務については、

「岐阜県災害時受援計画」の定めるところにより実施する。
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第２１節 医療・助産救護体制の整備

町は、医療・助産救護活動を迅速に実施し、人命の安全を確保するとともに、被害の軽減を図る

ために、必要な医療・助産体制の整備拡充を図るものとする。

１ 医療・助産救護活動体制の確立

町は、防災関係機関と調整し、災害時の迅速な医療・助産救護を実施するため、自主防災組織

の活用と医療・助産救護体制の確立を図る。

２ 医薬品等供給体制の確立

町は、医療救護活動に必要な医薬品、医療用資機材の供給体制の確立を図る。
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第２２節 企業防災の促進

１ 方針

企業の事業継続及び早期再建は、町民の生活再建や町の復興にも大きな影響を与えるため、大

規模災害発生時の被害を最小限にとどめ、できる限り早期復旧を可能とする予防対策を推進する

必要があり、そのため企業は、顧客・従業員の生命、財産を守るとともに、企業にとって中核と

なる事業を継続あるいは早期に復旧させるための事業継続計画（Business Continuity Plan（以

下「ＢＣＰ」という。））の策定に取り組むなど、予防対策を進める必要がある。

町、商工団体等は、企業の防災意識の向上を図り、災害時に企業が果たす役割が十分に実施で

きるよう、ＢＣＰの策定等、企業の自主的な防災対策を促進していくとともに、防災対策に取り

組むことができる環境の整備に努める。

２ 実施責任者

町

商工団体

各種企業

３ 実施内容

(１) 企業の取り組み

企業は、大規模災害発生時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の

継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、各企業において、災害時に重要業務を継続

するためのＢＣＰを策定するよう努めるとともに、防災体制の整備、防災訓練、予想被害から

の普及計画策定、各計画に点検・見直し等を実施するなどの防災活動の推進に努めるものとす

る。

ア 生命の安全確保

顧客等不特定多数の者が施設に来たり、施設内に溜まったりすることが想定される施設の

管理者等については、顧客の安全、企業の従業員等業務に携わる者の安全を確保す

る。

イ 二次災害の防止

製造業などにおいて、火災の予防、建築物の倒壊防止、薬液の漏洩防止など、周辺地域の

安全確保の観点から二次災害防止のための取り組みが必要である。

ウ 事業の継続

被災した場合の事業用資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは

早期復旧を可能とするために、ＢＣＰを策定し、平常時に行うべき活動や緊急時における事

業継続のための方針、手段などを取り決めておく。

エ 地域貢献・地域との共生

災害が発生した際には、町民、行政、取引先企業などと連携し、地域の一日も早い復旧を
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目指す。その活動の一環として企業が行う地域貢献は、可能な範囲において、援助金、敷地

の提供、物資の提供などが一般活動的であるが、このほかにも技術者の派遣、ボランティア

活動など企業の特色を生かした活動が望まれる。また、平常時からこれら主体との連携を密

にしておくことも望まれる。

(２) 企業防災の促進のための取り組み

町、商工団体等は、企業のトップから一般職員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに、

ＢＣＰの策定を促進するための情報提供や相談体制の整備などの支援等により企業の防災力

向上の推進を図る。また、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練への

積極的な参加を呼びかけ、防災に関するアドバイスを行うものとする。

ア ＢＣＰの策定促進

ａ 普及啓発活動

企業防災の重要性やＢＣＰの必要性について積極的に啓発していく。

ｂ 情報の提供

企業がＢＣＰを策定するためには想定リスクを考える必要があり、そのため、町はそれ

ぞれが策定している被害想定やハザードマップ等を積極的に公表する。

イ 相談体制の整備

企業が被災した場合に速やかに対応できるよう、相談窓口・相談体制等について検討する

とともに、被災企業等の事業再開に関する各種支援について予め整理しておく。
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第３章 災害応急対策

第１節 町本部活動体制

第１ 町本部運用計画

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の町本部の運用に関する計画は、次によるものと

する。

なお、本計画に定めるもののほか、地震災害については、地震対策編によるものとする。

１ 町本部の運用

(１) 体制等

注意報、警報等が発表されたとき、あるいは町本部が開設されたときの体制は、次によるも

のとする。

ア 警報等発表時の体制

種 類 基 準 体制をとる部（班） 摘 要

準備体制 １ 次の注意報のうちい

ずれかが発表されたと

き

大雨注意報

洪水注意報

暴風雪警報

大雪警報

２ その他町長がこの体

制を命じたとき

防災安全部

建設部

１ 準備体制は１次と２次の

２体制とし、１次において

は宿日直者のみとする。２

次の体制は、町長等の指示

により左記の部の部長が指

示した要員によるものとす

る。

２ 災害対策本部は設置され

ない。

３ 活動内容は各情報の収集

及び連絡

第１次警

戒体制

１ 次の警報のうちいず

れかが発表されたとき

暴風警報

大雨警報

洪水警報

２ その他町長がこの体

制を命じたとき

防災安全部

健康福祉部

建設部

教育部

町民部

１ 町長が必要と認めたとき

は災害対策本部が設置され

る。

２ 各部の体制は、それぞれ

の部の計画による。
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第２次警

戒体制

１ 次の警報のうちいず

れかが発表されたとき

暴風警報

大雨警報

洪水警報

土砂災害警戒情報が

発表されたとき

２ その他町長がこの体

制を命じたとき

防災安全部

健康福祉部

建設部

教育部

町民部

１ 町長が必要と認めたとき

は災害対策本部が設置され

る。

２ 各部の体制は、それぞれ

の部の計画による。

非常体制 １ 災害が発生し、町内

の広域に大規模な被害

が予想されるとき

２ 災害救助法が適用さ

れる災害が発生したと

き

すべての部 １ 災害対策本部が設置され

る。

救助体制 １ 災害救助法が適用さ

れる災害で、救助関係

以外の組織は特に体制

をとる必要がない程度

の災害が発生したとき

防災安全部

健康福祉部

建設部

水道環境部

教育総務班

学校教育班

給食センター部

災害救助部

１ 災害対策本部が設置され

る。

２ 災害救助法が適用される

３ 分担任務は、第１章第５

節に定める任務とする。

イ 丸山ダム洪水調節のための放流時の体制

区 分 基 準 配 備 体 制 備 考

警戒体制 １ 丸山ダムの放流量

が、2,500トンを超えた

とき

防災安全部

建設部

健康福祉部

１ 夜間（休日）は、宿（日）

直者が左記の者へ連絡

する。

２ その他の本部員へ自

宅待機の連絡をする。

３ 町長が必要と認めた

ときは災害対策本部が

設置される。

４ 各部の体制はそれぞ

れの部の計画による。
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２ 丸山ダムの放流量が

4,000トンを超えたとき

木曽川沿いの住民に対

する警報伝達

非常体制 災害が発生し、また大

規模な被害が予想される

とき

すべての部 職員の招集は、防災行政

無線及び各部連絡網で行

う。

ウ 水防に関する配備体制

配備区分 配 備 基 準
出 動

配 備 場 所 配 備 職 員

警戒配備 雨等に関する注意報発令時 水防倉庫の点検 道路河川班員

巡視配備 警戒水位に達したとき等 木曽川を含む町地域

内全河川及び溜池

建設部各班の班長

道路河川班員

非常配備 危険な状態と判断された

とき

本部長指定場所 建設部

※ 準備体制、警戒体制については、おおむねの基準とし、通常は第１次準備体制で警戒体

制まで運用し、防災安全部長は、町長（又は参事）判断により逐次体制を整える。（本節第

２「職員動員計画」の体制での運用）

２ 体制等の特例

町長（町本部長）は、災害の種類、状況その他により、１(１)に定める体制により難いと認める

とき、特定の部（班）に対してのみ体制を指示し、又は種類の異なる体制を指示することができ

る。

３ 体制等の伝達

非常配備の職員等への伝達は、次のとおりとする。

(１) 勤務時間内における伝達

ア 警報等の気象情報の通知を受け、災害発生が予想される場合又は災害が発生した場合、防

災安全部は、本部長に報告し、本部長の指示により非常配備を決定し、本部員を通じて各班

長に伝達する。また、庁内放送によりこれを徹底する。

イ 各班長は、関係職員に連絡し、関係職員をして所定の配備による事務又は業務に従事させ

る。
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勤務時間内の伝達系統

報告→

☆ 各班においては、あらかじめ班内の連絡方法を定めておくものとする。

☆ 庁内放送可能時（勤務時）における伝達は、庁内放送によって行う。

(２) 勤務時間外における伝達

ア 宿日直者は、非常配備に該当する気象情報が通知され、又は災害発生が予想されるときは

直ちに防災安全部長及び防災安全班に連絡をする。この場合防災安全部長は、本部長に報告

し、配備体制の指示を受け、直ちに本部員に連絡する。

イ 連絡を受けた職員は、状況の推移に注意し、必要がある場合は登庁する。

ウ 職員は、常に気象情報に注意し、その状況に応じて自主的に登庁するよう心がけるものと

する。

勤務時間外、休日の伝達系統

本部長（副本部長）

防災会議委員

本 部 員

支 部 長

県 中 濃 支 部

消 防 団

各 自 治 会

班 長 班 員

班 員

防 災 安 全 部 長

（防災安全班）

報告→

←指示

動
員
↑

宿 日

直 者 報
告
↑

動員（必要に応じて）→

本部長（副本部長）

防災会議委

本 部 員

支 部 長

県中濃支部

消 防 団

各 自 治 会

班 長 班 員

班 員

防災安全部長

（防災安全班） 動員→

←指示
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４ 本部等の開設

(１) 町本部は、町役場本庁舎第二会議室に設ける。また、町役場庁舎被災時等は、八百津小学校

体育館に設置する。

(２) 必要に応じて被災現場その他に設けることがあるものとする。また、被災地が限定された地

区で、かつ、本庁舎から遠隔地の場合に本部長が必要と認めたときは町現地災害対策本部を置

く。

なお、準備体制中は防災安全室とする。

５ 本部員会議

大規模な災害が発生し、又は発生するおそれのある場合で町本部長（不在時は副本部長）がそ

の必要を認めたときは、「本部員会議」を開催し、おおむね次の事項を協議するものとする。

なお、本部員会議を開催するいとまがないとき、あるいは災害の規模がその程度に達しないと

認めたときにあっては、災害対策本部の開設その他について関係のある本部員が協議し、その結

果に基づき町本部長が決定するものとする。

(１) 災害対策本部の開設及び配置並びに班員の動員応援に関すること。

(２) 現地災害対策本部の設置及び現地災害対策本部長の選任及び指揮に関すること。

(３) 災害防除（拡大防止）応急復旧対策に関すること。

(４) り災者の救助保護及び視察、見舞等に関すること。

(５) 交通、通信その他総合的に実施を要する対策の調整、推進に関すること。

(６) その他災害対策に関連した重要な事項

なお、災害対策に関する最終意思決定権の順位は、次のとおりとする。

順位１ 災害対策本部長 町 長

順位２ 災害対策副本部長 参 事

順位３ 総務部長 総務課長

順位４ 防災安全部長 防災安全室長

（指揮順位：上位の者が不在の場合は、下位の順序の者が災害対策に関する最終決定権を持つ

ものとする。）

６ 職員の配備

災害が発生し、又は発生するおそれのある場合は、各班員は町本部の設置又は配置のいかんに

かかわらず、それぞれの任務につくものとする。また、班員が被災した場合など班員が不足し任

務に支障が出る場合は、各部班間において配置を調整するものとする。

各班員は、班員別に配備場所を定めておくものとするが本部員及び本部連絡班員は、いつでも
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直ちに本部室に集合できるようそれぞれの部班において待機（勤務）するものとする。

７ 現地災害対策本部

(１) 開設の場所

現地災害対策本部は、必要に応じ、被災地に近いところに設置し、学校、公民館等公共の施

設等を利用するものとする。この場合自衛隊等協力機関と同じ施設とし、同じ施設によること

ができない時は常時連絡ができる体制をとるものとする。

(２) 車両の確保

現地災害対策本部用の車両は、管財班がその都度必要な限度において派遣するものとするが、

それによることができないときは、県の協力を得てタクシー等を借り上げるものとする。

８ 職員の応援

各班における災害応急対策の実施に当たって職員が不足するときは、所属の本部連絡員を通じ

て町本部へ応援の要請をするものとする。町本部は、本部員会議で決定された応援方針に基づき

余裕のある部、班のうちから決定し応援に当たる。

なお、町本部内で応援が不足するときは、県中濃支部総務班に応援、又は派遣を要請するもの

とする。

職員の応援要請に当たっては、次の事項を明示して行う。

ア 従事すべき作業の内容

イ 所要の人員

ウ 就労の期間

エ 集合の場所（要員移送の方法）

オ その他必要な条件

９ 証票等

(１) 身分証明

町本部班員の身分証明は「八百津町職員証」をもって兼ねるものとし、災害対策基本法第83

条第２項（立入りの要件）による身分を示す証票も本証をもって兼ねるものとする。

(２) 腕 章

本部職員のうち災害応急対策の実施又はその事務に当たる者は、次の腕章を着用するものと

する。
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ア 本部長、副本部長

○ 八 百 ○災 津 町 ○

○ 本 部 長 ○

イ 部長

八 百 ○災 津 町

○ ○

○ ○

○ ○ 部 長

ウ 班長

○ 八 百 ○災 津 町 ○

○ ○ ○ 班 長 ○

エ 一般班員

○ 八 百 ○災 津 町 ○

○ ○ ○ 班 ○

オ 伝令用腕章

○ 伝 ○災 令 ○

○ 八 百 津 町 災 害 対 策 本 部 ○

（注）１ 腕章の大きさは長さ38cm 巾10cmとする。

２ 地は白色、字は黒色とし、線は赤線とする。

３ ホック止めとする。

１cm

３cm

２cm

３cm

１cm

1.5cm

２cm

３cm

２cm

1.5cm

４cm

２cm

４cm

10cm

10cm
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(３) 標 旗

町本部で災害応急対策に使用する自動車は、次の標旗を付するものとする。

災 八 百 津 町35cm

白 地

白 字

（地色は赤色）

黒 字

50cm
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第２ 職員動員計画

町災害対策本部における職員の動員は、本計画の定めるところによるものとする。

１ 職員の心構え

町本部職員は、常に気象状況に注意し、災害の発生を承知し、又は発生のおそれが予想される

時は速やかに登庁し、又は待機するものとする。

２ 班における動員計画

各部長は、分担する災害対策その他のため班員を動員する必要がある時は、それぞれの部にお

いて動員するものとし、各班はあらかじめ動員の可能者、系統、順序、連絡の方法について具体

的に計画を策定しておくものとする。

３ 動員の方法

町本部における職員等の動員は、次によるものとする。

ア 勤務時間内における動員の伝達の系統

勤務時間内において、町本部の各班長が分担任務の災害対策その他のため班員を動員する

必要を認めた時は、各班においてそれぞれ動員するものとする。

各班長は職員を動員した場合は、速やかに防災安全班に動員者名簿を報告するものとする。

イ 退庁時における動員の伝達と職員の心構え

宿日直者は、災害の発生が予想される時又は災害発生の通報を受けた時は速やかに状況判

断し、適宜次の処置をとるものとする。

(ア) 町長（又は参事、防災安全室長）に災害の状況を急報し、指示を受けて適切な処置を講

ずる。

(イ) 役場に近い職員を電話等により動員する。

(ウ) 災害の種類により関係職員を電話等により伝達動員する。

(エ) 緊急災害のため職員及び消防団員の出動を要する場合で前(ア)～(ウ)に示す処置をとるいと

まがないと判断した時は、防災行政無線又はサイレン作動による処置をとるものとする。

本 部

（防災安全部）

各 部 長

（本部員）

本 部

連絡班員
各班長 各班員

災 害 救 助 部

各 分 団

各

地

区
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ウ 一般加入電話その他連絡不通時の伝達方法

（退庁時における連絡もこれに準ずる）

宿日直者は、一般加入電話、その他連絡不通時は役場に最も近い職員に連絡し、その職員

をもって次の系統により連絡するものとする。

(ア) 休日及び夜間の本部職員動員計画（第１次連絡計画）

４ 警報発表時の宿日直者数

警報発表時で町本部長が必要と認めた場合の宿日直体制は、通常の宿日直の他に防災担当者・

災害当番職員を含め３名以上とする。

５ 警戒体制時の配備

災害時の配備は、各班において計画するが、災害対策本部を開設し、警戒体制をとったときは、

災害準備対策の有無にかかわらず各班とも１名以上が配備につき、又は在庁して待機しなければ

ならない。

６ 職員のバックアップ体制の整備

災害の長期化に伴い、災害対応職員の平常時の業務に支障が生じないよう、バックアップ体制

を整備する。

町長、参事、防災安全室長

防 災 安 全 係

消 防 係

総 務 課 長

消防団、団長、副団長、分団長

役場課長以上の各職員へ連絡

宿日直者



第３章 災害応急対策 第２節 災害労務対策

－101－

第２節 災害労務対策

災害応急対策実施のための労力及びその動員順序は、次によるものとするが、具体的な方法等は

各節の定めるところによるものとする。

(１) 町災害対策本部職員

(２) 奉仕団

(３) 労務者の雇上げ

(４) 労務者等の強制従事

(注) 応急対策の作業内容によっては、順序を異にして動員することができる。

第１ 職員応援計画

町は、職員をもって応急対策に当たるものとするが、職員の動員が不可能又は不足する時は、次

により応援するものとする。

１ 町本部

町本部において動員等をするも不足するときは、県中濃支部総務班に次の条件（以下本項にお

いて「動員条件」という。）を示して動員等の要請をするものとする。

(１) 従事すべき作業の内容（労務の種別）

(２) 所要の人員

(３) 就労の期間（○月○日～○月○日まで）

(４) 集合の場所（要員移送の方法）

(５) その他必要な条件
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第２ 奉仕団の編成及び活動計画

災害応急対策の実施に奉仕する奉仕団の編成及び活動は、本計画に定めるところによるものとす

る。

１ 編 成

奉仕団は、各団体別に編成し、それぞれの名称を付し、平常時の組織等を考慮して、災害奉仕

活動の実態に即した編成をするものとする。

災害救助法が適用されるか、又はこれに準ずる災害で、地域における各奉仕団の総合協力を要

する場合は、町本部長の要請により各奉仕団ごとの編成にかかわらず八百津町災害対策本部地域

奉仕団（以下「地域奉仕団」という。）を編成するものとする。地域奉仕団は、その出動に備えて、

平常時から組織化しておくものとする。

２ 町本部に所属する奉仕団

(１) 自治会奉仕団

自治会奉仕団は、原則として八百津町自主防災組織の編成と同じであるが、各役員に当たっ

ている者もあり、これとの関係を考慮し、各自治会において編成する。また、団長は、自治会

長とする。

(２) 女性防火クラブ奉仕団

女性防火クラブ奉仕団は、会長を団長とするが、(１)の組織の中の一部とする。

(３) 日赤奉仕団

３ 関係機関との連絡協調

奉仕団は、常に町本部、消防、警察等と緊密な連絡を保つとともに、関係機関から要請のあっ

た時は積極的に協力し、その対策の実施に奉仕するものとする。

４ 被害状況等の通報

奉仕団役員は、町本部班員、消防団員、警察官等と協力して被害状況その他災害異常現象等の

把握に努めるとともに、町本部班員不在時等にあっては、その概況を速やかに町本部あるいは警

察官に通報するものとする。

５ 奉仕作業

奉仕団は、主として次の作業に従事するものとする。

(１) 炊出し、給水等災害救助の実施

(２) 清掃の実施
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(３) 防疫の実施

(４) 地域ごとにおける災害活動に対する協力

(５) 災害対策用物資の輸送及び配分

(６) 上記作業に類した作業の実施

(７) 軽易事務の補助

６ 動員要請

奉仕団の動員要請は、産業部において調整し、それぞれ関係各部において行うものとする。た

だし、自治会奉仕団の動員要請については、地域振興班が行うものとする。

７ その他

奉仕団の活動は、小規模災害にあっては各奉仕団が従前からの慣習に従ってそれぞれ実施する

が、大規模災害時にあっては、町本部が連絡、調整を行い、その要請に基づいて奉仕活動を実施

するものとする。

なお、奉仕団員は、作業の実施に当たっては、その対策の実施責任者の指示に従って奉仕活動

を行うものとする。

８ 記録保管

奉仕団の奉仕を受けた班は、次の事項を記録保管するとともに、事前にその概要を本部室に報

告するものとする。

(１) 奉仕団の名称及び人員又は氏名

(２) 奉仕した作業内容及び期間

(３) その他特記事項及び参考事項
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第３ 技術者等の雇い上げ計画

災害応急対策の実施が町本部の班員及び奉仕団員の動員のみでは労力的に不足し、又は特殊な作

業のため技術的な労力が必要なときにおける技術者等の雇い上げは、本計画の定めるところによる

ものとする。

１ 実施者

町本部における雇い上げは、各班の担当業務ごとに各班において担当するものとする。

雇い上げの実施に当たっては、事前に本部室の許可を得るものとし、許可を得るいとまのない

ときは、事後においてその都度本部室に報告するものとする。

２ 賃金の支払

賃金等の額は、その時における地域の慣行料金以内（職業安定所の業種別標準賃金以内）によ

ることを原則とするが、法令その他により別に基準のあるものは、これによるものとする。

３ 技術者従事記録

技術者を雇い上げた班は、次の記録を作成し、整備保管しておくものとする。

(１) 出 役 表 様式１号（労務者出役表）

日々の出役の状況を確認記録するものとする。

(２) 賃金台帳 様式２号（賃金台帳）

日々の出役状況を記録し、賃金等の計算支払状況等を記録するものとする。

４ 災害救助法による基準等

災害救助法による救助実施のための人夫雇い上げの範囲その他の基準等は、次によるものとす

る。

(１) 人夫雇い上げの範囲

ア り災者避難のための人夫

町本部の指示する避難で特に誘導人夫を必要とするとき。

イ 医療及び助産の移送人夫

健康増進班では、処置できない重傷患者若しくは健康増進班が到着するまでの間に医療措

置を講じなければならない患者を病院、診療所に運ぶための人夫又は健康増進班の移動に伴

う人夫を必要とするとき。

ウ り災者の救出

り災者を救出するための人夫を必要とするとき及びり災者救出に必要な機械器具、資材の

操作又は後始末に人夫を必要とするとき。
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エ 飲料水の供給

飲料水供給のための機械器具の運搬操作あるいは飲料水の配布等に人夫を必要とすると

き。

オ 救助用物資の支給

被服、寝具その他生活必需品、学用品、医薬品、衛生材料及び炊出用品（食料品、調味料

品、燃料）の整理（種類別、地区別の区分、整頓、保管）、輸送（積降し、上乗、運搬）又は

配分に人夫を必要とするとき。

カ 死体の捜索

死体の捜索に人夫を必要とするとき及び捜索に要する機械器具その他資材を操作し、又は

後始末に人夫を必要とするとき。

キ 死体の処理

死体の洗浄、消毒等の処置又は死体を仮安置所まで輸送するため等に人夫を必要とすると

き。上記以外の救助作業のため人夫の必要が生じたときは、町本部は、県中濃支部救助班を

経由して県本部福祉政策・管理班に範囲外人夫についての要請をするものとする。

なお、要請、申請に当たっては、次の事項を明示して行うものとする。

(ア) 人夫の雇上げを要する目的又は救助種目

(イ) 人夫の所要人数

(ウ) 雇上げを要する期間

(エ) 人夫雇上げの理由

(オ) 人夫雇上げを要する地域

(２) 人夫雇上げの期間

各救助の実施期間中とする。

(３) 費用の限度

「賃金の支払」による費用によるものとする。

(４) 報告その他事務手続

町本部は、人夫を雇上げたときは、「救助日報」（様式集 様式１号）により、毎日その状況

を県中濃支部救助班を経由して県本部福祉政策・管理班に報告するものとする。

なお、人夫雇上げに関する記録は、３「技術者従事記録」によるものとするが、災害救助分

については判然と区分し、整理するものとする。
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様式１号

労 務 者 出 役 表

出 役 表

（雇上機関名）

労務者
住 所

氏 名 （ 才）

就 労 状 況

月 日 歩 合 従 事 作 業
監督者

認 印

備 考 １ 上の表は毎日就労前に係員に提出し終了後係員から受け取ってください。

２ 作業終了後又は係員が提出を求めたときは提出して下さい。
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様式２号

賃 金 台 帳

（作業種別）

住 所 氏 名 日額
月 分 基本賃金 割増賃金

給与額
日 日 日 日 日数 金額 時間 金額

計 名 名 名 名 名

（注） １ 本台帳は作業の種別によって口座を別にすること。

２ 各日別就労状況は、１日就労者は「○」と表示する。また５時間時間外に就労した者

は「○５」と表示すること。

３ 本様式の日別欄は適宜増加し、更に所得税等控除を要するときは、所要欄を適宜増加

すること。
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第４ 技術者等の強制従事に関する計画

災害応急対策実施のための要員が一般の動員等の方法によって、なおかつ不足し、他に供給の方

法がないときは、本計画の定めるところにより、強制命令を執行するものとする。

１ 強制命令の種類と執行者

対象作業 命令区分 根 拠 法 律 執 行 者

消 防 作 業 従事命令 消防法第29条第５項 消防職員又は消防団員

水 防 作 業 従事命令 水防法第24条
水防管理者、消防機関の

長

災 害 救 助 作 業

（災害救助法適用

救助のため）

従事命令 災害救助法第24条 県 知 事

協力命令 災害救助法第25条 県 知 事

災害応急対策作業

（除災害救助）

従事命令 災害対策基本法第71条 県 知 事

協力命令 災害対策基本法第71条 県 知 事

災害応急対策作業

（全 般）
従事命令

災害対策基本法第65条第１項 町 長

災害対策基本法第65条第２項、第３

項
警察官、自衛官

災害応急対策作業

（全 般）
従事命令

警察官職務執行法第４条 警察官

自衛隊法第94条第１項 自衛官

２ 命令の対象者

命 令 区 分 従 事 対 象 者

消 防 作 業 火災の現場付近にある者

水 防 作 業 区域内に居住する者又は水防の現場にある者

災害救助その他の作業

（災害救助法及び災

害対策基本法による

知事の従事命令）

１ 医師、歯科医師又は薬剤師

２ 保健師、助産師又は看護師

３ 土木技術者又は建築業者及びこれらの者の従業者

４ 大工、左官又はとび職

５ 土木業者又は建築業者及びこれらの者の従業者

６ 地方鉄道事業者及びその従業者

７ 軌道事業者及びその従業者

８ 自動車運送事業者及びその従業者
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９ 船舶運送事業者及びその従業者

10 港湾運送事業者及びその従業者

災害救助その他の作業

（ 協 力 命 令 ）
救助を要する者及びその近隣の者

災害応急対策全般

（災害対策基本法に

よる町長、警察官、

自衛官の従事命令）

町区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者

災害緊急対策全般

（警察官職務執行法

による警察官）

その場に居合わせた者、その事物の管理者、その他関係者

３ 公用令書の交付

町長が、県知事から委任を受けて行う従事命令又は協力命令（発した命令を変更し、又は取り

消したときを含む。）の適用については、「技術者等の強制従事に関する計画」に定める令書（様

式集 様式２号～６号）を交付して行うものとする。

４ 損害補償

従事命令又は協力命令により災害応急対策に従事した者で、そのことにより負傷し、疾病にか

かり、又は死亡したものの遺族等に対しては、次により損害補償又は扶助金を支給するものとす

る。

区 分
災 害 救 助

（知事命令）

災害応急対策

（知事命令）
町長の命令

基 準 根 拠 災害救助法施行令

災害に伴う応急措置の業務

に従事した者に対する損害

補償に関する条例

八百津町消防団員等

公務災害補償条例

補償等の種類

療 養 扶 助 金

休 業 扶 助 金

障 害 扶 助 金

遺 族 扶 助 金

葬 祭 扶 助 金

打 切 扶 助 金

療 養 補 償

休 業 補 償

障 害 補 償

遺 族 補 償

葬 祭 補 償

打 切 補 償

療 養 補 償

休 業 補 償

障 害 補 償

遺 族 補 償

葬 祭 補 償

支 給 額 施行令に定める額 条例で定める額 条例で定める額

請 求 様 式

様式集 様式

７号・８号

様 式 ７ 号 様 式 ８ 号 県様式に準ずる
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５ その他

担当班は、従事命令を発したときは、「技術者等の強制従事に関する計画」（様式集 様式９号）

により、強制従事者台帳を作成し、整備するものとする。
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様式１号

災害救助法による従事命令書（表面）

公 用 令 書

公用令書発行番号 第 号

住所

職業

氏名

年 月 日生

（法人その他の団体にあってはその名称及び事業の種類）

災害救助法第24条の規定に基づき、次のとおり救助業務に従事することを命ずる。

従事すべき救助業務

従 事 す べ き 場 所

従 事 す べ き 期 間
年 月 日から

年 月 日まで 日間

出頭すべき日時場所

（法人その他の団体にあっては従事すべき業務の計画その他必要と認める事項を記載するこ

と。）

年 月 日

八百津町長 印

……………………………………切………………取………………線…………………………………

前

年 月 日 午 時 分

後

八百津町長様

住 所

氏 名 印

（法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名）

受 領 書

公用令書（ 年 月 日付第 号）を受領しました。
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災害救助法による従事命令書（裏面）

令書の交付を受けた者の心得

１ この令書の交付を受けた者は、この令書を携行して指定の日時及び場所に出頭すること。

２ この令書の交付を受けた者は、傷病、疾病等により指定の日時に出頭し難い場合には医師

の診断書（やむを得ない事情により医師の診断書を得られないときは、警察官の証明書）を

添えて町長に遅滞なく届け出ること。

３ この令書の交付を受けた者は、天災その他避けることのできない事故により指定の日時及

び場所に出頭できない場合は、市町村長、警察官その他適当な公務員の証明書を添えて町長

に遅滞なく届け出ること。

４ この令書の交付を受けた者で旅費の前払を受けなければ出頭することができない者は、居

住地の市町村長にこの令書を掲示して立替払を請求することができる。

５ この令書の交付を受けた者が命令に従わないときは、災害救助法第45条の規定により６月

以下の懲役又は50,000円以下の罰金に処せられる。
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様式２号

災害救助法による従事命令書の取消令書

公用取消令書発行番号 第 号

公用令書発行番号

年 月 日

第 号

年 月 日

公 用 取 消 令 書

住所

職業

氏名

（法人その他の団体にあってはその名称及び事業の種類）

年 月 日付第 号の公用令書にかかる従事命令は、その必要がなくなった

のでこれを取り消す。

年 月 日

八百津町長 印

……………………………………切………………取………………線…………………………………

前

年 月 日 午 時 分

後

八百津町長様

住 所

氏 名 印

（法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名）

受 領 書

公用取消令書（ 年 月 日付第 号）を受領しました。
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様式３号

災害対策基本法による従事協力命令書

従事

第 号

協力

公 用 令 書

住 所

氏 名

従事

災害対策基本法第71条の規定に基づき、次のとおり を命ずる。

協力

年 月 日

八百津町長 印

従事すべき業務

従事すべき場所

従事すべき期間

出頭すべき日時

出頭すべき場所

備 考

（注） １ 用紙は、Ａ４とする。

２ 受領書は、別紙にて様式１号に準じて作成する。

３ 令書の交付を受けた者の心得は、別紙にて様式１号に準じて作成し、令書とともに交

付する。
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様式４号

災害対策基本法による従事協力命令の変更命令書

変更第 号

公 用 変 更 令 書

住 所

氏 名

災害対策基本法第71条の規定に基づく公用令書（ 年 月 日付第 号）にか

かる処分を次のとおり変更したので、同法施行令第34条第１項の規定により、これを交付する。

年 月 日

八百津町長 印

変更した処分の内容

（注） １ 用紙は、Ａ４とする。

２ 受領書は、別紙にて様式１号に準じて作成する。
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様式５号

災害対策基本法による従事協力命令の取消命令書

取消第 号

公 用 取 消 令 書

住 所

氏 名

災害対策基本法第71条の規定に基づく公用令書（ 年 月 日付第 号）に

かかる処分を取り消したので、同法施行令第34条第１項の規定により、これを交付する。

年 月 日

八百津町長 印

（注） １ 用紙は、Ａ４とする。

２ 受領書は、別紙にて様式１号に準じて作成する。
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様式６号

実 費 弁 償 請 求 書

年 月 日

八百津町長 様

住 所

職 業

氏 名 印

（法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名）

実 費 弁 償 請 求 書

１ 請 求 額 円

ただし、 年 月 日付第 号の公用令書にかかるもの

（明細書別紙のとおり）

上記金額を次の理由により請求します。

１ 従事した業務

２ 従事した期間

３ 従事した場所
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様式７号

災害救助法による扶助金支給申請書

年 月 日

八百津町長 様

住 所

氏 名 印

災害救助法による 扶助金支給申請書

災害救助法第29条の規定により扶助金を支給されたく別添書類を添えて申請します。

負傷、疾病又は死亡した者の住所氏名

負傷、疾病又は死亡の日時及び場所

負傷、疾病又は死亡の原因

傷病名、傷病の程度及び身体の状況

公用令書の発付年月日及び番号

負傷、疾病又は死亡

した者の主な親族の

状況

氏 名 本人との続柄 生年月日 職 業 備 考

（注） １ 表題空白箇所には「療養、休業、障がい、遺族、葬祭、打切」の該当事項を記載する。

２ 本申請書には、次の書類を添付するものとする。

(１) 療養扶助金については、医師の診断書及び療養費に関する請求書又は領収書

(２) 障害扶助金については、身体障がいの程度及び療養開始以来の経過を詳記した医師

の診断書

(３) 遺族扶助金又は葬祭扶助金については医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明

する書類

(４) 休業扶助金については、負傷し、疾病にかかったため、従前の収入を得ることがで

きず、かつ他に収入の見込みがない等給付を必要とする理由を詳細に記載した書類

(５) 打切扶助金については、療養の経過、病状全快までの見込期間等に関する医師の意

見書
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様式８号

災害対策基本法による損害補償費支払請求書

損 害 補 償 費 支 払 請 求 書 請求第 回

災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例第２条の規定による

損害補償費を支給されたく別添書類を添えて請求します。

年 月 日

住 所

氏 名 印

八百津町長 様

請求金額 円

損害補償の種目 療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償、打切補償

負傷、疾病又は死亡した者の

住所氏名

住所

氏名

負傷、疾病又は死亡の日時及

び場所

日時

場所

負 傷 、 疾 病 又 は 死 亡 の 原 因

傷病名、傷病の程度及び身体の状況

公用令書の発付年月日及び番号

（摘要）

（注） １ 本申請書には、次の書類を添付するものとする。

(１) 療養補償 医師の診断書及び療養に関する請求書又は領収書

(２) 休業補償 負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができ

ず、かつ、従前の収入を得ることができない等補償を必要とする理由を

詳細に記載した書類

(３) 障害補償 身体がいの程度及び療養開始以来の経過を詳細に記載した医師の診断書

(４) 遺族、葬祭補償 医師の診断書及び死亡者との関係を証明する書類

(５) 打切補償 療養の経過、症状全快までの見込期間等に関する医師の意見書

(６) 市町村長が従事命令を発したときは公用令書又は従事命令を発した旨の市町村長の

証明書

２ 損害補償の種目欄は、□で該当事項を囲むこと。

３ 請求第 回の欄には損害補償の同一種目についての請求回数を記載すること。

４ 用紙はＡ４とする。
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様式９号

強 制 従 事 者 台 帳

公用令書発付番号 第 号

公用令書発付年月日 年 月 日

救 助 従 事 者 台 帳

住 所

職 業

氏 名

年 月 日生

従 事 す べ き 救 助 業 務

従 事 す べ き 場 所

従 事 す べ き 期 間

出 頭 す べ き 日 時

出 頭 す べ き 場 所

公 用 令 書 取 消 理 由

負 傷 、 疾 病 又 は 死 亡 の 日 時

負 傷 、 疾 病 又 は 死 亡 の 原 因

傷病名、傷病の種類及び身体の状況

備 考

負傷、疾病又は死亡した者の

主 な 親 族

氏 名
本人と

の続柄
生年月日 職業 備考

扶 助 金 支 給 欄

扶助金の種類 金額 支給年月日 備考

（注） 災害救助以外についても本様式に準じて作成する。



第３章 災害応急対策 第２節 災害労務対策

－121－

第５ ボランティア活動支援計画

町は、各関係機関と連携し、災害時のボランティア活動が円滑に行われるように、ボランティア

に対するニーズを把握するとともに、その活動拠点の提供等環境整備に努める必要がある。ボラン

ティア活動に対する町及び各関係機関の支援活動は、本計画に定めるところによるものとする。

１ 町本部の活動

(１) 災害直後の情報提供

町本部は、県と連携し、ボランティア活動が円滑に行われるよう近隣の市町村、報道機関の

協力を得て、最優先で求められるボランティア活動の内容、必要人員、活動拠点等について情

報提供を行うものとする。

(２) ボランティアを行っている者への配慮

町本部は、県と連携し、ボランティアの活動状況を把握するとともに、ボランティアを行っ

ている者の活動拠点について配慮するものとする。

(３) ボランティアからの情報・ニーズの収集

町本部は、県と連携し、ボランティアからの情報・ニーズ等を把握し、ボランティア活動に

対する適切な支援に努めるものとする。

(４) ボランティア活動拠点の確保等

町本部は、県と連携し、活動拠点となる施設の確保と必要な情報機器、設備等の確認を行う。

２ 現地災害救助事務所の設置

町社会福祉協議会は、県社会福祉協議会が現地災害救援事務所を設置する場合、これに協力す

る。

３ 専門分野のボランティア関係機関の活動

救出、消火、医療、看護、介護、建築等の専門知識・技術を要するボランティアについては、

当該ボランティア活動に関係する団体等が、ボランティア部会等関係機関と連携を密にし、受入・

派遣に係る調整等を行うものとする。
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第３節 自衛隊派遣要請計画

１ 町本部長の依頼による自衛隊派遣

天災地変その他の災害に際し、人命又は財産の保護のため必要があると認めた場合には、町本

部長（町長）は、県本部長（知事）に対し、自衛隊法第83条第１項の規定による自衛隊の災害派

遣を要請することを要求することができる。ただし、通信の途絶等で知事と連絡のとれないとき

は、町本部長は、自衛隊（陸上自衛隊第35普通科連隊長を経て第10師団長）に対し、その旨及び

災害の状況を直接通知するものとする。

要請手続き等

町本部長は、自衛隊の災害派遣を必要とする場合は、次により「要請に際し明確にすべき

事項」を記載した文書（様式１号）をもって県本部長に要請の依頼を行うものとする。ただ

し、急を要するときは、口頭、電話又は防災行政無線で行い、事後速やかに文書を提出する

ものとする。

部 隊 名 等 連 絡 先

陸上自衛隊第35普通科連隊

（守山）第３科

ＮＴＴ電話 052-791-2191（内線4832）

052-791-2191（内線4509）（夜間）

ＦＡＸ 052-791-2191（内線4839）

防災行政無線 7-651-714

7-651-713（夜間）

陸上自衛隊第10師団（守山）

防衛班

ＮＴＴ電話 052-791-2191（内線4237）

052-791-2191（内線4301）（夜間）

ＦＡＸ 052-791-2191（内線4239）

防災行政無線 7-651-712

２ 自衛隊の活動

町本部長

水防管理

団体の長

県 本 部 長

（防 災 班 長）
陸上自衛隊第35普通科連

隊長を経て第10師団長

（情報提供）
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(１) 被害状況の把握

車両、航空機等の状況に適した手段によって情報収集活動を行って被害の状況を把握する。

(２) 避難の援助

避難の命令等が、避難、立ち退き等が行われる場合で必要があるときは、避難者の誘導、輸

送等を行い避難を援助する。

(３) 遭難者等の捜索救助

行方不明者、負傷者等が発生した場合には、通常他の救援作業等に優先して捜索救助を行う。

(４) 水防活動

堤防、護岸等の決壊に対しては、土のう作成、運搬、積み込み等の水防活動を行う。

なお、必要な資材については、努めて地元において準備するものとする。

(５) 消火活動

火災に対しては、利用可能な消防車その他の消火用具をもって、消防機関に協力して消火に

当たる。

なお、消火薬剤等は、町等が準備するものとする。

(６) 道路又は水路の警戒

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合には、それらの警戒、除去に当たる。

(７) 応急医療、救護及び防疫

被災者の応急医療、救護及び防疫を行うが、薬剤等は、通常町本部の提供するものを使用す

るものとする。

(８) 人員及び物資の緊急輸送

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送を実施する。この場合、

航空機による輸送は、特に緊急を要すると認められるものについてのみ行うものとする。

(９) 炊飯及び給水

被災者に対し、炊飯及び給水を実施する。

(10) 救援物資の無償貸付又は譲与

特に必要な場合に限り、「防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」

（昭和33年総理府令第１号）に基づいて救援物資を無償貸付し、又は譲与する。

(11) 危険物の除去等

自衛隊の能力の範囲内における火薬類、爆発物等危険物の除去等を行う。

(12) その他

自衛隊の能力で対処可能なものについては、要請によって所要の措置をとる。

３ 町本部の受入体制

本部長は、自衛隊の作業が他の防災関係機関と協力し、効率的に実施できるようその受入れ体

制の万全を期さなければならない。特に、次の事項については留意すべきである。

(１) 緊密な連絡
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派遣部隊との連絡を緊密にするため、連絡場所及び責任者を定め、常に自衛隊と連絡窓口を

統一し、作業の実施についても現地指揮官と協議して行うよう努める。また、必要に応じて地

図、略図等を準備し、作業地区ごとに連絡員を定め、災害情報の伝達、資料の調達等を円滑に

行うよう努める。

(２) 作業計画及び資器材の準備

派遣部隊の行う作業計画をたて、必要な資器材を準備し、作業に関係ある管理者等にも連絡

する。

(３) 活動拠点の確保

「岐阜県災害時受援計画」に定めるところにより、派遣部隊の活動拠点の候補地の選定及び

その支援に関する業務を実施すること。

(４) 宿泊施設等の準備

派遣部隊を宿泊させる施設（公共用建物等が適当）又は野営施設を準備し、あわせて駐車場

等を確保する。また、派遣部隊と関係所在自衛隊との情報連絡を確保するため、必要に応じて

臨時電話を架設する。

(５) 住民の協力

住民は、派遣部隊の作業を傍観することなく、積極的に協力し、作業遂行に協力する。

４ 県警の協力

防災安全部は、自衛隊派遣を容易ならしめるため必要があると認めたときは、県本部警察部（交

通対策班担当）と協議し、白バイ、パトロールカー等をもって派遣部隊の先導を依頼するものと

する。

５ 要請事項の変更

町本部長は、派遣に当たって要請した事項を変更する必要が生じたときは、直ちに順序を経て、

県本部防災班に連絡するものとする。

６ 費用の負担区分

(１) 自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として町本部が負担するものとし、下記を基準とす

る。

ア 派遣部隊の宿営及び救援活動に必要な土地建物等の使用料及び借上料

イ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱費（自衛隊の装備品を稼働させるため必要とする

燃料を除く。）、水道料、汚物処理料、電話等通信費（電話設備費を含む。）及び入浴料

ウ 派遣部隊の救援活動に必要な自衛隊装備品以外の資材、機材等の調達、借上げ、運搬及び

その修理費

エ 上記以外に疑義が生じた場合は、県本部が調整して、その都度決定する。

７ 撤収時の手続き
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(１) 町本部長は、自衛隊の災害派遣の目的を達成したときは、速やかに県本部に対し、自衛隊の

撤収要請（様式２号）を依頼するものとする。

(２) 派遣部隊が派遣期間の活動を終了したときは、県が派遣部隊の指揮官と協議し、帰隊措置を

講ずるものとする。

８ その他

(１) 派遣要請の依頼を要するような災害の発生が予想されるときには、町本部は県本部と連絡を

密にし、必要に応じ町本部の要請を受け県本部が自衛隊に要請した場合、自衛隊は連絡員を町

本部に派遣するものとする。

(２) 本計画に定める事項以外のことについては、必要の生じた都度町本部長が県本部長、自衛隊

現地指揮官と協議して定めるものとする。

(３) 自衛隊ヘリコプターの派遣要請に関する留意事項

ア 派遣要請の依頼

(ア) 派遣要請の依頼は、様式１号の事項を明示し、事前又は早期に行うこと。

(イ) 派遣要請の依頼は事実を確認し、他に方法がないときのみ行うこと。

イ 発着場選定基準

(ア) 地面は堅固で傾斜６度以内であること。

(イ) 周囲にあまり障害物がないこと。少なくとも２方向に障害物がないことが望ましい。

ただし、東西南北100ｍ×100ｍの面積があれば、下図のごとく障害物があっても離着陸

可能。

(ウ) 小型ヘリコプターについては、１機あたり直径30ｍ以上、中型及び大型ヘリコプターに

あっては、１機あたり直径50ｍ以上の空地があること。

(エ) 大型ヘリコプターは無障害地帯150ｍ×100ｍとする。
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発 着 場

① 小型機（ＯＨ－６）の場合（カッコ内は夜間）

② 中型機（ＨＵ－１）の場合（カッコ内は夜間）
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③ 大型機（Ｖ－107）の場合 （ＣＨ－47Ｊ）の場合

ウ 離着陸場の標示

(ア) 風向きに対して、石灰等で○Ｈを書くこと。

（注）斜線内は白色、積雪時は赤色とする。

(イ) ヘリポートの近くには、上空から風向、風速等の判定が確認できるよう吹き流し又は旗

をたてるとともに、できれば発煙筒（積雪時は赤色又は着色したもの）を併用すること。

（吹き流し） （旗）
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エ 離着陸における安全

(ア) 離着陸場は、平面にし、必要に応じて撒水し、積雪時は踏み固めること。

(イ) 離着陸場の半径25ｍ以内には人が入らないこと。

(４) ヘリコプターによる物資等を輸送する場合は、搭載量を超過させないため計量器を準備する

こと。

(５) 町は、緊急時におけるヘリコプター発着可能なヘリポートの確保に努め、ヘリコプター発着

場周辺における建柱、架線その他工作物の建設に際しては、ヘリコプターの発着の障害となら

ないようにすること。発着可能ヘリポートは、下記のとおりである。

名 称 所在地（住所）
町役場からの距離

（ｍ）

広 さ

（ｍ）

八百津小学校グラウンド 八百津町八百津3784 20 110× 80

旧八高グラウンド 八百津町八百津3412-1 200 100× 60

丸山運動場 八百津町八百津1516-1 3,800 100× 90

和知運動場 八百津町和知1706 4,100 120× 90

八百津中学校グラウンド 八百津町野上916-4 1,800 100×200

蘇水公園グラウンド 八百津町伊岐津志2731-5 900 200×130

錦津小学校グラウンド 八百津町伊岐津志1806 2,100 100× 50

久田見小学校グラウンド 八百津町久田見2741 12,900 115× 60

八百津東部中学校グラウンド 八百津町久田見3376-1 13,800 130× 80

福地運動場 八百津町福地775-3 17,800 120× 55

元潮南中学校グラウンド 八百津町潮見230-2 11,800 52× 40

原運動場 八百津町伊岐津志2807-2 2,400 100× 70
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様式１号

第 号

年 月 日

（岐阜県災害対策本部長名）様

八百津町長 印

災 害 派 遣 要 請 依 頼 に つ い て

自衛隊法第83条第１項の規定により、次のとおり自衛隊の派遣を要請されたく依頼します。

記

１ 災害の状況及び派遣を要請する事由

(１) 災害の状況

(２) 派遣を要請する事由

２ 派遣を希望する期間

３ 派遣を希望する区域及び活動内容

(１) 派遣区域

(２) 活動内容

４ その他参考となるべき事項
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様式２号

第 号

年 月 日

（岐阜県災害対策本部長名）様

八百津町長 印

自衛隊の撤収要請依頼について

自衛隊の災害派遣を受けていましたが、（災害の復旧）もおおむね終了しましたので、下記の

とおり撤収要請を依頼します。

記

１ 撤収要請依頼日時

年 月 日 時 分

２ 派遣要請依頼日時

年 月 日 時 分

３ 撤 収 作 業 場 所

４ 撤 収 作 業 内 容
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第４節 交通通信計画

第１ 道路交通対策

災害による道路、橋梁等の交通施設（以下本節において「道路施設」という。）に被害が発生し、

若しくは発生するおそれがあり、交通の安全と道路施設保全上必要があると認められるとき又は災

害時における交通確保のため必要があると認められるときの通行禁止及び制限（以下「規制」とい

う。）並びにこれに関連した応急の対策は、本計画の定めるところによるものとする。

１ 規制の種別

災害時における規制の種類及び根拠は、おおむね次によるものとする。

(１) 道路法に基づく規制（同法第46条）

災害時において、道路施設の破損、決壊等によりその保全又は交通の危険を防止するため必

要があると認めたときは、道路管理者が通行を禁止し、又は制限（重量制限を含む。）すること

ができる。

(２) 道路交通法に基づく規制（同法第４条から第６条）

災害時において、道路上の危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要なとき警

察関係機関は、歩行者又は車両の通行を禁止し又は制限することができる。

(３) 災害対策基本法に基づく規制（同法第76条）

災害応急対策に必要な人員、物資等の緊急輸送確保のため必要があると認められるときは、

公安委員会は緊急輸送に従事する車両以外の通行を禁止し又は制限することができる。

２ 規制の実施

町地域内の道路施設にかかる規制は次の区分によって行うものとするが、災害の状況によって

は実施者による規制がおくれ時期を失することも予想されるので、建設部は、県中濃支部土木班、

同警察班、八百津町警部補交番及び各警察官駐在所等と緊密な連絡をとり適切な規制がなされる

よう配意するものとする。

区 分 実 施 者 範 囲

道路管理者 国（岐阜国道事務所） 国道41号

県（県支部土木班） 国道（国が管理するものを除く。）

県道（岐阜県道路公社の管理するものを除く。）

町本部道路河川班 町道
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警 察 機 関 公安委員会

（県本部警察部）

隣県に影響を及ぼす規制、規制区域が２警察署以上

にわたるもの又は期間が１カ月を超えるもの

加茂警察署長

（県支部警察班）

自署の管轄区域内であり、かつ、適用期間の短い（１

カ月以内）規制

警 察 官 緊急を要する一時的な規制

自 衛 官 緊急を要する一時的な規制

警察官がその場にいない場合

３ 発見者等の通報

災害時において道路施設の被害その他の事由により交通が極めて混乱している状態を発見した

者は、速やかに警察署又は町本部（建設部）にその旨通報しなければならない。

４ 町本部における措置

道路施設の被害及び交通の混乱を発見し、あるいは通報を受けて承知したときは、建設部は速

やかに次により措置するものとする。

(１) 関係機関へ通知

規制の必要を認めたときは、規制実施者のいかんにかかわらず県支部土木班（可茂土木事務

所）及び県支部警察班（八百津警部補交番）にその旨を通知するとともに、関係機関に連絡す

るものとする。

なお、建設部において規制を行ったときは、関係機関への通知に当たって次の事項を明示す

る。

ア 禁止制限の種別と対象

イ 規制する区間又は区域

ウ 規制する期間

エ 規制する理由

オ 迂回道路、幅員、橋梁の状況等

５ 規制実施の要領

建設部は、町道が被害を受け、若しくは道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため

必要があると認めたときは、道路法第46条により通行を禁止し、又は制限（重量制限を含む。）す

るものとする。

町以外のものが管理する道路施設で、その管理者に通知して規制をするいとまのないときは、

建設部は、直ちに警察官に通報して道路交通法に基づく規制を実施するか、災害対策基本法第60

条により避難の指示をし、又は同法第63条により警戒区域を設定し、立入を制限し、若しくは禁

止し又は退去を命ずる等の方法によって応急的な規制を行うものとする。この場合、建設部は、
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できる限り速やかに道路管理者又は警察機関に連絡して正規の規制を行うものとする。また、警

察官が居合わせないときにあっては、現場に居合わせる町対策本部職員が、火災現場においては

消防法第28条により消防吏員又は消防団員が、その場にある者に避難を指示するか、警戒区域を

設定して立ち入りを制限し、又は退去を命ずる等の方法によって応急的な規制を行うものとする。

この場合もできる限り速やかに道路管理者又は県支部警察班に連絡し、正規の規制を実施するも

のとする。

なお、災害対策基本法に基づく緊急交通路確保のための規制時における緊急通行車両の取り扱

いは、次の方法によるものとする。

(１) 使用者の申出

災害応急対策を実施するための車両を使用しようとする者は、県本部（危機管理班又は警察

部交通対策班）あるいは県支部（総務班又は警察班）に緊急通行車両確認証明書（以下「証明

書」という。）等の交付の願い出をするものとする。

(２) 証明書等の交付等

緊急通行車両であることが確認され、様式１号による証明書及び様式２号による標章を交付

されたら、指定通り貼付等をし、走行するものとする。

６ 規制の標識及び迂回路の指定

建設部において道路法に基づく規制を行ったときは「道路標識、区画線及び道路標示に関する

命令」（昭和35年総理府建設省令第３号）の定めるところにより標識を設置し、特に危険を伴う場

合等にあっては必要に応じ遮断する措置等をするものとする。

なお、緊急のため規制の標識を設置することが困難又は不可能なときは適宜の道路標識に次の

事項を明示し表示するものとする。また規制を行ったときは、災害発生箇所、内容、通行規制状

況、迂回路等について、迅速かつ的確な情報を道路情報板、路側放送等で道路利用者に提供し、

一般交通にできる限り支障のないよう努めるものとする。

ア 禁止、制限の対象

イ 規制する区間又は区域

ウ 規制する期間

エ 規制する理由

オ 迂回路の表示

７ 報告等の系統

規制を行ったときは、次の方法によって報告又は通知をするものとする。

(１) 系統

各機関における報告等は次の系統によるものとする。
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（規制機関） （経由機関）

（注） は報告を、 は通知連絡を示す。

(２) 報告事項

各機関は、報告通知等に当たっては、次の事項を明示して行うものとする。

ア 禁止、制限の種別と対象

イ 規制する区間又は区域

ウ 規制する期間

エ 規制する理由

オ 迂回路の道路、幅員、橋梁等の状況等

町 本 部

県 支 部

土 木 班

警 察 官

県 支 部

警 察 班

県 本 部

交通対策班

県 支 部

土 木 班

県 本 部

道路維持班

県 支 部

警 察 班

県 本 部

交通対策班

県災害情報

集約センター
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Ａ
５
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岐
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様式２号

標 章

（注）１ 色彩は、記号を黄色、線及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効期限」、

「年」、「月」、「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表示する部分

を白色、地を銀色とする。

２ 記号の部分に、表面の面積が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。

３ この標章は運転者の視野を妨げないようにして車両の前面の見やすい箇所に貼付する。
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第２ 輸送計画

災害時における被災者及び応急対策従事者の移送あるいは救助、復旧用物資等の輸送（以下本節

において「災害輸送」という。）は、次によるものとする。

１ 輸送担当者（班）

災害輸送は、その応急対策実施担当班において行うものとする。ただし町本部における災害輸

送のための自動車等の確保及びその使用等に当たって調整を行う必要があるときは、行政班が調

整するものとする。

２ 輸送種別

町本部が行う災害輸送は、道路交通が可能な限り自動車輸送によるものとするが、道路が途絶

時で人力等によることが適当なときは、その方法によるものとする。

なお、交通が途絶時において長距離輸送を必要とし、他に適当な方法がない場合等にあっては、

県中濃支部総務班に県防災ヘリコプターの災害応援及び自衛隊（ヘリコプター等）の災害派遣を

依頼し、空中輸送による等他機関の応援を得て行うものとする。

３ 輸送の確保

災害輸送のため必要な自動車等の確保及びその使用に当たっての調整は、次によるものとする。

(１) 自動車等確保の要請

町本部各対策班は、災害輸送のため、自動車等の借上等を要するときは、行政班に次の輸送

の条件（以下「輸送条件」という。）を明示して車両確保（借上）等の要請をするものとする。

ア 輸送区間又は借上期間

イ 輸送量又は車両の台数

ウ 集合の場所及び日時

エ その他の条件

（注）各班の所属車両をその目的業務に使用する場合は、要請は行わない。

(２) 輸送の調整等

車両確保等の要請を受けた行政班は、輸送の緊急度、輸送条件、町本部保有車両の活動状況

等を総合的に掌握し、輸送の効率的な確保の方法、輸送の優先順位を決定する。

(３) 輸送確保の方法

災害輸送確保のための自動車の借上等は、次の方法によって行うものとする。

ア 自動車輸送

自動車の借上（確保）は、管財班がおおむね次の順位で行うものとする。

・町本部所属車両
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・農業協同組合等公共的団体所有の車両

・民間会社等の小型車両（大型車両は、県と競合しないこと）

・その他の自動車

車両の確保に当たっては、被災地に近い地域で確保することを原則とし、当該車両の運転

手付で借上げるようにするものとする。土木建設業者所有建設車両については、土木関係応

急対策事業用に優先する等、その所属、車両の特殊性等を考慮して実際に即した作業のため

の確保について留意するものとする。

なお、町地域における災害輸送に従事可能な予定自動車はあらかじめ調査し、掌握してお

くものとする。

町所有車両一覧

管 理 課 名 設 置 場 所 車 名 種別 用途

総 務 課 総 務 課

トヨタアルファード 普通 乗用

トヨタプリウス 普通 乗用

三菱ふそうＭＫ－ＳＤ観光 普通 乗合

トヨタハイエース 普通 乗用

防 災 安 全 室 防 災 安 全 室 トヨタハイエース 普通 特殊

総 務 課

総 務 課

トヨタカローラフィールダー 小型 乗用

トヨタカローラ 小型 乗用

ホンダアクティ 軽 貨物

スズキエスクード 小型 乗用

ダイハツハイゼット 軽 貨物

トヨタカローラフィールダー 小型 乗用

三菱パジェロｉｏ 小型 乗用

建 設 課
トヨタＲＡＶ４－Ｊ 小型 乗用

スズキエブリィ 軽 貨物

総 務 課

情 報 政 策 係 ダイハツミラ 軽 貨物

総 務 課

スバルサンバー 軽 貨物

トヨタライトエーストラック 小型 貨物

ニッサンウィングロード 小型 乗用

水 道 環 境 課 水 道 環 境 課
スズキエブリー 軽 貨物

トヨタプロボックス 小型 貨物
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ホンダフィット 小型 乗用

建 設 課 建 設 課 マツダダンプ（タイタン） 小型 貨物

健 康 福 祉 課

健 康 福 祉 課

スズキＫｅｉ 軽 乗用

トヨタプロボックス 小型 貨物

ニッサンＡＤバン 小型 乗用

スズキワゴンＲ 軽 乗用

蘇 水 園
ホンダステップワゴン 小型 乗用

スズキワゴンＲ 軽 特殊

教 育 課

教 育 課

トヨタカローラ 小型 貨物

トヨタカローラ 小型 乗用

スズキエブリー 軽 貨物

東部中（スクールバス）
トヨタハイエース15人乗り 普通 乗合

トヨタハイエース 普通 乗用

総 務 課

ホンダスパーカブ

原付

乗用

ホンダスパーカブ 乗用

ホンダスパーカブ 乗用

ホンダスパーカブ 乗用

ホンダスパーカブ 乗用

防 災 安 全 室 消 防

1-1-1 トヨタダイナ 普通 特殊

1-1-2 トヨタハイエース 普通 特殊

1-2-1 トヨタダイナ 普通 特殊

1-3-1 トヨタダイナ 普通 特殊

1-3-2 トヨタダイナ 普通 特殊

2-1-1 トヨタダイナ 普通 特殊

2-1-2 トヨタダイナ 普通 特殊

2-1-3 トヨタハイエース 普通 特殊



第３章 災害応急対策 第４節 交通通信計画

－140－

3-1-1 トヨタハイエース 普通 特殊

3-1-3 トヨタダイナ 普通 特殊

3-1-4 トヨタトヨエース 普通 特殊

3-2-1 ニッサンサファリ 普通 特殊

3-3-1 トヨタトヨエース 普通 特殊

3-3-2 トヨタダイナ 普通 特殊

3-3-3 トヨタダイナ 普通 特殊

4-1-1 トヨタハイエース 普通 特殊

4-1-2 トヨタトヨエース 普通 特殊

4-1-3 トヨタハイエース 普通 特殊

5-1-1 ニッサンサファリ 普通 特殊

5-1-2 トヨタトヨエース 普通 特殊

5-1-3 トヨタハイエース 普通 特殊

6-1-1 ニッサンサファリ 普通 特殊

6-1-3 トヨタダイナ 普通 特殊

6-1-4 トヨタハイエース 普通 特殊

6-2-1 トヨタハイエース 普通 特殊

6-2-2 トヨタダイナ 普通 特殊

6-2-3 トヨタトヨエース 普通 特殊

ダットサンサファリ 普通 特殊

イ 舟艇の確保

舟艇の借上げは、行政班が舟艇所有者から借上げるものとする。借上げに当たっては、出

来るかぎり舟頭もあわせて雇上げるようにするものとする。

なお、町地域内の舟艇等の保有状況をあらかじめ調査し、掌握しておくものとする。

町有舟艇一覧

所 有 者 管 理 者 船質 長さ（ｍ） 推進力 馬力
台

数

八百津町役場

防災安全室 消防係（ボート） ゴム 3.80 船外機 15 1

教育課 スポーツ振興係

（モーターボート）
FRP 4.45 船外機 50 1
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教育課 スポーツ振興係

（救助艇）
FRP 3.25 船外機 9.9 1

教育課 スポーツ振興係

（カッター）
木 5.50 手漕ぎ － 2

ウ 鉄道による輸送

道路の被害によって自動車による物資輸送が不可能なとき、あるいは避難者の移送等で、

鉄道によることが適当なときは、行政班は最寄り駅と協議し、鉄道輸送によるものとする。

エ 空中輸送

町本部各班は、一般交通途絶等に伴い緊急に空中輸送が必要なときは、行政班に輸送条件

を示して空中輸送の要求をするものとし、県支部総務班に対して自衛隊による空中輸送につ

いて要請をするものとする。

オ 人力輸送

車両等による輸送が不可能なとき等については、町本部班員（消防団員を含む。）、奉仕団

員等の直接人力によって輸送するものとするが、輸送要員の動員等は、それぞれの計画の定

めるところによるものとする。

カ 強制従事による輸送力確保

一般の方法により自動車等輸送力の確保ができないときは、強制命令を執行して確保する

ものとする。強制従事の方法は、次の者に対して第２節第４「技術者等の強制従事に関する

計画」に定めるところによるものとする。

(ア) 鉄道事業者及びその従事者

(イ) 軌道事業者及びその従事者

(ウ) 自動車運送事業者及びその従事者

(エ) 船舶運航事業者及びその従事者

(オ) 港湾運送事業者及びその従事者

４ 物資の引継ぎ等

災害輸送に当たっては、行政班は、輸送責任者を定め、車両等に同乗させ、あるいは同行させ

る等的確な輸送に努め、その引継ぎに当たっては、物資等の授受を明らかにしなければならない。

なお、物資授受の記録は、第７節第５の様式１号「救助用物資引継書」によるものとする。

５ 応援の要請

管財班は、町地域内において、自動車等が確保できないときは、輸送条件を明示して県支部総

務班に応援を要請するものとする。

なお、緊急を要するとき等にあっては、自動車及び舟艇については、可茂消防事務組合消防本

部又は美濃加茂市若しくは可児市に、空中輸送については、県本部に要請するものとする。



第３章 災害応急対策 第４節 交通通信計画

－142－

６ 輸送の記録

行政班は、災害輸送を行ったときは、次の記録を作成し、整備保管しておくものとする。

なお、災害救助法が適用されたときにあっては同法による対策の実施に要した輸送を整理区分

しておくものとする。

(１) 車両使用書

車両を使用した者（輸送責任者）は、様式１号の「車両使用書」を作成し輸送担当班長に提

出するものとする。

(２) 輸送記録簿

行政班は、災害輸送を行ったときは、様式２号の「輸送記録簿」を備え付け車両の使用状況

等を記録し、整備保管するものとする。

(３) 救助実施記録日計票等

行政班は、「救助実施記録日計票」及び「輸送明細書」を作成し整備保管する。

(４) 救助の種目別物資受払状況

自動車用燃料その他消耗品について「救助の種目別物資受払状況」を備え付け、その出納状

況を記録し整備保管する。

７ その他

その他災害輸送に関する次の事項は、県計画第３章第５節「交通応急対策」の定めるところに

よるものとする。

(１) 費用の基準及び支払

(２) 災害救助法による輸送の基準
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様式１号

車 両 使 用 書

輸 送 機 関 部 班

使用責任者職氏名 印

車 両
所 属

番 号 岐・岐阜・飛騨

使 用 の 目 的 内 容

使用区間又は場所

使 用 月 日 月 日 時 ～ 月 日 時

備 考

（注）１ 用紙はＡ４とする。

２ 舟艇の場合は、本様式に準じて作成する。
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様式２号

輸 送 記 録 簿

八百津町

輸

送

月

日

目

的

輸
送
区
間
（
距
離
）

借 上 等 修 繕 燃

料

費

実支

出額

備 考
使 用

車 両 等 金額

故障車両等 修

繕

月

日

修

繕

費

故障

の

概要

名称

番号

所有者

氏 名種類 台数

円

計

（注）１ 「目的」欄は、主たる目的又は救助の種類名を記入すること。

２ 町の車両等による場合は、「備考」欄に車両番号を記入すること。

３ 借上車両等による場合は、有償、無償を問わず記入すること。

４ 借上等の「金額」欄には、輸送費又は車両等の借上費を記入すること。

５ 「故障の概要」欄には、故障の原因及び故障箇所を記入すること。
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第３ 災害通信計画

被害状況その他の情報の報告等災害時における通信（連絡）は、本計画の定めるところによるも

のとする。

１ 利用可能な通信種別

災害時における通信等の方法は、通信網の被害状況等により一定はできないが、おおむね次の

方法のうちから実情に即した方法で行うものとする。

(１) 有線通信施設

ア 一般加入電話による通信

イ 警察電話による通信

ウ 鉄道電話による通信

エ ＣＣＮｅｔによる通信

(２) 無線通信施設による方法

ア 八百津町防災行政無線電話による通信

イ 岐阜県防災行政無線電話による通信

ウ 消防無線による通信（可茂消防事務組合消防本部）

エ 警察無線電話による通信

オ 西日本電信電話株式会社の無線電話による通信

カ 防災相互通信用無線による通信

キ 非常通信による通信

ク その他無線施設による通信

(ア) 移動体通信（携帯電話等）

移動体通信の通信困難地域の解消にむけ、関係機関と連携を図り整備促進に努める。

(イ) アマチュア無線

町内のアマチュア無線の有資格者をあらかじめ調査し、掌握しておき、アマチュア無線

の活用体制を整備する。

(ウ) インターネット等

町は、住民等へ被災情報、支援情報等を提供するため、インターネット等を整備する。

(エ) タクシー無線

東海自動車無線協会等の協力を得て、タクシー無線による情報の収集を図る。

(３) テレビ会議による通信

(４) 電報による方法

(５) 信号、サイレンによる方法
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(６) 広報車等による方法

(７) 急使による方法

(８) 文書による方法

２ 通信の系統

情報、命令の伝達あるいは被害の状況の収集、報告等町本部内及び県機関等に対する通信の系

統は、通信施設の被害により一定できないが、一般加入電話可能時等にあっては、平常時各課又

は係において行政上連絡する県機関及び町内機関の部門別に基づいて行うことを原則とする。

なお、一般加入電話途絶時における県機関等の通信に当たっては、できる限り総務部において

とりまとめ一括して行うものとする。

３ 通信の調整

災害のため平常な方法で通信の確保ができず他機関の通信施設を利用し、あるいは急使を派遣

するような場合にあっては、総務部は、優先順位その他について調整を行うものとする。調整に

当たっては次の事項について留意する。

(１) 優先順位

本部室は、多数の通信を必要とするために施設が不足し、通信の確保が出来ないときは、災

害防除、災害救助にかかる通信を優先させ、特に他機関の専用施設による通信の依頼を行う場

合にあっては、必要に応じ災害の防除と救助の通信に限定するものとする。

(２) 報告等の統制

一般加入電話途絶時の被害報告あるいは現地連絡所等に対する指示連絡等にあっては、各部

門別の通信を避け、できる限り一括して行うようにするものとする。特に急使（伝令）派遣時

等にあっては、総務部は、各部のほか警察機関等にも連絡し、一括通報するものとする。

４ 専用施設による通信の依頼

(１) 他機関の専用施設を利用して通信を行うときは、緊急必要な事項に限定し、できる限り簡略

に要点を明示して当該施設機関に通信の伝達を依頼するものとする。

(２) 依頼にあっては、様式１号による「非常通信用紙」により、又は同様式事項を明示した書類

によるものとする。

なお、無線による通信を要する場合にあっては、電文の長さは簡素化しなければならない。

(３) 通信の依頼は、通信を行おうとする部が、総務部と協議し、その結果に基づき、その部が直

接又は総務部がまとめて依頼するものとする。

５ 施設別通信方法等

災害時における各施設別の通信方法は、次によるものとする。

(１) 一般加入電話による非常通話



第３章 災害応急対策 第４節 交通通信計画

－147－

災害時においても通常の使用方法により一般加入電話を利用するものとするが、市外通話が

困難になった場合は、市外通話が優先的に利用できる「非常通話」により通信を行うものとす

る。

なお、「非常電話」は、102番申込みにより「非常電話」と告げて行うが、「非常電話」として

扱われる通信の内容及び通信の発着機関は、県計画第３章第６節「通信の確保」に定めるとこ

ろによる。

(２) 警察電話利用による通信

一般加入電話途絶時で警察電話による通信を必要とするときは、最寄り警察機関に通信の要

請をするものとする。要請に当たっては、町本部の通信事項と警察機関の通信事項は重複する

ことが少なくないので警察機関にその内容を示し重複を避けるようにするものとする。

(３) 鉄道電話による通信

一般加入電話途絶時で鉄道電話による通信が必要なときは、最寄りの鉄道機関に通信の要請

をするものとする。

(4) ＣＣＮｅｔへの通信依頼

(5) 岐阜県防災行政無線電話による通信

災害時において、有線電話途絶時で緊急を要するときは「岐阜県防災行政無線通信取扱規程」

の定めるところにより通信を行うものとする。

(6) 八百津町防災行政無線による通信

一般加入電話の途絶により孤立化した地域の通信は、移動系無線局（消防車両等）を派遣し

町本部と通信を行うものとする。

(7) 可茂消防事務組合消防本部消防無線による通信

(8) 警察無線による通信

岐阜県防災行政無線電話による通信が使用困難な場合であって警察無線の通信が必要になっ

た時は、最寄りの警察機関（交番、駐在所）に通信の要請をするものとする。

(9) 西日本電信電話株式会社の孤立防止用無線電話による通信

(10) 防災相互通信用無線による通信

(11) 非常通信による通信

一般加入電話及び自局の無線電話による通信が途絶した場合で緊急を要する時は、他の機関

の無線局（主な「非常通信依頼可能機関無線局」）の協力を得て、非常通信の要請をするものと

する。

(12) タクシー無線による方法

有線通信施設及び自局の無線通信施設が利用できないときは、タクシー無線に通信の要請を

するものとする。

(13) 移動体通信（携帯電話、自動車電話）

(14) テレビ会議による方法

(15) インターネット等による通信
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総合行政ネットワーク（LGWAN）を活用し、県及び県内各市町村との通信を行うものとする。

(16) 電報による方法

災害時の通信を西日本電信電話株式会社の非常電報によるときは、発信紙の余白に「非常」

と朱書して申し込むものとする。

(17) 信号による方法

消防、水防あるいは避難に関する指示等の信号はそれぞれの計画で定めるサイレン、半鐘等

の信号によるものとする。

(18) 広報車による方法

町地域内の多数の者に対する徹底事項があるときは、広報車等により徹底するものとする。

(19) 急使による方法

あらゆる通信施設が利用できないとき、あるいは急使によることが適当な通信（連絡）は、

伝令等急使を派遣して行うものとする。町本部からの急使は伝令等の内容により各部の中から

適任者を指名しその任務に当たるものとするが、各地域における急使（伝令）は消防団員が当

たるものとする。

(20) 文書による方法

郵送あるいは伝令が持参する等により、書面によって通信を行うことが適当なときは、文書

によって行うものとする。

なお、電話等によって通報した事項についても、文書で提出を要する事項は、事後に文書に

よって提出するものとする。

(21) アマチュア無線による方法

アマチュア無線の資格を有する町職員あるいは、町本部近くに居住する有資格者により、町

本部にアマチュア無線基地を設置し、通信を行うものとする。

６ 通信の記録

電話、口頭等で通信を行った者は、その状況を様式２号の「災害情報」用紙に記録し保管する

ものとする。

７ 情報システムの高度化等

今後、画像監視カメラ、画像情報収集・連絡システムの整備に努める。
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様式１号

非 常 通 信 用 紙

発 信 者 名 発 信 者 の 住 所 発信者の電話番号

種 類 字 数 発 信 局 名 発信番号 受付月日 時刻

月 日 時 分

あ

て

先 （電話 ）

指 定 局内心得

本

文

受 信 送 信 配達時刻 取扱者名 取扱責任者 通信担当者

相手局
受 付

時 刻
相手局

送 信

時 刻

備考 １ 時刻はすべて24時間制で記入のこと。

２ あて先に受信者の電話番号を記入のこと。

３ 通報の中継を行ったときは、局内心得に自局名を記入のこと。

４ 本文の末尾にかならず発信者名を記入のこと。

５ この用紙を災害時に使用するときは赤で非常と種類欄に記入する。
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様式２号

災 害 情 報

災 害 の 種 類 災 害 発 生 日 時 月 日 時 分

発 生 場 所

報 告 時 限 日 時現在 発 受 信 時 刻 日 時 分

発 信 機 関 受 信 機 関

発 信 者 受 信 者

情 報
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第５節 情報計画

第１ 警報・注意報・情報伝達等の計画

気象及び水防並びに火災に関する警報、注意報及び情報の発表、伝達並びにその周知徹底等は、

県計画第３章第７節「警報・注意報・情報等の受理伝達」に定めるもののほか、本計画の定めると

ころによるものとする。

１ 気象警報等の種別

岐阜地方気象台発表の情報、注意報、警報等の種別内容は、次表のとおりである。

種 類 発 表 基 準

１ 気 象 情 報 （ア）大雨等の異常気象時において、気象情報を適切に運用するこ

とによって、予報・警報の効用を増進し、防災活動を円滑に行

うことができるように随時発表する。

（イ）岐阜県記録的短時間大雨情報

１時間に100mm以上の激しい雨を観測・解析した場合

（ウ）竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい

突風に対して注意を呼びかける気象情報

２

気

象

注

風 雪 注 意 報 風雪によって被害が起こるおそれがあると予想され、具体的には

次の条件に該当する場合である。

降雪を伴い平均風速が12m/s以上と予想される場合

強 風 注 意 報 強風によって被害が起こるおそれがあると予想され、具体的には

次の条件に該当する場合である。

平均風速が12m/s以上と予想される場合

大 雨 注 意 報 大雨によって被害が起こるおそれがあると予想され、具体的には

次の条件に該当する場合である。

１時間雨量が40㎜以上と予想される場合

土壌雨量指数が１㎞四方毎に設定した基準値に到達すると予想さ

れる場合（土壌雨量指数基準の最低値は９６）

大 雪 注 意 報 大雨によって災害が起こるおそれがあると予想され、具体的には

次の条件に該当する場合である。
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意

報

24時間の降雪の深さが平地20cm、山地40cm以上と予想される

場合

濃 霧 注 意 報 濃霧によって交通機関等に著しい支障が生じるおそれがあると予

想され、具体的には次の条件に該当する場合である。

濃霧によって視程が100ｍ以下になると予想される場合

雷 注 意 報 落雷等により災害が起こるおそれがあると予想される場合

乾 燥 注 意 報 空気が乾燥し、火災の危険が大きいと予想され、具体的には次の

条件に該当する場合である。

実効湿度が60％以下で、最小湿度が25％以下になると予想される

場合

な だ れ 注 意 報 なだれによって災害が起こるおそれがあると予想され、具体的に

は次の条件に該当する場合である。

24時間降雪の深さが30cm以上で積雪が70cm以上になる場合

積雪が70cm以上あって日平均気温が２℃以上の場合

積雪が70cm以上あって降雨が予想される場合

着氷（雪）注意報 着氷（雪）によって、通信線や送電線等に被害が起こるおそれが

あると予想される場合

融 雪 注 意 報 融雪によって災害が起こるおそれがあると予想される場合

霜 注 意 報 早霜、晩霜等によって農作物に著しい被害が起こるおそれがある

と予想され、具体的には次の条件に該当する場合である。

早霜、晩霜期に最低気温が３℃以下になると予想される場合

低 温 注 意 報 低温によって農作物等に著しい被害が起こるおそれがあると予想

される場合

３ 洪 水 注 意 報 洪水によって災害が起こるおそれがあると予想され、具体的には

次の条件に該当する場合である。

１時間雨量が40㎜以上と予想される場合

流域雨量指数が基準値に到達すると予想される場合

（木曽川流域＝４８、旅足川流域＝９、飛騨川流域＝５３）

４ 浸 水 注 意 報 浸水によって災害が起こるおそれがあると予想される場合

気象注意報に含めて行い、浸水注意報の表題は用いない。

５ 地 面 現 象 注 意 報 大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって、災害が起こる

おそれがあると予想される場合

気象注意報に含めて行い、地面現象注意報の表題は用いない
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暴 風 警 報 暴風によって重大な災害が起こるおそれがあると予想され、具体

的には次の条件に該当する場合である。

平均風速が17m/s以上と予想される場合

６

気

象

警

報

暴 風 雪 警 報 暴風雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想され、具

体的には次の条件に該当する場合である。

降雪を伴い平均風速が17m/s以上と予想される場合

大 雨 警 報 大雨によって重大な災害が起こるおそれがあると予想され、具体

的には次の条件に該当する場合で、雨量基準に達した場合は（浸水

害）、土壌雨量指数基準に達した場合は（土砂災害）が表記される。

１時間雨量が70㎜以上と予想される場合

土壌雨量指数が１㎞四方毎に設定した基準値に到達すると予想

される場合（土壌雨量指数基準の最低値は１２１）

大 雪 警 報 大雪によって重大な災害が起こるおそれがあると予想され、具体

的には次の条件に該当する場合である。

24時間の降雪の深さが平地40cm、山地80cm以上と予想される

場合

７ 洪 水 警 報 洪水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想され、具体

的には次の条件に該当する場合である。

１時間雨量が70㎜以上と予想される場合

流域雨量指数が基準値に到達すると予想される場合

（木曽川流域=74、旅足川流域=11、飛騨川流域=66）

８ 浸 水 警 報 浸水によって重大な災害が起こるおそれがあると予想される場合

気象警報に含めて行い、浸水警報の標題は用いない。

９ 地 面 現 象 警 報 大雨、大雪等による山崩れ、地すべり等によって、重大な災害が

起こるおそれがあると予想される場合

気象警報に含めて行い、地面現象警報の標題は用いない。

（注）発表基準欄に記載した数値は、岐阜県における過去の災害発生頻度と気象条件との関係を

調査して決めたものであり、気象要素によって災害発生を予想する際の目安である。

気象等の注意報・警報は市町村を単位として発表される。ただし、テレビやラジオではこ

れまでどおり「市町村等をまとめた地域」を用いる場合がある。八百津町は「中濃」に含ま

れる。

２ 水防活動用警報等

水防活動に資するため水防関係機関に対し発表する警報及び注意報であって、種別、内容は次

のとおりである。
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区 分 警 報 等 の 内 容

(１) 水 防 活 動 用

気 象 注 意 報

気象注意報のうち大雨注意報の発表があった時、本注意報があっ

たものとし、水防活動用の語をつけない。

(２) 水 防 活 動 用

気 象 警 報

気象警報のうち大雨警報の発表があった時、本警報があったもの

とし、水防活動用の語をつけない。

(３) 水防活動

用洪水注

意報

一般河川
一般河川についての洪水注意報の発表でこれに代え、水防活動用

の語はつけない。

協議河川
協議河川についての洪水注意報の発表をする。水防活動用の語は

つけない。

(４) 水防活動

用洪水警

報

一般河川
一般河川についての洪水警報の発表でこれに代え、水防活動用の

語はつけない。

協議河川
協議河川についての洪水警報の発表をする。水防活動用の語はつ

けない。

３ 水防警報等

洪水予報に関連して、水防活動に必要な事項について、水防関係機関が水防管理団体に対して

発する警報、情報をいう。その種別、内容は次表のとおりである。

区 分 警 報 等 の 内 容

１ 水防情報 水位の昇降、滞水時間及び最高水位とその時刻等水防活動上の情報の関係機

関に徹底する必要があるとき。

２ 水防警報 水位が警戒水位に達するか、又は警戒水位を超えて危険が予想されるとき。

４ 土砂災害警戒情報

岐阜県土砂災害警戒情報は、岐阜地方気象台が大雨警報（土砂災害）を発表した後、大雨によ

る土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、市町村長が住民への避難勧告等を適時適切に

行えるように支援するとともに、住民の自主避難の判断基準となることを目的として、岐阜県と

岐阜地方気象台が共同して発表する防災情報である。

この情報は、岐阜地方気象台から岐阜県と報道機関へ通知され、県から市町村に伝達される。

土砂災害警戒情報が発表された場合は、防災行政無線等により住民等に周知を図る。

５ 火災警報

空気が乾燥し、かつ、風が強いとき等で火災の危険が予想されるときに、可茂消防事務組合消

防長が発表する。

なお、火災警報発令基準は、本章第６節第１「消防計画」による。
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６ 火災警報の発表及び徹底

火災警報の発表及びその住民等に対する徹底は、本章第６節第１「消防計画」の定めるところ

によるものとする。

７ 警報等の把握

本部防災安全部（退庁時にあっては宿日直者）、建設部（水防に関する気象）は、気象注意報等

が発表されているときは、岐阜地方気象台、県中濃支部総務班（県本部防災班）、加茂警察署等と

連絡を密にするとともにラジオ、テレビ放送等に留意して、地域の適確な気象状況の把握に努め

るものとする。

なお、関係機関からの警報等の受信に当たっては、次の点に留意を要するものとする。

(１) 伝達される警報等の区分

警報等は、関係機関から、おおむね次の区分で伝達される。

伝達（連絡）機関 警 報 種 別 等

県 防 災 班 気象警報及び風雨に関する注意報、情報についての全文及び対策指示事

項が伝達される。

県 支 部 土 木班 雨及び洪水に関する注意報、警報、情報等水防上必要な事項を対策指示

等と合わせて全文が伝達される。

県 支 部 総 務班 風雨に関する警報、情報等で、その対策指示を要するとき。指示事項と

合わせて全文が伝達される。

Ｎ Ｔ Ｔ 気象警報について標題のみが伝達される。

(２) ＮＴＴからの伝達

ＮＴＴより伝達される警報は、標題のみで、かつ次の略文で伝達される。

(ア) 発信時間

(イ) 発表・解除の区分（飛騨、美濃、市町村、全域）

(ウ) 気象警報の内容

警 報 の 種 別 発 略 文 解 除 略 文

暴 風 警 報 ボウフウ ボウフウカイジョ

暴 風 雪 警 報 ボウフウセツ ボウフウセツカイジョ

大 雨 警 報 オオアメ オオアメカイジョ

大 雪 警 報 オオユキ オオユキカイジョ
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洪 水 警 報 コウズイ コウズイカイジョ

(３) 受信記録

警報等の全文が伝達される場合の受信に当たっては、県防災行政用無線によるＦＡＸにてよ

るものとする。

８ 警報等の伝達

気象警報等（火災警報を除く。）を承知し、その伝達あるいは周知徹底の必要があるときは、次

の区分により伝達徹底を図るものとする。

(１) 伝達の担当班等

気象警報等の町本部及び関係機関に対する伝達は、勤務時間中においては防災安全班が担当

するものとする。ただし、気象警報等の発表に伴い各部門別の災害対策に関し、対策等の指示

及び伝達等を必要とする関係各班は、それぞれ各班の計画に基づき、気象警報等及び対策指示

等をあわせて伝達するものとする。

(２) 勤務時間外における伝達

勤務時間外（休日又は退庁時）における伝達は、宿日直者が担当するものとするが、宿日直

者は、気象警報等の種類、内容等必要に応じて関係各班までの伝達及び住民への周知徹底を図

るものとする。

(３) 住民等に対する徹底

町本部（又は宿日直者）で掌握した気象警報等住民へ周知する必要のあるときは、町防災行

政無線（同報系）によりその徹底を図るものとする。

防災行政無線が使用できないときは、サイレン、警鐘又は広報車（公用車、消防車等）によ

り情報伝達の徹底を図るものとする。

(４) 伝達系統

気象警報等の伝達及び周知は次の系統図によるものとする。
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〔１ 勤務時間中の場合〕

(注)１ は、伝達を、 は、連絡あるいは対策指示を示す。

２ 岐阜地方気象台からＮＴＴ西日本への伝達は警報のみ。

凡例

法令（気象業務法等）による通知系統

法令（気象業務法等）による公衆への周知依頼及び周知系統

地域防災計画、行政協力、その他による伝達系等

伝達副系統

◎：防災情報提供システム

△：加入電話・ＦＡＸ

□：岐阜県防災行政無線

：法令により、気象官署から警報事項を受領する機関

県 防 災

Ｎ Ｔ Ｔ
西 日 本

Ｎ Ｈ Ｋ

岐阜放送局

報 道 機 関

岐阜地方

気 象 台

県中濃支部
町 本 部

(消防本部)

町 地 域

関 係 機 関

各部長

各班長

班 員

出 先 各 班

関 係 機 関

団 体

消防本部

現地災害対策本部
（開設時）

住民等

◎
□

◎

◎

△

□

□

（放送）

（放送等）



第３章 災害応急対策 第５節 情報計画

－158－

［２ 勤務時間外の場合］

９ 異常現象発見時の対策

災害の発生あるいは災害の発生するおそれがある異常現象を発見し、あるいは承知したときの

措置は、次によるものとする。

(１) 発見者の通報

異常現象を発見した者は、次の区分により関係機関（職員）に通報しなければならない。

ア 火災に関する現象 消防機関（可茂消防事務組合、防災安全部）

イ 水防その他に関する現象 水防機関（建設部、防災安全部）

(２) 受報者の措置

異常現象を発見し、あるいは通報を受けた関係機関又は職員は、速やかにその対策措置をと

るとともに、防災安全部に、勤務時間外においては宿日直者に通報するものとする。

県 本 部

町 本 部
（宿日直室）

防
災
行
政
無
線

関 係 機 関

異常現象等発見者

大

雨

洪

水

注

意

報

暴

風

大

雨

洪

水

大

雪

警

報

重

大

な

災

害

情

報

水

防

情

報

交

通

情

報

消

防

本

部

関

係

各

部

建

設

部

住

民

本 部 室

本 部 員 会 議

（体制決定）

体制を取る部班

（防災行政無線）

土

砂

災

害

警

戒

情

報
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(３) 住民等に対する徹底

通報等のあった異常現象、地震予知情報等で住民等に徹底する必要があるときは、「７ 警報

等の伝達」の要領に準じて行うものとする。

(４) 関係機関への通報

通報等により異常現象を承知した場合は、直ちに次の機関に通報又は連絡するものとする。

ア 県本部及び岐阜地方気象台（岐阜地方気象台に通報する事項は、竜巻、強い突風、強い降

雹、激しい雷雨、豪雨等気象に関する著しい異常現象とし、それらに対する警報、注意報が

発表されている場合は除く。）

イ その異常現象によって災害の予想される隣接市町本部

ウ その異常現象によって予想される災害と関係のある県支部各機関

10 雨量観測等による気象状況の把握

防災安全部及び建設部は、庁舎に設置されている雨量計及び管内の雨量観測実施機関の協力に

よって、異常気象状況の把握に努め、相互に情報交換し、災害に備えるとともに必要に応じて県

本部に連絡するものとする。

町本部は、災害の発生が予測される気象状況のとき等は、警察機関、県支部等と連携を密にし、

ラジオ、テレビ放送等に留意して的確な気象状況の把握に努めるとともに、災害危険箇所・区域

に雨量観測所の早期設置をはかり、集中豪雨等における住民の避難等が適切にできるように努め

るものとする。

なお、注意、警戒を要する雨量は次表のとおりとするが、降りはじめからの総雨量等を勘案し

て、その都度状況を判断し注意、警戒に当たるものとする。

地 区 名

注意を要する雨量 警 戒 を 要 す る 雨 量

前日までの雨

量が

なお当日の雨

量が

前日までの雨

量が

なお当日の雨

量が

時 間 雨 量 が

八 百 津 町

100mm以上 50mmを超えた

とき

100mm以上 50mmを超え 40mmを超えた

とき

100mm以下 80mmを超えた

とき

100mm以下 80mmを超え 40mmを超えた

とき
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11 丸山ダム国土交通省通知・通報連絡系統図

木曽川筋の丸山ダム、兼山ダム等の放流に伴う災害を防止するための関係機関との連絡は次の

とおりとする。

国土交通省丸山ダム操作状況の通知・通報内容

(１) ゲート操作引継の通知

(２) 操作状況に関する毎正時の情報

(３) 洪水調節の開始に関する情報

(４) 計画規模を超える異常洪水時の操作の可能性に関する情報

(５) 計画規模を超える異常洪水時の操作に関する事前通知

(６) 計画規模を超える異常洪水時の操作に関する通知

(７) 計画規模を超える異常洪水時の操作の終了に関する情報

八百津町役場

Ｎ 0574-43-2111
Ｆ 0574-43-0969
防災安全室 消防係 （内線）2231

国土交通省 丸山ダム管理所

Ｎ 0574-43-1108
Ｆ 754-401
Ｍ 操作室 754-371～374
新丸山ダム工事事務所
Ｎ 0574-43-2780

木曽川中流域ダム放流
連絡会構成機関

通知・通報

通知・通報

ポーリング

ポーリング
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第２ 災害情報収集等の計画

被害状況及び災害応急対策等の情報の調査報告（速報）あるいは収集は、本計画の定めるところ

によるものとする。ただし、災害が発生してから一定期間経過後等に行う詳細な調査については、

それぞれ応急対策に関連する計画の定めるところによるものとする。

１ 被害状況等の調査、報告事項

被害状況の調査及び報告を要する事項は即時報告（災害速報）のほか次のとおりとする。ただ

し、応急対策実施上必要な情報等については、それぞれの被害状況報告時に合わせて行うものと

する。

(１) 住家等の一般被害状況の調査、報告 様式集 第10号の１、10号の２

(２) 社会福祉施設等被害状況の調査、報告 様式集 第11号の１、11号の２

(３) 医療衛生施設被害状況の調査、報告 様式集 第12号の１、12号の２

（４の１）商工業関係被害状況の調査、報告 様式集 第13号の１

（４の２）観光施設被害状況の調査、報告 様式集 第13号の２

(５) 農業関係被害状況の調査、報告 様式集 第14号の１～14号の６

(６) 林業関係被害状況の調査、報告 様式集 第15号の１、15号の11

（７の１）土木施設関係被害状況の調査、報告 様式集 第16号の１

（７の２）都市施設被害状況の調査、報告 様式集 第16号の２

(８) 教育関係被害状況の調査、報告 様式集 第17号

(９) 町有財産被害状況の調査、報告 様式集 第18号

(10) 消防団の活動の報告 様式集 第19号

(11) 総合被害状況の調査、報告 様式集 第20号の１、20号の3

(12) 消防関係の即報 様式集 第21号

(13) 水防の情報 県計画第３章第８節「災害情報収集等の収集・

伝達」

２ 被害状況の調査責任者

被害状況の調査は、次に掲げる班において関係の機関及び団体と協力し、あるいは応援を得て

実施するものとする。ただし、被害の調査に技術を要する場合あるいは被害が甚大で調査の不可

能なときは、県本部に連絡し、関係機関等の応援を求めて行うものとする。
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被害等区分 収集・報告部
調 査 機 関

協力機関等
調 査 事 項 調 査 機 関

即 時 報 告 町本部（防災安全班） 災 害 速 報 各 部

住家一般被害 健 康 福 祉 部 住家等一般被害 福 祉 班
民生児童委員、自

治会長、調査員

社会福祉施設
健 康 福 祉 部 保 育 施 設 保 育 園 班 和知保育園

老人ホーム部 老 人 福 祉 施 設 老 人 ホ ー ム 班 蘇水園

医療衛生施設
水 道 環 境 部

水 道 施 設 水 道 班 水道工事指定店

下 水 道 施 設 下 水 道 班
下水道工事指定

店、土建協力会

清 掃 施 設 環 境 衛 生 班
可茂衛生施設利

用組合

墓 地 施 設 環 境 衛 生 班 墓地管理者

健 康 福 祉 部 民 間 医 療 施 設 健 康 増 進 班 医師会

商工業及び観光関係 産 業 部
商 工 業 被 害 商 工 観 光 班 商工会

観 光 施 設 商 工 観 光 班 観光協会

農 林 業 被 害 産 業 部

農 作 物 被 害 農 地 班 ＪＡ、農業共済

畜 産 被 害 農 業 振 興 班 農業共済

養 蚕 被 害 農 業 振 興 班 農業共済

農 地 被 害 農 地 班 農事改良組合

林 業 被 害 林 業 振 興 班 森林組合

土 木 被 害 建 設 部

土 木 被 害 道 路 河 川 班
建設残土利用協

議会

公 営 住 宅 被 害 建 築 住 宅 班

都 市 公 園 被 害 建 築 住 宅 班

教 育 被 害 教 育 部
学 校 施 設 被 害 教 育 総 務 班

その他教育被害 学 校 教 育 班
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文化財被害及び

社会体育施設等

被害

生 涯 学 習 班

スポーツ振興班

町有財産被害 総 務 部 町 有 財 産 被 害 管 財 班

火 災 被 害 防 災 安 全 部 火 災 被 害 消 防 班

水 防 等 情 報 建 設 部
水防、地面現象等

に 関 す る 情 報
道 路 河 川 班

総 合 被 害 総 務 部

（注）１ 調査、報告等の責任者は、別に定めるところによるものとする。

２ 「収集・報告部班」とは、部門別の被害状況等の収集あるいは県支部に対する報告を

行う部班である。

３ 被害状況等の報告系統

被害状況等の一般的な報告の系統は、次のとおりとする。ただし、各報告事項別の詳細は、そ

れぞれに定める系統によるものとする。

(１) 総括的系統図

調査担当部（班）

自 治 会 長 等

町 本 部

町 防 災 会 議

県 支 部

県 本 部

協

力
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(２) 部門別系統図

警戒体制・非常体制・救助体制をとった場合（県が災害対策本部を設置したとき）

(注)（ ）の班・担当が窓口となって報告事務を一本化する。

４ 調査及び報告等

被害状況等の調査報告は、災害の種別その他の災害条件によって一定できないが、おおむね次

によって調査報告をするものとする。

種 別 区 分 調 査 報 告 事 項 報 告 時 限

即 時 報 告

（ 災 害 速 報 ）

災害が発生し、又は発生しようとしている場合、

発生状況、被害概況、防護応急活動状況等を即

時に報告する。

発生の都度即時

概 況 調 査 報 告
災害により被害が発生したとき、直ちにその概

況を調査し報告する。
発生後毎日定時

中 間 調 査 報 告

概況調査後被害が増大し、あるいは減少したと

き、及び概況調査で省略した事項を調査し報告

する。

被害の状況がおおむ

ね確定した時

確定（詳細）調査報告
災害が終了し、その被害が確定したときに全調

査事項を詳細に調査し報告する。
確定後３日以内

県 本 部

危 機 管 理 部 （ 防 災 班 ）

健康福祉部（生活衛生班）

健康福祉部（健康福祉政策・医療整備班）

産業労働部（産業政策班）

農 政 部 （ 農 政 班 ）

農 政 部 （ 農 業 技 術 班 ）

林 政 部 （ 林 政 班 ）

林 政 部 （ 森 林 整 備 班 ）

県 土 整 備 部 （ 河 川 班 ）

都市建築部（都市政策班）

都 市 建 築 部 （ 下 水 道 班 ）

都市建築部（水道企業班）

教 育 部 （ 教 育 総 務 班 ）

警 察 部 （ 総 括 班 ）

県 支 部

総 務 班 （ 防 災 担 当 ）

保 健 班

総務班（救助・民生関係）

商 工 班 （ 商 工 担 当 ）

農 林 班 （ 農 務 担 当 ）

農 林 班 （ 土 地 改 良 担 当 ）

地 域 農 業 改 良 普 及 班

家 畜 保 健 衛 生 班

病 害 虫 防 除 班

農 林 班 （ 林 務 担 当 ）

農 林 班 （ 治 山 林 道 担 当 ）

土 木 班

広 域 水 道 班

教 育 班

警 察 班

町 本 部

防災安全部（防災関係）

水道環境部（水道・衛生関係）

健康福祉部（救助・民生関係）

産業部（商工・観光関係）

産 業 部 （ 農 業 関 係 ）

産 業 部 （ 耕 地 関 係 ）

産 業 部 （ 林 務 関 係 ）

建設部（治山林道担当）

建 設 部

教 育 部

交 番 ・ 駐 在 所

水道環境部（下水道関係）
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変動（訂正）調査報告
各調査が誤っていたことを発見したときに再調

査し報告する。
発見後３日以内

終 了 報 告
長期間に亘った災害（たん水等）が終了したと

きに報告する。
終了後１日以内

応 急 対 策 の 報 告

り災地域における状況及び実施し又は実施しよ

うとする応急対策の概況について、できる限り

その都度必要な事項を報告する。

発生後毎日定時

（注） １ 毎日定時に報告を必要とする場合は、本部室においてその時刻、回数、期間を検討の

うえ指示する。

２ 調査及び報告は、その必要が認められない事項については省略し、また、２以上の調

査報告をまとめて行って差し支えない。

５ 被害の調査報告の優先順位

調査報告の順序、時期は、災害の種別、規模等によって一定できないが、人的被害と直接つな

がる被害すなわち住家等一般被害状況の調査、報告を他の被害に優先して行うものとする。

６ 調査、報告を要する災害の規模

本計画に基づく調査報告は、おおむね次の各号の基準のいずれかに該当したときに被害のあっ

た項目について行うものとする。

(１) 本章第１節第１の１「町本部の運用」により準備体制、警戒体制をとったとき。

(２) 県又は町が災害対策本部を設置したとき。

(３) 町内において自然災害により住家の被害が発生したとき。

(４) 災害の発生が広域に及び地域に相当の被害が発生したと認められるとき。

(５) 災害復旧費が国庫補助又は県費補助等の対象となる災害が発生したとき。

(６) 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響からみて報告する必要があると認められるとき。

７ 情報の収集、報告

町本部は、次の方法により情報を収集し、岐阜県被害情報集約システムにより県支部又は県本

部に報告（即時報告、概況調査報告、確定調査報告等）するものとする。

なお、被害状況等の各部門のとりまとめ及び県本部又は県支部各班に対する報告は、それぞれ

の部門を担当する班において行うものとする。

(１) 各班は、各部門ごとに被害の状況及び災害応急対策実施状況を調査し取りまとめる。

なお、即時報告については、防災安全班において取りまとめる。

(２) 各班は、取りまとめた情報を県本部又は県支部各班に報告するとともに、防災安全班に報告

し、防災安全班はこれを集計し、本部室に提出する。

(３) 防災安全班は、上記報告内容を加茂警察署八百津警部補交番へ連絡するものとする。
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８ 町本部内における連絡等

町本部内における被害状況の取りまとめ、災害情報の連絡等は、次の方法によるものとする。

(１) 緊急事項

各班において、収集した被害状況その他の情報のうち重要で緊急を要する事項は、そのつど

本部室を通じて町本部長に報告するものとする。

(２) 連 絡

町本部において承知し、収集した情報のうち各部班において必要な事項については、その事

項を所管する担当部長及び班長に連絡するものとする。

(３) 伝 達

本部員会議の決定事項及び本部長の指示命令等は、その部の部長が班長及び班員に伝達する

ものとする。

９ 調査、報告の留意事項

被害状況の調査報告は、次の事項に留意を要する。

(１) 即時報告（災害速報）

本報告は、概況調査報告の前段情報として災害予防応急対策の基礎となるものであるから直

ちに行う必要がある。

(２) 概況調査報告

本調査報告は、応急対策の計画及び実施の基礎となるものであるから速やかにその概要を適

確に調査報告する必要がある。

(３) 中間（変動）調査、報告

この調査報告は、被害の変動に伴う応急対策の計画変更等の基礎となるものであるから変動

あるいは判明の都度速やかに調査報告する必要がある。

(４) 確定（詳細）調査、報告

本調査報告は、災害応急対策、災害復旧の基礎となるものであり、かつ、各種経費の費用負

担を決定する場合もあるので正確な被害調査、報告を要する。

なお、本調査に当たって応急対策の計画で定める調査報告事項と合わせて行う等、できる限

り、正確を期するものとする。

(５) 電話報告と文書報告との関係

本計画による報告は、通常電話報告することになるが、確定報告及び特に県本部が指示する

事項については、文書によって重ねて報告するものとする。

(６) 情報発受記録の整備

情報の発受に当たっては、発受両機関とも記録を整備保管するものとする。

なお、電話、口頭等による発受は様式によって記録するものとする。
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10 部門別被害状況の調査、報告

各部門別の被害その他の状況と、実施しあるいは実施しようとしている各種応急対策等の情報

は、次の区分に従って行うものとする。

(１) 即時報告（災害速報）

本報告は、災害による被害の状況、災害防護応急活動の状況等を速やかに把握し、災害応急

対策の基礎資料とするため収集するものである。

ア 報告の系統

防災安全班は、住民若しくは関係機関からの情報、自らとった災害防護応急措置等につい

て次の系統で報告する。

なお、直接県本部に報告したときは遅滞なくその内容を県支部に通報すること。

イ 報告事項等

死傷者の発生した原因、救護応急活動状況、大規模な公共的建造物の被害、自衛隊の災害

派遣の要否等について、無線電話、有線電話、テレビ会議、インターネット等により報告す

るものとする。

(２) 住家等の一般被害状況の調査、報告

この調査報告は、人的被害及びこれにつながる被害状況を掌握し、災害救助法その他による

応急救助等実施の基礎資料とするための必要な事項を調査報告するものとする。

ア 調査、報告の系統

福祉班が、各調査員の調査結果及び避難の指示、勧告者からの通知等をとりまとめて次の

系統により報告するものとする。

避 難 指 示

勧 告 者

調 査 員

自 治 会 長

民生児童委員

本 部 室

町 本 部

（福祉班）

県中濃支部

総 務 班

県 本 部

健康福祉政策班

県 本 部

災害情報集約センター

各 班
町 本 部

（防災安全班）

県 支 部

（総務班）

県 本 部

（災害情報集約センター）

県 本 部

連 絡 員
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イ 調査、報告事項

「住家等一般被害状況等報告書」（様式集 様式10号の１）に定める事項について調査報告

するものとする。

ウ 被害状況判定の基準等

災害により被害を受けた人及び建物の程度区分は、県計画の定めるところにより、おおむ

ね次の基準によるものとする。

被害等区分 判 定 基 準

死 者 死体を確認した者又は死亡したことが確実な者

行 方 不 明 １ 所在不明となり死亡した疑いのある者

２ 山崩れ、家屋倒壊のため生き埋め、下敷きとなった者等生死不明の者

重 傷 １ヵ月以上の治療を要する見込みの者

軽 傷 １ヵ月未満で治療できる見込みの者又は治療材料の支給を要すると認めら

れる者

全 失

（全壊、全焼、

全流失）

１ 損失部分の床面積がその建物の延面積の70％以上に達した程度のもの

２ 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が50％以上に達した程度のもの

３ 被害住家の残存部分に補修を加えても再びその目的に使用できないも

の

半 失

（半壊、半焼）

１ 損失部分の床面積がその建物の延面積の20％以上70％未満のもの

２ 住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表

し、その住家の損害割合が20％以上50％未満のもの

３ 被害住家の残存部分を補修すれば元通りに再使用できる程度のもの

床 上 浸 水 床上に浸水した建物又は土石竹木等のたい積等により一時的に居住するこ

とができない建物

床 下 浸 水 住家の浸水が床上に達しない建物

一 部 破 損 建物の被害が半失には達しないが、相当の復旧費を要する被害を受けた建

物（窓硝子が数枚破損した程度の軽微な被害は含めない。）

住 家 現実にその建物を直接居住の用に供している建物

非 住 家 非住家とは、本調査で住家として扱う以外の建物をいい、被害建物として

の計上は、一部破損以上の被害を受けた全建物を計上する。

１ 棟 「棟」とは、１つの独立した建物をいう。

なお主屋に付属している風呂、便所等は主屋に含めて１棟とするが、２つ

以上の棟が渡り廊下等で接続している場合は２棟とする。
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１ 戸 住家として居住するに必要な炊事場、便所、浴場あるいは離座敷等を含め

た一群の建物単位

世 帯 生計を一つにしている実際の生活単位（寄宿舎、下宿等で共同生活を営ん

でいるものについてはその寄宿舎等を一世帯とする。）

（注） ① 同一建物の被害が重複する場合にあっては、次の順序の上位被害として扱う。

１全失 ２半失 ３床上浸水 ４床下浸水 ５一部破損

② 破壊消防等による全壊、半壊は、それぞれ本表の区分に従って災害による被害と

して扱う。

③ 住家の附属建物（便所、浴場等）の被害のみであるときは、その附属建物の被害

が全失であっても総延面積の比率によって判定する（比率が小さければ住宅の一部

破損とする。）

④ 死体の調査計上は、り災市町村において行う。ただし、死体が漂着した場合で、

り災地が明確でない場合にあっては、その者のり災地が確定するまでの間は、死体

の保存（処置）市町村の被害として計上する。

⑤ 非住家被害を計上する場合には、官公署庁舎、学校、病院、公民館、神社仏閣等

と、土蔵、倉庫、車庫、納屋等とに区分して計上するものとする。

なお、非住家として扱う建物の中には、本計画の各部門別の被害状況調べにおい

て調査計上される公共的施設及びその他の建物等の被害も含めて重複計上するもの

である。

エ 調査の方法等

災害の種別、被害の状況によって調査方法を異にするが、おおむね次の事項に留意し、調

査報告をするものとする。

(ア) 概況調査のうち水害による浸水の調査等は、浸水地域の世帯数、面積、水深の状態等を

考慮の上、各自治会別に被害を認定する等の方法によるものとする。また、当該地域の事

情に詳しい関係者が被害を認定する方法あるいはり災人員を当該地域の平均世帯人員等に

より計算する方法を併用出来るものとする。

(イ) 詳細（確定）調査に当たっては、「住家等一般被害調査表」（様式集 様式10号の２）に

よって各自治会別に調査員を派遣し、世帯別に調査し、これを福祉班においてとりまとめ

て確定被害とする。

なお、調査に当たっては現地調査のみによることなく、住民登録等の諸記録とも照合し、

確認を期するものとする。

(ウ) 災害により危険が急迫し、人命保護その他災害の拡大防止等のため、危険地域の居住者

等に対し、避難の指示、勧告等を行った旨の通知が、知事、町長、水防管理者、警察官及

び自衛官等からあった場合は、この情報をとりまとめあわせて報告するものとする。

(エ) 「住家等一般被害状況等報告書」に定める調査報告事項については、災害救助法の適用
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の決定及び同法に基づく救助の実施を迅速、的確に行うため、特に人的被害並びに住家被

害の世帯数及び人員の把握に努めるものとする。

(オ) 町有建物の被害については、管財班が建築住宅班の協力を得て行い、これをとりまとめ

るものとする。

オ 報告の方法等

(ア) 本報告は、町本部の責任において実施を要する。報告の遅延は、災害救助法適用の決定

及び同法に基づく救助の遅延となるので、速やかに行うものとする。

(イ) 中間報告をする災害にあっては、少なくとも毎日午前10時までに県本部に報告しなけれ

ばならない。

(ウ) 本報告の責任者は健康福祉部長とし、毎年４月30日までに救助実施機関名及び所在地並

びに電話番号、報告責任者、同副責任者の所属、職名、氏名を県本部健康福祉政策班に報

告するものとする。

(３) 社会福祉施設等被害状況の調査、報告

この調査報告は、社会福祉施設等の被害に伴う入所者の保護と施設応急復旧等の基礎資料と

するため、必要な事項を調査報告するものとする。

ア 調査、報告の系統

福祉班が、施設管理者の協力を得て被害状況を調査し、次により報告するものとする。

(注) １ 本報告中緊急を要する場合、施設管理者及び町本部は直接福祉政策・管理班に報

告し、同時に町本部及び県支部にも報告するものとする。

２ 各施設の被害の詳細については、各所管課が随時情報収集する。

イ 調査、報告事項

「社会福祉施設等被害状況等報告書」（様式集 様式11号の１）に定める事項について調査

報告する。

ウ 社会福祉施設等の範囲

本調査報告は、社会福祉事業法にいう第１種、第２種施設、介護保険の諸施設（指定居宅

サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設。ただし、社会福祉施設及び医療

施設を除く。）並びに国民健康保険の諸施設について行うものとする。

エ 被害程度の判定の基準

建物の全失、半失、浸水等の被害区分は10の(２)のウの「被害状況判定の基準等」の例によ

施 設
管 理 者 県本部健康福祉政策班

町 本 部
（福祉班）

県 支 部
救 助 班

県 本 部
災害情報集約センター

県 本 部
各 班
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るものとする。

オ 調査、報告の方法

(ア) 建物及び人的被害は、ともに「住家等一般被害状況等報告書」（様式集 様式10号の１）

と重複計上されるものであるから、調査報告、集計に当たっては留意して扱うものとする。

(イ) 確定報告を文書によって行うときは、「社会福祉施設被害調査表」（様式集 様式11号の

２）を添えて提出するものとする。

カ 電報・電話による報告に当たって、略記号を使用するときは、県計画の方法によるものと

する。

キ 報告書記載作成の方法

(ア) 各施設管理者は、報告書を作成し、福祉班は、その集計をして本報告を作成するものと

する（文書による提出に当たっては施設別報告書を添える）。

(イ) 報告に当たっては、施設名称、被害室名（便所等）及び入所者の措置並びに将来の見通

し等を備考欄に記載する。

(４) 医療衛生、水道施設被害状況の調査、報告

この調査報告は、医療、衛生施設の災害による被害の状況を掌握し、医療、衛生対策の基礎

資料とするため必要な事項を調査報告するものとする。

ア 調査、報告の系統

福祉班及び水道班が関係機関と協力して行い、報告は次の系統により行うものとする。

(注) 町本部は緊急を要する内容の事項については、直接県本部に報告し、その旨を県本部

に報告するものとする。

イ 調査、報告事項

「医療衛生施設被害状況等報告書」（様式集 様式12号の１）に定める事項について調査報

告するものとする。

ウ 医療、衛生施設の範囲

本調査は、公営、民間営すべてについて計上する。

エ 調査、報告の方法

(ア) 公立施設の調査に当たっては「医療、衛生施設被害状況報告書」（様式集 様式12号の２）

によって行い、確定報告を文書によって行うときに添えて提出するものとする。

施設管理者

町 本 部
健康増進班
水 道 班

本 部 室

県支部保健班

県支部総務班
県 本 部
災害情報集約センター

県 本 部
健康福祉政策班

県 本 部 健 康 部
各 班

厚生労働省

県本部都市建築部
水 道 企 業 班
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(イ) 被害状況

被害状況のうち、建物については、「住家等一般被害状況等報告書」（様式集 様式10号

の１）と重複計上されるものである。ただし、建物が住宅と併用されているものは、棟数

は本施設に計上せず施設数と被害数のみ計上する。

(５) 商工業及び観光施設被害状況の調査、報告

この調査報告は、町内の商工業及び観光施設の被害状況を掌握するとともに、応急対策等を

実施するための基礎資料として必要な事項を収集するものとする。

ア 調査、報告の系統

商工観光班が商工会その他関係団体と協力して行い、報告は次の系統により行うものとす

る。

〔商工業関係の被害〕

（注）商工観光班は内容が緊急を要するため、直接県本部に報告をしたときは、その旨を県

支部商工班に連絡するものとする。

イ 商工業関係の被害等

(ア) 調査施設の範囲

商工業関係の全般について調査する。

(イ) 調査、報告事項

「商工業関係被害状況等報告書」（様式集 様式14号の１）に定める各事項について調査

報告する。

(ウ) 調査の基準

被害状況の調査、計上に当たっては、次の基準による。

ａ 建物の被害棟数は、一部破損以上の被害建物を計上する。

なお、店舗、工場等の建物が住宅と併用されているいわゆる併用住宅については、本

調査では棟数は計上せず（住宅で扱う。）件数と被害額のみを計上する。

ｂ 建物施設と製品、商品、仕掛品、原材料の双方に被害を生じた場合の製品、商品、仕

掛品、原材料の被害件数は（ ）外書として計上する。

ｃ 建物、施設の全失欄には、全壊、全流失、全埋没、全焼失その他これに類するものを

計上する。

ｄ 共同施設欄には、事業協同組合又は協同組合連合会、協業組合又は商工組合の共同施

設のうち、倉庫、生産施設、加工施設、検査施設、共同作業場及び原材料置場について

本 部 室

町 本 部

（商工観光班）

商工会
等関係
団 体

県支部商工班

県 本 部
災害情報集約センター

県 本 部
商 工 労 働 部

及び総合企画部
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の物的被害を計上する。

ｅ 間接被害額の「その他災害の発生により生じた損害額」欄には、季節的商品の出荷遅

延による評価価値の減少額等を計上する。

(エ) 調査、報告の方法

調査報告に当たっては、次の点に留意して扱うものとする。

ａ 本被害のうち建物被害については、「住家等一般被害状況等報告書」（様式集 様式10

号の１）の非住家と重複計上されるものである。

ｂ 被害調査に当たっては、商工会の役員（職員）等の協力を得て調査するものとする。

ｃ 被害計上に当たっては、農林被害との関係に留意し重複、脱ろうの防止に努めること。

（例 木材、農産加工製造品等）

ｄ 電報、電話による報告に当たって略記号を使用するときは、県計画の方法による。

ウ 観光施設の被害等

この調査報告は、観光施設の被害状況を掌握するとともに応急対策を実施するための基礎

資料とするもので、次の要領により行うものとする。

(ア) 調査施設の範囲

観光関係の全般について調査する。

(イ) 調査、報告事項

「観光施設被害状況等報告書」（様式集 様式13号の２）に定める各事項について調査報

告する。

(ウ) 調査の基準

被害状況の調査、計上に当たっては、次の基準による。

ａ 区分欄のうち、その他観光施設欄には、休憩舎、売店、公衆便所、駐車場、遊舟、桟

橋、観光バス等観光に関する施設及び施設に類するすべてについて記入する。

ｂ 建物、施設欄のうち、建物の被害は、一部破損以上の被害建物を計上する。

ｃ 全失欄には、全壊、全流失、全埋没、全焼失その他これに類するものを計上する。

ｄ 浸水による被害については、その浸水の程度を床上、床下に区分して調査するものと

する。

(エ) 調査、報告の方法

調査報告に当たっては、次の点に留意して扱うものとする。

ａ 商工観光班は、現地へ調査員を派遣し、関係者の協力を得て調査するものとする。

ｂ 本被害のうち建物被害については、「住家等一般被害状況等報告書」（様式集 様式10

号の１）と重複計上されるものである。

ｃ 電報、電話による報告に当たって略記号を使用するときは、県計画の方法による。

(６) 農業関係被害状況の調査、報告

この調査報告は、農業関係（含水産業以下同じ。）の被害状況を掌握するとともに、その応急

対策を実施するための基礎資料とするもので、次の要領により行うものとする。
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ア 調査、報告の系統

農地班及び地域振興班が関係団体の協力を得て行い、報告は次の系統により行うものとす

る。

（注）地域振興班、農地班は、内容が緊急を要するため県本部に直接報告をしたときは、

その旨を県支部各班に連絡するものとする。

イ 調査、報告事項

様式集 様式14号の１～14号の６までに定める事項について調査報告する。

ウ 報告期限

各機関における文書による報告書の提出期限は、県本部農政部長が指示した場合を除き、

次によるものとする。

なお、災害の程度等により期限前に報告を必要とするものは、その都度電話によって行う

ものとする。

報 告

種 別

報 告 書 提 出 期 限

町 県

→

本 部 支 部

県 県 本 部

→

支 部 農 政 部

県 本 部 県 本 部

農 政 部

政府機関

概況

中間報告

確定

災害 ３日以内

災害 ９日以内

終息後 15日以内

災 害 ５日以内

災 害 12日以内

終息後 30日以内

災 害 10日以内

災 害 20日以内

終息後 30日以内

エ 調査の基準等

被害状況調査に当たっての判定の基準は、おおむね次による。

(ア) 農地等の被害区分

流失 その筆における耕地の厚さ１割以上が流失した状態のものをいう。

埋没 土砂が耕地を被覆し、耕地として利用できなくなった状態のものをいう。

冠水 作物の先端が見えなくなる程度に水につかったものをいう。

(イ) 農作物等作物被害は、その災害により収穫量の減収相当分を予想（推定）して計上する

ものとする。

オ 調査、報告の方法

調 査 員

町本部
地域振興班
農 地 班

県支部農林班 県 本 部
災害情報集約センター

県支部各班

県 本 部
農 政 部

連絡
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被害状況の調査報告は、おおむね次の方法による。

(ア) 農業関係

農業関係の被害は、農地班が各地区別に調査員を派遣し、調査する。調査に当たっては、

農業協同組合職員、農業改良組合長並びに農業関係団体の役員等の協力を得るとともに、

県支部農業関係職員の立会いを求めて調査するものとする。

(イ) 耕地関係

農地及び農業用施設の被害については、地域振興班、農地班が各地区別に調査員を派遣

し、土地改良区役員、農業改良組合長等の協力を得、あるいは必要に応じ県支部耕地関係

職員の立会を求めて調査するものとする。

(ウ) 県営事業の被害

県事業所直轄事業（県営事業）の被害については、県支部農林班において調査を行うも

のとされているので、本部においては、被害を発見したときは、その旨を県支部総務班に

連絡するものとする。

(７) 林業関係被害状況の調査、報告

この調査報告は、林業関係の被害を掌握するとともに、その応急対策を実施するための基礎

資料とするもので、次の要領により行うものとする。

ア 調査、報告の系統

林業振興班が森林組合等林業関係団体の協力を得て行い、報告は次の系統により行うもの

とする。

（注）林業振興班は内容が緊急を要するため県本部に直接報告したときは、その旨を県

支部各班に連絡するものとする。

イ 調査報告事項

様式集 様式15号の１～15号の11までに定める事項について調査報告する。

ウ 調査、報告の方法

(ア) 調査は、林業振興班が調査員を現地に派遣し、森林組合等の協力を得、また必要に応じ

て県支部関係職員の立会いを求めて調査するものとする。

(イ) 林業被害のうち、次の被害については、県支部農林班が行うので、その被害を承知した

ときは、その旨県支部各班に連絡するものとする。

ａ 施工中の県営事業及び補助事業に関連のある被害

ｂ 県有林（部分林を含む。）の立木及び林地被害

県 本 部

災害情報集約センター

県 本 部

林 政 部

県 支 部

林 政 班

県 支 部

各 班

町 本 部

（林業振興班）

林業関係

団 体
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(ウ) 立木被害は、利用伐期令以上のものは林産物の「木材関係」欄に、その他の立木は造林

木被害として扱う。

(８) 土木施設関係被害状況の調査、報告

この調査報告は、土木施設の被害状況を掌握するとともに応急復旧等を実施するための基礎

資料とするもので、次の要領により行うものとする。

ア 調査、報告の系統

道路河川班が、関係団体の協力を得て行い、報告は次の系統により行うものとする。

（注）道路河川班は、内容が緊急を要するため直接県本部に報告をしたときは、その旨

を県支部各班に連絡するものとする。

イ 調査、報告事項

「土木施設被害状況報告書」（様式集 様式16号の１）及び「都市施設被害状況報告書」（様

式集 様式16の２）に定める各事項について調査報告する。

ウ 調査、報告の方法

(ア) 調査は、道路河川班が被害区域に調査員を派遣し、県支部土木班員と共同して町道のほ

か県維持管理の土木施設についても調査するものとする。

(イ) 調査報告の方法

調査報告に当たっては、次の点に留意して扱うものとする。

ａ 国の直轄施設については該当欄に（ ）外書きするものとする。

ｂ 電報、電話に当たっての略記号の使用順位は、次による。

(ａ) ア、イ、ウ……

(ｂ) ア、イ、ウ……

ｃ 雨量及び主な河川の水位の状況は、別に定める様式によって通報するものとする。

(９) 教育関係被害状況の調査、報告

この調査報告は、教育関係の被害状況を掌握するとともに施設の応急対策を実施するための

基礎資料とするため、次の要領により行うものとする。

ア 調査、報告の系統

町の施設及び文化財の調査は、教育部が行い報告は次の系統で報告する。

県 本 部

災害情報集約センター

県 本 部
県土整備部
都市建築部

県 支 部

総 務 班

県 支 部

土 木 班

町 本 部
道路河川班
下 水 道 班

本 部 室
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（注）教育部は、内容が緊急を要するため直接県本部に報告したときは、その旨を県

支部各班に連絡するものとする。

イ 調査、報告事項

「教育・文化関係被害状況等報告書」（様式集 様式17号）に定める各事項について調査報

告する。

ウ 被害程度判定及び用途別区分の基準等

被害程度の区分の判定及び用途別区分は、おおむね次の基準による。

(ア) 全壊、全焼、流失

建物が滅失した状態又は建物の垂直材の全部又は一部が水平状態となり、かつ、屋根の

全部又は一部が地上に落ちた建物の状態をいう。

(イ) 半壊、半焼

建物の構造部分が被害を受け、全壊に至らないが、傾斜若しくはゆがみを直し、又は補

強を行う程度では復旧できない建物の状態をいう。

なお、当該建物が復旧してもその安全保持上長期間の使用ができないと認められる場合

には、当該建物は復旧できない状態にあるものとみなす。

(ウ) 一部破損

建物の構造部分が被害を受け、傾斜若しくはゆがみを直し、又は補強を行う程度で復旧

できる建物の状態及び建物の構造部分以外の部分のみが被害を受けた建物の状態をいう。

(エ) 建物

当該学校の使用に供されている建物（建物に附属する電灯、電力、火災予知、火災報知、

ガス、給排水等の附帯設備を含む。）をいう。

(オ) 建物以外の工作物

土地に固着している建物以外の工作物。例えば、自転車置場、吹き抜けの渡り廊下等を

いう。

(カ) 土地

学校敷地、屋外運動場、実習地等の校地及び校地造成施設（校地造成施設とは、崖地の

土留擁壁、排水溝、排水路、側溝、法面、芝、テニスコート等のコート類、トラック、フ

ィールド、砂場、造園工作物（樹木は除く。）等をいう。

県 本 部

災害情報集約センター

県 本 部

教 育 部
県 支 部

教 育 班

県 支 部

総 務 班

町 本 部

（教育部）

本 部 室

施設責任者
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(キ) 設備

児童、生徒用及び教師用の机、椅子、書棚、楽器、図書、視聴覚教育器具、各教科の授

業に用いる諸機械、車両、用具、給食調理機械器具、食器等をいう。

エ 調査、報告の方法

(ア) 教育関係施設の管理者又は調査責任者は、それぞれ各施設に被害があったときは、その

概況を次により、直ちに教育部に報告する。

なお、被害が確定したときは、「教育・文化関係被害調査表」（様式集 様式17号）を作

成し、提出する。

(イ) 文化財に被害があったときは、その管理責任者が、文化財の名称又は件数、被害額を調

査し生涯学習班に通報するものとする。町本部は、「その他」欄に文化財の名称又は件数、

被害額を記載し報告する。

(ウ) 報告書の区分欄は、次のように区分する。

小学校、中学校、公民館、体育施設等

(エ) 建物の浸水は、被害の有無にかかわらず計上すること。したがって要補修以上の被害が

ある建物は重複して計上されるものである。

(10) 町有財産被害状況の調査、報告

この調査報告は、町有財産等の被害状況を掌握し、その応急対策樹立の資料とするため、次

の要領により行うものとする。

ア 調査、報告の系統

調査は管財班が行う。

（注）財産管理とは実質上財産を管理し、使用している者をいう。

イ 調査の範囲

次の被害について、それぞれの財産管理者において調査するものとする。

(ア) 町営住宅及び敷地

(イ) 庁舎

(ウ) その他の町有財産、物品

ウ 調査、報告事項

「県有財産被害状況等報告書」（様式集 様式18）の各事項について調査報告する。

エ 調査、報告の基準

被害状況の調査計上に当たっての基準は次による。

(ア) 建物の被害区分は、「住家等一般被害状況等報告書」（様式集 様式10号の１）の判定基

準によるものとする。

(イ) その他欄の被害件数は、次の例示にならって計上する。

ａ 給食施設と給水施設の被害があったときは２件

町 有 財 産

管 理 者
管 財 班 本 部 室
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ｂ 自転車２台と更紙2,000枚の被害は３件（備品については１点１件とし、消耗品につい

ては１品種１件とする。）

オ 調査、報告の方法

(ア) 財産管理者は、管理する施設等に被害があったときは、直ちにその概況を調査し、管財

班に報告する。

(イ) 調査に当たっては、「町有財産被害調査表」（様式集 様式11号の２）を施設別に作成し、

これを集計して報告する。

なお、上記調査表は、被害が確定したときに提出する。

(ウ) 本被害のうち建物については「住家等一般被害状況等報告書」の住家（公舎等）及び非

住家その他と重複計上されるものである。

(11) 総合被害状況の調査、報告

総合被害の状況は、次の方法によってとりまとめ、町本部における災害応急対策の資料とす

るほか、関係の各機関及び住民に徹底するものとする。

ア 収集の系統

災害状況等の収集（集計）は、次の系統によって行う。

住家等一般被害及び応急救助の情報

社会福祉施設の被害等の情報

医療衛生、水道施設の被害等の情報
県
本
部
災
害
情
報
集
約
セ
ン
タ
ー

商工及び観光施設被害等の情報
防

災

安

全

班

農 業 関 係 の 被 害 等 の 情 報

林 業 関 係 の 被 害 等 の 情 報

土 木 関 係 の 被 害 等 の 情 報

教 育 関 係 の 被 害 等 の 情 報

町 有 財 産 の 被 害 等 の 情 報

消 防 に 関 す る 情 報

水 防 に 関 す る 情 報

イ 被害の集計

町本部における被害の集計は、防災安全班において「災害総合被害状況調」（様式集 様式

20号）に定める事項に分類して集計を行うものとする。

ウ 被害の通報

総合被害をとりまとめたとき防災安全班は、次の各機関に通報するものとする。

なお、住民等に対する広報は、本節第３「災害広報計画」の定めるところによるものとする。

(ア) 防災会議構成委員の所属機関

(イ) 町本部各部、班
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(ウ) 報道機関

(エ) 県本部

(12) 消防職団員の活動報告

本情報は、災害時における消防機関の活動状況を掌握し、応急対策の基礎資料として必要な

事項を収集するものとする。

ア 調査報告の系統

調査は消防班及び可茂消防事務組合が行い、次の系統により報告するものとする。

イ 調査報告事項

災害が発生し、又は発生するおそれがあるため、消防機関を出動させて警戒、救助、救出、

物資輸送その他応急対策等に従事させたときに「消防職団員活動状況報告書」（様式集 様式

21号）に定める事項について調査報告する。

ただし、町長が水防法に基づく水防管理者として消防機関を出動させた場合の報告は、県

計画「水防の情報」に定める計画によるものとする。

ウ 調査報告の方法

(ア) 活動状況については出動月日につき１枚とする。

(イ) 消防本部、消防団を区別して記入する。

(13) 消防関係の即報

本情報は、火災による消防機関の活動状況等を掌握し、応急対策の基礎資料として必要な事

項を収集するものとする。

ア 調査、報告の系統

調査は可茂消防事務組合が災害救助部及び消防班の協力を得て行い、次の系統により報告

する。

イ 即報する災害の規模

火災、爆発等による災害が発生した場合あるいは風水害等により災害が発生し又は発生す

県支部総務班
県 本 部
（ 消 防 班 ）

県 本 部
災害情報集約センター

災害救助部

消 防 班

可 茂 消 防
事 務 組 合

災害救助部 消 防 班 県 支 部
総 務 班

県 本 部
消 防 班

県 本 部
災害情報集約センター

可茂消防事務組合
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るおそれがある場合等で「火災・災害等即報要領」の定める火災等即報の一般基準、個別基

準に該当する場合に報告する。

ウ 調査報告要領

「消防関係即報」（様式集 様式22号）に定める事項及び「火災・災害等即報要領」によっ

て即報するものとする。ただし、上記報告は災害発生後直ちに行う電話等による即報事項で

あって、その後速やかに「火災報告取扱要領」に定めるところにより「火災詳報」の様式事

項について調査、報告する。

火災・災害等即報の区分、対象及び様式は次のとおりとする。

(ア) 火災等即報……………第１号様式

(イ) 即報基準

ａ 一般基準

火災等即報については、原則として次のような人的被害を生じた火災及び事故につい

て報告する。

(ａ) 死者３人以上生じたもの

(ｂ) 死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの

ｂ 個別基準

次の火災及び事故についてはａの一般基準に該当しないものにあっても、それぞれ各

項に定める個別基準に該当するものについて報告する。

(ａ) 火災

＜建物火災＞

・ 特定防火対象物で死者の発生した火災

・ 高層建築物の11階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利用者

等が避難したもの

・ 「防火自主点検済証」を交付した防火対象物の火災で、多数の利用者等が避難し

たもの

・ 建物焼損延べ面積3,000平方メートル以上と推定される火災

・ 損害額１億円以上と推定される火災

＜林野火災＞

・ 焼損面積10ヘクタール以上と推定されるもの

・ 空中消火を要請したもの

・ 住家等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度が高いもの

＜交通機関の火災＞

・ 船舶、航空機、列車、自動車等の火災で社会的に影響度が高いもの

＜その他＞

・ 以上に掲げるもののほか、特殊な原因による火災、特殊な態様の火災等消防上特

に参考となるもの
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第１号様式（火 災） 第 報

報告日時

都道府県

市 町 村

報告者名

※爆発を除く。

火 災 種 別 １ 建物 ２ 林野 ３ 車両 ４ 船舶 ５ 航空機 ６ その他

出 火 場 所

出 火 日 時

（覚知日時）

月 日 時 分

（ 月 日 時 分）

（鎮圧日時）

鎮 火 日 時

（ 月 日 時 分）

月 日 時 分

火 元 の 業 態 ・

用 途

事 業 所 名

（代表者氏名）

出 火 箇 所 出 火 原 因

死 傷 者

死者（性別・年齢） 人

負傷者 重 症 人

中等症 人

軽 症 人

死 者 の 生 じ た

理 由

損 傷 程 度
焼損

棟数

全 焼 棟

半 焼 棟 計

部分焼 棟 棟

ぼ や 棟

焼 損 面 積

建物焼損床面積 ㎡

建物焼損表面積 ㎡

林野焼損面積 ａ

り 災 世 帯 数 気 象 状 況

消 防 活 動 状 況

消防本部（署） 台 人

消 防 団 台 人

そ の 他 人

救 急 ・ 救 助

活 動 状 況

その他参考事項
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(14) 水防の情報

本情報は、洪水に当たって堤防等の危険な状態を掌握するとともに、水防活動その他応急対

策実施上の資料として必要な事項を収集するものとする。

ア 雨量の通報

相当降雨量があったと認められるときは、道路河川班は、雨量の通報を行う。

イ 水位の通報

(ア) 道路河川班が洪水のおそれがあることを察知し又は洪水予報の通知を受けたときは、水

位の変動についてその状況を通報する。

なお、通報事項は、次のとおりである。

ａ 観測場所

ｂ 観測日時

ｃ 水 位

ｄ 増減の傾向及び見込

ウ 雨量及び水位の通報系統

通報は、次の系統により行う。

エ 決壊等の通報

堤防等が決壊し、又は決壊しそうになったとき、あるいは住民の避難指示等を要する状態

になったときは、次の系統によりその状況を通報する。

オ その他の通報

(ア) 道路河川班は、消防機関等が出動して河川の巡視警戒あるいは水防作業等を行ったとき

は、出動人員等の状況を県支部土木班を経て県本部に報告するものとする。

(イ) 道路河川班は、他の機関の応援を求めるとき、又は自衛隊の出動を要請しようとすると

きは、県支部を経て県本部に通報又は要請するものとする。

観 測 員 町 本 部

（道路河川）

県 支 部

土 木 班

県 本 部

河 川 班

県 本 部
災害情報集約センター

隣接水防管理者等

県 支 部
土 木 班

県 本 部
河 川 班

水 防 管 理 者

本 部 室

岐阜地方気象台

県 本 部
災害情報集約センター
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第３ 災害広報計画

災害時における報道機関、住民に対する被害状況その他災害に関する各種情報の広報活動は、本

計画の定めるところによるものとする。

１ 情報の収集及び広報機関

町本部における被害状況その他の災害情報の広報は、情報政策班において担当するものとする。

(１) 災害情報の収集

本節第２「災害情報収集等の計画」に定める事項以外の災害情報の収集は、次の要領により

収集するものとする。

ア 情報政策班は、写真担当を指定し、デジタルカメラ及び次世代携帯電話等を積極的に活用

し、災害現場写真を撮影するものとする。

イ 県本部広報班の要望があれば、これらの写真を提供するものとする。

ウ 担当者以外が撮影した写真の収集を情報政策班で図るものとする。

エ その他現場における資料の収集を図るものとする。

(２) 災害情報等の広報

災害情報等の広報は次によるものとする。

ア 災害時の広報

住民等に対する災害時の広報は次により行うものとする。

(ア) 広報内容

広報の内容はおおむね次のとおりとし、災害時における民心の安定を図るとともに、災

害情報を徹底するものとする。

＜事前情報の広報＞

ａ 気象に関する情報

ｂ 河川の水位の情報

ｃ 公共交通機関の情報

ｄ その他の情報

＜災害発生直後の広報＞

ｅ 災害の発生状況

ｆ 地域住民のとるべき措置

ｇ 避難に関する情報（避難場所、避難勧告、指示等）

ｈ 医療・救護所の開設状況

ｉ 道路情報

ｊ その他必要情報

＜応急復旧時の広報＞
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ｋ 公共交通機関の状況

ｌ ライフライン施設の状況

ｍ 食料、水、その他生活必需品等の供給状況

ｎ 公共土木施設等の状況

ｏ ボランティアに関する状況

ｐ 義援金、義援物資の受入れに関する情報

ｑ 被災者相談窓口の開設状況

ｒ その他必要事項

(イ) 広報の方法

防災行政無線（同報系）、ＣＣＮｅｔ、広報車等の利用、「広報やおつ」の特集号等の発

行による広報のほか、自治会等を通じて住民への情報伝達に努める。

なお、必要に応じ報道機関の協力を得るものとする。

イ 写真速報

情報政策班において撮影し、又は収集した写真により、町本部等に掲示する。

ウ 報道機関に対する情報発表

町本部において収集した被害状況その他災害の情報は、報道機関に対して、次の事項を発

表するものとする。

なお、この場合その旨を県本部へ報告すること。

また、本部長は、報道機関に対応する担当者１名を選任し、情報の提供等は、もっぱら担

当者により行い、他の職員も不用意な発言を慎むこと。

(ア) 災害の種別（名称）及び発生年月日

(イ) 災害発生の場所又は被害激甚地域

(ウ) 被害調査及び発表の時限

(エ) 被害状況（様式集 様式20号の内容）

(オ) 災害救助法適用の有無

(カ) 町本部等における応急対策の状況

本部情報は、発表時に判明している事項について行うものとする。

エ 県本部への報告

町本部は、災害情報を報道機関に対して発表した際には、その旨を県本部へ報告するもの

とする。

(３) 災害広聴

災害時における住民の所望を速やかに把握することに努め、陳情を受け、その速報の作成配

布を図る。また、被災住民の災害復旧等に対する災害相談に応じ、また、各部局の対策等の広

報に努めるものとする。

(４) 部門別広報

災害情報の各部門別広報は、本計画の(１)、(２)の方法に準じて各担当機関において実施するも
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のとする。

なお、警察機関の行う災害時における災害警備広報は、おおむね次の方法で実施するものと

する。

ア 広報事項

(ア) 災害の状況及びその見通し

(イ) 避難措置

(ウ) 犯罪の予防

(エ) 交通の規制

(オ) その他警察措置

イ 広報の方法

災害の種別規模等に応じて情報政策班を編成するほか、その保有する拡声器、インターネ

ットなどの広報器材を活用して行うものとする。
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第６節 災害防除計画

第１ 消防計画

火災その他災害に際しての消防機関の災害応急対策は、他の計画に定めるもののほか、本計画に

よるものとする。

１ 火災気象通報の取り扱い

消防法第22条第１項の規定により気象機関から通報される火災気象通報は、次の取扱いによる

ものとする。

(１) 気象の条件及び通報

火災気象通報は、気象の状況が火災の予防上危険であるとき、具体的には次の条件に該当す

る場合に岐阜地方気象台より県本部防災班を通じ別紙様式により通報される。

ア 実効湿度が60％以下で、最小湿度が40％以下になる見込みのとき。

イ 平均風速10ｍ／ｓ以上の風が１時間以上継続して吹く見込みのとき。

（降雨、降雪中は通報しないこともある。）

(２) 火災警報の発表

火災警報の発令は、可茂消防事務組合消防長が、気象台発表の気象通報を勘案し、火災予防

上危険であると認め、かつ、気象の状況が次の各号のいずれかであるときに発令する。

ア 実効湿度55％以下で、最小湿度30％以下であるとき。

イ 実効湿度60％以下で、最小湿度35％以下であって、かつ、現に風速10ｍ／ｓ以上であり、

又は風速10ｍ／ｓ以上になると予想されるとき。

ウ 現に、風速12ｍ／ｓ以上であるとき、又は風速12ｍ／ｓ以上になると予想されるとき。

（注）上記アの場合において、降雨若しくは降雪のとき、又は実効湿度70％以上で最小湿度50％

以上であるときは、上記ウの規定を適用しない。ただし、台風時はこの限りではない。

(３) 火災警報の解除

発令した火災警報は、降雨、降雪があったとき等発令基準に適合しないようになった場合に

解除される。

(４) 火災警報の伝達及び周知徹底

火災警報の伝達及び住民に対する周知徹底は、次の方法で行うものとする。

ア 町防災行政無線（同報系）等による周知

イ 火災警報発令のサイレン吹鳴（可茂消防事務組合、町防災行政無線）

火災警報サイレンの吹鳴は次のとおりである。
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○ ６秒休止 ○ ６秒休止 ○

ウ 消防車等による広報

エ 火災警報が解除されたときは、町防災行政無線（同報系）等により、周知するものとする。

２ 出動計画

消防団は、町地域内において火災その他の非常災害の発生した場合に出動し、可茂消防事務組

合と緊密な連絡をとりつつそれぞれの業務に従事するほか次のとおり行うものとする。

(１) 火災以外の災害における出動は、それぞれの計画に定める以外は、消防団長の命令により出

動するものとする。

(２) 現地本部を設置したときは、各出動班ごとに伝令員を差し出すものとする。

(３) 団本部は、各伝令員又は町防災行政無線（移動系）、トランシーバーを通じ部隊展開の要領、

飛火警戒の要領、整備の要領等各班に指示するものとする。

(４) 鎮火後の警備は、その都度消防団長が指示するものとする。

(５) 消防活動終了後、分団長は、活動内容、人員機械器具の異常の有無等を速やかに団長に報告

するものとする。

３ 招集計画

火災その他非常災害の発生若しくは発生のおそれがある場合は、次により招集するものとする。

(１) 消防職員にあっては、別に定める規定によるものとする。

(２) 消防団にあっては、町防災行政無線（同報系）及びモーターサイレンの吹鳴又は同報無線に

よる音声伝達、移動系無線、電話、有線、伝令員により行うものとする。

(３) 集合場所は、特に指定するもののほか、各所属消防車庫とする。

(４) 出場した団員は、所属班長に申告し、班長は分団長に報告するものとする。分団長は、応召

完了の旨を消防団長に報告し指揮を受けるものとする。

(５) サイレンによる招集信号は、次による。

種別 火 災 種 別 打 鐘 信 号 サ イ レ ン そ の 他

火

災

信

号

近 火 信 号

（消防詰所から約800メー

トル以内）

●―●―●―●―●―●

（連 打）

約３秒

約２秒（休）

出 場 信 号

（消防団出場区域内）

●―●―● ●―●―●

（３ 点）

応 援 信 号

（消防団特命応援出場の

とき）

●―● ●―● ●―●

（２ 点）

約５秒

約６秒（休）

30秒 30秒 30秒
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報 知 信 号

（出場区域外の火災を認

知したとき）

● ● ● ● ● ●

（１ 点）

鎮 火 信 号
● ●―● ● ●―●

（１点と２点との班打）

山
林
火
災
信
号

出 場 信 号

（消防団出場区域内）

●―●―● ●―●

（３点と２点との班打）

約10秒

約２秒（休）

応 援 信 号

（消防団特命応援出場の

とき）

同 上 同 上

演
習
招
集
信
号

演 習 招 集 信 号

● ●―●―●

● ●―●―●

（１点と３点との班打）

約15秒

約６秒（休）

４ 消防（防御）計画

(１) 木造建築物火災

包囲網による水消火を原則とするが、現場到着時の火災が初期、中期の場合は、火点に直近

にて一挙に鎮滅を図るべきであるが、現場における水利風向延焼防止等を考えて指揮者はポン

プの位置を選定する。

なお、位置の移動等についてはその都度指揮者の命によって行うものとする。

(２) 危険物火災

いわゆる化学消火を必要とする火災であくまで注水行為は絶対行ってはならない。ただし、

木造への延焼防止のため木造物に対して注水することはさしつかえない。砂によっての消火、

空気の遮断による消火、泡粉末等放射する消火器等指揮者はその消火方法を考えて指揮に当た

るものとする。

なお、ガス、電気等は粉末消火器等で初期消火後延焼防止のため注水する。

(３) 破壊作業

ポンプ班以外の作業班は、飛火又は延焼等で破壊作業を行うときは、必要な所のみに終わら

せ、破壊作業を最小限にとどめるよう心がけておくものとし、中破壊・大破壊作業を要すると

きは指示なくしてこれを行わず、必ず町長又はこれに代わる指揮者の命によって行うものとす

る。

(４) 山林火災

山林火災は発見から通報、連絡が遅延しやすく山林状況によって長時間防御を要する場合の

出動については、山林火災に要する器具のほか、飲料水等も必要である。食料等については状

況により本部において計画する。通信は本部連絡班員において携帯無線使用により現場本部及



第３章 災害応急対策 第６節 災害防除計画

－190－

び対策本部と連絡をとる。

５ 相互応援計画

本町と相互応援協定を締結している市町村及び可茂消防事務組合の災害に応援要請があった場

合は、町長若しくは団長の指示によって所要の機械器具人員をもって出動する。

なお、緊急に応援が必要と認め所要の機械器具、人員等を派遣したときは、応援要請があった

とみなすとともに指揮も受援地の指揮者の指揮によって活動する。

本町において応援を要請した場合にあって団長不在の場合は、団長に代わる現場の指揮者にそ

の旨を報告し必要な部所に配置する。

本町と相互応援協定を締結している市町村及び一部事務組合

相 互 応 援 協 定 名 協定締結先 締結年月日

岐 阜 県 広 域 消 防 相 互 応 援 協 定 岐阜県内全市町村及び一部事務

組合

平成３年３月11日

岐 阜 県 水 道 災 害 相 互 応 援 協 定 岐阜県及び県内全市町村 平成９年４月１日

岐阜県及び市町村災害時相互応援協定 岐阜県及び県内全市町村 平成10年３月30日

消 防 相 互 応 援 協 定 白川町 昭和40年４月１日

消 防 相 互 応 援 協 定 七宗町 昭和40年５月18日

消 防 相 互 応 援 協 定 御嵩町 昭和41年４月１日

消 防 相 互 応 援 協 定 美濃加茂市 昭和41年11月15日

消 防 相 互 応 援 協 定 川辺町 昭和41年12月１日

消 防 相 互 応 援 協 定 富加町 昭和63年２月20日

消 防 相 互 応 援 協 定 可児市 昭和63年２月20日

消 防 相 互 応 援 協 定 坂祝町 昭和63年２月20日

消 防 相 互 応 援 協 定 東白川村 昭和63年２月20日

消 防 相 互 応 援 協 定 恵那市 平成７年４月３日

６ 火災報告

火災が発生したときの被害状況その他の調査、報告は、次の方法によるものとする。

(１) 報告の系統

町 本 部
（ 消 防 班 ）

可 茂 消 防
事 務 組 合

県 本 部
消 防 班
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(２) 報告の種別及び報告期

報 告 種 別
報 告 期 限

消 防 本 部 → 県 本 部 県 本 部 → 消 防 庁

火 災 月 報 翌月 10日 ―

火 災 報 告 翌月 15日 ７月、10月、１月、４月

火 災 詳 報 県本部長の指示する日 消防庁長官の指示する日

火 災 即 報 即 時 即 時

(３) 火災詳報を要する火災

火災詳報は、火災による損害額が相当な規模にのぼる火災、特殊な出火原因による火災又は

特殊な態様による火災で県本部長が必要に応じて報告を求めたものについて提出するものとす

る。

(４) 火災即報を要する火災

火災即報は「火災・災害等即報要領」の定める火災等即報の一般基準、個別基準に該当する

火災について報告するものとする。

(５) 調査報告事項

火災の即報は、第３章第５節第２「災害情報収集等の計画」の「消防関係即報」（様式集 様

式22号）及び「火災・災害等即報要領」によって災害発生後直ちに電話等によって行うものと

する。火災詳報及び火災報告並びに被害程度の基準等については、「火災報告取扱要領」の定め

るところによるものとする。

７ 警戒計画

消防団の災害以外の警戒出動は、特に計画するもののほか、次のとおり行うものとする。

(１) 火災警報下の警戒

ア 降雨降雪を伴わず、平均風速10ｍ／ｓ以上の風が１時間以上にわたって吹くと予想される

ときは、団長の指示により常時出動ができるよう待機するものとする。

イ 上記以外のときは、通常の勤務につき待機するものとする。

(４) 特別警戒

ア 年末特別警戒

12月26日から30日まで毎夜各班（又は数班合同）ごとに夜警詰所に団員が常駐し、管轄地

内を巡回し警戒するものとする。

イ 異常気象下の特別警戒

ウ その他の特別警戒

花火大会、祭礼、イベント等公衆の多数集合する場合等で特別警戒を実施する必要がある

ときは、その都度実情に即した計画を樹立し、実施する。
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８ 警察機関との協議

(１) 災害時における応急対策実施のため消防機関と警察機関等の連絡あるいは調整の必要がある

対策については、両機関相互に連絡協議して行うものとする。

(２) 特別警戒実施計画は、消防機関と警察機関の協議により定めるものとする。ただし、次に定

める事項については必ず警察機関と協議するものとする。

ア 犯罪のおそれや交通に支障がある事項

イ 火災鎮火後の処理

ウ 火災発生原因の調査に関する事項

９ 断減水時の計画

水道の断減水、自然水利の減水時の計画は、次によるものとする。

(１) 自然水利等を巡回点検し、水利確保に努めるとともに、中継等による防ぎょ又は水利の統制

を行うものとする。

(２) 町防災行政無線（同報系）、消防車等により防火ＰＲを実施する。

(３) 防ぎょ計画を協議して対策を講ずる。

10 救急業務

社会環境の複雑化に伴い、交通事故その他の事故が激増の傾向にあるので、これらによる負傷

者の救急のため、常に組織及び施設の整備に当たり救急業務の完璧を期するものとする。

11 災害時における火薬、ガスの保安

町は、県及び消防本部と連携し、火薬及び高圧ガスの保安責任者が災害時にそれら施設の危険

防止措置を講ずるよう監督指導を行うとともに、必要があると認められるときは、法令の定める

ところにより緊急措置命令等を行うものとする。



第３章 災害応急対策 第６節 災害防除計画

－193－

別紙様式

火 災 気 象 通 報

岐 阜 地 方 気 象 台

予 報 要 素 岐 阜 の 予 報 値 高 山 の 予 報 値

平 均 湿 度

（％）

実 効 湿 度

（％）

最 小 湿 度

（％）

最 大 風 速

（ｍ／ｓ）

同 風 向

（８方位）

（美濃・飛騨）地方では、火災の発生し易い気象状況が予想されますので、ご注意下さい。

発信時間 平成 年 月 日 時 分

発 信 者
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第２ 水防計画

町地域における水防に関する応急対策は、本計画に定めるところによるものとする。

１ 警報等の取扱い

道路河川班長は、町本部消防班から水防上の警報、注意報を受信したときは、速やかに道路河

川班員の待機、消防団長との協議、水防資器材の確保等必要な措置を講じなければならない。

道路河川班長は、住民に周知徹底の必要があると認めるときは、本章第５節第１「警報・注意

報・情報伝達等の計画」で定める方法等により周知徹底を図るものとする。

２ 配備計画

水防に関する配備体制は、おおむね次によるものとする。

(１) 水防に関する配備体制

配備区分 配 備 基 準
出 動

配 備 場 所 配 備 職 員

警戒配備 雨等に関する注意報発

表時

水防倉庫の点検 道路河川班員

巡視配備 警戒水位に達したとき

等

木曽川を含む町地域内

全河川及び溜池

建設部各班の班長

道路河川班員

非常配備 危険な状態と判断され

たとき

本部長指定場所 建設部

(２) 丸山ダム洪水調節のための放流時の体制

区分 基 準 配 備 体 制 備 考

警戒体制 １ 丸山ダムの放流量

が、2,500トンを超えた

とき

防災安全部

建設部

健康福祉部

１ 夜間（休日）は、宿

（日）直者が左記の者

へ連絡する。

２ その他の本部員へ自

宅待機の連絡をする。

３ 町長が必要と認めた

ときは災害対策本部が

設置される。

４ 各部の体制はそれぞ

れの部の計画による。
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２ 丸山ダムの放流量

が、4,000トンを超えた

とき

木曽川沿いの住民に対

する警戒伝達

非常体制 災害が発生し、また大

規模な被害が予想される

とき

全ての部 職員の招集は、防災行

政無線及び各部連絡網で

行う。

３ 出動要請

建設部長は、河川等が警戒水位に達したとき、又は気象注意報、洪水予報等により消防団の出

動が必要と認めたときは、町本部長に報告し、消防班を通じ消防団長に消防団の出動を要請する

ものとする。

要請を受けた消防団長は、各分団長に出動の場所を指定し、出動を命ずるものとする。

出動を命ぜられた分団長は、消防団長の指示した場所の警戒に当たるとともに、団員の出動状

況を把握するものとする。

団員の招集、出動連絡は本節第１「消防計画」によるものとする。

４ 非常警戒

消防団長は、出動命令により消防団員が出動したときは、水防区域内の監視及び警戒を厳重に

して被害箇所その他特に必要な箇所を中心として巡回させるとともに、異常を発見したときは建

設部長、県支部土木班長と協議してその対策を速やかに講じなければならない。

なお、巡回時において特に留意しなければならない点は、次のとおりである。

(１) 裏法の漏水又は飽水による亀裂又は欠け崩れ

(２) 裏法で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ

(３) 天端の亀裂又は波下

(４) 堤防の溢水状況

(５) 樋門の両袖又は低部よりの漏水と扉の締り具合

(６) 橋梁その他の構造物と堤防との取付け部分の異状

５ 警戒区域の設定等

消防団長は、水防上必要であると認めたときは水防法第21条及び第24条による次に定める事項

を実施し、町長に報告する。

(１) 警戒区域を設定する。

(２) 関係者以外の立入を禁止又は制限する。

(３) 当該区域内の居住者等を水防活動に従事させる。
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６ 水防信号

水防信号は、次のとおりとする。

種 別 鐘 又 は 半 鐘 サ イ レ ン

警戒水位到達信号 ○ ○ ○ ○ ○

消 防 団 出 動 信 号
（３点信号）

○―○―○ ○―○―○

５秒 ５秒

○ ６秒休止 ○

区域内住民出動信号
○―○―○―○

（４点信号）○―○―○―○

15秒 15秒

○ ５秒休止 ○

避 難 立 退 信 号
（乱打）

○―○―○―○―○―○―○

60秒 60秒

○ ５秒休止 ○

注 水防解除は、町防災行政無線（同報系）、広報車、口頭により伝達する。

７ 樋門等の管理

道路河川班は、雨に関する注意報あるいは警報の発表時において用水取入口等の門扉の閉鎖を

各自治会へ連絡する。各消防分団は各地域内にある、ため池、防火用水、貯水槽の管理の状況を

把握しておくものとする。

８ ダム災害の対応

町は、ダム施設管理者との事前の協力体制により特にダム放流警報の伝達等には徹底した広報

体制をとっているが、万一の際にはダム施設管理者等関係機関の指示に従い、住民の安全確保に

万全を期すものとする。

９ 水防器材の調達

不足する資器材の調達及び建設機械の借上げは、関係業者、関係団体と連絡をとり、道路河川

班において行い、その整備確保に努めるものとする。

10 現場本部の設置

消防団長は、必要に応じて水防現場に水防現場本部を設置することができる。水防現場本部に

は責任者を置き、消防団長が責任者を決定する。

なお、水防現場本部は標識を掲げその所在を明確にするとともに、責任者は町本部と密接な連

絡をとり、水防作業の迅速、的確な命令、指示、伝達の徹底に努め、水防活動の効果を最大限に

発揮できるよう努めなければならない。

現場本部の責任者（現場における責任者）は、常に団員の危険予防に充分留意し、指示、命令

を行わなければならない。
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11 決壊等の通報並びに処置

消防団長は、堤防その他の施設が決壊したときは、その旨を町本部長に報告するとともに、町

本部では、氾濫する方向の隣接市町に通報するものとする。

12 避難

消防団長は、洪水等により住民の生命が危険と認められるときは、町本部長にその旨報告し、

町本部長が避難又はその準備の勧告を必要と認められる地域の住民に対し行うものとする。

13 報告

消防団長は、水防活動が完了したときは、次の書類を作成して道路河川班に報告しなければな

らない。

(１) 水防実施報告書（様式１号）

(２) 使用資材費内訳（様式２号）

14 応援等の要請

消防団長（現場責任者）は、地域内被害が激甚で水防活動要員が不足し、あるいは水防資器材

等の確保ができない場合等、町において実施不能のときは、消防班、道路河川班と協議し県支部

土木班、隣接市町村に応援又はあっ旋等の要請を行うものとする。

応援を要請する場合は、次の点を明示するものとする。

(１) 人員数

(２) 物資名、数量

(３) 携行品

(４) その他必要事項
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様
式
１
号

水
防
実
施
報
告
書

（
水
防
管
理
団
体
で
水
防
を
行
っ
た
箇
所
ご
と
に
作
成
す
る
も
の
）

作
成
責
任
者

○印

平
成

年
月
日

合
計 円

県
分 円

管
理
団
体
分 円

指
定
・
非
指
定
の
別

報
告
年
月
日

主
要
資
材

そ
の
他
資
材

小
計

機
械
等
借
料

食
糧

費

出
動
手
当
等

そ
の

他

合
計

功
労
者
の
氏
名
・
年
齢
・

所
属
功
績
概
要

破
堤
の
原
因

（
破
堤
し
た
場
合
）

水
防
活
動
に
関
す
る
自
己
批
判

使 用 資 材 費

活 動 費

川
警
戒
水
位

ｍ

出
水
位

ｍ
雨
量

m
m

支
川

左
・
右
岸

地
先

ｍ

自
月
日
時
至
月
日
時

計

人

工
法

箇
所
数

延
長

人
口 人

鉄
道

か
所

そ
の
他

人

一
般
公

共
施
設 戸

自
衛
隊
員 人

家
屋 戸

畑

㎡

消
防
団
員 人

水
防
管
理
団
体
名

水
防
実
施
等
の
台
風
名
又
は
豪
雨
名

田

㎡

水
防
団
員

人

道
路 ｍ

堤
防 ｍ

出
水
の
概
要

水
防
実
施
箇
所

日
時

出
動
人
員
数

水
防
作
業
の
概

況
及
び
工
法

種
類

効
果

被
害

水 防 の 結 果
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様式２号

使 用 資 材 費 内 訳

水 防 実 施

箇 所
主 要 資 材 内 訳 その他の資器材 合 計

川

地先

小

計

小

計

（Ａ＋Ｂ）

数
量
金
額

円

数
量
金
額

円

数
量
金
額

円 円

(A)

円

(B)

円

計

（注）１ 「主要資材内訳」欄には、次に掲げる資材のうち該当するものを記入すること。

空俵、かます、むしろ（以上枚数）、竹（束）、生木（石）、丸太（本）、くぎ（kg）、かす

がい（丁）、蛇かご（本）、置石(ケ)

２ 「その他の資器材内訳」欄には、上記「１」以外の発煙筒、カーバイト等を記入するこ

と。
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第３ 雪害計画

豪雪等による住宅あるいは、その他建造物、又は道路、橋梁等の交通施設の除雪対策は本計画に

定めるものとする。

１ 積雪観測所

町内に次のとおり積雪観測所を設け、積雪量により除雪実施体制を区分する。

(１) 指定積雪量観測点

緊急体制に移行する時期を定める基本観測点であって次表の地点とする。

番 号 指 定 積 雪 量 観 測 点 警戒積雪深 備 考

１ 八 百 津 町 役 場 40 cm

２ 福 地 出 張 所 80 cm

２ 対策本部体制

降積雪に

よる体制
本 部 体 制 設 置 基 準 部 名

平常体制 除雪対策本部 降雪期に設置 建 設 部

警戒体制 雪害対策本部 指定観測所が警戒積雪深に達した場合又は気象状

況、降雪状況により必要と認められる場合

建 設 部

防 災 安 全 部

緊急体制 豪雪対策本部 指定観測所における積雪が300cmに達した場合又は

気象状況、降雪状況により必要と認められる場合

全 部

特別体制 八百津町災害対策本部の体制設置基準による。

３ 本部と各自治会長との情報連絡ならびに協力

(１) 除雪計画に基づき、本部と各地区の自治会長は、相互協力のもとに除雪を推進する。

(２) 本部への連絡等は、各地区の自治会長を通じて行うものとする。

(３) 除雪計画推進に必要な事項は、的確かつ迅速に情報連絡を図り、円滑な除雪の実施に努める

ものとする。

４ 道路の除雪対策

降雪時の道路交通を確保するための除雪対策は、次によるものとする。

(１) 実施責任者
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区 分 実 施 範 囲

岐 阜 県 国道、県道、主要地方道

八 百 津 町 町道（バス路線及び生活幹線道）

(２) 降雪及び除雪状況の収集連絡等

町本部等における降雪並びに除雪等に関する情報の収集連絡及び広報等は次によるものとす

る。

ア 連絡系統

(３) 道路除雪

ア 除雪作業

降・積雪量又は気象状況により道路除雪を、普通積雪、警戒積雪及び異常積雪に区分して

実施体制をとるものとする。

イ 積雪区分

普 通 積 雪 警 戒 積 雪 異 常 積 雪

降・積雪又は

気 象 状 況

積雪量が40cm未満又は

これを予報する気象状

況の場合

積雪量が40cm以上にな

ったとき又はこれを予

報する気象状況の場合

積雪量が80cm以上にな

ったとき、又はこれを予

報する気象状況の場合

ウ 除雪機械の配置

除雪機械の効果的稼働と必要な車両等を降・積雪状況に応じて、確保する。

エ 雪捨て場の設置

降・積雪とも道路状況等に応じ、本部長が必要と認めたとき、雪捨て場を設置する。

(ア) 普通降・積雪……………原則として設置しない

(イ) 警戒降・積雪……………必要に応じ河川敷に直結する箇所を確保する。

(ウ) 異常降・積雪……………上記のほか状況に応じ各地区駐車場、公共用地及び農地等の空

間を確保する。

オ 町道等除雪区分

(ア) 除雪区分

可 茂 土 木 事 務 所

県 支 部 土 木 班

県 支 部 警 察 班

県本部道路維持班
町 本 部

道 路 河 川 班
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出 動 基 準 除 雪 作 業 の 基 準

指定積雪量観測点で、積雪深

15cmを超えた場合

常時車両交通に必要な幅員確保を原則とし、異常降雪時

にあっても車両交通可能な道路状態を確保する。

５ 雪崩対策

雪崩による被害を防止するため、町本部道路河川班は町地域内で雪崩の発生が予想される箇所

の巡回査察を行うとともに、雪崩発生のおそれが予想される場合は、必要に応じて通行規制等の

措置を講ずるとともに雪崩の危険箇所に標示板旗等による標示を行い、住民に対する周知徹底を

図り、災害の未然防止に努めるものとする。
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第４ 県防災ヘリコプターの活用計画

町内において、災害が発生し、より迅速・的確な対応を必要とする場合には、広域かつ機動的な

活動ができる防災ヘリコプターを有効に活用し、災害応急対策の充実強化を図るものとするが、こ

の場合における防災ヘリコプターの活動については、県計画第３章第１４節「県防災ヘリコプター

の活用」の定めるところによるものとする。

１ 防災ヘリコプターの運航体制

防災ヘリコプターの運航については、「岐阜県防災ヘリコプター運航管理要綱」及び「岐阜県防

災ヘリコプター緊急運航要領」の定めるところによる。

２ 防災ヘリコプターの災害応急対策

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、準備体制以上の体制が発令された場合

の防災ヘリコプターの災害応急対策活動については、県本部の指示に基づき県防災班において行

う。

町本部は、住民の生命、身体、財産を保護するため、緊急を要し、ヘリコプター以外に適切な

手段がない時には、必要に応じ、防災ヘリコプターの応援を要請することができる。

３ 防災ヘリコプターの応援要請

(１) 消防組織法上の活動に係る応援要請

消防組織法上の災害に係る活動について、町長又は可茂消防事務組合消防長から知事に対す

る応援要請は、「岐阜県防災ヘリコプター応援協定」の定めるところによる。

要請は、可茂消防事務組合消防長から岐阜県防災航空隊に電話及びファクシミリで行う。

(２) 災害対策基本法第68条に基づく応援要請

物資輸送、災害情報収集等のため防災ヘリコプターの応援が必要な場合には、県計画第３章

第14節「県防災ヘリコプターの活用」により応援要請を行うことができる。

岐阜県防災航空センター第一事務所 電話 058－385－3772 ＦＡＸ 058－385－3774

第二事務所 電話 058－371－5192 ＦＡＸ 058－371－5194

４ 防災ヘリコプターの受入体制

町本部（防災安全班・消防班）は、防災航空隊と緊密な連絡を図るとともに、必要に応じ、次

の受入れ体制を整える。

(１) 離着陸場所の確保及び安全対策

(２) 傷病者等の搬送先の離着陸場所及び病院等の搬送手配

(３) 空中消火基地の確保

(４) その他必要事項
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第７節 り災者対策

第１ り災者の救助保護計画

災害時におけるり災者等の救助及び健康の保持は、県計画第４章第３節「被災者の生活確保」に

定めるもののほか、本計画の定めるところによるものとする。

１ り災者台帳の作成

被害状況の確定調査を完了し各世帯の被害状況が判明したときは、福祉班は速やかに「り災者

台帳」（様式１号）を作成するものとする。「り災者台帳」の作成に当たっては、「被害状況調査表」

に基づくことはもちろんであるが、住民基本台帳等を調査し、正確を期すものとする。「り災者台

帳」は救助その他の基本となるものであり、また、世帯別救助等の実施記録となるものであるか

ら、救助実施状況等をできる限り具体的に記載し、整備保管しておくものとする。「り災者台帳」

が災害時の混乱等により作成が遅れる場合においては「住家等一般被害調査表」（様式集 様式10

号の２）又は「救助用物資割当台帳」（様式集 様式23号）をもって一時的に代用するが、できる

だけ早い時期に「り災者台帳」を作成するものとする。

２ り災証明書の発行

福祉班は、り災者に対して「り災証明書」（様式２号）を交付するものとする。ただし、災害時

の混乱等により前記様式による証明書の交付ができないときは、とりあえず「仮り災証明書」（様

式３号）を作成交付する措置をとり、後日速やかに「り災証明書」と取り替えるものとする。

本証明書の発行に当たっては、次の点に留意を要する。

(１) 本証明書は、災害救助はもちろんであるが、後日諸対策の基礎となるものであるから特に慎

重を期すものとする。

(２) 本証明書は、り災者台帳と照合し、発行に当たっては、契印を行う等発行の事実を判然とし、

重複発行（仮証明書と本証明書の重複を含む。）を避けるように留意するものとする。

(３) 本証明書は、救助用物資支給前に発行し、物資の給与等に当たっては、「り災証明書」の提示

を求めるようにするものとする。

３ り災者旅行証明書

住家に被害を受けたため現在地に居住することができず一時縁故先等に避難（旅行）する者か

ら要請があったときは、「り災者旅行証明書」（様式２号の２）を作成し交付するものとする。

４ り災証明書等の交付場所

り災証明書等の交付は、次の場所において行う。
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八百津町役場（健康福祉課）

５ 災害救助法適用基準

災害救助法による救助の適用基準は、おおむね次のとおりである。

(１) 適用被害基準

町地域内の被害が、次の各号の一に該当する災害時で、県本部長が災害救助法による救助実

施の必要があると認めるときに適用される。ただし、災害の発生した地域の条件あるいは災害

の種別等によって計数上の基準に達しない場合でも県本部長がその必要を認めたときは災害救

助法を適用することがある。

ア 住家の全失世帯が40世帯以上に達したとき。

イ 県地域の全失住宅被害の集計が2,000世帯以上に達し、かつ、町地域内の被害が20世帯以上

に達したとき。

ウ 県地域の全失住宅被害の集計が9,000世帯以上に達し、かつ、町地域内の被害世帯数が多数

であるとき。

エ 災害が隔絶した地域に発生し災害にかかった者の救助が著しく困難とする特別の事由があ

る場合で、かつ、多数の住家が滅失したとき等にも適用される。

オ 多数の者が災害により生命又は身体に危害を受けるおそれが生じたとき。

(２) 被害計算の方法等

適用の基準となる全失世帯の換算等の計算は、次の方法によるものとする。

ア 住家の半失（半焼、半壊）世帯は、全失世帯の２分の１、床上浸水又は土砂たい積等によ

り一時的に居住することができない状態になった世帯は、３分の１として計算する。

イ 被害世帯数は、家屋の棟数あるいは戸数とは関係なく、あくまで世帯数で計算する。例え

ば、被害家屋は１戸であっても３世帯が居住していれば、３世帯として計上する。

ウ 飯場、下宿等の一時的寄留世帯等については、生活根拠の所在地等総合的条件を考慮して、

実情に即した決定をする。

エ 災害の種別については、限定はしない。したがって、洪水、震災等の自然災害であっても、

火災等人災的なものであっても差し支えない。

(３) 救助法の適用と救助の程度

災害救助法を適用した場合における救助の程度及び期間は、岐阜県災害救助法施行細則の定

めるところによるが、災害の種別地域条件その他の状況によって県本部長が、必要と認める範

囲において実施するものとする。

６ 救助の種類と実施者

災害救助法による救助の種類とその実施者は、次表のとおりとする。

なお、町は、被災者の生活基盤、経済活動を早期に回復するための支援を迅速に実施するため、

「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、あらかじめ災害救助法の運用マニュアルの整備を行う。
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救 助 の 種 類 実 施 期 間 実 施 者

避難場所の設置及び収容 ７日以内 町本部（町民部）

炊 出 し 及 び 食 品 の 給 与 ７日以内 町本部（給食センター部）

飲 料 水 の 供 給 ７日以内 町本部（水道環境部）

被服寝具及び生活必需品の給

貸与
10日以内

確保、輸送＝県本部

調査、報告、割当、配分＝町本部（産業部）

医 療 14日以内 医療班派遣＝県本部、日赤支部、町本部（健

康福祉部）

その他＝町本部（健康福祉部）
助 産 救 助

分べんした日から

７日以内

学 用 品 の 給 与

教科書１ヵ月以内

文房具及び通学用

品15日以内

確保、輸送＝県本部

調査、報告、割当、配分＝町本部（教育部）

災害にかかった者の救出 ３日以内 町本部（災害救助部）

埋 葬 10日以内 町本部（健康福祉部）

仮 設 住 宅 の 建 設 着工より20日以内 町本部（建設部）

住 宅 応 急 修 理 １ヵ月以内 町本部（建設部）

死 体 の 捜 索 10日以内 町本部（災害救助部）

死 体 の 処 理 10日以内 町本部（健康福祉部）

障 害 物 の 除 去 10日以内 町本部（建設部）

(１) 本実施区分は、計画上の基本実施者を示したもので、実際の実施に当たっては、県本部実施

分を町本部が、また、町本部実施分を県支部等が実施することが適当と認められるときは、県

本部長が実情に即して決定するものとする。

(２) 救助法の実施は、知事である県本部長が法的責任者であるが、町本部の行う救助活動は、災

害救助法第30条の規定による知事の町長に対する職権委任に基づくものである。

(３) 町本部は、救助を実施し、又は実施しようとするときは、県本部及び県支部に報告又は連絡

するものとする。ただし、実施に当たって連絡しその指示を得る暇のないときは、町本部で実

施し、その結果を報告するものとする。

(４) 実施期間は、災害発生の日からの期限（仮設住宅の建設については着工期限）を示す。した

がって、この期間内に救助を終了（着工）するようにしなければならない。

７ 本部実施の応急救助と救助法との関係

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、町本部は、本計画の定めるところにより、
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り災者の救出、避難所の開設及び炊出しあるいは医療、助産等の応急救助を実施するとともに、

その状況を速やかに県本部健康福祉政策班（県支部救助班経由）に報告するものとする。実施し

た応急救助については、災害救助法を適用したときは、災害救助法に基づく救助として取り扱い、

災害救助法が適用されない災害にあっては、町単独の救助として処理するものとする。

参 考

応急救助の実施と災害救助法適用の時期は、災害の規模及び発生の地区等によって一定ではない

が、原則としては、災害救助法の適用が先に決定されるべきである。しかし、現実においては、災

害発生後災害救助法の適用を現地に指達するまでには、相当の長時間を要するときが多く、応急救

助の実施を先に着手する場合が多い。すなわち、広範囲にわたる風水害、震災等においては、災害

が発生したときは直ちにり災者の救出、避難所の開設、炊出しの実施あるいは医療、助産等の応急

救助の実施が必要となるが、災害救助法の適用指達には通信施設の被害等により相当長時間を要す

ることは必至であるから、救助法適用指達の有無にかかわらず必要な応急救助の実施に着手しなけ

ればならない。

なお、応急救助の実施は、災害が発生したからといって必要でない救助まで実施することなく、

どうしても実施しなければならない場合に限って必要な救助を行うものとし、今直ちに救助を行う

必要がない場合は、被害状況を報告しその適用を待って県本部の指示に基づき実施するものとする。

８ 救助実施状況の報告

町本部は、災害救助法に基づく救助を実施しようとし、又は実施したときは「救助日報」（様式

４号）により毎日その状況を県支部救助班を経由し、県本部健康福祉政策班に報告するものとす

る。

なお、救助別の報告を要する事項及び内訳は、次表のとおりとする。

報 告 事 項
報 告 様 式 その都度

報 告
日報

期 間

指定報告
様式№ 様 式 名 称

被

害

概 況 報 告

10号の1
住家等一般被害

状況等報告書

○

中 間 報 告 ○

確 定 報 告 ○２日以内

避
難
所
設
置

開 設 報 告 － － ○

収 容 状 況 報 告 1号 救 助 日 報 ○

閉 鎖 報 告 － － ○

仮
設
住
宅
設
置

住 宅 対 策 報 告 28号
住宅総合災害対

策報告書
○５日以内
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報 告 事 項
報 告 様 式 その都度

報 告
日報

期 間

指定報告
様式№ 様 式 名 称

仮

設

住

宅

設

置

入居該当世帯報

告
29号

応急仮設住宅入

居該当世帯調
○５日以内

着工報告

（町委託分）
1号 救 助 日 報 ○

竣工報告

（町委託分）
1号 救 助 日 報 ○

入居報告 － － ○

炊 出 状 況 報 告 1号 救 助 日 報 ○

飲料水供給状況報告 1号 救 助 日 報 ○

必
需
品
給
与

被
服
寝
具
生
活

世帯構成員別被

害報告
24号

世帯構成員別被

害状況
○２日以内

支 給 状 況 報 告 1号 救 助 日 報 ○

支 給 完 了 報 告 － － ○

医
療
・
助
産

医療班出動要請 － － ○

医療班出動報告 36号
医療班出動編成

表
○

医療助産実施状

況報告
1号 救 助 日 報 ○

り災者救出状況報告 1号 救 助 日 報 ○

住

宅

応

急

修

理

住 宅 対 策 報 告 28号
（住宅総合災害

対策報告書）
○５日以内

住宅応急修理該

当世帯報告
31号

住宅応急修理該

当世帯調
○５日以内

着工報告

（町委託分）
1号 救 助 日 報 ○

竣工報告

（町委託分）
1号 救 助 日 報 ○

被 災 教 科 書 報 告 40号
被災教科書報告

書
○５日以内
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報 告 事 項
報 告 様 式 その都度

報 告
日報

期 間

指定報告
様式№ 様 式 名 称

学

用

品

支

給

学用品支給状況

報告
10号の1 救 助 日 報 ○

学用品支給完了

報告
－ － ○

埋葬救助状況報告 10号の1 救 助 日 報 ○

死体捜索状況報告 10号の1 救 助 日 報 ○

死体処理状況報告 10号の1 救 助 日 報 ○

障

害

物

除

去

住宅対策報告 28号
（住宅総合災害

対策報告書）
○５日以内

障害物除去該当

世帯報告
33号

障害物除去該当

世帯調
○５日以内

障害物除去状況

報告
10号の1 救 助 日 報 ○

障害物除去完了

報告
－ － ○

輸送、人夫雇上状況報告 10号の1 救 助 日 報 ○

救助期間、程度、方法、

特例申請
－ －

(程度、

方法

○

（期間特例）

各救助実施期

間中

（注）・詳細内容は、各救助計画の定めるところによる。

９ 救助関係の様式

各節に共通する様式は次によるものとする。

(１) 救助実施記録日計票（様式５号）

(２) 救助の種目別物資受払状況（様式６号）
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様式１号

り 災 者 台 帳 （表 面）

り災区分 番号

（
世
帯
主
）

り

災

者

住 所 氏 名 続
柄
性
別
年
令
職
業
学 校

（学年）
摘
要

氏 名

職 業

災 害 の 原 因

り 災 年 月 日

り 災 場 所

り

災

状

況

住 宅

そ の 他 の

家 屋

家 財

生 命 備

考そ の 他

（注） １ 本台帳の大きさは、Ａ４とする。

２ り災者住所、職業、氏名欄の氏名は、世帯主名を記載する。

３ 負傷者等についてはそれぞれの氏名欄の摘要に記載する。

り 災 者 台 帳 （裏 面）

月 日 援 護 状 況 等

（注） 援護状況等欄には、救助用支給物資の内訳はもちろん仮設住宅、生業資金、医療救助等救

助内容を記載し、できれば義えん金品の内容も明記すること。
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様式２号

り 災 証 明 書 （表 面）

第 号

り 災 証 明 書

世 帯 主 職 氏 名 家族数

住 所

り

災

事

項

災 害 の 原 因

り災年月日時 年 月 日 時 分

り 災 場 所

り

災

状

況

住 家
自家、借家 全壊、半壊、全焼、半焼、流失、床上浸水、

床下浸水

家 財 滅失、流失、焼失、き損 分の１以上

生 命 死亡 名 重傷 名 軽傷 名 行方不明 名

そ の 他

世

帯

人

員

氏 名 続柄 性別 年 令 学 年 摘 要

備 考

上記のとおりり災したことを証明する。

年 月 日

八百津町長 印

（注） １ 本証明書の大きさはＡ４とする。

２ り災状況の「住家」と「家財」は該当事項に「○」印をすること。

３ 死亡者等は摘要欄に、その旨記載すること。



第３章 災害応急対策 第７節 り災者対策

－212－

り 災 証 明 書 （裏 面）

月 日 援 護 状 況 等 認 印

１ 救助用物資の受領に当たっては、本証明書の提示をしないと支給されません。

２ 物資等を受領したときは「援護状況等」の記載を確認して下さい。

（注）「援護状況等」欄はできるだけ詳細に記載し、責任者が認印を押す。

様式２号の２

第 号

り 災 者 旅 行 証 明 書

住 所

職業、氏名、年令 才

家 族 数 大人 名 小人 名 計 名

乗 車 月 日 年 月 日

乗 車 区 間 線 駅から 駅まで

そ の 他

上記の者は、災害によるり災者で旅行（避難）する者であることを証明する。

年 月 日

八百津町長 印

（注） １ 本証明書の大きさはＡ４とする。

２ 発行に当たっては、り災者台帳にその旨記載、契印すること。
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様式３号

仮 り 災 証 明 書

仮 り 災 証 明 書

第 号

り災者住所

世帯主氏名

１ り災の種別

２ 被害の状況 名

３ 世 帯 員

内 大人 男 名 女 名

小人 男 名 女 名

乳児 名

４ そ の 他

上記のとおりり災したことを証明する。

年 月 日

八百津町長 印

注意事項

１ この証明書は、 月 日 時に において本証明書と切替えますから必ず

持参して下さい。

２ この証明書では、救助用の物資の支給その他救助は受けられませんから必ず本証明書に

切りかえて下さい。

（注）１ この証明書の大きさはＡ４とする。

２ 記載事項のうち、内容の明確でないときは、判明事項のみ記載し他は斜線で抹消する。



第３章 災害応急対策 第７節 り災者対策

－214－

様式４号

救 助 日 報

報 告 機 関 受 信 機 関

発 信 者 受 信 者

報 告 時 限 月 日 時現在 受 信 時 間 月 日 時 分

避

難

所

開

設

開設期間
開 設 日 時 日 時 被

服
寝
具
生
活
必
需
品
給
与

県より受入又は前日よりの繰

越量
点

閉鎖予定日 月 日

既存建物
個 所 数 ヵ所

本日支給

全 失 世 帯 数 （ 世帯）

点
収 容 人 員 人

野外仮設
個 所 数 ヵ所

収 容 人 員 人 翌 日 へ の 繰 越 量 点

炊

き

出

し

炊き出し

期 間

開 始 月 日 月 日

医

療
、
助

産

救

助

医

療

班

医 療 班 出 動 数 ヶ班

終了予定日 月 日 救助地区

炊 き 出 し 箇 所 数 ヵ所
診療者数

医 療 人

炊き出し

人 員

朝 人 助 産 人

昼 人 医

療

機

関

医 療
施 設 数 ヵ所

夕 人 診 療 人 員 人

計 人
助 産

施 設 数 ヵ所

給

水

供 給 地 区 数 地区 診 療 人 員 人

供 給 実 人 員 人 救 助 終 了 予 定 月 日 月 日

供 給 水 量 ℓ
り

災

者

救

出

救出地区

給水期間

開 始 月 日 月 日
救 出 を し た 人 員 人

今後救出を要する人員 人

終了予定日 月 日
救 出 終 了 予 定 月 日 月 日

給水方法 救出の方法

半失、床上浸水世
帯数

（ 世帯）
点
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学

用

品

支

給

県より受入又は前日より

の繰越量

点

死

体

の

処

理

死 亡 原 因 別 人 員

死
体
処
理

死 体 洗 浄 体

本

日

支

給

小

学

生

死 体 縫 合 体

半失（床上浸水）

世帯

（ 人）

点
死 体 消 毒 体

死
体
保
存

既 存 建 物 利 用 ヵ所
中

学

生

全 失 世 帯 （ 人）

点
仮 設 建 物 ヵ所

半失（床上浸水）

世帯

（ 人）

点
死体処理機関

翌 日 へ の 繰 越 量 点
今後死体処理を要する死体 体

埋

葬

救

助

前 日 ま で の 埋 葬 体
死 体 処 理 終 了 予 定 月 日 月 日

本日埋葬

大 人 体

障
害
物
除
去

障害物除去を要する戸数 戸
小 人 体

本 日 除 去 し た 戸 数
（計 戸）

戸計 体

翌日以降の要埋葬数 体 今 後 除 去 を 要 す る 戸 数 点

埋 葬 終 了 予 定 月 日 月 日 障害物除去の終了予定月日 月 日

死

体

の

捜

索

捜索地区
輸

送

公 用 車 使 用 台

死

体

捜索を要する死体 体 借 上 車 使 用 台

本 日 発 見 死 体 体 救 助

の 種 類今後の要捜索死体 体

捜索の方法
人

夫

人 夫 雇 上 数 人

捜 索 終 了 予 定 月 日 月 日 従 事 作 業

仮
設
住
宅

着 工 月 日 戸

月 日
そ の 他

備

考

竣 工 月 日 戸

月 日

住
宅
修
理

着 工 月 日 戸

月 日

竣 工 月 日 戸

月 日

全 失 世 帯 （ 人）
点
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様式５号

救 助 実 施 記 録 日 計 票

○ ○

救
助
の
種
類

避 炊 水 救出 救 助 実 施 記 録 票

八百津町

責任者 班 氏 名○印

自治会責任者 氏 名○印

修理 学 死捜 死処

障 ○ ○ ○

○ ○

№ （○月○日○時○分）

員 数（世 帯）

品 目（数量・金額）

受 入 先

払 出 先

場 所

方 法

記 事

（注）(１) 各救助の種類ごとに一葉作成する。

(２) 記録票欄外の「№欄」には、記録票作成ごとに一連番号を付するものとし、前回分を訂

正する必要が生じた場合、例えば、№10の次に№５の分を訂正する場合には、№11（№５

訂正）と記載し、前回分№５の記録票には朱で×印を付し、（№11に訂正済）とし、棄却す

ることなくそのままナンバー順に綴っておくこと。

なお、救助の実施種類が多い場合には、救助の種類ごとに一連番号を付し、ナンバー順

に綴ってよい。

(３) 記録票欄外の「救助の種類」欄の該当の救助名を○でかこみ、欄内該当欄に必要最少限

度の事項を記入すること。

(４) 機械器具等を無償で借上げた場合についても記録票を作成すること。

(５) 災害救助基金より放出した場合についても同様とすること。

(６) 被服寝具その他生活必需品の給与等で、県調達分と町調達分の双方があるときは、それ

ぞれ別個に記録票を作成すること。
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様式６号

救助の種目別物資受払状況

八百津町

救助の種目別 年 月 日 品 名 単位呼称 摘 要 受 払 残 備 考

避難所用

炊出しその他

による食品給

与用

給水機械器具

燃料浄水用薬

品資材

被服寝具等

年 月 日

月 日

計

（注）(１) 「摘要」欄に購入又は受入先及び払出し先を記入すること。

(２) 「備考」欄に購入単価及び購入金額を記入すること。

(３) 各救助の種目別最終行欄に、受払残の計及びそれぞれの金額を明らかにすること。

なお、物品等において県からの受入分及び町調達分がある場合にはそれぞれの別に受、

払、残の計及び金額を明らかにしておくこと。

(４) 救護班による場合には救護班ごとに救護業務従事期間中における品目ごとの使用状況を

記入すること。

なお「備考」欄に払高数量（使用数量）に対する金額を記入すること。
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第２ 避難計画

災害による避難のための立退きの指示、勧告及び避難所の開設、収容保護は、本計画の定めると

ころによるものとするが、基本的には、個々の判断で自主避難を行うことを第一とする。

１ 実施責任者

避難のための立退きの準備、指示、勧告及び避難所の開設並びに収容保護は、次の者が行う。

(１) 避難準備情報－全般災害について－町長

(２) 避難の勧告－全般災害について－町長

(３) 避難の指示 洪水について 知事又はその命を受けた職員
水防管理者（町長）
町本部（道路河川班、消防班）

地すべりについて 知事又はその命を受けた吏員
町本部（道路河川班、消防班）

町長
全般災害について 警察官

自衛官（災害派遣）

(４) 避難所の開設、収容…町長（窓口班）

（注） 緊急を要する場合等で現地で直接指示、勧告を行う必要があるときは、その場で活動

中の消防団員等現場責任者がこれに当たるものとする。

２ 避難準備情報、避難の勧告、指示

災害のため危険が急迫し、人命の保護その他災害の拡大防止等のため、その必要が認められる

ときは、危険区域の居住者に対し、次の方法により避難準備情報の発令、避難のための立退きを

勧告し及び急を要すると認められるときは、避難のための立退きを指示する。

避難準備情報の発令、避難勧告及び避難指示を行う者は、関係機関相互に緊密な連携を図りな

がら、地域住民の積極的な協力を得て、災害情報の迅速かつ的確な収集に努めるとともに、避難

準備情報の発令、避難勧告及び避難指示を行った場合は、速やかにその内容を住民に周知する。

その際、災害時要援護者の情報収集手段に配慮し、危険が近づいたことなどがだれにでも理解

できる内容で伝えることを心がける。

(１) 避難準備情報、避難勧告及び避難指示の意味

「避難準備情報」とは、一般住民に避難を呼びかけるとともに、災害時要援護者に対して早

めの段階で避難行動を開始させるために発令するものを言う。

「避難勧告」とは、その地域の住民がその「勧告」を尊重することを期待して、避難のため

の立ち退きを勧め又は促す行為をいう。「避難指示」とは、被害の危険が目前に切迫している

場合等に発せられ、「勧告」よりも拘束力が強く、住民を避難のため立ち退かせるためのもの
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をいう。

発令基準

種 別 発 令 基 準

避難準備情報

（災害時要援護

者等に対する避

難情報）

１ 岐阜地方気象台より警報が発表され、事前に避難準備をすることが適

当であると判断されるとき。

２ 災害時要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始

しなければならない段階であると認められるとき。

避難勧告 １ 避難準備より状況が悪化し、事前に避難を要すると判断されるとき。

２ 災害を覚知し、災害の拡大が予想され、事前に避難を要すると判断さ

れるとき。

避難指示 １ 避難勧告より状況が悪化し、緊急に避難を要すると認められるとき。

２ 災害を覚知し、著しく危険が切迫し、緊急に避難を要すると認められ

るとき。

(２) 洪水のための指示

洪水により著しい危険が切迫していると認められたときは、知事又はその命を受けた県職員

若しくは水防管理者は、立ち退きを指示する（水防法第29条前段）。

水防管理者が上記指示をする場合には、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知する。

（水防法第29条後段）

(３) 地すべりのための指示

地すべりにより著しい危険が切迫していると認められるときは、知事又はその命を受けた吏

員は、立ち退きを指示する。この場合、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知する。

（地すべり等防止法第25条）

(４) 警察官の指示（災害種別に限定なし）

災害で危険な事態が生じた場合、警察官は、その場の危害を避けさせるため、その場にいる

者を避難させる（警察官職務執行法第４条）。

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、その必要が認められる事態において、町

長が指示できないと認められるとき、又は町長から要求があったときは、警察官は、自ら立ち

退きを指示する。この場合、警察官は、速やかに、その旨を町長に通知する（災害対策基本法

第61条）。

(５) 自衛官の指示（災害種別に限定なし）

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害により危険な事態が生じた場合で、警察官が

その場にいないときは、その場の危害を避けさせるため、その場にいる者を避難させる（自衛

隊法第94条）。

(６) 町長の指示（災害種別に限定なし）

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、その必要が認められるときは、町長は、
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立ち退きを勧告し、急を要すると認められるときは、立ち退きを指示する。（災害対策基本法

第60条）。

３ 機関相互の連絡

（指示勧告者）

４ 避難所開設困難時の措置

災害が発生し、予定した避難所が使用できなくなり、被災地においては避難所を開設すること

ができないとき又は適当でないときで、隣接市町管内の施設を利用し、他市町において開設する

ことが適当な場合は、町は県中濃支部（救助班）に、県中濃支部は、県本部（健康福祉政策班）

に対して、隣接市町施設使用についての要請報告をするものとする。県本部は、上記要請が必要

適切なものであると認めたときは、隣接市町を管轄する県支部を経て応援すべきことを指示する

ものとする。ただし、応援をする市町が、県中濃支部内の場合においては、県中濃支部長限りで

実施するほか、事態が急迫し、前記手続をとる暇のないときは、町本部は、隣接市町の本部に対

して直接要請し、その応援を得て開設するものとする。

５ 避難の周知徹底

避難準備情報の発令及び避難の勧告、指示をしたとき又はその指示等を承知したときは、次の

要領によって避難する地域の住民その他関係機関に準備情報、勧告、指示の徹底を図るものとす

る。

なお、現地で直接避難の準備情報発令及び勧告、指示をしたときは、指示勧告者は、関係者の

協力を得て、次の要領に準じてその地域内の住民等にその徹底を図るものとする。

このとき、高齢者、障がい者等災害時要援護者に十分配慮するものとする。

防 災 安 全 部

県 本 部 ・ 県 支 部

警 察 官 ・ 自 衛 官

町
本
部

消 防 班 住 民
周知徹底

避 難 誘 導

避 難 施 設
管 理 者

連絡調整
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（指示勧告者）

(１) 周知徹底事項

避難の周知徹底に当たっては、できる限り次の事項を具体的に示し、その徹底を図るものと

する。ただし、緊急を要する場合にあっては、特に必要な事項について徹底できる範囲の事項

を行うものとする。

ア 避難の指示勧告者及び避難誘導者（機関）

イ 避難場所及び経路

ウ 予想される災害の概要と見通し

エ 避難に当たっての留意事項（７ 「避難に当たっての留意事項」参照）

(２) 周知徹底の方法

地域内住民等に対する避難の勧告あるいは指示は、次の方法のうちから最も適切な方法で行

うものとするが、特に短時間にその徹底を図るため必要に応じ２以上の方法を併用する等その

万全を期すものとする。

ア 町防災行政無線、広報車による徹底

町防災行政無線（同報系）により住民に徹底を図る。また、町公用車等に拡声器の装置を

取りつけ、又は携帯マイクを携帯し、拡声放送等によりその徹底に当たる。

イ 口頭による徹底

電話又は伝令により伝達し、各自治会長等の協力を得て、地域内の各世帯まで大声で呼び

かける等その徹底に当たる。

ウ 信号による徹底

消防（水防）機関に連絡し、信号によってその徹底を期する。

なお、使用する信号は次によるが、信号に当たっては、適当な時間継続するものとし、必

要に応じて警鐘信号とサイレン信号を併用するものとする。

警 鐘 信 号 乱打

町 本 部

県 本 部 ・ 支 部

警察官・自衛官

町 本 部
消 防 班
情報政策班
地域振興班

県 支 部

警 察 官

町 本 部

各 班

地 域 内

関係機関

住 民

町防災行政無線

広 報 車

信 号

自治会長
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60秒 60秒 60秒 60秒
サイレン信号 ○― ○― ○― ○―

５秒休止 ５秒休止 ５秒休止 ５秒休止

エ ラジオ、テレビ放送による徹底

対象地域が広域で他市町村にも及ぶような場合で、その徹底が困難なときは、総務部が直

ちに県本部（防災班）及び県中濃支部（総務班）にラジオ、テレビ放送による徹底の要請を

する。

オ 関係機関への伝達

避難の勧告、指示地域の機関に対しては、直接電話又は伝令をもって徹底するものとす

る。

６ 避難誘導

避難誘導者は、指示勧告者から通知を受けあるいは本部長から命ぜられたときは、直ちに避難

者の誘導に当たるものとするが、誘導に当たっては、次項「７ 避難に当たっての留意事項」に

十分留意するものとする。

７ 避難に当たっての留意事項

避難誘導者あるいは避難をする者は、次のような点に留意して安全な避難に努めなければなら

ない。

(１) 着衣等

避難に当たっては、次のものを着用し、又は携行すること。

ア 頭に座ぶとん、ヘルメット（安全帽）等をつけること。

イ 夏期等でも身体の裸出を避け、できる限り厚着をすること。

ウ 夜間は、懐中電灯を携行すること。

エ ロープ、紐等を携行すること。

オ 手袋をはめ、運動靴、地下タビなどをはき、ひも等はきつくしめておく（長ぐつは、水が

はいって歩きにくい。）

(２) 携帯品（所持品）

携帯品は、できる限り最小限度に止め、自力で所持でき避難の障害にならない程度のものと

すること。携帯（所持）すべき主なものは、おおむね次のとおりである。

ア 主食（にぎり飯、パン等。乳児がいるときはミルク）２～３食分程度

イ 副食（かん詰、つけ物等携帯可能なもの）若干

ウ 飲料水（水筒、魔法びん等による。）

エ 貴重品（現金、貯金通帳、証書類、印鑑）

オ 肌着等衣類（気温を考慮し、寒冷期には毛布等も携行する。）

カ ラジオ

キ 救急薬品（かぜ薬、胃腸薬、消毒薬、ガーゼ、ホータイ、脱脂綿）
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ク リュックサック、木綿の風呂敷（三角布として使用できる）

(３) 避難誘導の方法等

避難者あるいは避難誘導者等は、次の事項に留意し行動するものとする。

ア 避難者の順序

避難立退きの誘導に当たっては、高齢者、幼児、女性、病人、障がい者等の災害時要援護

者を優先する。

イ 誘導補助者等

避難誘導者が不足し、あるいはいないときに当たっては、避難者等のうちから壮健な者が

誘導補助者あるいは直接誘導者となって統制をとり、安全を期すものとする。

ウ 集団の脱落防止

集団避難する場合にあっては、誘導者は、人員の掌握に努めるとともに、脱落者等を防ぐ

ためロープ等によって集団の確保に努めること。

なお、集団の配列に当たっては、高齢者や子供は、中央の安全な場所に位置させ、あるい

は必要に応じて各人をロープにつなぐ等集団の確保と安全を図るものとする。

エ 誘導者の配置

集団避難時にあっては、誘導者が先頭と後尾につくこと。ただし、集団の規模あるいは危

険度の高いときには、誘導者あるいはその補助者を増員して適宜に配置し、避難の安全を期

するものとする。

オ 病人等の避難

避難は、各人が自力で行動することを原則とするが、病人、乳幼児等自力で行動のできな

いものがあるときは、誘導者あるいはその補助者が、その家族に助力し、必要に応じ担架、

車両等によって移送するものとする。

カ 避難者の移送

避難立退きに当たっての移送及び輸送は、避難者各自で行うことを原則とする。ただし、

避難者が自力による立退きが不可能な場合においては、災害救助部において、車両等によっ

て行うものとする。

キ 広域災害による大規模移送

町は、被災地が広域で大規模な立退き移送を要し、町単独では処置できないときは、県中

濃支部（総務班）を通じて県に避難者移送の要請をするものとする。県本部は、前記要請を

受けたときは、自衛隊の出動を求める等適宜の方法により、陸上、水上輸送をするほか空輸

等の方法によって避難させるものとする。

なお、県支部内において対策可能のときは、支部限りで実施するほか、事態が急迫してい

るときは、直接隣接市町、支部警察班等と連絡して実施するものとする。

ク その他

避難者の移送は、各個に行うことを原則とするが、事態が急迫し、救出作業としてその必

要があり、災害救助法が適用されたときは、同法による作業として実施する。実施の方法、
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費用の基準等は県計画第３章第24節「救出活動」の定めるところによるものとする。

ケ その他の事故防止

その他避難時における事故防止に努めるため、次の点に留意するものとする。

(ア) 台風時にあっては、むやみに外に出ないようにし、建物が危険となったときに避難をす

るときは、風に飛ばされるものも多く、これらに充分注意するとともに、建物が倒壊する

おそれもあるので、う回路を利用するなど注意を要すること。

(イ) 避難途中に電線がたれ下がっているような場合は、絶対にふれないこと。

なお、避難誘導者は、その旨を中部電力又は町本部に通報するものとする。

(ウ) 自動車交通のひんぱんな道路を避難するときには、交通事故の防止に努め、必要に応じ

県支部警察班と連絡し安全を期すものとする。

(エ) 避難のために家屋を空けるとき等にあっては、盗難予防あるいは財産保全のために戸締

り施錠を厳重にし、危険のある災害に応じた家財等の処置（浸水時にあっては、家財を高

い所に移す等）をする。

なお、予想される災害の程度を考慮して必要に応じ、家族のうち青壮年者が居残る等万

全を期すこと。この場合、避難誘導者は、その旨町本部に通報し、予防警戒等を依頼する

ものとする。

(オ) 火の元に注意し、完全に火の始末をすること。

(４) 避難先

避難時は家族全員が家にいる場合のみでないので、不在者が後から避難先へ合流できるよう

家族全員で打ち合わせておく必要がある。

８ 避難所の指定

町本部は、避難指示者と協議し、災害時における避難所、避難経路等を定めるものとする。

(１) 避難は、避難の指示勧告者が避難する者を掌握し、指定避難所へ誘導するものとする。

(２) 火災の発生等指定した避難所が使用できなくなり、他に避難所を開設することができないと

き、又は適当でないときは、できる限り縁故者宅等に避難させるものとする。

(３) 指定避難場所へ誘導したときは、その施設の管理者又は避難誘導者は、直ちにその旨を本部

室に通報し、その後の処理については、町民部の指示に従うものとする。

９ 避難所の開設及び収容保護

避難所の開設及び収容並びに収容者の保護は、災害救助法による救助が適用された場合は同法

に基づき町長が実施（知事の補助執行者として）し、また同法が適用されない災害又は同法が適

用されるまでの間は、町独自の応急対策として町長が開設する。

町民部は、前項の通知（報告）を受けたときは、次の要領により直ちに避難所を開設し、避難

者の収容保護に当たるものとする。

(１) 収容者



第３章 災害応急対策 第７節 り災者対策

－225－

避難所へは、次の者を収容する。

ア 避難指示者の指示に基づき、又は緊急避難の必要に迫られ住家を立退き避難した者

イ 住家が災害により全焼、全壊、流失し、又は半焼、半壊し、若しくは床上浸水の被害を受

け日常起居する場所を失った者

上記の者であっても被災をまぬがれた建物に居住し、あるいは縁故者に避難する者はこの

限りでない。

(２) 収容時間

災害救助法による避難所の開設、収容、保護の期間は災害発生の日から７日間とするが、そ

れ以前に必要のなくなったものは逐次退所させ、期間内に完了するものとする。ただし開設期

間中にり災者が住居あるいは仮住居を見出すことができずそのまま継続するときは、その数が

一部（少数）であれば、以降の収容は、災害救助法によらず、町の独自の収容として行うもの

とし、また８日目以降においても多数の収容者を続けて収容する必要のあるときは、町は、災

害発生後５日以内に以下の事項を明示したうえ、県支部（総務班）を経て県本部に開設期間の

延長を要請する。

ア 延長を要する期間

イ 期間の延長を要する地域

ウ 期間の延長を要する理由

エ 期間の延長を要する避難所名及び収容人員

オ 延長を要する期間内の収容見込

カ その他

(３) 費用の基準

災害救助法による避難所の設置及び収容のため支出する費用は、岐阜県災害救助法施行細則

に定める額の範囲内とする。

(４) 所要物資の確保

町本部は、避難所開設及び収容保護のための所要物資を確保する。ただし、現地において確

保できないときは、県支部（総務班）を通じて県本部に避難所用物資確保についての連絡をす

るものとする。

(５) 施設使用の強制

避難所の設置に当たり、その施設の所有者又は占有者の反対により、当該施設を使用するこ

とができず、かつ他に適当な施設がないときは、町本部は県支部（総務班）を通じて県本部に

連絡するものとする。県本部は、連絡に基づき調査、検討のうえその必要を認めたときは、当

該施設使用についての強制命令（公用令書による）を執行するものとするが、本執行は、でき

る限りさけ得るよう、町は、平常時施設の所有者等と協議しておく。

(６) 避難施設への移送

指定避難場所が野外のため収容保護をすることが困難なとき等にあっては、集団的に収容で

きる適当な施設へ避難者を移送して保護するものとする。
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(７) 野外仮設

避難者を収容する適当な既存施設がないときは、テント等を使用して野外に避難所を仮設す

るものとする。

(８) 駐在員の配置

避難所を開設したときは、町本部は、各避難所ごとに町民部員を派遣駐在させ、インターネ

ット端末、電話等を設置し、避難所の管理と収容者の保護、被災者情報、支援対策等の広報に

当たらせる。

なお、駐在員は、次の各種記録を備え付け、整備するものとする。

ア 「救助実施記録日計票」（本節第１様式５号）

イ 「避難所設置及び収容状況」（本節第２様式１号）

ウ 「避難所収容者名簿」（本節第２様式２号）

エ 「救助の種目別物資受払状況」（本節第１様式６号）

オ 「避難所用施設及び器物借用整理簿」（本節第２様式３号）

(９) 避難所の適切な運営管理

町本部は以下の事項に留意し、適切な運営管理を行うものとする。

ア 避難所における情報の伝達、食料、水等の配布、清掃等については、避難所、住民、自主

防災組織等の協力が得られるよう努めるとともに、対応が困難な場合は、他の提携市町村、

県支部総務班に連絡及び応援要請すること。

イ 避難所ごとに収容されている避難者に係る情報の早期把握に努めること。避難者の協力を

得つつ、特に負傷者、災害による遺児、衰弱した高齢者、障がい者等の要援護者の所在の把

握に努め、必要な保護を講じること。

ウ 避難所における生活環境に注意を払い、常に良好なものとするよう努めること。また、避

難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保等に配慮すること。特に男女のニーズの違い

に留意する。

エ 災害時要援護者に対する健康状態の把握と、情報の提供について十分配慮すること。

(10) 避難所開設状況の報告

町本部は、避難所を開設したときは、速やかに県支部（総務班）を通じて県本部に報告する

とともにその後の収容状況を毎日、本節第１様式４号「救助日報」により報告するものとす

る。

報告は、次の事項について電話等によって行うものとする。

ア 開設状況報告

(ア) 避難所開設の日時

(イ) 避難所開設の場所及び施設名

(ウ) 収容状況（うち、避難指示勧告による者）（施設別に）

(エ) 開設期間の見込

イ 収容状況報告
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(ア) 収容人員（施設別に）

(イ) 開設期間の見込等

ウ 閉鎖報告

閉鎖した日時（施設別に）

(11) 世話人の設置

避難所を開設したときは、駐在員を補佐するため避難者のうちから世話人若干名を置く。世

話人は、駐在員の指示に従って避難所の運営に協力するものとし、避難所の運営が円滑に図ら

れるよう、相互に協力し必要により、自主的に組織を編成し運営する。

(12) 資器材の確保等

避難所施設の状況に応じ、収容保護に必要な、毛布、ローソク、燃料等の確保あるいは便所

の仮設等は、町民部の要請により関係各対策部が協力して、確保し、又は仮設するものとす

る。

また、長期化する場合には、仮設風呂（又はシャワー）対策を検討するとともに、高齢者福

祉施設、Ｂ＆Ｇ体育館、ゴルフ場等の入浴施設及び移動入浴車が利用できる場合は優先して利

用する。

(13) 避難所開設の労力

避難所の開設その他収容保護に必要な労力は、世話人等収容者の奉仕によるものとするが、

なお不足するときにあっては、奉仕団員の奉仕によるものとする。

10 応援の要請

広域かつ大規模な災害等のため、町地域内において収容保護ができないときは、町本部と協議

して県支部（総務班）に応援の要請をするものとする。応援の要請に当たっては、次の事項を明

示するものとする。

(１) 応援を求める内容及び理由

(２) 対象人員

(３) 移送の方法

(４) その他必要な事項

11 自主避難

災害の発生のおそれがある場合は、個々の判断で自主避難するものとするが、近隣等に避難先

を明らかにしておくこと。また家族の間でも常に明確にしておかなければならない。

12 その他

避難者の健全な住生活確保のために応急仮設住宅の迅速な提供等により避難場所の早期解消に

努めることを基本とする。

13 一時避難地、避難所の事前の指定
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八百津町における避難場所及び避難所は、別表のとおりである。

別表 避難場所一覧表

ア 指定避難場所

避難場所 位 置 対象自治会
収容可能

人員(人) 電話番号

八 百 津 小 学 校

グ ラ ウ ン ド
八百津町八百津3784番地

東部、北部地区を除く八百津

地区全自治会
4,239

0574-

43-0059

旧八高グラウンド 八百津町八百津3412番地1
東部、北部地区を除く八百津

地区全自治会
3,625

丸 山 運 動 場 八百津町八百津1516番地1 東部地区 6,589
0574-

43-1082

人 道 の 丘 公 園 八百津町八百津1088番地2 東部地区 17,511
0574-

43-2460

北部農村センター 八百津町八百津6928番地3 北部地区 745

和 知 小 学 校

グ ラ ウ ン ド
八百津町和知1227番地 和知地区全自治会 3,782

O574-

43-0510

和 知 運 動 場 八百津町和知1706番地 和知地区全自治会 4,524
0574-

43-0505

八 百 津 中 学 校

グ ラ ウ ン ド
八百津町野上916番地4 野上地区自治会 13,044

O574-

43-0137

蘇 水 公 園 八百津町伊岐津志2731番地5 八百津、錦津地区全自治会 23,983
0574-

43-0669

錦 津 小 学 校

グ ラ ウ ン ド
八百津町伊岐津志1806番地 錦津地区全自治会 1,847

0574-

43-0167

久 田 見 小 学 校

グ ラ ウ ン ド
八百津町久田見2741番地 久田見地区全自治会 6,663

0574-

45-1004

八百津東部中学校

グ ラ ウ ン ド
八百津町久田見3376番地1 久田見地区全自治会 9,241

0574-

49-2226

旧 福 地 小 学 校

グ ラ ウ ン ド
八百津町福地775番地3 福地地区全自治会 4,786

0574-

45-1050

潮 見 小 学 校

グ ラ ウ ン ド
八百津町潮見1125番地 潮南地区全自治会 2,361

0574-

42-1017

潮 南 環 境 改 善

セ ン タ ー
八百津町潮見808番地9 潮南地区全自治会 2,333

0574-

42-1001

イ 避難所
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避難場所 位 置 対象自治会
収容可能

人員(人) 電話番号

八 百 津 小 学 校

体 育 館
八百津町八百津3784番地

東部、北部地区を除く八

百津地区自治会
1,027

0574-

43-0059

Ｂ ＆ Ｇ 体 育 館 八百津町八百津3389番地1 八百津地区自治会 551
0574-

43-0450

北 部 農 村 セ ン タ ー 八百津町八百津6928番地3 北部地区 92

東 部 農 村 セ ン タ ー 八百津町八百津572番地2 東部地区 76

八 百 津 町 中 央 公 民 館 八百津町八百津3827番地1 八百津地区全自治会 1,950
0574-

43-0390

八 百 津 町 デ イ

サ ー ビ ス セ ン タ ー
八百津町錦織1160番地5 錦織東、西自治会 232

0574-

43-4005

和 知 小 学 校 体 育 館 八百津町和知1227番地 和知地区全自治会 450
0574-

43-0510

和 知 体 育 館 八百津町和知1706番地 和知地区全自治会 386
O574-

43-0505

和 知 研 修 セ ン タ ー 八百津町和知1692番地 和知地区全自治会 478
0574-

43-0505

八 百 津 中 学 校 体 育 館 八百津町野上916番地4 須賀、野上地区自治会 1,131
0574-

43-0137

錦 津 小 学 校 体 育 館 八百津町伊岐津志1806番地 錦津地区全自治会 375
0574-

43-0167

錦 津 公 民 館 八百津町伊岐津志1801番地2 錦津地区全自治会 406
0574-

43-2234

久 田 見 小 学 校 体 育 館 八百津町久田見2741番地 久田見地区全自治会 450
0574-

45-1004

東 部 デ イ サ ー ビ ス

セ ン タ ー
八百津町久田見2761番地8 久田見地区全自治会 203

0574-

49-1701

八 百 津 東 部 中 学 校

体 育 館
八百津町久田見3376番地1 久田見地区全自治会 541

0574-

49-2226

久 田 見 環 境 改 善

セ ン タ ー
八百津町久田見2745番地7 久田見地区全自治会 287

0574-

45-1001

旧 福 地 小 学 校 体 育 館 八百津町福地775番地3 福地地区全自治会 328
O574-

45-1050

福 地 公 民 館 八百津町福地757番地2 福地地区全自治会 464
0574-

45-1054

潮 見 小 学 校 体 育 館 八百津町潮見1125番地 潮南地区全自治会 390
0574-

42-1017

潮 南 環 境 改 善

セ ン タ ー
八百津町潮見808番地9 潮南地区全自治会 363

0574-

42-1001

夢 広 場 ゆ う ゆ う 八百津町八百津3836番地3 八百津地区全自治会 500
0574-

43-2111
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ウ 一時避難場所

自 治 会 名 一 時 避 難 場 所 電話番号 自 治 会 名 一 時 避 難 場 所 電 話 番 号

杣 沢 東部農村センター 錦 織 西 錦織公民分館

口 杣 沢 口杣沢公民分館 錦 織 団 地 錦織団地集会場

丸 山 丸山公民分館 コーポ・やおつ 八百津町ファミリーセンター 0574-

43-0390

諸 田 諸田公園駐車場 コーポ・ささゆり 善恵寺境内 0574-

43-0704

油 皆 洞 油皆洞公民分館 中 野 中野公民分館

鯉 居 鯉居公民分館 石 畑 石畑公民分館

鯉 居 東 団 地 鯉居東団地集会場 中 組 錦津公民館 0574-

43-2234

八 幡 八幡公民分館 塩 口 塩口公民分館

菅 原 善恵寺境内 0574-

43-0704
丸 根 住 宅 錦津保育園 0574-

43-0449

大 宮 八百津町中央公民館 0574-

43-0390
野 上 下 清水公民分館

栄 町 八百津小学校グラウンド 0574-

43-0059
逆 巻 逆巻公民分館

港 町 大島道路 野 上 南 逆巻公民分館

旭 町 大島道路 野 上 北 野上上公民分館

本 町 八百津小学校グラウンド 0574-

43-0059
野 上 上 野上上公民分館

玉 井 八百津小学校グラウンド 0574-

43-0059
大 門 西 大門西公民分館

下 石 原 八百津公民館 洞 洞公民分館

上 石 原 八百津公民館 中 組 中組公民分館

宮 嶋 大船神社 0574-

43-0743
山 口 和知小学校グラウンド 0574-

43-0059

竹 井 竹井公民分館 谷 和知研修センター 0574-

43-0505

木 野 木野公民分館 前 野 和知小学校グラウンド 0574-

43-0510

味 屋 味屋公民分館 中 山 中山公民分館

須 賀 梅の木広場 上 牧 野 上牧野公民分館

北 山 北部農村センター 上 飯 田 上飯田公民分館

赤 薙 赤薙公民分館 栄 組 和知小学校グラウンド 0574-

43-0510

白 橋 白橋公民館 旭 和知研修センター 0574-

43-0505
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自 治 会 名 一 時 避 難 場 所 電話番号 自 治 会 名 一 時 避 難 場 所 電話番号

五 宝 平 岩井キイ宅前広場 桂 和知小学校グラウンド 0574-

43-0510

錦 織 東 錦織公民分館 西 山 西山公民分館

薄 野 薄野公民分館 楪 楪公民分館

小 草 小草公民分館 第 一 第一公民分館

中 盛 東 久田見小学校グラウンド 0574-

45-1004
第 二 第二公民分館

中 盛 西 中盛西公民分館 第 三 第三公民分館

後 口 後口公民分館 第 四 第四公民分館

松 坂 星ケ崎（茶園） 第 五 第五公民分館

下 田 下田公民分館 第 六 第六公民分館

入 野 入野公民分館 篠 原 篠原公民分館

野 黒 子供広場 本 郷 潮見小学校グラウンド 0574-

42-1017

八 幡 子供広場
中

元八百津東部中学校潮南分校グラ

ウンド

大 平 子供広場 十 日 神 楽 十日神楽公民分館

小 洞 小洞公民分館 峯 峯公民分館

嵩 嵩公民分館

エ テント等保有状況

区 分 所 属 数 量 備 考

天 幕

八百津町役場 防災安全室 15

八百津町役場 産 業 課 56

八 百 津 保 育 園 4

錦 津 保 育 園 2

久 田 見 保 育 園 2

潮 南 保 育 園 2

和 知 保 育 園 （ 私 立 ） 4

八 百 津 小 学 校 3

和 知 小 学 校 8
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錦 津 小 学 校 5

久 田 見 小 学 校 6

旧 福 地 小 学 校 4

潮 見 小 学 校 3

八 百 津 中 学 校 7

八 百 津 東 部 中 学 校 7

八 百 津 高 等 学 校 5

（注）(１) 災害の種類及び被災状況により指定場所を変更することができるものとする。

(２) 一時避難地は、地震火災等の際の各地区の集合場所とし、被災状況及び避難状況の

確認等に利用するものとする。



第３章 災害応急対策 第７節 り災者対策

－233－

様式１号

避 難 所 設 置 及 び 収 容 状 況

八 百 津 町

避難所の

名 称
種 別 開 設 期 日 実人数 延人数

物品使用状況
実施出額 備考

品 名 数量

月日～月日 人 人 円

計

（注）(１) 「種別」欄は、既存建物、野外仮設、天幕の別に記入すること。

(２) 物品の使用状況は、開設期間中に使用した品目別、使用数量を記入すること。

(３) 他市町村の住民を収容したときは、その住所、氏名及び収容期間を「備考」欄に記入す

ること。
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様式２号

避 難 所 収 容 者 名 簿

○ ○ 避 難 所

世 帯 主 世帯

人員

収 容 状 況

住 所 氏 名 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

計

（注）(１) この名簿は、開設後できる限り速やかに作成すること。

(２) この名簿は、避難所の受付に備え付け、郵便物の受理、来訪者の応対等に利用するこ

と。

(３) 「収容状況」欄には、その日の収容人員数を記載すること。

(４) 避難所単位に炊き出しを配給するような場合においては、一時的に「炊き出し受給者名

簿」を兼ね後日同帳簿に転記して差し支えないこと。
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様式３号

避難所用施設及び器物借用整理簿

八 百 津 町

避 難 所
品 名

施 設 名
数量 借用月日

借 損 料
借 入 先 て ん 末

単 価 金 額

（注）(１) 無料借用のものについても記載すること。

(２) 借用期間等の明確でないものについては、記載できる欄のみ記載しておき、返還すると

き等において整理すること。
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第３ 食料供給計画

災害時における被災者及び災害防護活動者等に対する炊出し及び食品の給与は、「災害救助法が

発動された場合における災害救助用米穀の緊急引渡要領」（昭和61年２月10日付け61食糧第120号

（需給・経理）食糧庁長官通達）（以下「緊急引渡要領」という。）「災害時における乾パン及び乾

燥米飯の取扱要領」（昭和51年７月12日付け51食糧第722号（加食）食糧庁長官通達）、「災害救助法

が発動された場合における災害救助用食糧の緊急引渡に関する協定」及び「災害時に対応する精米

の供給等の協力に関する協定」（以下「精米供給協定」という。）、「災害時に対応する玄米の備蓄・

供給に関する協定」に基づき、本計画の定めるところによるものとする。

１ 実施者

炊出し及び食品給与の実施は、給食センター部が中心となり他の部の協力を得て行うものとす

る。ただし、小規模災害時あるいは、町の体制が整わない場合において地区単位に実施する炊出

しにあっては、その程度に応じ各地区においてそれぞれ実施するものとする。災害対策従事者等

については、関係班が実施する。

２ 実施場所

炊出しの実施は、別表の施設を利用して行い運搬するものとする。ただし、その施設が使用で

きないとき又は輸送不能の状態の場合は、避難所にできる限り近い適当な場所あるいは施設で実

施し運搬するものとする。

３ 炊出しの方法

炊出しは、町本部の指示を受け奉仕団体等の労力により、各地区公民館等を利用して、給食セ

ンター部が行うものとする。ただし、直接実施することが困難なときで、米飯業者等に注文する

ことが実情に即すると認められるときは、炊出しの基準等を明示して業者から購入し、配給する

こととして差し支えない。

炊出しの献立その他の方法は、おおむね次によるものとする。

(１) 主 食

主食は、握り飯及び包装食によるものとする。

(２) 副 食

副食は、災害発生直後の混乱時あるいは給食者が分散しているとき等、副食の配分が困難な

ときにあっては、かん詰、梅干、つけ物等の輸送配分に便利なものにする。

なお、給食が長期にわたるような場合にあっては、栄養価を考慮して実施しなければならな

いが、食器を必要とする副食は、事態が平静化し食器が支給され、あるいは確保できた後に行

うものとする。
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(３) 湯 茶

防疫上、生水の飲用を避けるため、炊出しに合わせ、必ず湯茶の供給を行うものとする。湯

茶は、り災者の所持する容器に供給するほか、集団的に食事し、あるいは収容する場合には、

湯茶及び容器を備え付け供給するものとする。

(４) 献 立

献立は、被害状況に留意し、できる限り栄養価等を考慮するものとする。

(５) 責任者の立会

炊出し場所には町本部の職員等責任者が立会い、その実施に関して指揮するとともに関係事

項を記録するものとする。

なお、炊出しを避難所施設において行うようなときは、避難所に派遣の職員が兼ねて当たる

ものとする。

４ 原材料等の確保

炊出しその他食品給与のため必要な原材料等は次により調達確保するものとする。

(１) 炊出しのため必要な米穀は、給食センター部が町内米穀販売業者から購入するものとする。

ただし購入ができない場合は、県計画第３章第18節「食糧供給活動」の「５ 主食糧の緊急確

保」に定める手続きにより確保するものとする。

(２) 副食及び副食原材料並びに炊出しのための必要な燃料の確保は、給食センター部が町内の業

者から購入するものとする。ただし、災害の規模その他により現地において確保できないと

きは、県支部又は隣接市町本部に確保輸送あるいは、確保の依頼をするものとする。

(３) 状況によっては、農家の手持米の供出も検討する。

５ 食品衛生

給食センター部は、炊出しに当たって、常に食品の衛生に心掛け、特に次の点に留意するもの

とする。

(１) 炊出し施設には、飲料適水を十分供給すること。

(２) 供給人員に応じて必要な器具、容器を確保し備え付けること。

(３) 炊出し場所には、手洗い設備及び器具類の消毒ができる設備を設けること。

(４) 供給食品は、防ハエ、その他衛生害虫駆除等について十分留意すること。

(５) 使用原材料は、衛生管理が十分行われている業者から仕入れを行い、保管にも注意するこ

と。

(６) 炊出し施設は、学校等の給食施設又は公民館、社寺等の既存施設を利用するほか、これらが

得がたい場合は、湿地、排水の悪い場所、塵埃汚物処理場等から遠ざかった場所を選定して設

けること。

(７) 炊出しに携わる者は、皮膚、手指に化膿創のある者、下痢をしている者等は避け、できる限

り要員を固定化すること。また、炊出しに携わった者を明確にしておくこと。
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(８) 腹痛、下痢、嘔吐、発熱等の発症者があった場合には、直ちに給食センター部に連絡すると

ともに、医師の手配を行うこと。

(９) 食料品の救援物資を受けた場合は、その出所、日時を明確に把握するとともに、食品の品質

低下を避ける措置をとること。

給食センター部は、班員を派遣し、実施期間中食品衛生について指導監視を行い、食中毒症

状を呈するものが発生したときは、直ちに医師による診察を受けさせて、速やかに県支部保健

班に連絡し原因究明の調査を行うとともに再発防止に努める。

なお、指導監視が十分にできない場合は県本部に応援を要請するものとする。

６ 応援の手続

町本部において、炊出し等食品の給与のできないとき又は物資の調達のできないときは、次の

事項を明示し、県支部救助班に要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、直接隣接市

町に応援等を要請するものとする。

(１) 炊出しの実施

所要食数（人数）

炊出し期間

炊出し品送付先

その他

(２) 物資の確保

所要物資の種別、数量

物資送付先及び期日

その他

７ 災害救助法に基づく実施基準等

炊出し及び食品の給与のうち災害救助法に基づく実施基準その他は、次のとおりである。

(１) 対象者

ア 炊出し

炊出しは次の者に対して行う。

・避難所に収容された者

・家屋の被害が全焼、全壊、流失、半壊、半焼又は床上浸水等であって、炊事のできる方

途のない者

（注）(１) 床下浸水の場合は、炊出しの対象とはならない。ただし、避難の指示に基づき

避難所に収容した者は対象とする。

(２) 旅館の宿泊人、一般家庭の来訪客等は、被災地の市町村において対象とする。

イ 食料品、その他の食品の給与

床上浸水以上の被害を住家に受けたため現在地に居住することができず、一時縁故先等に
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避難する者で、食料品をそう失し、持ち合わせのない者（避難の指示による避難は対象にな

らない。）に対して行う。

(２) 実施期間

ア 炊出し

災害発生の日から７日以内とする。ただし、期限前に必要がなくなったときはその日まで

とし、継続実施の必要があるときは、県支部救助班を経由して、県本部に期間延長の要請を

する。要請に当たっては、次の事項を明示して行う。

(ア) 延長の期間

(イ) 延長を要する地域及び対象人員

(ウ) 延長を要する理由

(エ) その他

イ 食品の給与

災害発生の日から７日以内とする。ただし、炊出しと重複して支給することはできない。

（注）「り災者旅行証明書」を発行した者に支給されるものである。

(３) 費用の基準

１人１日当たりの費用は、岐阜県災害救助法施行細則に定める額の範囲内とする。

ア 費用の内容は、主食、副食、燃料、雑費等の合計をいう。ただし、炊出しに要する労力

は、奉仕団により経費中には含められない。

イ 費用の基準は１人１日分であって、１食分については、１日の費用の３分の１としなけれ

ばならない。

ウ 食品の給与は、主食、副食及び燃料費等の支給が基準額以内で現物により給付する。

エ り災者が一時縁故地等へ避難する場合における食品の給与は、３日分以内とする。

(４) 費用の範囲、種別

支出できる費用は、おおむね次の範囲とする。

ア 主食費

(ア) 販売業者から購入した主食代（小売価格）

(イ) 知事が東海農政局岐阜農政事務所から一括売却を受け配分した主食代（売却価格）

(ウ) 配給食料のほか一般食料品店で購入したパン、うどん、押麦、甘藷、乳児用ミルク等

（購入価格）

イ 副食費

調味料を含み、その内容、品目、数量等については制限はない。

ウ 燃料費

品目、数量については制限はない。

エ 雑費

器物（かま、なべ、やかん、しゃくし、バケツ）等の借上料、謝金その他茶、はし、荷札

等の購入費であって、備品類の購入は認めない。
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なお、町その他公共団体から借用した物品の借入料及び謝金は認めない。

オ その他

人夫賃、輸送費は、特別の場合を除き原則として認めない。

(５) その他の事務手続き

本部は、各炊出し場所に責任者を配し、次の諸記録を作成し、整備保管させるとともに炊出

しの状況を報告させる。

ア 作成記録

・「救助実施記録日計票」（本節第１様式５号）

・「炊出し給与状況」（様式集 様式25号）

・「救助の種目別物資受払状況」（本節第１様式６号）

・「炊出し協力者、奉仕者名簿」（様式集 様式26号）

イ 炊出し状況報告

炊出しの実施状況を毎日県支部総務班を経由して県本部に炊出し場所数及び炊出し場所別

給与人員を本節第１様式４号「救助日報」により（朝、昼、夕に区分して）報告する。報告

は電話等による。

８ その他

(１) 災害救助法によるり災者の炊出しは、特別の場合を除いて７日以内とされているので、８日

以降は自力で炊事ができるよう物資の配分その他について配慮するものとする。

(２) 災害救助法による炊出し及び食品の給与に関する細部事項並びに各様式等については、県計

画第３章第18節「食料供給活動」の定めるところによる。

(３) 災害救助法による以外の炊出し等に当たっては、災害救助の基準等を参考にして実施するも

のとする。

(４) 防護活動者に対する炊出し量は、１食300ｇとする。

(５) 町は、個人においても、日ごろから３日分程度の応急食品を準備しておくよう、住民に広報

しておくものとする。
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別表

炊 出 し 可 能 施 設

地区名 施 設 名 品 名 数量 能力（食） 備 考

八百津地区 学校給食共同調理場 連続炊飯機 1 1,500

中 央 公 民 館 ガス釜 4 135

八 百 津 小 学 校 ガス釜 1 45

八 百 津 保 育 園 回転釜、ガス釜 4 300

蘇 水 園 回転釜、炊飯

器、簡易釜

3 汁物 440

ご飯 100

敬 和 園 回転釜、ガス釜 5 270

デイ・サービスセンター ガス釜 2 105

和 知 地 区 和 知 研 修 セ ン タ ー ガス釜 2 75

八 百 津 中 学 校 ガス釜 1 45

和 知 保 育 園 回転釜、ガス釜 3 240

伊岐津志地区 錦 津 公 民 館 ガス釜 1 30

錦 津 小 学 校 ガス釜 2 90

錦 津 保 育 園 回転釜、ガス釜 3 165

久田見地区 久田見生活改善センター ガス釜 2 60

久 田 見 小 学 校 ガス釜 2 90

八 百 津 東 部 中 学 校 ガス釜 2 90

久 田 見 保 育 園 回転釜、ガス釜 2 150

福 地 地 区 福 地 公 民 館 ガス釜 1 45

元 福 地 小 学 校 ガス釜 2 90

潮 南 地 区 潮南環境改善センター ガス釜 4 150

潮 見 小 学 校 ガス釜 1 45

潮 南 保 育 園 ガス釜 1 30

炊出しのおにぎりを調理する際は、衛生面から、ビニール手袋（薄いもの）を使用することが望

ましい。



第３章 災害応急対策 第７節 り災者対策

－242－

第４ 給水計画

災害のため飲料水が枯渇し、又は汚染して現に飲料に適する水を得ることができない者に対する

災害救助法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律その他による飲料水の供給

は、本計画の定めるところによるものとする。

１ 実施者

飲料水の確保については、水道班・業務班が担当して行うものとする。ただし、町本部におい

て実施できないときは、町本部が県支部保健班又は隣接市町に対して協力の要請をするものとす

る。

２ 給水方法

飲料水はおおむね次の方法によって供給し、又は確保するものとする。

(１) 被災地において確保することが困難なときは、被災地に近い水源地又は給水栓から給水車

（タンク車を含む。）又は容器により給水拠点等に運搬、供給する。

(２) 水道水源が冠水等で汚染したと認められるときは、充分な清掃及び消毒を行い、水質検査

（通常の理化学検査）を実施し、飲用に適することを確認のうえ供給する。

(３) 水道以外に水源を求める場合は、適切な方法で浄水及び消毒を行い、飲用に適することを確

認のうえ供給する。

(４) 給水順序

飲料水の供給に当たって順位を設けて配分する必要があるときは、おおむね次の順序で行う

ものとする。

ア 避難所及び炊出し場所

イ 病院（手術、入院施設のあるものは最優先する。）

ウ 断水地域の住民、施設

(５) 消毒の方法については、本節第12「防疫計画」の定めるところによるものとする。

３ 応援の手続

町本部において飲料水の供給ができないときは、町本部が、県支部保健班に応援の要請をする

ものとする。ただし、緊急を要するときは、隣接市町のうち被災をまぬがれた市町に応援の要請

をするものとする。

なお、応援等の要請に当たっては、次の事項を明示して行うものとする。

(１) 供給水量（何人分又は１日何リットル等）

(２) 供給の方法（自動車輸送その他）

(３) 供給期間
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(４) 供給先（地区）

(５) その他水に関連した必要な事項

４ 災害救助の基準等

飲料水の供給のうち災害救助法に基づく実施の基準その他は、次のとおりとする。

(１) 対象者

災害のため、現に飲料水を得ることができない地区に居住している者に対して行う。

（注）本救助は、他の一般救助と異り、住家あるいは家財の被害がなくてもその地区において

自力で飲料水を得ることができない者であれば対象とする。また反対に住家に被害があっ

ても自力で近隣において確保できるときは本救助の対象とはしない。

(２) 実施期間

災害発生の日から７日以内とする。ただし、期限前に必要がなくなったときはその日までと

し、また期限を経過しても多数のものに対して継続して実施する必要があるときは、町本部は

期間内に県支部総務班を経由して県本部に次の事項を明示して期間延長の要請をするものとす

る。

ア 延長を要する期間

イ 延長を要する地域及び対象人員

ウ 延長を要する理由

(３) 費用の範囲

支出できる費用は、おおむね次の範囲とする。

ア ろ過その他給水に必要な機械器具の借上費、修繕費及び燃料費

(ア) 機械とは、自動車、給水車、ポンプ等をいう。

(イ) 器具とは、バケツ、樽、瓶、水のう等をいう。

イ 浄水用薬品及び資材費

(ア) 薬品とはカルキ等をいう。

(イ) 資材とはろ過に必要なネル、布、ガーゼ等をいう。

ウ 飲料水の輸送費及び供給のための賃金職員等雇上費

エ 費用の限度は、おおむね１人１日当り３リットルを供給するに必要な範囲の額とする。

(４) その他事務手続

町本部は、各給水場所に責任者を配し、次の諸記録を作成し、整備保管するとともに飲料水

の供給状況を報告するものとする。

ア 作成記録

・「救助実施記録日計票」（本節第１様式５号）

・｢飲料水の供給簿｣（本節第４様式１号）

・「救助の種目別物資受払状況」（本節第１様式６号）

イ 給水状況報告
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飲料水の供給状況を毎日県支部総務班を経由して県本部に給水地区、対象人員、供給人

員、供給方法等を報告するものとする。報告は、電話等によるものとし、本節第１様式４号

「救助日報」によって行うものとする。

５ 水道の対策

水道班は、災害による水道事故に対処するため、災害の発生が予想されるときは、水道技術管

理者及び各要員を待機させるとともに資材の整備に努め、事故が発生したときは、次の方法によ

りその対策を講ずるものとする。

(１) 施設を巡回して事故発生の有無を確認する。

(２) 現水源地の他に水源地を調査しておき、非常の場合その水源から取水できるよう計画を樹立

する。

(３) 施設の損壊、漏水等を認めたときは応急措置を講ずる。

(４) 水道班は、断水のため飲用水の供給が必要になったときは、隣接水道からの給水、給水車に

よる給水等適宜の処置をとるものとする。

なお、水道施設に被害があったときは、町本部は、速やかに「医療衛生施設被害状況等報告

書」（様式集 様式12 号の２）により県支部保健班を経由して県本部に報告するものとする。

６ その他

(１) 災害救助法による飲料水の供給は、特別の場合を除いて７日間以内とされているので８日目

以降は、自力ないし町単独事業に切り替える。

(２) 防疫措置を伴う飲料水の供給は、本計画に定めるほか給水日報については本節第12「防疫計

画」の定めるところによるものとする。

(３) 災害救助法以外による飲料水供給に当たっては、災害救助の基準等を参考にして町本部にお

いて計画し、実施するものとする。
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給水拠点所在地

設 置 年 月 平成８年10月

水道事業者名 八百津町

№ 給 水 拠 点 名 所 在 地 拠点の種類
対象給水人口

（人）

（上 水 道）

１ 鯉 居 配 水 池 八百津町八百津鯉居地内 給水タンク 580

２ 木 野 配 水 池 八百津町八百津木野地内 給水タンク 1,630

３ 敬 和 園 八百津町錦織1220-6 給水タンク
680

４ デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 八百津町錦織1160-5 給水タンク

５ 八 百 津 中 学 校 八百津町野上916-4 給水タンク 1,OO0

６ 洞 配 水 池 八百津町和知洞地内 給水タンク 1,200

７ 和 知 保 育 園 八百津町和知940-1 給水タンク
1,600

８ 和 知 小 学 校 八百津町和知1227 給水車

９ 伊 岐 津 志 調 整 池 八百津町伊岐津志中組地内 給水タンク 1,40O

l0 内 堀 醸 造 (株) 八百津町伊岐津志437-1 飲用井戸 580

（久田見簡水）

11
恵 那 愛 知 電 機 (株)

久 田 見 工 場

八百津町久田見839-1
給水タンク 470

12 大 平 減 圧 槽 八百津町久田見大平地内 給水タンク 100

13 小 洞 配 水 池 八百津町久田見小洞地内 給水タンク 80

14 小 峯 配 水 池 八百津町八百津口杣沢地内 給水タンク 270

15 北 山 低 区 配 水 池 八百津町八百津北山地内 給水タンク 400
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様式１号

飲 料 水 の 供 給 簿

八 百 津 町

供給

月日

対象

人員

給 水 用 機 械 器 具

実支出額 備考名

称

借 上 修 繕

燃料費数

量

所
有
者

金

額

修 繕

月 日
修繕費
修理の

概 要

人 円 月 日 円 円 円

計

（注）１ 給水用機械器具は、借上費の有償、無償の別を問わず作成するものとし、有償による場

合のみ「金額」欄に額を記入すること。

２ 「故障の概要」欄には、修理の原因及び主な修理箇所を記入すること。
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第５ 物資供給計画

災害救助法によるり災者に対する被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、次によるもの

とする。

１ 実施者

物資の確保及び輸送は、原則として県本部が行い、各世帯に対する割当及び支給は、町本部に

おいて行うものとする。ただし、県本部長が現地において直接確保することを認めたときは、県

支部又は町本部において確保するものとする。

町本部における実施は、福祉班が担当するものとするが、物資を確保する場合にあっては、関

係各班が協力し、配分に当たっては他班から職員の応援を得て実施するものとする。

２ 対象者

本救助は次の各号に該当する者に対して行う。

(１) 住家が全失（全焼、全壊、流失家屋をいう。）及び半失（半焼、半壊家屋をいう。）並びに床

上浸水した世帯（床上浸水には、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態

になったものも含む。）

(２) 被服、寝具その他生活上必要な最小限度の家財をそう失した世帯

(３) 物資販売機構の混乱等により資力の有無にかかわらず家財を直ちに入手することができない

状態にある世帯

３ 物資の確保

県本部又は県支部から物資の確保を指示されたときは、福祉班の要請に基づき町民部が協力

し、速やかに指示条件に従い、町の地域内あるいは近隣町において購入確保するものとする。

４ 物資の配分

物資を県本部から送付を受け、あるいは、町本部において確保したときは、県計画第３章第20

節「生活必需品供給活動」に基づいて、町役場、地区公民館、学校等において配分を行うものと

する。

なお、物資の配分に当たっては福祉班が担当するが、職員が不足するときは他班の応援を得て

行うものとする。

５ 物資の輸送

物資の輸送は、各部の応援を得て行うものとする。輸送に当たっては、次の点に留意を要す

る。
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(１) 物資の荷造りは、各自治会ごとに行い授受を簡便にすること。

(２) 輸送は、原則として自動車輸送とすること。

(３) 自動車輸送に当たっては、責任者が同乗し輸送の的確を期すること。

(４) 引継に当たっては、「救助用物資引継書」（様式集 様式27号）を作成し、授受の関係を明確

に記録しておくこと。

６ 物資の給与方法

物資を県本部から送付を受け、あるいは町本部において確保したときは、所定の手続きを了

し、次の場所において配分を行うものとする。

なお物資の配分に当たっては、各物資係は、町本部職員がつくものとし、健康福祉部員で不足

する場合に当たっては、応援班としてその他の部から職員の応援を受けて実施するものとする。

地 区 別 施 設 名 備 考

八 百 津 地 区 八百津町役場本庁舎

錦 津 地 区 錦 津 出 張 所

和 知 地 区 和 知 出 張 所

潮 南 地 区 潮 南 出 張 所

福 地 地 区 福 地 出 張 所

久 田 見 地 区 久 田 見 出 張 所

※ 援助物資の受入先については、上記とし、できるだけ少ない施設への集中管理とする。

※ 援助物資の受入については、混乱も予想されるので、県支部、本部又はマスメディアと充分協

議し、真に必要なものを、必要な数だけ援助いただくよう、早急に充分な調査を行う。

※ 援助物資等の配付については、各避難所から必要な人数を出し、受け取る。

７ 物資の保管

町本部は物資の引継ぎを受けてから配分するまでの間は厳重な保管に留意し、保管場所の選

定、警察機関に対する警備の要請等十分な配意をするものとする。

なお、り災者に対して物資を支給した後の残余物資については（通常の場合残余物資の生ずる

ように輸送される。）町本部は厳重に保管し、県本部の指示によって処置（返還）するものとす

る。

８ その他

物資の供給に関する次の対策は、県計画第３章第20節「生活必需品供給活動」の定めるところ

によるものとする。

(１) 世帯構成の調査報告



第３章 災害応急対策 第７節 り災者対策

－249－

(２) 物資支給の基準額

(３) 物資支給の期間

(４) その他事務手続

(５) 生活保護法による被服等の支給
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様式１号

救 助 用 物 資 引 継 書

引継者機関名 職 氏 名 印

引受者機関名 職 氏 名 印

救助用物資次のとおり引き継ぎました。

記

１ 引継日時

２ 引継場所

３ 引継物資 次表のとおり （車両番号 ）

物 資 名 単位
輸 送

数 量

引 継

数 量

差引過

不足数

過不足を生じた理由

そ の 他

（注） 本書は、２部作成し、引継・引受両機関とも保管する。
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第６ 応急住宅対策

大規模な災害の発生により、住宅を失う被災者が多数生ずる事態が考えられる。これら被災者

は、被災直後は避難所等で生活することになるが、その生活が長期間にわたることは避けなければ

ならない。このため、応急仮設住宅の建設、さらには被災住宅の応急修理等を積極的に実施する。

１ 住宅確保等の種別

住宅を失い若しくは破損し、又は土砂の浸入その他によって居住することができなくなった被

災者に対する住宅の建設、修繕等は、おおむね次の種別及び順位による。

対 象 種 別 内 容

住

宅

の

確

保

１ 自力

確保

(１) 自 費 建 設 被災世帯が自力（自費）で建設する。

(２) 既 存 建 物 の 改 造
被災をまぬがれた非住家を自力で改造模様替え

をして住居とする。

(３) 借 用
親せきその他一般の借家、貸間、アパート等を

借りる。

２ 既存

公 営 施

設収容

(１) 公 営 住 宅 入 居 既存公営住宅への特定入居

(２) 社会福祉施設への入所
老人ホーム、児童福祉施設等、県、町又は社会

福祉法人の経営する施設への優先入所

３ 国庫

資 金 融

資

災害復興住宅建設補修資金

自費で建設するには資金が不足する者に対して

住宅金融公庫から融資を受けて建設する。
一般個人住宅災害特別貸付

地すべり関連住宅貸付

４ 公営

住 宅 建

設

(１) 災害公営住宅の建設
大災害発生時に特別の割当てを受け、公営住宅

を建設する。

(２) 一般公営住宅の建設 一般の公営住宅を建設する。

５ 災害救助法による仮設住宅建設
生活能力の低い世帯のため町が仮設の住宅を建

設する。

住
宅
の
修
繕

１ 自 費 修 繕 被災者が自力（自費）で修繕をする。

２ 資金

融資
(１) 国 庫 資 金 融 資

自費で修繕するには資金が不足する者に住宅金

融公庫が融資（災害復興住宅建設補修資金）し

て改築あるいは補修する。
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(２) そ の 他 公 費 融 資
生活困窮世帯に対して社会福祉協議会及び県が

融資して改築あるいは補修する。

３ 災害救助法による応急修理
生活能力の低い世帯のために町が応急的に修繕

する。

４ 生活保護法による家屋修理 保護世帯に対し、生活保護法で修理する。

障
害
物
の
除
去
等

１ 自 費 除 去 被災者が自力（自費）で除去する。

２ 除 去 費 等 の 融 資
自力で整備するには資金が不足する者に対し住

宅修繕同様融資して除去する。

３ 災 害 救 助 法 に よ る 除 去 生活能力の低い世帯のために町が除去する。

４ 生活保護法による除去
保護世帯に対し土砂等の除去又は屋根の雪おろ

しを生活保護法で行う。

（注）１ 対策順位は、その種別によって対象者が異なったり、貸付の条件が異なるので適宜実

情に即して順位を変更する必要がある。

２ 住宅の確保のうち３の融資、４及び５の建設は、住家の全焼、全流失及び全壊した世

帯を対象としたものである。

３ 住宅修繕のうち２の(１)の融資及び３による修理は、住家の半焼、半壊及び半流失した

世帯を対象としたものである。

４ 障害物の除去等とは、住居又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で日常生活に著しい

障害を及ぼしているものの除去等をいうものである。

２ 住宅対策等の調査報告

建築住宅班は、災害が終了し、住宅の被害が確定したときは、被災者に対して住宅対策の種別

及びその概略を説明し、福祉班の協力を得て次の方法により希望者を調査するとともに「住宅総

合災害対策報告書」（様式集 様式28号）により県支部救助班に災害発生後５日以内に報告す

る。

調査事項

(１) 公営住宅入居希望者

(２) 国庫資金借入希望者

(３) 仮設住居入居対象者

(４) 住宅応急修理対象者

(５) 障害物除去対象者

(６) 生活福祉資金借入希望者

(７) 母子福祉資金借入希望者

(８) 社会福祉施設入居希望者

(９) 寡婦福祉資金借入希望者

調査に当たっては、次の点に留意して行う。

(１) 制度種別が極めて多く、かつその内容がそれぞれ相当に異なるので、被災者に対して十分に

その内容を徹底する必要があること。
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(２) 建設あるいは融資等の時期が異なるため、本調査後相当の変更希望者が予想されるが、直ち

に着手する災害救助法による制度については、特に正確を期するように努めること。

(３) 各制度別重複計上を避けることにこだわり、本人の第１希望のみによって計上することな

く、その世帯条件も十分考慮して適切な種別を希望できるよう指導すること。

(４) 各制度種別のうち、次の制度間については重複して差し支えないこと。

ア 応急仮設住宅と各種公営住宅

イ 応急仮設住宅と各種資金融資

ウ 住宅の応急修理と各種資金融資

エ 障害物等の除去と各種資金融資

オ 各制度の別の調査方法は、本計画の定めるところによること。

３ 仮設住宅の建設及び入居

災害により住宅を失った者で、直ちに住宅を確保することのできないもののうち、生活の能力

の低い者に対して、災害救助法により仮設住宅を建設し、被災者に貸付入居させる。

なお、災害救助法が適用されない場合にあっては、災害救助法に準じて行うものとする。

(１) 実施者

仮設住宅の建設は、調査に基づき建築住宅班において直接又は建設業者に請負わせて建設に

当たる。ただし、町において実施できないときは次の方法により応援を得て実施する。

ア 町本部は、県支部救助班に仮設住宅建設の応援を要請する。

イ 町本部は、仮設住宅建設の予定場所を選定し、「応急仮設住宅入居該当世帯調」（様式集

様式29号）に略図（適宜№等を付し、入居該当調と対照できるようにする。）を添えて県支

部救助班に提出する。敷地の選考に当たっては、できる限り集団的に建築できる公共地等か

ら優先的に選ぶ。

また、被災者が相当期間居住することを考慮して、飲料水が得やすく、かつ保健衛生上適

切な場所を選定する。ただし、私有地の場合には、後日問題が起こらないよう十分協議のう

え選定する。

(２) 対象者及び入居者の選定

建築住宅班は、次の条件に適合する対象者のうちから入居予定者を選考し、「応急仮設住宅

入居該当世帯調」（様式集 様式29号）により、災害発生後５日以内に、県支部救助班を経由

して県本部に報告する。

ア 住宅が全失した世帯であること。

イ 居住する仮住宅がなく、また借家等借上げもできない世帯であること。

ウ 生活程度が低く、自己の資力で住宅を確保することができ得ない世帯であること。

選定に当たっては、民生児童委員その他関係者の意見を聞き、生活能力が低くかつ住宅に

必要度の高い世帯から順次建設戸数の範囲内において選定し、高齢者、障がい者の優先的入

居に配慮する。
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なお、必要に応じた適宜補欠も選定しておく。

(３) 建設基準等

ア 面積の限度 29.7㎡以内

イ 費用の限度（整地費、附帯工事費、事務費等含む。）は、岐阜県災害救助法施行細則に定

める額の範囲内とする。

ウ その他

必要に応じ、高齢者、障がい者向け応急仮設住宅の設置に努める。

（注）面積及び建設費の限度額をやむを得ない事由で超過させる必要があるときは、県本部健

康福祉政策班に連絡する。

(４) 建設期間

仮設住宅は、災害発生の日から20日以内に着工し、でき得る限り速やかに完成させる。

なお、20日以内に着工できないときは、その理由を付して県本部健康福祉政策班に期間延長

を申請し、承認を得て必要最小限度の期間を延長することができる。

なお、申請は次の事項を明示して行う。

ア 延長を要する期間

イ 延長を要する地域

ウ 延長を要する理由（具体的に）

エ その他（期間の延長を要する地域ごとの設置戸数等）

(５) 建設資材及び用地の確保

ア 建設資材

建設のための資材は、原則として請負業者が確保するものとする。

イ 用地

町本部は、応急住宅の用地に関し、災害に対する安全性に配慮しつつ、あらかじめ建設可

能な用地を把握しておく。

(６) 仮設住宅の管理

仮設住宅の管理者は、知事から町長への委任に基づき、建設部が担当する。

ア 家賃及び維持管理

家賃は無料とするが、維持補修については入居者の負担とする。ただし、維持補修に当た

って原形の変更を認めようとする場合は、県の意見を聞かなければならない。また、地料を

必要とするときは、入居者の負担とする。

イ 入居者台帳の作成

(ア) 被災者を仮設住宅へ入居させるについては、趣旨をよく説明し、貸与期間が２か年であ

ることも指示し、入居誓約書を徴してから入居させる。

(イ)「応急仮設住宅入居者台帳」（様式集 様式30号）を作成し、その１通を県本部健康福祉

政策班に提出し、前記入居誓約書とともに整備保管しておく。

(７) 仮設住宅建設の着工及び竣工報告
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建設部は、請負業者から着工及び竣工報告（写真添付）を徴し、県支部救助班を経由して、

県本部健康福祉政策班に提出する。

(８) 備付帳簿等

仮設住宅建設に関し、各支部各班の協力を得て次の諸記録を作成し、整備保管しておく。

ア 「応急仮設住宅入居者台帳」（様式集 様式30号）及び入居誓約書

イ 「応急仮設住宅入居該当世帯調」（様式集 様式29号）及び入居該当者選考関係書類

ウ 建設請負契約関係書類及び敷地貸借契約関係書類

エ 「救助実施記録日計票」（本章第７節第１様式５号）

オ 「救助の種目別物資受払状況」（本章第７節第１様式６号）

４ 住宅の応急修理

災害により住宅が破損し、居住することができない者のうち、生活能力の低い者に対して、災

害救助法により住居の応急修理を行う。

(１) 実施者

住宅の応急修理は、調査に基づき建設部において実施する。

(２) 修理対象世帯の選定

建設部は、健康福祉部の協力を得て次の各条件に適合する対象者のうちから修理予定者を選

定し、「住宅応急修理該当世帯調」（様式集 様式31号）により災害発生後５日以内に、県支部

建築班を経由して県本部に報告する。

ア 住家が半失し、そのままでは当面の日常生活を営むことのできない世帯であること。

イ 生活程度が低く、自己の資力では住宅の応急処理を行うことができない世帯であること。

選定に当たっては、民生児童委員その他の関係者の意見を聞き、生活能力が低く、かつ、住

宅の必要度の高い世帯から、順次修理戸数の範囲内において選定する。

なお、必要に応じ適宜補欠世帯も選定しておく。

(３) 修理基準等

住宅の修理箇所及び費用は、次の基準による。

ア 修理箇所

応急処理は、居室、炊事室、便所等生活上欠くことのできない部分のみを対象とする。す

なわち、個々の修理部分については、日常生活に欠くことのできない緊急を要する破損箇所

の応急的修理で、例えば、土台、床、天井、屋根、窓、戸等のいかんを問わない。

イ 費用の基準

１世帯当たりの費用（原材料費、労務費、輸送費、事務費等一切）は、岐阜県災害救助法

施行細則に定める額の範囲内とする。

(４) 修理期間

災害発生の日から１か月以内とする。ただし、１か月以内に修理することができないと認め

られた場合は、県本部健康福祉政策班に期間延期の申請をすることができる。
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なお、期間延長に当たっては、次の事項を明記して申請する。

ア 延長を要する期間

イ 延長を要する地域

ウ 延長を要する理由

エ 延長を要する地域の応急修理戸数

オ その他

(５) 修理資材の確保

住宅修理のために必要な資材は、原則として、請負業者が確保するものとする。

(６) その他

建設部は、修理についての着工報告及び竣工報告を県本部健康福祉政策班に提出する。

(７) 備付帳簿等

住宅の応急修理に関し、次の帳簿を作成し、整備保管しておく。

ア 「住宅応急修理該当世帯調」（様式集 様式31号）

イ 「住宅応急修理記録簿」（様式集 様式32号）

ウ 修理請負契約関係書類

エ 住宅応急修理該当者選考関係書類

オ 「救助実施記録日計票」（本章第７節第１様式５号）

カ 「救助の種目別物資受払状況」（本章第７節第１様式６号）

５ 障害物の除去

災害により住宅又はその周辺に運ばれた土砂石、竹木等により、日常生活に著しい障害を受け

ている世帯に対しては、災害救助法により、次の方法で除去する。

(１) 実施者

障害物の除去は、奉仕労力又は賃金職員を雇い上げ、機械器具を借り上げて、直接実施又は

土木業者に請け負わせて実施する。ただし、町本部において実施不可能なときは、次の事項を

明示して県支部建築班に応援を要請する。

ア 応援を要する地域（作業場所）

イ 障害物の除去を要する戸数及び状況

ウ 応援を求める内訳（人員、機械、器具等）

エ 応援を求める期間

オ その他

(２) 除去対象世帯の選定

建設部は、健康福祉部の協力を得て次の各条件に適合する対象者のうちから除去予定世帯を

選定し、「障害物除去該当世帯調」（様式集 様式33号）により災害発生後５日以内に県支部建

築班を経由して県本部に報告する。

ア 住家が半壊又は床上浸水の被害を受け、土砂石、竹木等が住家又はその周辺に運ばれ、日
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常生活に著しい障害をきたしている世帯であること。

イ 生活程度が低く、自己の資力では障害物を除去することができない世帯であること。

ウ 高齢者世帯、母子世帯等で自力で除去することができない世帯であること。対象世帯の選

定については、民生児童委員その他関係者の意見を聞き、選定する組織及び方法を計画して

おく。

(３) 費用の基準

岐阜県災害救助法施行細則に定める額の範囲内とする。ただし、同一住家（１戸）につき２

以上の世帯が同居している場合は、１世帯当たりの限度額の範囲内とする。

(４) 報告事務手続

障害物の除去を実施したときは、その状況をその都度「救助日報」（本章第７節第１様式４

号）により県支部建築班を経由して県本部班に報告するとともに、次の諸記録を作成し、整備

保管しておく。

ア 「障害物除去該当世帯調」（様式集 様式33号）

イ 「障害物除去記録簿」（様式集 様式34号）

ウ 除去工事その他関係書類

エ 障害物除去対象者選考関係書類

６ 低所得世帯等に対する住宅融資

低所得世帯、母子世帯又は寡婦世帯で災害により住宅を失い、又は破損等のため居住すること

ができなくなったもので、住宅を補修し、又は被災をまぬがれた非住宅を改造する等のため、資

金を必要とする世帯に対して次の資金を融資する。

(１) 生活福祉資金の災害援護資金

(２) 母子福祉資金の住宅資金

(３) 寡婦福祉資金の住宅資金

(４) 災害援護資金の貸付

７ 生活保護法による家屋修理

災害救助法が適用されない災害時で、生活保護世帯が被災した場合は、生活保護法に基づき、

次の方法で家屋修理する。

(１) 家屋修理等

厚生労働大臣が定める基準額の範囲内において、必要最小限度の家屋の補修又は畳、建具、

水道、配電設備その他現に居住する家屋の従属物の修理

(２) 土砂等の除去費

家屋修理費の一環として(１)による基準の範囲内において、土砂、使用不能となった家財等の

除去に要する器材の借料及び賃金職員雇上費等

(３) 屋根の雪下ろし費



第３章 災害応急対策 第７節 り災者対策

－258－

降雪が甚だしく、屋上の雪下ろしをしなければ屋根が破損するおそれがある場合は、厚生労

働大臣が定める基準の範囲内において雪下ろしに要する賃金職員雇上費

８ 社会福祉施設への入所

町本部は、災害により住宅を失い、又は破損等により居住することのできなくなった者のう

ち、要介護者等で社会福祉施設に入所させることが適当な者については、必要性の高い者から入

所させる。

また、被災者の避難状況等を考慮し、町域外の社会福祉施設への入所が必要であると判断した

場合は、関係機関と連携して速やかに入所させる。
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第８ り災者救出計画

災害のため現に生命身体が危険な状態にある者等の救出は、本計画の定めるところによるものと

する。

１ 実施者

町本部におけるり災者の救出は、福祉班が消防署、県支部警察班その他関係機関と連絡をとっ

て実施するものとするが、直接の実施は町本部班員、消防団員あるいは奉仕団員等の労力などに

よって舟艇その他必要な器具を借り上げて行うものとする。

２ 対象者

り災者の救出は、次の状態にある者に対して行う。

なお、本救出は、災害にかかった原因の種別あるいは住家の被害とは関係なく必要に応じて実

施する。

(１) 災害のため、おおむね次のような生命身体が危険な状態にある者

ア 火災の際に火中に取り残されたような場合

イ 水害の際に流出家屋とともに流されたり、孤立した地点に取り残されたような場合

ウ がけ崩れ等により生き埋めになったような場合

エ 登山者が多数遭難したような場合（一般的には登山者が遭難した場合は、原則として山岳

クラブ等の団体が実施するもので町本部が協力する。）

(２) 災害のため行方不明の状態にあり、かつ、諸般の情勢から生存していると推定され、又は生

命があるかどうか明らかでない者

３ 発見者の通報

救出を要する状態にある者を発見した者は、直ちに救出に当たるとともに、独自で救出できな

い場合等にあっては、町本部又は警察官又は消防署に通報しなければならない。

４ 救出の方法

町本部における救出作業は、福祉班と防災安全部が協議をしてその対策を立て、直接の作業

は、防災安全部長又はその代理者が指揮するものとする。救出の具体的な方法は、災害条件によ

ってそれぞれ異なるが、救出に必要な労力（活動組織）あるいは、機械器具の確保は、次による

ものとする。

(１) 活動組織等

救出作業は、消防団員を動員して行うものとするが不足するときは、その場に居合わせる活

動可能な者の協力を得るものとする。
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なお、更に不足し、あるいは特殊技術を必要とする作業のため、技術者を要する場合は救出

指揮者は町本部にその旨連絡し、応援を得るものとする。町本部は、連絡内容により、本部職

員あるいは奉仕団員を動員派遣し、若しくは技術者を動員（雇上げ）するものとする。

(２) 救出用資材等

救出に必要な機械器具及び資材は現地等において確保（借上げ）するものとするが、確保で

きないときは現地指揮者が町本部に連絡し、確保するほか、「岐阜県防災ヘリコプター応援協

定」に基づき防災ヘリコプターを要請する等実情に即した方法により速やかに行うものとす

る。

５ 応援の要請

町本部において救出作業ができないとき又は機械器具等の借上げができないときは、県支部総

務班に応援等の要請をするものとする。ただし、急を要する場合で隣接の近隣市町及び可茂消防

事務組合に応援可能と認められる場合は直接応援の要請をするものとする。応援等の要請に当た

っては、その内容を明示して行うものとする。

６ 機関相互の連絡

救出指揮者は、救出活動に当たって出動警察官と緊密に連絡を保って相互に協力し、一体の救

出作業に努めるとともに、救出後医療を要する場合にあっては、町本部健康増進班あるいは医療

機関とも連絡をとり、その待機を要請する等機関相互の連絡調整に努めるものとする。

なお、救出作業の状況は、逐次町本部福祉班に連絡するとともに、救出終了後、救出指揮者

は、使用資器材の使用状況を町本部福祉班に連絡するものとする。

７ 災害救助の基準等

災害救助法による被災者救出の実施基準その他は、次による。

(１) 費用の範囲

被災者救出のため支出する費用は、おおむね次の範囲とする。

ア 借上賃

イ 修繕費

ウ 燃料費

(２) 救出期間

災害発生の日から３日以内とする。ただし、災害発生の日から４日以上経過してもまだ救出

を要するものがあるとき（生存していることが判然としているとき）又は災害が継続して新た

に救出を要するものが生じ、災害救助法による救出の必要があるときは、法定の救出期間内に

県支部救助班を経由して、県本部健康福祉政策班に対して期間延長を要請する。

なお、延長要請に当たっては、次の事項を明示し、申請する。

ア 延長を要する予定期間
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イ 延長を要する地域

ウ 延長を要する理由又はその状況

エ 救出を要する人数

(３) 事務手続

町本部は、被災者の救出に関しては、次の諸記録を作成し、整備保管しておく。

また、被災者の救出期間中は、その状況を毎日本節第１の様式４号「救助日報」により、県

支部救助班を通して県本部健康福祉政策班に電話等によって報告する。

ア 救助実施記録日計票（本節第１様式５号）

イ り災者救出状況記録簿（様式集 様式39号）

ウ 救助の種目別物資受払状況（本節第１様式６号）
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第９ 学用品等支給計画

災害により教科書、文房用具を失った小・中学校（特別支援学校及び養護学校を含む。）児童、

生徒に対する学用品の支給及びあっせんは、本計画の定めるところによるものとする。

１ 実施者

町本部における教材、学用品の調達、支給は、災害救助法適用時にあっては福祉班の要請に基

づいて次の区分で分担して実施するものとする。

なお、災害救助法が適用されない災害時の教科書のあっせんは、学校教育班又は各学校班が実

施するものとする。

区 分 担当班 摘 要

被災児童生徒等の調査 各 学 校 班 とりまとめ、県支部への報告は学校教育班

教 科 書 等 の 確 保 学校教育班

学 用 品 等 の 割 当 学校教育班

物 品 の 直 接 支 給 各 学 校 班 学校教育班で各学校別に配分

２ 支給の種別

学用品等の支給あるいはあっせんは、災害の程度によって次の種別に区分して扱うものとす

る。

(１) 災害救助法による学用品支給条件

災害救助法による教科書、文房具等学用品の費用の基準等の条件は、次によるものとする。

ア 支給対象者

住家が焼失、流失、倒壊又は半焼、半壊、床上浸水による被害を受けた小・中学校に在籍

する児童、生徒で学用品を滅失又はき損した者に対して行う。

（注）支給対象者は、町本部におけるり災者台帳に登載されている児童、生徒であること。

イ 費用の基準

(ア) 教科書代

「教科書の発行に関する臨時措置法」（昭和23年法律第132号）第２条第１項に規定する

教科書及び教科書以外の教材で、教育委員会に届出又はその承認を受けて使用している教

材を支給するための実費とする。

(イ) 文房具及び通学用品等

小学校児童

岐阜県災害救助法施行細則に定める額の範囲内とする。

中学校生徒
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ウ 支給期間

(ア) 教科書は災害発生の日から１か月以内

(イ) 文房具及び通学用品等は、災害発生の日から15日以内。ただし、期間内に支給すること

が困難なときは、町本部は、県支部教育班を経由して県本部に期間の延長を要請するもの

とする。要請、申請に当たっては次の事項を明示して行うものとする。

・ 延長の見込み期間

・ 期間延長を要する地域

・ 期間延長を要する理由

・ 延長を要する地域ごとの児童、生徒数

・ その他

(２) 災害救助法適用災害時で住家が規定被害に達しなかった場合のあっせん

町に災害救助法が適用されたが、教科書を失った児童生徒の属する世帯の被害が床上浸水又

は半壊に達しない場合の経費は、本人負担とするが、調達の方法は、救助法適用分と合わせて

調達するものとする。

(３) 近隣市町に災害救助法が適用された場合のあっせん

同一時の災害において近隣市町に災害救助法が適用されたが、町には災害救助法の適用を受

けなかった場合で、教科書をその災害のため失ったものがあり、その必要があるときは、前号

(２)と同様に一括あっせんするものとする。

３ り災児童生徒及び教科書等被災状況の調査、報告

学校教育班は、調査及び調査集計を行う。

(１) 被災児童生徒の調査

学校教育班は、災害終了後速やかに児童生徒（又は保護者）について「被災児童生徒名簿」

（様式１号）を作成する。

なお、本名簿には、住家の被害がなくても教科書を失ったものについては、調査作成する。

本名簿作成に当たっての被災程度の区分は、り災者台帳等による程度区分に従う。

(２) 被災教科書等調査集計

「被災児童生徒名簿」により被災教科書等を調査集計し、「被災教科書報告書」（様式２号）

を作成する。

(３) 被災教科書等の報告

２の(１)～(３)の災害による場合で学校教育班において調達困難な場合は、「被災教科書報告書」

（様式２号）を作成し、速やかに（災害発生後５日以内）県支部教育班に３部提出する。

４ 教科書及び文房具の調達、輸送

教科書、文房具等学用品の輸送は、学校教育班と福祉班（救助法を適用しない災害の教科書の

調達あっせんは教育部単独）とが協議して行うものとする。確保する物資は、おおむね次のとお
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りである。

(１) 教科書

被災教科書の報告に基づき調達する。

(２) 文房具

ノート、鉛筆、用紙、定規、消ゴム、クレヨン、絵具、画筆、下敷き等（町教育委員会で承

認した学用品を含む。）

（災害救助法適用時のみ）

(３) 通学用品

カバン、手下げ袋、雨具、サブバック、履物等

（災害救助法適用時のみ）

なお、物資輸送に当たっての授受は、様式３号の「学用品引継書」によって記録を残すもの

とする。

（注）教科書の輸送が販売取扱店から直接教育部に送付されたときは、納品書をとりまとめ、

県本部学校支援班に提出するものとする。

５ 学用品の割当及び配分

県本部の指示により、学校教育班において学用品の調達輸送を承知したときは、次の方法によ

り児童、生徒別に割当をし、支給するものとする。

(１) 割当て

学校教育班及び各学校班は、県本部からの学用品支給基準（１人当量）の通知を受けたとき

は、速やかに各児童、生徒別に「学用品の給与状況」（様式集 様式41号）により割当てをす

るものとする。

なお、割当てに当たっては、児童生徒の被害区分（程度）をり災者台帳による程度区分等と

照合をし、正確を期するものとする。

(２) 支 給

学校教育班及び各学校班は、受領書と引換えに学用品を児童、生徒に支給するものとする。

なお、被災児童、生徒が縁故地に避難していて支給できないときは、学校教育班において保

管し、本人の登校を待って支給するものとする。

(３) 剰余物資の保管

学用品等を指示基準に従って配分した場合に剰余物資があったときは、県本部に対してその

旨を報告するとともに、県本部からの指示があるまで厳重に保管しておくものとする。

(４) 町本部における分掌

町本部は、学用品の割当て及び支給の直接実施機関をそれぞれに決定しておくとともに、学

校教育班において実施する場合は、関係組織間との連絡方法等を具体的に計画しておくものと

する。
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６ その他の事務手続

学校教育班及び各学校班は、次の諸記録を作成し、整備保管するとともに学用品の保管、配給

の状況を毎日本節第１の様式４号「救助日報」により、県支部教育班を経由して県本部に報告す

るものとする。

(１) 被災児童生徒名簿 （様式１号）

(２) 被災教科書報告書 （様式２号）

(３) 学用品引継書 （様式３号）

(４) 学用品の給与状況 （様式４号）

(５) 救助実施記録日計票 （本節第１様式５号）

(６) 救助の種目別物資受払状況（本節第１様式６号）
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様式１号

被災児童生徒名簿

○ ○
小

中
学 校

番

号

学

年
児童、生徒名

被 害

区 分

り災者

台帳番

号

父 兄 氏 名
国 語 社 会

国語 書方 社会 地図

（注）１ 学年別に順次記載する。

２ 被害区分は、全失（全焼、全壊、流失）、半失（半焼、半壊）、床上浸水の区分による。

なお、住家の被害が前記に達しないものについては「なし」とする。

３ り災者台帳番号は、市町村本部で作成する台帳の番号とする。ただし、台帳作成前にあ

っては、空欄とし後日照合時に記載する。

４ 教科書名は、次の区分に準じて記載する。

(１)国語（国語、書方（習字）） (２)社会（社会（地理的分野、歴史的分野、公民的分

野）、地図） (３)算数、複算（数学） (４)理科、複理（第１分野、第２分野） (５)音楽

（音楽、器楽） (６)図工（美術） (７)保健体育 (８)家庭、複家（技家男、技家女） (９)選

択教科（外国語、農業、工業、商業、家庭） (10)第107条本 (11)計

５ 被災教科書分のみについて該当欄に「○」印を付する。
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様式２号

被災教科書報告書

区 分
○ ○ 小 中 学 校

八 百 津 町 本 部

教 科 学 年 発 行 所 名
教 科 書

記号番号
教 科 書 名 冊 数 単 価 金 額

計

（注）(１) 区分欄は、次の二つに分けて作成する。

(イ) 適用被災 災害救助法による支給対象者分

(ロ) 不適用 災害救助法適用地域ではあるが、住家の被害が適用基準に達しないもの及

び災害救助法が適用にならなかった市町村分、いわゆる私費負担分

(２) 本報告書は、学校班から市町村本部へ、市町村本部から県支部へ（３部）提出するもの

とする。県支部は、県本部へ（２部）提出するものとする。



第３章 災害応急対策 第７節 り災者対策

－273－

様式３号

学用品引継書

学 用 品 引 継 書

引 継 者 機 関 名 職 氏 名 ○印

引 受 者 機 関 名 職 氏 名 ○印

学用品次のとおり引き継ぎました。

記

１ 引継日時

２ 引継場所

３ 引継物資 次表のとおり（車両番号）

物 資 名 単 位 輸 送 数 量 引継数量 差引過不足
過不足を生じた理由そ

の他

（注）２部作成し、引継・引受両機関とも保管する。
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様式４号

学用品の給与状況

八 百 津 町

学校名 学年

児 童

(生徒 )

氏 名

親権者

氏 名
給与月日

給与品の内訳
実支

出額
備考教科書 その他学用品

国語 算数 ○○ 鉛筆 ノート ○○

月 日 円

計

小学校 人 円

中学校 人 円

学用品を上記のとおり給与したことに相違ない。

年 月 日

給与責任者 氏 名 ○印

（学校長）

（注）(１) 給与月日は、その児童（生徒）に対して最後に給与した給与月日を記入すること。

(２) 「給与の内訳」欄には、数量を記入すること。
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第１０ 災害援護資金貸与計画

り災者のうち生活困窮者等に対する事業資金その他の小額貸付は、「災害弔慰金の支給等に関す

る条例」（昭和49年八百津町条例第19号）によるほか、本計画の定めるところによるものとする。

１ 実施班

本部における災害援護資金等の貸付希望世帯の調査（選考）とりまとめは、福祉班が民生児童

委員等の協力を得て行うものとする。

２ 資金の種別

災害により被害を受けた生活困窮世帯に対する資金の種別は、次のとおりである。

(１) 災害援護資金

(２) 生活福祉資金の災害援護資金

(３) 母子福祉資金

(４) 寡婦福祉資金

(５) その他の一般資金

災害の規模その他により、り災者用として前記資金の貸付を受けられないとき、又は前記以

外の一般貸付を希望する世帯に対して、次の一般資金を貸付するものとする。

ア 特別給付金国庫債券担保貸付金

イ 恩給担保貸付金

ウ 特別弔慰金国庫債券担保貸付金

３ 貸付条件等の概要

各資金別の貸付その他の条件等の概略は、次表のとおりである。ただし、その他一般資金につ

いては、恩給担保貸付金等一般資金の条件による。

区 分 災害救護資金
生活福祉資金

（災害援護資金）

母子福祉資金

寡婦福祉資金

対 象 者

想定以上の自然災害により

被害を受けた世帯で、世帯員

の所得が一定額未満の世帯主

り災低所得世帯
り災母子世帯

り災寡婦世帯

貸付世帯数 特別制限なし 特別制限なし 特別制限なし

資 金 種 別 特になし 事業住宅等資金 住宅資金
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貸付限度額
住宅損害有 350万円

住宅損害無 250万円

150万円

ただし、住宅資金との重

複貸付は 350万円

200万円

一般の場合は150万円

まで

貸 付 期 間 10年 ７年 ７年

償 還 方 法 年 賦 等 月 賦 月 賦

貸 付 利 率 年 ３% 年 ３% 年 １．５%

（注）各資金別の貸付条件等の詳細は、それぞれの資金別条件等の定めるところによるものとす

る。

４ 災害援護資金の貸付

町は、条例の定めるところにより、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の

立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

(１) 貸 付 機 関 町本部

(２) 貸 付 対 象 世帯町の区域内において、災害救助法による救助が行われる災害その

他政令で定める災害により、災害援護資金の貸付け事由たる被害を受

けた世帯で、その世帯に属する者の所得の合計額が政令で定める額に

満たないものの世帯主。

(３) 資金の内容 特別に資金種別の制限はなく、生活の立て直しに必要な経費として貸

付ける。

(４) 貸 付 条 件 本資金の貸付条件は、３「貸付条件等の概要」に示すほか、次のとお

りである。

ア 保証人 １人

イ 違約金 延帯元利金額につき年５％

(５) 提 出 書 類 災害援護資金借入申込書（用紙は町備付）

５ 生活福祉資金の貸付

被災者に対して県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の災害援護資金の貸付は、次のとお

りである。

(１) 貸付機関

生活福祉資金（災害援護資金）の貸付は、県社会福祉協議会が行う。

なお、町社会福祉協議会、民生児童委員は、本貸付に当たってはそれぞれ協力する。

(２) 貸付対象世帯

災害により住家又は事業場若しくは家財、商品等が被害を受けた世帯で、次の各条件に適合

する世帯に対して貸付けられる。

ア 低所得の世帯であること。
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イ 貸付によって独立自活ができると認められる世帯であること。

ウ 蓄積資本がなく、他から借り入れることができない世帯であること。

（注） (１) 世帯の被災の程度については、特別の制限はないが少なくとも貸付額以上の被害

のあった世帯であること。

(２) 貸付世帯数については特別制限はないが、資金保有高の範囲内において実施され

る。

(３) 対象となる災害については、その種類、程度等に特別の指定はないが、災害弔慰

金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）に基づく災害援護資金の貸付対象

となる世帯は除く。

(３) 資金内容

災害援護資金は、特別に資金種別の制限はなく、災害を受けたことによる困窮から自立更生

するのに必要な経費として貸付けられる。

(４) 貸付条件

本資金の貸付条件は３「貸付条件等の概要」に示すほか、次の条件のとおりである。

ア 保証人 １人以上

保証人は原則として借入希望者と同一市町村に居住しその世帯の更生に熱意があり、かつ

返済資力のある者

イ 延滞利子 延滞元金につき10.75％

(５) 提出書類

借入希望者は、次の書類を作成して、借入の希望者の居住地を担当区域とする民生児童委員

に提出する。

ア 借入申込書（用紙は、町社会福祉協議会備付）

イ 借入希望者及び保証人の所得証明書（町長証明）

ウ り災証明書（町長の証明書）

エ 必要経費の見積書

(６) 申込書等の提出経由機関

申込書等は、原則として次の系統で提出する。

６ 母子福祉資金、寡婦福祉資金の貸付

被災母子世帯及び被災寡婦世帯に対する母子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付は、次の方法に

よるものとする。

(１) 貸付機関

県本部子ども家庭班が県貸付委員会の意見に基づいて貸付けるものとする。

借入希望者
地 区 担 当

民 生 児 童 委 員

町 社 会

福祉協議会

県社会福祉

協 議 会
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なお、申込その他に当たっては、町本部及び県支部総務班（母子自立支援員）及び民生児童

委員が協力するものとする。

(２) 貸付対象世帯

災害により住家又は事業場若しくは家財、商品等が被害を受けた配偶者のいない女性であっ

て現に児童（20歳未満）を扶養している者及び寡婦等に対して貸付する。

(３) 資金の種別

本資金の貸付は、次のものとする。

ア 住宅資金

(４) 貸付条件

本資金の貸付条件は、３「貸付条件等の概要」に示すほか、次の条件のとおりである。

ア 保証人 １名以上

イ 違約金 延滞元利金につき年10.75％

(５) 提出書類

借入希望者は、次の書類を作成して、借入希望者の居住地域を担当する振興局に提出する。

ア 貸付申請書

イ 戸籍謄本

ウ り災証明書

エ 税額及び資産等証明書

オ 補修計画書（住宅資金について）

なお、申請書等は、町本部において備え付けられている。

(６) 申込書等の提出経由機関等

申込書等は、次の系統で提出するものとする。

（注）(１) 振興局長は、貸付申請調査書及び意見書を作成して申請書に付する。

(２) 母子自立支援員は、貸付申請調査書及び意見書を作成する。

借入希望者 町 本 部
県支部救助員

（母子自立支援員)

県 本 部

子ども家庭班
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第１１ 死体保護の計画

災害時に死亡した者の死体の捜索、見分、処理、及び埋葬の実施は、県計画第３章第25節「遺体

の捜索・処理・埋葬」によるほか、次によるものとする。

また、町は、「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、あらかじめ検死、遺体処理、埋葬の業務マ

ニュアルの整備を図る。

１ 死体の捜索

行方不明の状態にある者で周囲の状況から既に死亡していると推定される者があるときの死体

の捜索は、町本部が警察その他関係機関と連絡をとり、災害救助部が奉仕団の協力を得て必要な

器具、器材を借り上げて実施するものとする。

死体の捜索を図示すると、次のとおりである。

(１) 応援の要請

町本部は、災害条件又は死体が他市町村へ流失したこと等により町本部においてその実施が

できないときは、県支部総務班に応援の要請をするものとする。ただし急を要する場合等で下

流の可児市、美濃加茂市あるいは坂祝町に応援を求めることが適当なときは直接応援を要請す

るものとする。応援の要請に当たっては、次の事項を明示して行う。

ア 死体が埋没し、あるいは漂着していると思われる場所

イ 死体数及び氏名、性別、年齢、容ぼう、特徴、所持品等

ウ 応援を求めたい人数、舟艇、器具等

エ その他必要な事項

災 害 地

町 本 部

県支部他市町村 県本部

報
告
捜
索
依
頼

連

絡

要 請

警 察 官

消 防 団 員

地元協力者

捜 索
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(２) その他

死体捜索に関する費用限度、捜索期間、事務手続等は県計画に定めるところによる。

２ 死体の見分、処理

町本部は災害時に死体を発見し、あるいは承知したときは、速やかに県支部警察班（警察官）

に連絡し、その見分を待って必要に応じ死体の処理をするものとする。死体の処理は町本部が医

療班、又は医師が奉仕団等の労力奉仕により処理場所を借上げ、又は仮設し、死体の洗浄、縫

合、消毒等の処置をするものとするが、町本部で実施できないときは、他機関所属の医療班の応

援出動を求める等によって実施するものとする。

３ 死体の埋葬等

災害の際死亡したもので、町本部において埋葬等を行う必要があるときは、福祉班は応急的な

埋葬等を行うものとする。埋葬の実施は、災害条件等により必要に応じて直接火葬等に付し、又

は棺、骨つぼ等を遺族に支給する等現物給付をもって行うものとする。

なお、埋葬の実施に当たっては、次の点に留意を要する。

(１) 事故死等の疑いのある死体は、必ず警察機関から引継ぎを受けた後埋葬等に付す。

(２) 身元不明の死体は、警察その他関係機関に連絡し、その調査に当たる。

(３) 被災地以外に漂着した死体等のうち身元が判明しないものの埋葬は、行旅死亡人としての取

扱いによる。

(４) 町地域内の埋葬のための棺、その他は町内又は最寄り市町の葬具店より購入するものとす

る。

(５) 大規模な災害が発生し火葬場が破損し使用できない場合や、使用可能であっても火葬能力を

大幅に上回る死亡者があった場合においては、「岐阜県広域火葬計画」に基づき、円滑な広域

火葬を実施する。

また、この際の費用負担は、災害救助法の定めるところにより行う。

(６) 災害救助法による場合の基準等

災害救助法適用時における死体埋葬の実施基準等は、次によるものとする。

ア 埋葬は、次の場合に行うものとする。

(ア) 災害の混乱時に死亡した者であること。（災害の発生前に死亡した者で、葬祭の終わっ

ていないものを含む。）

(イ) 災害のため次のような理由で埋葬を行うことが困難な場合であること。

ａ 緊急に避灘を要するため時間的、労力的に埋葬を行うことが困難な場合

ｂ 墓地又は火葬場等が浸水又は流出し、個人の力では埋葬を行うことが困難な場合

ｃ 経済的機構の一時的混乱のため、遺族又は扶養義務者の資力の有無にかかわらず棺、

骨つぼ等の入手困難な場合、

ｄ 埋葬すべき遺族がないか又はいても高齢者、幼年者等で埋葬を行うことが困難な場合 
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   (ウ) 災害救助法適用地域の死体が他市町村に漂着したような場合で漂着市町村が実施する場

合にも行う。ただし、かかる場合は、原則として遺族、縁故者又は町本部が引き取るべき

であるが、被災地域が社会的混乱のため引取りが困難なときに限って漂着地の市町村本部

が実施する。 

     なお、この場合の経費は、町本部が県本部に求償するものとする。 

  イ 埋葬期間 

    災害発生の日から10日以内とする。ただし、期間内において埋葬救助を打ち切ることがで

きないときは、町本部は、県支部総務班を経由して県本部に期間延長の要請をするものとす

る。 

    なお、延長の要請、申請に当たっては、次の事項を明示して行う。 

   (ア) 延長を要する期間 

   (イ) 期間の延長を要する地域 

   (ウ) 期間の延長を要する理由 

   (エ) 埋葬を要する死体件数 

   (オ) その他 

  ウ 費用の範囲及び限度 

    埋葬に要する費用の範囲及び限度は、次のとおりである。 

   (ア) 費用の範囲 

     棺、骨つぼ、火葬又は土葬に要する経費で、埋葬の際の人夫及び輸送に要する経費を含

むものとするが、埋葬に当たっての供花代、酒代等は含まないものとする。 

   (イ) 費用の限度 

     埋葬費用の限度は、岐阜県災害救助法施行細則に定める額の範囲以内とする。 

     なお、大人、小人の別は、満12歳に達したものから大人として扱うものとする。 

 

４ その他の事務手続き 

  福祉班は、次の諸記録を作成し、整備保管するとともに、その状況を毎日「救助日報」（本節

第１様式４号）により報告するものとする。 

 (１) 死亡診断書（死体検案書） （様式１号） 

 (２) 死体捜索状況記録簿    （様式２号） 

 (３) 死体捜索機械器具修繕簿  （様式３号） 

 (４) 死体処理台帳       （様式４号） 

 (５) 埋葬台帳         （様式５号） 

 (６) 死体及び所持金品引取書  （様式６号） 

 (７) 救助実施記録日計票    （本節第１様式５号） 

 (８) 救助の種目別物資受払状況 （本節第１様式６号） 
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様式１号 

死亡診断書(死体検案書) 

 この死亡診断書(死体検案書)は、我が国の死因統計作成の資料としても用いられます。かい書で、できるだけ詳しく書いてください。 

氏 名 

 

1 男 

 

2 女 

生年月日 

 

明治 昭和 

大正 平成 

 

午前・午後 時 分 

 

 

 
←生年月日が不詳の場合
は、推定年齢をカッ
コを付して書いてく
ださい。 
夜の 12時は ｢午前 0
時｣、昼の12時は｢午
後0時｣と書いてくだ
さい。 
 
 
 
 
←｢老人ホーム｣は、養護
老人ホーム、特別養護
老人ホーム、軽費老人
ホーム及び有料老人ホ
ームをいいます。 
 
 

傷病名等は、日本語で書
いてください。 
Ⅰ欄では、各傷病につい
て発病の型(例：急性)、
病因(例：病原体名)、部
位(例：胃噴門部がん)、
性状(例：病理組織型)等
もできるだけ書いてくだ
さい。 
 
妊娠中の死亡の場合
は｢妊娠満何週｣、ま
た、分娩中の死亡の
場合は｢妊娠満何週の
分娩中｣ 
←と書いてください。 
 
産後42日未満の死亡
の場合は｢妊娠満何週
産後満何日｣と書いて
ください。 
 
←Ⅰ欄及びⅡ欄に関係し
た手術について、術式
又はその診断名と関連
のある所見等を書いて
ください。紹介状や伝
聞等による情報につい
てもカッコを付して書
いてください。 
 
←｢2交通事故｣は、事故
発生からの期間にかか
わらず、その事故によ
る死亡が該当します。 
｢5煙、火災及び火焔
による傷害｣は、火災
による一酸化炭素中
毒、窒息等も含まれ
ます。 
 
←｢1住居｣とは、住居、
庭等をいい、老入ホー
ム等の居住施設は含ま
れません。 
 
←傷害がどういう状況で
起こったかを具体的に
書いてください。 
 
←妊娠週数は、最終月
経、基礎体温、超音
波計測等により推定
し、できるだけ正確
に書いてください。 
 
母子健康手帳等を
参考に書いてくだ
さい。 

死亡したとき 平成   年   月   日 午前・午後   時   分 

死亡したところ

及びその種類 

死亡したところの種別 1 病院 2 診療所 3 老人保健施設 4 助産所 5 老人ホーム 6 自宅 7 その他 

死 亡 し た と こ ろ 
番 地 

 番     号 

(死亡したところの種別 1～5) 

施 設 の 名 称 
 

 

死亡の原因 

 
◆Ⅰ欄、Ⅱ欄とも

に疾患の終末期の

状態としての心不

全、呼吸不全は書

かないでくださ

い。 

 

◆Ⅰ欄では、最も

死亡に影響を与え

た傷病名を医学的

因果関係の順番で

書いてください。 

 

◆Ⅰ欄の傷病名の

記載は各欄一つに

してください。 

 ただし、欄が不

足する場合は(エ)

欄に残りを医学的

因果関係の順番で

書いてください。 

Ⅰ 

(ア) 直 接 死 因 

 発病(発症)

又は受傷か

ら死亡まで

の期間 

 
◆年 月 日

等の単位で書

い て く だ さ

い。 

 ただし、 1

日未満の場合

は、時、分等

の単位で書い

てください。 

(例：1 年 3 か

月、5 時間 20

分) 

 

(イ) (ア) の 原 因 
  

(ウ) (イ) の 原 因 
  

(エ) (ウ) の 原 因 
  

Ⅱ 

直接には死因に関係

しないが、Ⅰ欄の傷

病経過に影響を及ぼ

した傷病名等 

  

手

術 

部位及び主要所見 

1 無  2 有 

 
手術年月日 平成 

昭和 

解

剖 

主要所見 

1 無  2 有 

 

死 因 の 種 類 

1 病死及び自然死 

不慮の外因死 

外因死 

その他及び不詳の外因死 {9 自殺 10 他殺 11 その他及び不詳の外因} 

12 不詳の死 

 

外 因 死 の 

追 加 事 項 
 

◆伝聞又は推定情

報の場合でも書い

てください。 

傷 害 が 発 生 

し た と き 
平成・昭和  年  月  日 午前・午後  時  分 傷害が

発生し

たとこ

ろ 

都道 

府県 

 市   区 

 郡  町村 
傷害が発生した

ところの種類 
1 住居 2 

工場及び 

建築現場 
 3 道路 4 その他(    ) 

手段及び状況 

 

生後 1 年未満で

病死した場合の

追 加 事 項 

出生時体重 

グラム 

単胎・多胎の別 

1 単胎  2 多胎(  子中第  子) 

妊娠週数 

満   週 

妊娠・分娩時における母体の病態又は異状 

 

1 無 2 有 3 不詳 

母の生年月日 

昭和 

年  月  日 

平成 

前回までの妊娠の結果 

出生児  人 

死産児  胎 

(妊娠満22週以降に限

る) 

その他特に付言すべきことがら 

 

上記のとおり診断(検案)する 診断(検案)年月日 平成   年   月   日 

 本診断書(検案書)発行年月日 平成   年   月   日 

番地 

番    号 

 

(氏名) 医師 印 

 

記入の注意 

生まれてから30日以内に死亡したときは生
まれた時刻も書いてください。 

年   月   日 

年  月  日 

2交通事故 3転倒・転落 4溺水 5煙、火災及び火焔による傷害 

6窒息 7中毒 8その他 

病院，診療所若しくは老人保
健施設等の名称及び所在地又
は医師の住所 
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様式２号 

死体捜索状況記録簿 

岐 阜 県 

八 百 津 町 

年月日 捜索地区 捜索死体 
捜 索 用 機 械 器 具  

金 額 備 考 
名    称 数量 所有(管理)者名 

42. 9.12 〇 〇 川 一 帯 推定 5 体 小型発動機船 10 〇 〇 〇 〇 無 償  円  

42. 9.13 〇 〇 地 区    3 体 万 能 30 〇 〇 〇 〇 300  

〃 〃 〃 フ ォ ー ク 10 〇 〇 〇 〇 100  

〃 〃 〃 担 架  3 〃 300  

（注）１ 捜索用機械器具は、借上費の有無償の別を問わず記載するものとし、有償による場合の

みその借上費を記載する。 

２ その他は記載例に準じて記載する。 

 

 

様式３号 

死体捜索機械器具修繕簿 

岐 阜 県 

八 百 津 町 

機械器具の名称 所有(管理)者名 
故 障 

年 月 日 
故 障 の 概 要 

修 繕 

年 月 日 
修 繕 費 備 考 

山型発動機船 〇 〇 〇 〇 42. 9.13 
エンジンオーバ

ーホール 
42. 9.15 

円 

6,500 
 

万    能 〇 〇 〇 〇 42. 9.15 先ガケ、柄等 42. 9.15  600 
 

 

（注）１ ｢故障の概要｣欄は、故障の原因及び主な故障箇所を記入すること。 

２ その他記載例に準じて記載する。 
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様式４号 

死 体 処 理 台 帳 

 

八 百 津 町 

処 理 

年月日 

死体発見

の日時及

び場所 

死 亡 者 

氏 名 

遺    族 洗浄等の処置 死 体 の

一 時 保

存料 

捜索料 
実 支 出

額 
備考 

氏 名 
死亡者との

関係 
品名 数量 金額 

       円 

 

円 

 

円 

 

円 

 
 

 

            

計 
 人          

 

 

様式５号 

埋 葬 台 帳 

 

八 百 津 町 

死 亡 

年 月 日 

埋 葬 

年 月 日 

死 亡 者 埋葬を行なった者 埋  葬  費 

備 考 
氏 名 年 令 

死亡者と

の 関 係 
氏 名 棺 

付 属 品

を含む 

埋葬又は

火葬料 
骨 箱 計 

           

 

           

計  
人 
        

(注) (１) 埋葬を行った者が市町村長のときは、遺族の氏名を｢備考｣欄に記入しておくこと。 

(２) 町長が棺、骨箱等を現物で給与したときは、その旨を｢備考｣欄に明らかにしておくこ

と。 

(３) 埋葬を行った者に埋葬費を支給したときは、その旨及び金額を、｢備考｣欄に記入して

おくこと。 
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品 
 
 

目 

所 
 
 
 

持 
 
 
 

金 
 
 
 

品 
 
 
 

目 
 
 
 

録 

一 二 三 四 

死 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体 

  
 
 
 
 

死
体
及
び
所
持
金
品
引
取
書 

  

次
の
死
体
及
び
所
持
金
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第１２ 防疫計画

災害時における町地域の防疫は、県計画第３章第26節「防疫・食品衛生活動」に定めるものによ

るほか、本計画によるものとする。

１ 実施者

災害時における被災地帯の防疫は、町本部が県中濃支部保健班の指導、指示に基づいて実施す

るものとする。ただし、被害が甚大で町本部限りで実施が不可能又は困難なときは、県支部保健

班に応援の要請をし、県支部又は県支部管内の他市町村本部からの応援を得て実施するものとす

る。

なお、県支部内において実施が不可能なときは、県本部に連絡し、他支部の市町村本部又は県

本部から応援を得て実施するものとする。

２ 防疫の実施組織

町本部における災害防疫実施のため組織として、感染症予防委員を置く。

(１) 感染症予防委員の選任

患家の清掃方法及び消毒方法等の指導監督及び衛生教育等を行いあるいは防疫作業に協力す

るため県本部長が指示したときに感染症予防委員を選任する。

感染症予防委員は、町本部が次の者のうちから選任する。

町地域内の医師

地域代表者

小中学校、保育園等の代表者

事業所の代表者 各施設に集団発生のあった場合

その他本部長が適当と認める者

(２) 防疫班の編成

町本部は防疫実施のため防疫班を編成する。編成は実施の範囲、程度、規模等に応じて編成

するが班の規模はおおむね次のとおりである。

班長 １名

事務職員 １名

作業員 ３名

（注）防疫班

１ 班長は、町本部の健康増進班長をもってあてる。

２ 事務職員は、健康福祉課内職員をもってあてる。

３ 作業員は、奉仕団員又は本部職員の応援者をもってあてる。



第３章 災害応急対策 第７節 り災者対策

－287－

３ 防疫の種別と方法

防疫の活動は、次の方法によって行うものとする。

(１) 検病調査又は健康診断

検病調査は、県支部保健班で編成する検病調査班の稼働能力に応じ重点的に実施するものと

する。検病検査の結果必要があるときは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（以下、「感染症予防法」という。）第17条及び第45条の規定による健康診断を実施する

ものとする。

予防委員及び関係機関は、情報の提供等の協力を行うものとする。

(２) 臨時予防接種

県本部保健医療班は、感染症予防上必要があるときは、県支部保健班に指示し、対象者及び

期日を指定して予防接種法第６条の規定による臨時予防接種を実施するものとする。ただし、

県本部長が命令したときは、予防委員が実施するものとする。

(３) 清掃方法

環境衛生班は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び本章第７節第13「清掃計画」に定め

る方法によってごみの処理、し尿の処理等を実施するものとするが、特に管内の道路、溝渠、

公園等公共の場所を中心に行うものとする。

(４) 消毒方法

予防委員は、感染症予防法第27条第２項の規定による知事の指示に基づき、感染症予防法施

行規則第14条に定めるところに従って防疫班によって実施するものとする。

(５) ねずみ族昆虫等の駆除

健康増進班は、感染症予防法第28条第２項の規定により知事が定めた地域内で知事の指示に

基づき、ねずみ族昆虫等の駆除を実施するものとする。実施に当たっては、感染症予防法施行

規則第15条の規定に定められたところによるものとする。

(６) 家用水の供給

水道班は、感染症予防法第31条第２項の規定による知事の指示に基づき、家用水の供給を行

うものとする。実施に当たっては、本節第４「給水計画」に定める方法によるものとする。

(７) 避難所の防疫指導等

健康増進班は、本節第２「避難計画」により避難所を開設したときは、県本部又は県支部の

防疫関係職員の指導を得て、施設管理者を通じて衛生に関する自治組織を編成させ、その協力

を得て避難所の防疫活動を実施し、指導の徹底を期するものとする。

４ 防疫業務の実施基準

(１) 消毒方法の基準

ア 飲料水の消毒

(ア) 給水を井戸によっている場合における井戸の消毒は、水量の50分の１のかせい石灰を乳

状にしたもの、又は水量の500分の１のクロール石灰水（クロール石灰５分水95分）を投
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入し、充分かくはんした後、12時間以上放置する。

(イ) 給水を水道法による水道によっている場合の消毒は、塩素消毒を強化し、給水せん水に

おける遊離残存塩素を0.2mg／ℓ 以上に保持すること。

(ウ) 給水を井戸水又は水道以外による場合の消毒の基準は、(イ)に準ずる。

イ 家屋内の消毒

汚水などで汚染された台所、炊事具及び食器戸棚などを中心にクレゾール水などの消毒薬

を用いて拭浄し、床下には湿潤の程度に応じ所要の石灰などを散布する。

ウ 便所の消毒

便所は、石灰酸水（石灰酸３割、水７割）、クレゾール水もしくはフォルマリン水をもっ

て拭浄し、又はこれを散布し、便池にはかせい石灰末、石灰乳又はクロール石灰水を注ぎ、

充分かくはんする。

エ 芥溜、溝渠の消毒

芥溜及びその周辺の土地には、石灰乳又はクロール石灰水を、溝渠にはかせい石灰乳又は

クロール石灰水を注ぎ、塵芥は焼却する。

なお、かせい石灰末は、乾燥した場所の消毒に適当でないのでこの場合は石灰乳又はクロ

ール石灰水を用いる。

オ 患者運搬用器などの消毒

病毒に汚染した物件などを運搬した器具は、使用の都度石灰酸水、クレゾール水、昇汞水

もしくはフォルマリン水で拭浄し、又はこれを散布する。

カ 薬 剤

イ～エの消毒に要する薬剤の必要量は、災害の条件によって異なるが、おおむね次の基準

（水害時）により確保するものとする。ただし、町本部又は県支部保健班において確保する

ことが困難な場合には、県本部薬務水道班において確保するものとする。

(ア) Ａ級災害地（感染症流行のおそれのある地域が広域にわたっている場合）

床上浸水（流失、全半壊家屋を含む。） １戸当たり クレゾール 200ｇ

床下浸水 １戸当たり クレゾール 50ｇ

床上床下浸水家屋ともに １戸当たり 普通石灰 ６kg

(イ) Ｂ級災害地（感染症流行のおそれのある相当広い地域が数カ所以上に及ぶ場合）

(ア)の基準のおよそ３分の２

(ウ) Ｃ級災害地（感染症流行のおそれのある地域が小さくかく点在性である場合）

(ア)の基準のおよそ３分の１

キ 器具等

消毒の実施地域、実施戸数、地理的条件等を勘案、必要な噴霧器、運搬器具などを確保整

備するものとする。

(２) ねずみ族昆虫等の駆除

ねずみ族昆虫等の駆除は、り災全家屋について実施することが困難なときは、実情に応じて
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重点的に選択実施するものとする。

ア Ａ級災害地（感染症流行のおそれのある地域が広範囲にわたっている場合）

床上浸水家屋（流失、全半壊を含む。） １戸当たり ダイアジノン油剤 1.5ℓ

床下浸水家屋 １戸当たり ダイアジノン油剤 0.8ℓ

床上床下浸水家屋ともに １戸当たり 殺虫剤 40ｇ

（注） 殺虫剤の基準量は、オルソジクロールベンゾール系蛆剤を使用した場合の便所１個

に必要な量であること。また、薬品の種類は現地の実情に応じ適宜変更して差し支え

ない。

イ Ｂ級災害地（感染症流行のおそれのある相当広い地域が数カ所以上に及ぶ場合）

アの基準のおよそ３分の２

ウ Ｃ級災害地（感染症流行のおそれのある地域が小さくかつ点在性である場合）

アの基準のおよそ３分の１

５ 報 告

災害時における防疫に関する報告は、次によるものとする。

(１) 被害状況の報告

健康増進班は、防疫を必要とする災害が発生したときは、「医療衛生施設被害状況等報告書」

（様式集 様式13号の１及び13号の２）により防疫に関する情報を県支部保健班を経由して県

本部に毎日電話及び文書をもって報告するものとする。

(２) 災害防疫所要見込額の報告

健康増進班は、災害防疫に関する所要見込額を「災害防疫経費所要額調」（様式１号）を作

成し、県支部保健班を経由して県本部に提出するものとする。

なお、その概要については、できる限り事前に電話をもって報告するものとする。

(３) 災害防疫完了報告

健康増進班は、災害防疫が完了したときは、防疫活動が終了した日から20日以内に「災害防

疫業務完了報告書」（様式２号）を作成して、県支部保健班を経由して県本部に提出するもの

とする。

６ 記録の整備

健康増進班は、防疫を行ったときは、おおむね次の書類を整備し、保管しておくものとする。

(１) 被害状況及び防疫活動状況報告書（日報）（様式集 様式42号及び43号）

(２) 災害防疫経費所要額調（様式１号）及び関係書類

(３) 清潔方法及び消毒方法に関する書類

(４) ねずみ族昆虫等の駆除に関する書類

(５) 家用水の供給に関する書類

(６) 患者台帳
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(７) 防疫作業日誌

７ 経費の清算

災害防疫に要した経費は、他の経費とは明確に区分し、災害防疫活動を終了した後できる限り

速やかに清算するものとする。
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様式１号

災害防疫経費所要額調

(Ａ) 県支弁分

事 項
所 要 経 費

備 考
員 数 単 価 金 額

１） 手 当 円 円

(イ) 検疫委員手当 延 日

(ロ) 特殊勤務手当 延 日

２） 旅 費

(イ) 県 本 庁 分 実 人

(ロ) 保 健 所 分 実 人

３） 事 務 費 内訳別紙(イ)のとおり

４） 健 康 診 断 費

(イ) 健康診断費

(ロ) 死体検案費

５） 自動車維持費

(イ) 県 本 庁 分 活動台数 台

(ロ) 保 健 所 分 活動台数 台

６） 思 想 普 及 費 内訳別紙(ロ)のとおり

７）
災害に伴う防疫

作業諸費
内訳別紙(ハ)のとおり

８）
感染症患者委託

入院費

９） 防疫用備品費

(イ) ろ 過 器

大 型

中 型

小 型

(ロ) 噴 霧 器

動 力 式

手 動 式

(ハ) その他の備品

費

内訳別紙(ハ)（様式適宜）とし

て添付のこと

県 分 計
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別紙(イ) 事務費内訳

科 目 品 目 員 数 単 価 金 額 備 考

消 耗 品 費 円 円

印 刷 製 本 費

通 信 運 搬 費

会 議 費

事 務 用 備 品 費

修 繕 費

計

別紙(ロ) 災害に伴う防疫作業諸費内訳

科 目 品 目 員 数 単 価 金 額 備 考

賃 金 円 円

消 耗 品 費

薬 品 費

借 料 損 料

修 繕 料

計

（注）本表は、代執行にかかる清潔方法、消毒方法、ねずみ族昆虫駆除、その他県（含保健所）の

行う防疫作業ごとに別葉とする。

(Ｂ) 市町村支弁分

事 項 区 分
所 要 経 費

備 考
員 数 単 価 金 額

１) 予防委員諸費 円 円

委 員 手 当 延 人 実人員 人

委 員 旅 費 実人員 人

２) 清潔消毒方法

諸費 清 潔 方 法 内訳別紙(イ)のとおり

消 毒 方 法 内訳別紙(ロ)のとおり

３) 予防救治諸費

傭 上 費
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旅 費 円 円

物 件 費

診 療 委 託 費

４） 感染症院隔離

病舎諸費 傭 上 費

患 者 諸 費

医 療 費

検 査 費

消 毒 費

給 食 費

患者輸送費

入 院 費

管 理 費

建物修理費

５） 委託入院費 延 人 円 円 実人員 人

６） 臨時隔離病舎

諸費

収容実人員

人

収容実人員

人

職種別人員

傭上日数

傭 上 費 延 人

患 者 諸 費

医 療 費

検 査 費

消 毒 費

給 食 費

患者輸送費

管 理 費

７） 予防救治従事

者の手当等諸費 特殊勤務手当 延 人 実人員 人

療治料、弔祭料

８） 交通遮断、隔

離等諸費 交通遮断、隔離

生活補給費

延

人 実人員 人

９） 感染症貧民患

者及び死者等諸

費
生 活 補 給 費 実人員 人

死 体 消 毒 費 実施件数 件

埋 火 葬 費 実施件数 件
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10） ねずみ族昆虫

駆除費

延

戸

円 円 実施実戸数

戸

実施地域

（ 大字 字）

内訳別紙(ハ)のとおり

11） 家用水供給費

対象実人員

人

給水日数 日

12） 法第19条の２

手当金

13） 予防事務費 内訳別紙(ニ)のとおり

14） 設備整備費 設備名

台 数

理 由

計
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別紙(イ) 清潔方法に要する経費内訳

科 目 品 目 員 数 単 価 金 額 備 考

賃 金
円 円

実施回数 回
人 夫 賃

消 耗 品 費
○ ○ ○ ○

医 薬 材 料 費
○ ○ ○ ○

運 搬 費
○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○ ○

計

別紙(ロ) 消毒方法に要する経費内訳

科 目 品 目 員 数 単 価 金 額 備 考

賃 金
円 円

人 夫 賃

消 耗 品 費
○ ○ ○ ○

医 薬 材 料 費
○ ○ ○ ○

備 品 費
○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○ ○

計
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別紙(ハ) ねずみ族昆虫駆除費内訳

科 目 品 目 員 数 単 価 金 額 備 考

賃 金
円 円

人 夫 賃

消 耗 品 費
○ ○ ○ ○

備 品 費
○ ○ ○ ○

医 薬 材 料 費
○ ○ ○ ○

借 料 損 料
○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○ ○

計

別紙(ニ) 予防事務費内訳

科 目 品 目 員 数 単 価 金 額 備 考

消 耗 品 費
円 円

○ ○ ○ ○

燃 料 費
○ ○ ○ ○

食 糧 費
○ ○ ○ ○

印 刷 製 本 費
○ ○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○ ○

計
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様式２号

災害防疫業務完了報告書

１ 災害発生年月日

２ 災 害 の 原 因

３ 被 害 の 概 要

４ 県市町村のとった防疫措置の概要

(１) 災害防疫本部の活動（防疫実施の方針及び主要作業日程を含む）

(２) 災害防疫活動

(ア) 予防宣伝 (イ) 調査指導 (ウ) 検病調査 (エ) 患者処理

(オ) 飲料水の確保及び井戸の消毒 (カ) 消毒方法 (キ) ねずみ族昆虫駆除

(ク) 避難所の防疫指導 (ケ) し尿処理の指導 (コ) 泥土、堆積物の処理及び清潔方法

(サ) その他特記すべき事項

５ 感染症の発生状況

６ 予 防 接 種

７ 感染症院隔離病舎等の被害状況

８ 災害防疫所要額

(１) 防 疫 作 業 費

(ア) 県 事 業 (イ) 市町村事業分（様式１号の(Ｂ)による）

(２) 感染症院隔離病舎等災害復旧費
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第１３ 清掃計画

災害時における被災地の清掃等に関する対策は、県計画第３章28節「清掃活動」によるほか次に

よるものとする。

また、町は、あらかじめ一時置き場を想定するなど、災害ごみの処理について、「岐阜県地震防

災行動計画」に基づき、廃棄物処理計画の整備を図る。

１ 実施者

災害時における被災地のし尿、ごみ等の収集、運搬、処分は環境衛生班が対応する。ただし、

被害の甚大等により町本部限りで実施できないときは、県支部総務班に連絡し、県中濃支部内の

他市町村から応援を得て実施するものとする。

２ 清掃班の編成

災害時（特に水害時）におけるごみ又はし尿を収集、運搬するため、清掃班及びし尿処理班を

編成するものとする。

清掃班は、本部職員と委託ごみ収集業者をもって編成し、し尿処理班は本部職員と委託し尿汲

取業者をもって編成するが、不足する場合は、奉仕団員の応援を得て編成し、その編成基準は、

災害の程度、規模等によって適宜編成するものとする。

３ 清掃方法

清掃は、次の方法により実施する。

(１) ごみ処理

ア 収集順序

ごみの収集は、委託業者所有車が被災地の状況を考慮し、緊急清掃を要する地区から順次

実施するものとする。車が不足する場合はトラック等の利用を業者に委託して行うものとす

る。収集順序の決定に当たっては、次の点に留意するものとする。

(ア) 洪水時においては、水位の状況を把握し、減水した地区から実施すること。

(イ) 被災所帯における屋内清掃状況を考慮すること。

(ウ) 感染症発生のおそれのある地域等は最優先すること。

イ 収集方法

(ア) 各班の収集担当区域を明確にして実施すること。

(イ) 分別収集が必要な場合は、その方法等について被災地域の住民及び清掃班に周知徹底す

ること。

ウ ごみの処分

(ア) ごみの処分方法、処分場所等については十分検討し、計画的に行うこと。

(イ) 収集したごみは、可茂衛生施設利用組合にて処分を原則とするが、最終処分場不足も予
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想されることからリサイクル等による減量化施策を行い、不燃性物質又は焼却できないご

みは埋立処分するものとする。 

     なお、フロン類使用機器の廃棄処分に当たっては、フロン類の適正な回収・処理を行う

こと。 

 (２) し尿処理 

  ア 収集順序 

    し尿の汲取収集は、許可業者が被災地の状況を考慮し、緊急汲取りを要する地区から順次

実施するものとする。 

    なお、汲取り順序の決定に当たっては、ごみ収集の順序決定に当たっての留意点を考慮す

ること。 

  イ し尿の処分 

    し尿の処分は、原則として可茂衛生施設利用組合のし尿処理場において処分するものとす

るが、し尿処理場で処理できないときは県支部総務班に報告し、その指示によるものとす

る。 

 

４ 清掃の事務 

  災害時における清掃等応急対策を完了した場合、町本部は、次の報告書を県支部総務班を経由

し、県本部に４部提出するものとする。 

 (１) 廃棄物処理施設被害状況の報告について（様式１号） 

   ただし、１施設の復旧事業に要する経費が150万円未満のものは、報告を必要としない。 

 (２) 災害廃棄物処理事業の報告について（様式２号） 

   ただし、事業経費が40万円未満の場合は報告を必要としない。 

 

５ その他関連対策 

  清掃に関連した公衆衛生対策は次によるものとする。 

 (１) 仮設トイレの設置 

   避難所施設等に伴う仮設トイレの設置は、原則として、し尿溜めが装備されたものを利用

し、避難人員200人に対して、大小便器それぞれ２個以上ずつ設置する。 

   なお、緊急やむを得ない場合は、立地条件を考慮し、漏洩等により地下水が汚染しないよう

な場所を選定し、同様の数以上建設するものとする。 

   なお、閉鎖に当たっては、消毒実施後埋没することとする。 

 (２) 死亡獣畜処理 

   牛、豚等の死体処理については、農業振興班で行う。 

 (３) 埋葬死体の処理 

   墓地の流失等により漂流した埋葬死体の処理については、第３章第７節第11「死体保護の計

画」に定める方法に準じて処理するものとする。 
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様式１号 

番         号 

平成  年  月  日 

環 境 大 臣  殿 

八百津町長  氏名       印 

 

廃棄物処理施設被害状況の報告について 

 

 標記のことについて、平成  年  月  日の台風第  号により下記のとおり被害を受けたので、報告しま

す。 

 

記 

１ 災害の概要 

具体的に記入すること、特に暴風、豪雨、洪水による被害の場合は

降雨量(1 時間最大雨量、24 時間最大雨量)を必ず記入すること。 

 

２ 全般的被害状況 

 

市町村名 

人 的 被 害 住 家 の 被 害 

備 考 

死者 行方不明 負傷者 全壊 流失 半壊 
床上 

浸水 

床下 

浸水 

 

人 人 人 戸 戸 戸 戸 戸 

 

 

３ 廃棄物処理施設の被害状況 

(１) 被害の概要 

(具体的に記入すること。) 

(２) 設置主体名 ○○○○ 

(一部事務組合の場合は、構成市町村名を付記すること。) 

(３) 施 設 名 ○○し尿処理場 

(４) 処 理 方 式 消化方式 

(５) 規   模  kℓ /日 

(６) 被 害 額      円 

(７) 復旧見込額      円 
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(８) 建 設 年 度   ～  年度 

(９) 建設に要した総事業費 円 

国庫補助金 円 

県費補助金 円 

そ の 他 円 

(10) 災害復旧見込額内訳 

注）諸経費の算定に当たっては、昭和59年９月７日蔵計第2150号｢内閣府、厚生労働省及び環境

省所管補助施設災害復旧費実地調査要領｣の別表3のとおりとする。 

(11) 添付資料 

ア 行政区域図（縮尺1/25,000～1/50,000程度) 

     （施設の位置を明示すること。） 

イ 平面配置図（縮尺1/100～1/500程度) 

     （被災部分を色分けすること。) 

ウ 被災写真 

できるだけ詳細に撮影し写真余白に番号を付し

上記図面に撮影位置を明示すること。 

例 ○No → 

エ その他参考となる資料 

区     分 員 数 単  価 金  額 備    考 

送水管復旧工事 １式   円 ○○○円 別紙設計書のとおり 

電動機(3.7kw)分解修理 ２台 ○ ○ ○○○ 別紙見積書のとおり 

〃 (0.75kw)分解修理 １台  ○○○    〃 

排水ポンプ修理 １式  ○○○    〃 

     

     

     

計   ○○○  
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様式２号 

番         号 

平成  年  月  日 

環 境 大 臣  殿 

八百津町長  氏名       印 

災害廃棄物処理事業の報告について 

標記のことについて、平成  年  月  日の台風第  号により下記のとおり被害を受けた

ので、報告します。 

記 

１ 災害の概要 

具体的に記入すること、特に暴風、豪雨、洪水による被害の場合は降雨量(1 時間最大雨量、24 時間最大雨量)

を必ず記入すること。 

２ 全般的被害状況 

市町村名 

人 的 被 害 住 家 の 被 害 

備 考 

死者 行方不明 負傷者 全壊 流失 半壊 
床上 

浸水 

床下 

浸水 

 

人 人 人 戸 戸 戸 戸 戸 

 

３ 事業主体名 ○○○○ 

４ 事業区分 し尿処理 

５ 事業費見込額        円 

６ 事業費算出内訳(別紙のとおり) 

７ 添付資料 

(１) 行政区域図（縮尺1/25,000～1/50,000程度) 

   （被災区域を色分けすること。） 

(２) 被災写真 

できるだけ詳細に撮影し写真余白に番号を付し上記図

面に撮影位置を明示すること。 

(３) その他参考となる資料 
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第１４ 災害義援金品募集配分計画

り災者、り災施設その他に関する義援金品の輸送及び配分は、県計画第３章第30節「災害義援金

品の募集配分」に定めるほか、本計画の定めるところによるものとする。

なお、町は、「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、あらかじめ義援金の取扱マニュアルの整備

を図る。

１ 募集配分機関

地域における義援金品の募集及び配分は、福祉班が中心になり、おおむね次の機関が共同しあ

るいは協力して行うものとする。特殊な災害等による募集配分については、関係のある機関が単

独あるいは共同して行うものとする。

日本赤十字社岐阜県支部八百津町分区（義援金のみを取扱う。）、八百津町自治会長会、八百津

町社会福祉協議会、八百津町民生児童委員会

なお、義援金品の募集は県及び郡単位で実施する場合のほか、次の災害が発生したときは、町

単独で募集するものとする。

(１) 隣接市町に全失50世帯以上の災害が発生したとき

(２) 町地域内に全失10世帯以上の災害が発生したとき

（注）募集に当たっては被災世帯又は被災地域は除くものとする。

２ 募集、配分会議

義援金品を募集し、配分しようとするときは、町本部（福祉班）は募集配分に参加する機関の

代表者を集め「義援金品募集、配分会議」を開催し、次の事項を決定するものとする。

(１) 募集に関する事項

ア 参加団体

イ 募集対象（一般世帯募集、学校募集等）

ウ 募集の種別（金銭募集、物品募集の別）

エ 集積、輸送の場所、方法、期間等

オ その他必要な事項

(２) 配分に関する事項

ア 配分基本方針

イ 配分、輸送の時期、方法

ウ 特殊な金品（条件付金品等）の配分

エ その他必要な事項

３ 受 入
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(１) 災害発生後速やかに受入窓口を開設し、義援物資の受入を行う。

(２) 義援物資の募集機関は、その受入れに当たって様式１号「義援金品拠出者名簿」を作成し、

あるいは様式３号「義援金品受領書」を発行してそれぞれ整備保管する。

４ 引継ぎ・集積

募集機関は、受け入れた義援物資の引継ぎに当たっては、様式２号「義援金品引継書」を作成

し、その授受の関係を明らかにしておく。

５ 配分の基準

(１) 義援物資募集機関等で構成する配分委員会は、災害義援金品の配分を決定するに当たり、お

おむね次の基準によって行うものとするが、特定物品及び配分先指定金品については、それぞ

れの目的に沿って効率的な配分を個々について検討して行うものとする。

ア 一般家庭用物資

全失世帯 １

半失世帯 １／２

床上浸水世帯 １／３

イ 無指定金銭

死者（行方不明で死亡と認められる者を含む。） １

重傷者 １／２

全失世帯 １

半失世帯 １／２

床上浸水世帯 １／３

（注）１ 床上浸水10日以上の世帯にあっては、物資、金銭とも半失世帯の基準によるも

のとする。

２ 必要に応じ、金銭で物資を購入して配分することができるものとする。

(２) 福祉班が、災害義援物資をり災者に配分する場合前記(１)のアに定める基準を参考にして行う

ものとするが、民生児童委員その他関係者の意見を聞き、実情に即した配分をするものとす

る。

(３) 災害義援金の配分に当たっては、配分委員会の定める方法により、福祉班が行うものとす

る。

６ 配分の時期

配分はできる限り受付け、又は引継ぎを受けた都度行うことを原則とするが、義援金品が、小

量、小額時の配分は、世帯別配分を不可能にし、かつ、輸送あるいは労力等経費の浪費ともなる

ので一定量に達したときに行う等配分の時期には十分留意して行うものとする。ただし、腐敗、

変質のおそれがある物資については、速やかに適宜の処理をするよう常に配慮して扱うものとす
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る。 

７ 費 用 

  義援金品の募集又は配分を要する労力等は、できるだけ無料奉仕するものとするが、輸送その

他に要する経費はそれぞれの実施機関において負担するものとする。 

  ただし、実施機関における負担が不可能な場合には、義援金の一部をこの経費に充当して差し

支えないものとするが、経費の証拠記録は整備保管しておくものとする。 

 

８ 義援金品の管理 

  義援金及び義援物資は、次の方法によりそれぞれの募集配分機関において管理するものとす

る。 

 (１) 金銭の管理 

   現金は、福祉班において銀行預金等確実な方法で保管管理するとともに様式４号「現金出納

簿」を備え付け、出納の状況を記録し、経理するものとする。 

   なお、預金に伴う利息等は、義援金に含めて扱うものとする。 

 (２) てん末の記録 

   義援金品の募集配分機関は、様式５号「義援金品受払簿」を備え付け、受入れから引継ぎ又

は配分までの状況を記録するものとする。 
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様式１号 

義 援 金 品 拠 出 者 名 簿 

八 百 津 町 

年 月 日 住      所 氏   名 拠 出 区 分 数  量 

42. 9.10 ○ ○ 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 現 金 ○ ○ ○ 円 

〃 〃 〃 ○ ○ 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 衣 類 ○点 

     

     

     

     

     

     

     

（注） １ 記載例に準じて記載する。 

    ２ 連名簿であるが、町村単位に別葉等として差支えない。 
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様式２号 

義 援 金 品 引 継 書 

義 援 金 品 引 継 書 

引  継  者 機 関 名  職 氏 名 印 

引  受  者 機 関 名  職 氏 名 印 

 

  義援金品を次のとおり引継ぎました。 

 

記 

 

１ 引 継 月 日 

 

２ 引 継 場 所 

 

３ 引 継 金 品  次表の通り          (車両番号     ) 

 

金 品 区 分 単 位 輸 送 数 量 引 継 数 量 差 引 過 不 足 
過 不 足 を 生 じ 

た 理 由 そ の 他 

      

      

      

      

      

      
 

（注）１ ２部作成し、引継・引受両機関とも保管する。 

   ２ 金品区分は、衣類、生活必需品、現金等に区分し、単位は梱包、点数、円等で表示す

る。 



第３章 災害応急対策  第７節 り災者対策 

－308－ 

様式３号 

義援金品受領書 

 

義援金品受領書         No. 

 

（住所 氏名） 

 

            殿 

 

 １ 現   金    ￥ ○ ○ ○ 円 也 

 

 ２ 物   資    ○ ○ ○ ○ 梱 包 

 

 ただし、○○災害の義援金品として 

 

 

上記のとおり受領しました。 

 

   年  月  日 

 

機 関 名            

 

（取扱者 ㊞ ）         

 

（注）１ 複写式とし、事前に機関別の通しNo.を付しておく。 

   ２ 控は義援金品受領記録として保管し、関係帳簿への基礎記録とする。 

   ３ 各機関の財務規則等の定めにより扱う場合は、本様式事項をただし書き等に付記するこ

ととして差支えない。 

   ４ 物資区分は実情に即して記載する。 



第３章 災害応急対策  第７節 り災者対策 

－309－ 

様式４号 

現 金 出 納 簿 

年 月 日 摘        要 受 払 残 

     

     

     

     

     

     

     

（注）１ 各機関の財務規則等の定めにより扱う場合は「義援品」の補助口座を設け、義援金につ

いての出納を明確にしておくものとする。 

   ２ 預金と現金は、区分することなく一括経理して差仕えない。ただし、区分して経理する

必要のあるときは、口座を「現金」、「預金」に区分して扱うものとする。 

   ３ 公共団体の取扱いで「歳入歳出外現金」として保管するときは、「災害見舞金」として

財務規則等に定める「歳入歳出外現金等受払簿」により現金出納簿と別途に経理する。 

 

 

様式５号 

義 援 金 品 受 払 簿 

年月日 摘       要 受 払 残 て  ん  末 

42. 9.10 
バケツ 

○○商店より 
100個 
  

9.20配分 

〃 〃 〃 
衣 類 

○○会社従業員 
10梱 
  

9.20配分 

〃 〃 〃 
現 金 

○○中学生徒会 
5,450円 

  
9.10現金出納簿へ転記 

 

42. 9.20 
物 資 

○○町ほか２町村 

 10個 

20個 

50点 

0 
550点 で２梱とする 

100個 

      

      

      

（注）１ この帳簿は、受入れてから配分するまでの受払及びてん末を記録する。 

     ただし、現金については現金出納簿へ転記し、その時に払出記帳をする。 

     なお、物資と現金の口座を設け現金出納簿と併用しても差支えない。 

   ２ 記載方法は、記載例に準じ適宜累計を行う。 
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第１５ その他り災者の保護計画

本節第１から第14までに定める災害時におけるり災者の救助保護は、次によるものとする。

１ 在宅の要援護者対策

大規模災害時には、平常時より在宅福祉サービス等の援護を受けている者に加え、災害により

家族や近隣の援護を失って自宅に取り残されたり、あるいは生活に支障を生じるなどにより、新

たな要援護者が発生する。町本部は、これら要援護者の対策を発災直後より、時間経過に沿って

各段階におけるニーズに合わせ、適確に講じるものとする。

(１) 発災直後には、町本部は、関係機関の協力を得て直ちに、在宅サービス利用者、ひとり暮ら

し高齢者、障がい者、難病患者等の名簿（災害時要援護者台帳）や地図を利用するなどして居

宅に取り残された要援護者の迅速な発見に努めるものとする。

(２) 要援護者を発見した場合は、①避難所への移動、②施設緊急入所等の緊急入所、③居宅での

生活が可能な場合には在宅福祉ニーズの把握等を実施するものとする。

(３) 避難所に移動した要援護者については、発災直後においては、町本部は、県本部、国を通じ

た応援職員等の協力を得つつ、遅くとも発災１週間後を目途に組織的・継続的な援護者特有の

保健福祉サービスの提供が開始できるように努める。このため、災害発生後２～３日目より、

すべての避難所を対象として要援護者の把握調査を開始するものとする。

２ 社会福祉施設の対策 

  社会福祉施設の経営者（管理責任者）は、災害に際して次により入所者の保護及び被災者の受

入れに当たるものとする。 

 (１) 入所者の保護 

   災害の程度、種別等に応じた避難場所を選定しておき、災害が発生したときは、あらかじめ

定めた避難誘導方法に従い、速やかに入所者の安全を確保するとともに、町本部・県本部等の

協力を得つつ早急に施設機能の回復を図るものとする。 

 (２) 被災者の受入れ 

   被災を免れた施設又は被災地に隣接する地域の施設においては、入所者の処遇の継続を確保

した後、余裕スペースなどを活用して、一定程度の被災者の受入れを行う。 

   なお、余裕スペースの活用による被災者の受入れについては、要介護者等援護の必要性の高

い者を優先するものとする。 

 (３) 食料供給等の確保 

   食料又は飲料水を得ることができないとき又は医療その他の救助を必要とするときは、不足

が予測される物資の内容や程度等について町本部、県支部総務班に連絡又は要請をするものと

する。 
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 (４) 職員等の確保 

   災害により職員に事故があり又は入所者数の増加によって職員等のマンパワーが不足すると

きは、不足の程度等を把握し、町本部、県支部総務班に連絡又は要請をするものとする。 

   ただし、施設においても平常時からボランティア受入れ等に積極的に取り組み、災害時のマ

ンパワー確保に努めるものとする。 

 

３ 要保護児童の措置 

  町本部は、災害地域において保育に欠ける児童（児童福祉法第４条でいう児童をいう。以下本

節で同じ。）があるとき又は保護者を死亡等により失った児童があるときは、速やかに次により

保護をするものとする。 

 (１) 保育に欠ける児童があるときは、保育園に入園させ保育するものとする。 

 (２) 保護者を失った児童があるときは、中濃振興局又は中濃子ども相談センターに連絡して収容

施設に収容保護するものとする。 

   なお、既に収容している児童の保護者の属する世帯が災害により被害を受け、生活程度が著

しく低下した世帯に対する費用の負担については、災害の状況により別に定めるところに従っ

て減免することがあるものとする。 

 

４ 生活保護法の適用 

  災害により生活に困窮し、生活保護法による保護の必要が生じたときは、町本部は民生児童委

員と連絡を密にし、県支部救助班に対し速やかに連絡をするものとする。 

  なお、保護の決定に当たっては、特に災害救助法による救助実施期間及びその程度、内容との

関係に十分留意するものとする。 

 

５ り災者に対する国民健康保険等の給付 

  災害救助法による医療の救助は、国民健康保険その他各種制度に優先して給付されるが、同救

助は医療機関の平常化（原則的に災害発生後14日以内）を待って平常医療制度に移行されるもの

である。したがって、災害によって被保険者証を紛失し又は使用不能となった者に対しては、町

本部、その他関係機関は、とりあえず医療機関と連絡をとり保険証のないまま給付ができるよう

に努めるとともにできる限り速やかに被保険者証の再交付をするものとする。 

 

６ 災害弔慰金及び災害障害見舞い金の支給 

  町は、「災害弔慰金の支給等に関する条例」（昭和49年八百津町条例第19号）及び「八百津町特

別災害弔慰金の支給等に関する条例」（平成４年八百津町条例第26号）の定めるところにより、

災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時において、その死

亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあ

っては、500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。 
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７ 被災者生活再建支援金の支給 

  自然災害により被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金（以下「支援金」とい

う。）の支給の必要が生じたときは、町は、県と連携し、支援金支給のための事務を迅速に行う

ものとする。 

  具体的には、町は、住宅被害の認定を行い、被災者への支援金の支給申請に必要なり災証明書

等必要書類の発行、制度の説明、被災者からの申請書等の受付、県への書類送付等行う。 

 

８ 岐阜県被災者生活・住宅再建支援事業費補助金の交付 

  岐阜県被災者生活・住宅再建支援事業費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）に規定する

自然災害により、町に補助金の支給の必要が生じた場合には、町は、県と連携し、被災者の生

活・住宅再建支援のために積極的にこの制度を活用することとする。 

  具体的には、町は、住家被害の認定、被災者への支援金の申請に必要なり災証明書等必要書類

の発行、制度の説明、被災者からの申請書の受付、支援金の支払い、県への補助金の申請等を行

う。 
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第８節 文教関係の応急対策

文教関係の災害対策は、他の計画に定めるもののほか本計画の定めるところによるものとするが、

各施設の経営者又は管理者は、それぞれの災害条件を考慮し、施設別にその対策を樹立しておくも

のとする。

第１ 施設等の応急対策

学校その他文教施設の災害時における応急対策等は、次によるものとする。

１ 災害の防止対策

災害の発生を承知し、あるいは災害が発生したときは、被害を未然に防止し、あるいはその拡

大を防止するため的確な判断に基づいて直ちに補修、補強その他の対策をとるものとする。

２ 応急復旧等の処置

施設等に被害を受け、業務の運営に支障を生じ、あるいは、そのまま放置することが、他に影

響を及ぼし被害が拡大するような場合は、速やかに関係機関と連絡協議のうえ、本格的復旧に先

立って必要限度の応急復旧を行うものとする。

３ 清掃等の実施

学校その他文教施設の経営管理者は、学校が浸水した場合等にあっては直ちに清掃を行い、衛

生管理と施設の保全に万全を期するものとする。

清掃に当たっては、次の点に留意するものとする。

(１) 浸水した校舎等はなるべく建具、床板等をとりはずし、日光の射入、空気の流通を図り、床

下汚物、泥土を除去し、床下には湿潤の程度に応じて所要の石灰などを撒布する。

(２) 泥土などで汚染された建具、床板、校具等は、よく清浄した後クレゾール水等の消毒薬を用

いて拭浄する。 

 (３) 浸水した便所は、よく清浄した後石炭酸水（石炭酸３：水７の割合）、クレゾール水若しくは

フォルマリンをもって拭浄し、又はこれを撒布し、便池には煆製石灰末、石灰乳又はクロール

石灰水を注ぐ。 
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第２ 町立学校関係の対策

小・中学校等に関する災害の応急対策は、別の計画で定めるもののほか本計画の定めるところに

よるものとする。

１ 学校施設の確保

授業実施のための校舎等施設の確保は、おおむね次の方法によるものとする。

(１) 被害程度別応急教育予定場所

災害の規模及び被害の程度によって次の施設を利用するものとする。

ア 応急的な修理で使用できる程度の場合

当該施設の応急処置をして使用する。

イ 学校の一部校舎が使用できない程度の場合

特別教室、屋体施設等を利用し、

なお不足するときは２部授業等の方法による。

ウ 校舎の全部又は大部分が使用できない程度の場合

公民館等公共施設あるいは隣接学校の校舎又は神社仏閣等を利用する。

エ 特定の地区が全体的に被害を受けた場合

住民避難先の最寄りの学校、り災をまぬがれた公民館等公共的施設を利用する。

なお、利用すべき施設がないときは応急仮校舎の建設をする。

上記施設の決定に当たっては、関係の機関が協議し、その決定事項を教職員及び住民に徹

底するものとする。

(２) 施設の応急復旧

町本部は、災害終了後できる限り速やかに被災校舎等を維持保全のため、又は授業実施のた

め必要な範囲において応急処置を行うものとする。ただし、処置（応急復旧）をする場合にあ

っては、被害の状況をできる限り詳細に記録しておくため写真の撮影保存に留意するものとす

る。

(３) 施設利用の応援

隣接学校その他公共的施設を利用して授業を行う場合には次の方法により当該施設管理者の

応援を得るものとする。

ア 町内施設利用の場合

教育部において関係者協議のうえ行うものとする。

イ 中濃支部内の他市町村施設利用の場合 

    教育部は県支部（教育班）に対して施設利用の応援を要請するものとする。 

  ウ 応援要請事項等 

    応援に当たっては、次の事項を明示して行うものとする。 
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   (ア) 応援を求める学校名 

   (イ) 予定施設名又は施設種別 

   (ウ) 授業予定人員及び室数 

   (エ) 予定期間 

   (オ) その他の条件 

     なお、応援の要請に当たっては、教育長は、町本部長と協議して決定するものとする。 

 

２ 児童生徒の安全確保 

 (１) 宿日直の強化 

   大災害の発生が予想される気象警報発表時等の学校における宿日直者は、職員をそれぞれ２

名以上配置し、災害発生時の対策に万全を期するものとする。 

 (２) 休校措置 

   大災害が発生し、又は発生が予想される気象条件となったときは、各学校班は、町本部教育

部長と協議し、必要に応じて休校措置を決定したときは、学校教育班又は各学校班は直ちに防

災行政無線によって、休校の旨を各家庭まで周知徹底するものとするが、防災行政無線途絶に

あっては、各学校班は別に定める連絡系統によって徹底するものとする。 

 (３) 下校時の引率 

   児童、生徒の登校後休校を決定し、帰宅させるときは、中学校においては下校に当たって注

意事項を十分徹底し、また、小学校児童については、地域別に教職員が引率して帰宅させるも

のとする。 

 (４) その他 

   保育所についても災害が発生し、又は発生が予想されるときは本計画に準じて、対策を講じ、

万全を期するものとする。 

 

３ 教育職員の対策 

  災害に伴い教育職員に欠損が生じたときは、次の方法によって補うものとする。 

 (１) 学校内操作 

   欠員が少数の場合には、学校内において操作するものとする。 

 (２) 町内操作 

   学校内で解決できないときは、学校長は、町本部（教育部）に派遣の要請をするものとする。

教育部は町内の学校間において操作するものとする。 

 (３) 県支部内操作 

   町内において解決できないときは、教育部は県支部（教育班）に教職員派遣の応援要請をす

るものとする。 

 (４) 応援要請事項等 

   教育職員派遣の応援要請に当たっては、次の事項を明示して行うものとする。 
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  ア 応援を求める学校名 

  イ 授業予定場所 

  ウ 派遣要請をする人員（必要に応じその内訳） 

  エ 派遣予定期間 

  オ 派遣職員の宿舎その他の条件 

    なお、応援の要請に当たっては、教育長は町本部長と協議して決定するものとする。 

 

４ 応急教育 

  災害に伴う被害程度によって授業が不可能なときは臨時に授業を行わないものとする。ただし、

正規の授業は困難であっても、できるだけ速やかに応急授業の実施に努めるものとする。 

  応急教育実施に当たっては、次の点に留意して行うものとする。 

 (１) 災害時の授業に当たっては、教科書、学用品等の損失状況を考慮し、損失児童、生徒が負担

にならないように留意する。 

 (２) 教育の場が公民館等学校以外の施設によるときは、授業の方法、児童、生徒の保健等に留意

する。 

 (３) 通学道路その他の被害状況に応じ、通学等に当たっての危険防止を指導し徹底する。 

 (４) 学校が避難所に利用される場合には、収容者あるいは児童、生徒に対し、それぞれに支障と

ならないように充分徹底する。 

 (５) 授業が不可能な事態が予想されるときは、勉学の方法、量等を周知徹底する。 

 (６) 授業の不可能が長期にわたるときは、学校と児童、生徒との連絡の方法、組織（子供会等）

の整備工夫をしておく。 

 

５ 教材、学用品の調達及び配給 

  災害により教科書、文房具等の教材、学用品を失った児童、生徒に対する支給及びあっせんは、

本章第７節第９「学用品等支給計画」の定めるところによるものとする。 

 

６ 被災児童、生徒の調査報告 

  教育部は、施設責任者の協力を得て、別紙様式に定める事項につき速やかに調査し、県本部に

報告するものとする。 

 



別紙様式 災 害 に よ り 被 災 し た 児 童 生 徒 数 調

市町村名

災 害 の 名 称 災 害 発 生 年 月 日 年 月 日 災 害 救 助 法 適 用 の 有 無

関

係

市

町

村

名

学

校

種

別

被 災 児 童 生 徒
被災したことにより新たに就学援助を

必要とする児童生徒数

被災したことに

より、学用品費・

通学用品費の再

給与を必要とす

る準要保護児童

生徒数

要保護及準要保護児童生徒援助費補助金にかかる配分

児童生徒の追加配分を必要とする数等

家屋の

全壊焼

・流失

家屋の

半壊焼

家屋の

床上浸

水

田畑等

の被害
計

学 用 品 費 修 学 旅 行 費

学用品費・

通学用品費

修 学

旅行費

校 外

活動費
通学費 既配分

数 Ａ

追加配分

必要数Ｂ

計

Ａ＋Ｂ

既配分

数 Ａ

追加配分

必要数Ｂ

計

Ａ＋Ｂ

小学校
人

( )

人

( )

人

( )

人

( )

人

( )

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

中学校 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

計 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

計

小学校 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

中学校 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

計 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(注)１ この調査において、｢災害｣とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度がこれらに類する大規

模な事故ということ。

２ ｢被災児童生徒数｣欄には、就学援助を受けているといないとにかかわらず、保護者が当該欄の各欄に該当した場合のすべての児童生徒数を記入し、( )内に就学援助の対象とされる児

童生徒数の内数を記入すること。

なお、児童生徒数が当該欄の各欄(被害の程度の別)の 2以上に該当する場合には主として該当する 1の欄にのみ記入すること。

３ ｢被災児童生徒数｣欄のうち｢田畑等の被害｣とは、災害により、保護者が事業を営んでいる場合の主要な財産に復旧困難又は復旧に多額の経費を要する程度の被害がある場合等をいうこと。

－
3
1
7－

第
３
章
災
害
応
急
対
策
第
８
節
文
教
関
係
の
応
急
対
策
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第３ 学校保健の対策

被災時における学校給食及び児童、生徒の保健対策は、次によるものとする。

１ 給食に関する被害の調査報告

給食関係の被害状況の掌握と災害に伴う準要保護児童、生徒給食補助のため次の事項を速やか

に調査し、報告するものとする。

ア 学校給食用物資の被害状況調

学校給食用物資の被害を速やかに調査し、様式１号により報告するものとする。

イ 児童、生徒被災状況調

小・中学校児童、生徒の属する世帯の被害状況を様式２号により、速やかに調査し、報告す

るものとする。

(１) 実施者

学校教育班が施設責任者の協力を得調査、報告するものとする。

(２) 報告の系統

２ 給食の実施

学校教育班は、災害により被害が発生しても授業を行うときは、できる限り給食も実施するよ

う努めるものとする。

なお、災害時における給食の実施に当たっては、特に次の点に留意を要する。

(１) 施設の管理

給食用施設、設備が浸水した場合等にあっては、汚染された台所、炊事場、炊事具及び食器、

戸棚等を中心にクレゾール水などの消毒薬を用いて拭浄し、床下には湿潤の程度に応じて所要

の石灰などを散布する等衛生管理に配意するものとする。

(２) 従事者の保健

調理及び配分等給食従事者に対しては、必要に応じ臨時の健康診断を実施するとともに健康

管理を行い、特に下痢状態にある者は、従業を禁止し、検便を行うものとする。

なお、従事者の身体、衣服の清潔保持に努めさせるとともに、特に調理者の手洗いを励行さ

せるものとする。 

 (３) 飲料水の確保 

   災害時における学校の飲料水は、水道、井戸水いずれについても当分の間煮沸したものを使

用するものとする。 

各施設別

責 任 者 

町 本 部 

（学校教育班） 

県 支 部 

教 育 班 

県 本 部 

教 育 部 
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   なお、浸水した井戸については、井戸ざらいを行い、クレゾール、石灰等を用いて十分消毒

を行うものとする。 

 (４) 食品衛生 

   災害時における給食は、感染症、中毒等の発生防止のため調理の方法（献立）、使用原材料等

に十分注意するとともに、食事前には必ず手洗いを励行させるものとする。 

 (５) その他 

   学校給食共同調理場は、り災炊き出し施設に利用されることが少なくないが、学校給食とり

災者炊き出しとの調整に留意すること。 

 

３ 児童、生徒の保護 

  各学校長は、洪水等の災害時にあっては児童、生徒の保健指導を強化し、感染症の発生のおそ

れのあるときは、臨時に児童、生徒、幼児の健康診断を行い、患者の早期発見と早期処置に努め

るものとする。 

  なお、児童、生徒、幼児に感染症が集団発生したときは、県支部保健班、町本部、学校医等と

緊密に連絡をとり、防疫措置に万全を期するものとする。防疫の実施は、本章第７節第12「防疫

計画」の定めるところによるが、特に次の点に留意するものとする。 

 (１) 健康増進班は、県支部保健班あるいは学校医の意見を聞き、健康診断、臨時休校、消毒その

他の事後措置の計画を立て、これに基づいてその実施の推進に当たる。 

 (２) 保護者その他の関係方面に対して患者の発生状況を周知させ、協力を求める。 

 (３) 児童、生徒等の食生活について十分の注意と指導を行う。 

 (４) 感染症の発生原因について関係機関の協力を求め、これを明らかにするとともにその原因の

除去に努める。 

 

４ 児童、生徒の安全措置 

  各学校長は、平素の避難訓練に基づき、迅速に児童、生徒を避難させ、その掌握を確実にする

等、それぞれの災害の質に応じた救急処置及び安全措置を講ずるものとする。 

 (１) 登下校 

   地域やその時の状況判断により町本部等との連係を密にしながら登下校の可否を決めるもの

とする。 

   緊急下校の際は、通学路の安全を確認し、できるだけ家庭との連絡をとりながら、小集団で

下校するなどを指示し、児童、生徒の安全を確保するものとする。 

 (２) 救急処置 

   災害が発生した場合には、速やかに適切な救急処置を行うものとする。 

 (３) 死傷者等の報告 

   災害による児童、生徒の死者、行方不明者又は負傷者のある場合には、町本部、教育委員会

及び教育事務所へ速やかに報告するものとする。 
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様式１号 

学校給食用物資被害状況報告書 

（八百津町） 

月 日 時現在 

区分 物 資 名 数量 包装 
購 入
単 価 

金額 
Ａ 
発 生
場 所 
諸経費 
Ｂ 

計 
（Ａ＋Ｂ） 

流

失

・

焼

失 

小 麦 粉 
（強力粉） 

kg 包 円 円  円 円 

小 麦 粉 
（普通粉）        

脱 脂 粉 乳        

米 穀        

埋

没 

小 麦 粉 
（強力粉） 

       

小 麦 粉 
（普通粉）        

脱 脂 粉 乳        

米 穀        

ぬ

れ

損 

小 麦 粉 
（強力粉） 

       

小 麦 粉 
（普通粉）        

脱 脂 粉 乳        

米 穀        

計 

小 麦 粉 
（強力粉） 

       

小 麦 粉 
（普通粉）        

脱 脂 粉 乳        

米 穀        

計        

備 考  

（注）１ 小麦粉・米穀の買入単価、脱脂粉乳の購入単価は、県学校給食会からの購入価格とする。 

   ２ 諸経費とは、農政事務所、日本体育・学校健康センター又は県学校給食会からの買入か

ら事故発生場所までにおける所要経費をいう。 

   ３ 「ぬれ損」の小麦粉は、昭和46年３月８日付文体給第100号46食糧業第454号「学校給食

用小麦粉の取扱いの改定について」により、その旨を別途詳細報告すること。 

   ４ 「備考」欄には給食施設の被害の概況等を記載すること。 
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様式２号 

児童生徒被災状況報告書            （八百津町）  

月 日現在 

区 分 

八
百
津
小
学
校 

和

知

小

学

校 

錦

津

小

学

校 

久
田
見
小
学
校 

潮
見
小
学
校 

八
百
津
中
学
校 

八
百
津
東
部
中
学
校 

合 計 

災害救助法適用の有無         

住
家
被
害 

全壊、全焼、流失         

半 壊 、 半 焼         

床 上 浸 水         

農作物被害 

総耕作反別で50％以上

被害 

        

計         

調査時在学児童生徒数         

被
災
児
童
生
徒
内
訳 

生活保護適用者         

学校給食法による

給食補助適用者 
        

被災により新たに

保護又は補助を要

する者 

        

その他欠食がちと

認められるものの

数 

        

計         

摘

要 

  

（注） １ 住家被害及び農作物被害は、町本部のそれぞれの被害調査記録に基づくものとする。

（特に住家はり災者台帳の被害程度） 

    ２ 住家被害と農作物被害の重複するものは、住家被害に計上する。 

    ３ 生活保護適用者は、生活保護法により給食扶助を受けている者。 
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第４ 文化財、その他文教関係の対策

災害時における文化財その他文教関係の応急対策は、次によるものとする。

１ 被災教育職員の調査報告

生涯学習班は、災害の発生に伴い被害を受けた教育職員を様式１号により調査し、県支部を経

由して県本部に報告するものとする。

２ 公民館その他社会教育施設の対策

公民館その他社会教育施設等に災害が発生したときは、３により被害状況を報告するとともに、

被災施設の応急対策等を行うものとする。

なお、被災時においては、公民館等の施設は、災害応急対策のため（特に避難所、災害対策本

部等）に利用される場合も少なくないので、設置管理者は、その受入れ等について積極的に協力

するものとする。

３ 被害報告

文化財、公民館その他社会教育施設等に被害が発生したときはその管理者は、次の系統により

被害の状況を報告するものとする。

なお、生涯学習班は、報告を受けあるいは承知したときは、様式２号「教育・文化関係被害状

況等報告書」により報告するものとする。

４ 文化財の対策

被災文化財については、町教育委員会委員等の意見を参考にして文化財的価値を可及的に維持

するよう被害文化財個々につき対策を所有者あるいは管理者に指示し指導するものとする。

県 支 部
総 務 班

県 支 部
教 育 班

県 本 部
教 育 部

町 本 部
（生涯学習班）管 理 者

本 部 室
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様式１号

公立学校共済組合員被害状況報告書

（八百津町）

学

校

名

組合

員名

死 亡 負 傷 住 家 被 害 そ

の

他

備

考
本人 家族 本人 家族 流失 全壊焼 半壊焼

床上

浸水

床下

浸水

小計

合 計

（注）１ 負傷は、災害により負傷したもので、医師による診断治療又は治療材料を特別要する程

度のものから計上する。

２ 住家の被害は、町本部で備付のり災者台帳による被害区分による。

なお、被害が重複するときは重い方に計上する。

３ 電話による報告時には、それぞれの機関は、その合計数によって報告するものとするが、

後刻文書によって提出するものとする。

４ 県立文教施設の長は、上記様式に準じて報告するものとする。
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様式２号

教育・文化関係被害状況等報告書 （１面）

教育・文化関係被害状況報告書

概況

中間 （八百津町）

確定

災 害 の 種 別 災害発生日時 年 月 日 時

災害の発生場所

報 告 の 時 限 日 時現在 発 受 信 時 刻 月 日 時 分

発 信 機 関 受 信 機 関

発 信 者 受 信 者

区 分
記
号
単
位

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 計

被 害 施 設 数

（学 校 等 数）

ア カ

所

建

物

要

新

築

全

壊

棟 数 イ 棟

金 額 ウ 千
円

半

壊

棟 数 エ 棟

金 額 オ 千
円

要
補
修

棟 数 カ 棟

金 額 キ 千
円

計 棟 数 ク 棟

金 額 ケ 千
円

浸

水

棟 数 コ 棟

金 額 サ 千
円

土

地

件 数 シ 件

金 額 ス 千
円
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（２面）

区 分
記
号
単
位

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 計

工
作
物

件 数 セ 件

金 額 ソ 千
円

設

備

件 数 タ 件

金 額 チ 千
円

そ
の
他
財
産

件 数 ツ 件

金 額 テ 千
円

そ
の
他

件 数 ト 件

金 額 ナ 千
円

被 害 額 合 計 ニ 千
円

主

な

被

害

地

域

市 町 村 名 学 校 名 種 別 被 害 程 度

１ 区分欄の記入順序は、県地域防災計画の調査報告の要領の順序により記入する。

２ 全壊、半壊、要補修等被害の判定の基準は、県地域防災計画の調査報告の要領を参照すること。
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付表

指定文化財一覧

（平成18年３月現在）

番号 指定区分 指定年月日 種 別 名 称 所 在 地

１ 国 昭52.６.27 建 造 物 明鏡寺観音堂 伊岐津志明鏡寺

２ 国 平10.５.１ 建 造 物 旧八百津発電所施設 八 百 津 諸 田

３ 県 昭33.７.16 彫 刻 木造薬師如来並びに両脇侍 八百津東光寺

４ 県 昭33.７.16 彫 刻 木造聖観世音菩薩 伊岐津志明鏡寺

５ 県 昭33.７.16 工 芸 品 縄文土器 八百津大仙寺

６ 県 昭33.７.16 絵 画 叭叭鳥 八百津大仙寺

７ 県 昭33.７.16 絵 画 達磨 八百津大仙寺

８ 県 昭49.11.13 天然記念物 大舩神社社叢 八百津大舩神社

９ 県 昭33.４.23 無 形 民 俗 久田見祭り糸きりからくり 久 田 見

10 県 昭50.12.10 有 形 民 俗 久田見祭り山車六輛 久 田 見

11 県 昭51.９.３ 彫 刻 木造十一面観音坐像 野 上 正 傳 寺

12 県 昭51.９.３ 工 芸 品 金銅三具足 野 上 正 傳 寺

13 県 昭51.９.３ 書 跡 愚堂東寔筆跡 野 上 正 傳 寺

14 県 昭53.７.18 絵 画 絹本著色阿弥陀来迎図 八百津善慧寺

15 県 昭53.12.19 天然記念物 ハッチョウトンボ群棲地 八百津字蛇ヶ谷

16 県 昭62.３.10 書 跡 東陽英朝書跡 八百津大仙寺

17 県 昭62.８.11 書 跡 愚堂東寔書跡 八百津大仙寺

18 県 昭63.８.23 絵 画 絹本著色東陽英朝禅師像 八百津大仙寺

19 県 昭63.８.23 絵 画 絹本墨画蘭石図 八百津大仙寺

20 町 昭32.12.20 彫 刻 木造十一面観音立像 八百津東光寺

21 町 昭32.12.20 絵 画 猿 八百津大仙寺

22 町 昭32.12.20 絵 画 十六善神図 伊岐津志明鏡寺

23 町 昭36.５.４ 書 跡 円海上人綸旨 八百津善慧寺

24 町 昭36.５.４ 書 跡 斉藤妙椿書状 八百津善慧寺 

25 町 昭36.５.４ 史 跡 定屋敷第一号炉址 伊岐津志中野 

26 町 昭40.４.10 史 跡 和知城址 野 上 大 門 西 

27 町 昭47.１.20 書 跡 織田信長書状 野 上 正 傳 寺 

28 町 昭49.10.１ 工 芸 品 和鏡 八百津大舩神社 

29 町 昭49.10.１ 工 芸 品 懸仏 八百津大舩神社 

30 町 昭49.10.１ 工 芸 品 刀剣 八百津大舩神社 

31 町 昭50.６.17 無 形 民 俗 久田見祭り獅子舞及び拍子 久 田 見 

32 町 昭50.６.17 天然記念物 クロガネモチの木 錦 織 字 枡 形 

33 町 昭51.２.24 書 跡 山岡鉄舟書 野 上 正 傳 寺 

34 町 昭51.２.24 書 跡 白隠禅師書 野 上 正 傳 寺 

35 町 昭51.12.11 絵 画 涅槃図 八百津善慧寺 

36 町 昭51.12.11 絵 画 虎 八百津善慧寺 

37 町 昭51.12.11 書 跡 綸旨 八百津善慧寺 

38 町 昭51.12.11 書 跡 一条兼良書跡 八百津善慧寺 

39 町 昭52.10.１ 史 跡 元黒瀬湊の灯台 八 百 津 港 町 

40 町 昭52.12.14 史 跡 円山古墳 和 知 字 硲 

41 町 昭53.８.４ 絵 画 十六善神図 上飯田正宗寺 

42 町 昭53.８.４ 絵 画 だるま図 上飯田正宗寺 

43 町 昭53.８.４ 無 形 民 俗 錦織に伝わる木遣音頭 錦 織 

44 町 昭53.８.４ 無 形 民 俗 杣沢に伝わる雨乞神事 八 百 津 杣 沢  
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45 町 昭54.１.30 無 形 民 俗 久田見祭りの神馬まわし 久 田 見 

46 町 昭57.７.６ 彫 刻 木彫千体仏 上飯田正宗寺 

47 町 昭57.７.６ 工 芸 品 香炉（チャンパ焼） 八百津大仙寺 

48 町 昭58.８.30 絵 画 愚堂東寔賛墨画 八百津大仙寺 

49 町 昭58.８.30 絵 画 愚堂東寔頂相 八百津大仙寺 

50 町 昭58.８.30 有 形 民 俗 祭典神馬用馬具 八 百 津 須 賀 

51 町 昭58.10.１ 書 跡 愚堂東寔書跡 八百津大仙寺 

52 町 昭58.10.１ 書 跡 愚堂東寔書跡 八百津大仙寺 

53 町 昭58.10.１ 書 跡 東陽英朝書跡 八百津大仙寺 

54 町 昭59.４.２ 有 形 民 俗 八百津祭り山車 八 百 津 

55 町 昭60.２.22 天然記念物 椿の樹 野 上 正 傳 寺 

56 町 昭62.５.１ 書 跡 蓮如上人墨書 久田見法誓寺 

57 町 昭62.８.13 建 造 物 薬師堂及び棟札一式 久田見白髭神社 

58 町 昭63.８.11 天然記念物 枝垂れ桜 伊岐津志塩口 

59 町 平元.６.13 書 跡 雄禅宗虎禅師墨書 野 上 正 傳 寺 

60 町 平元.６.13 工 芸 品 絵馬（チャク付） 八百津大舩神社 

61 町 平元.６.13 建 造 物 大舩神社本殿並びに棟札十枚 八百津大舩神社 

62 町 平元.12.１ 建 造 物 土岐美濃守政房の墨書 野 上 正 傳 寺 

63 町 平元.12.１ 書 跡 雪江宗深禅師墨書 野 上 正 傳 寺 

64 町 平元.12.１ 書 跡 惟天景縦禅師墨書 野 上 正 傳 寺 

65 町 平元.12.１ 書 跡 以安智察禅師墨書 野 上 正 傳 寺 

66 町 平４.10.２ 工 芸 品 版木 八百津大舩神社 

（指定件数  国 ２ 県 17 町 47） 
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第９節 その他応急対策

第３章第１節から第８節までに定める以外の次の災害応急対策は、県計画のそれぞれの対策（計

画）に基づくか、又はそれら対策の実施の方法に準じて行うものとする。

１ 災害対策要因の確保（県計画第３章第２節）

２ 産業応急対策（県計画第３章第31節）

３ 公共施設の応急対策（県計画第３章第32節）

４ 災害警備活動（県計画第３章第35節）
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第４章 事故災害対策

第１節 航空災害対策

町内において、航空機の墜落事故により災害が発生した場合に、その拡大を防御し、被害の軽減

を図るため、町は、防災関係機関との連携を平常時から密にしておくことが必要である。

第１ 災害予防計画

１ 情報通信手段の整備

(１) 災害発生時に直ちに災害情報連絡ができるよう通信手段の整備を図る。

(２) 災害情報の収集を行うとともに、把握した情報について、迅速に他の関係機関に連絡し、情

報の確認、共有化ができるよう体制づくりを図る。

２ 災害広報体制の整備

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供し、被災者、被災者の家族及び地域住

民等の混乱を防止するため、災害広報体制の整備充実を図る。

第２ 災害応急対策計画

１ 情報通信の実施

航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次により実施

する。

(１) 情報通信連絡系統

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。

(２) 実施事項

災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の収集に努めるとと

もに、把握した情報については迅速に関係機関等に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等

発

見

者

中 濃 振 興 局 八 百 津 町

可茂消防事務組合

加 茂 警 察 署

県

支

部

岐 阜 県

（防 災 班）
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を行う。

２ 災害広報の実施

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災者、被災者の家族及び地

域住民等に対して行う災害広報は、本編第３章第５節第３「災害広報計画」の定めるところによ

るほか、次により実施する。

(１) 被災者の家族等への広報

被災者の家族等からの問い合わせなどに対応する体制を整えるほか、被災者の家族等に対し

て次の情報を正確かつ適切に提供する。

ア 航空災害の状況

イ 家族等の安否情報

ウ 医療機関等の情報

エ 町の応急対策に関する情報

オ その他必要な事項

(２) 地域住民等への広報

町防災行政無線、広報車等により、次の事項について広報を実施する。

ア 航空災害の状況

イ 旅客及び乗務員等の安否情報

ウ 医療機関等の情報

エ 町の応急対策に関する情報

オ 航空輸送復旧の見通し

カ 避難の必要性など、地域に与える影響

キ その他必要な事項

３ 応急活動体制の確立

航空災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、

第３章第１節「町本部活動体制」の定めるところにより災害対策本部を設置する等、応急活動体

制を確立する。

４ 救助・救急活動

航空災害時における救助・救急活動については、第３章第７節第８「り災者救出計画」の定め

るところにより実施する。また、乗客等の救助を要する場合は、各関係機関と協議して救助隊を

編成し、救助に必要な資機材を投入して迅速に救助活動を実施する。

５ 医療救護活動

航空災害時における医療救護活動については、第３章第７節第７「医療、助産計画」の定める



第４章 事故災害対策 第１節 航空災害対策

－331－

ところにより実施する。また、死傷者が発生した場合、医療機関、保健所等で編成する医療救護

班を現地に派遣し、応急措置を施した後、あらかじめ指定した医療機関に搬送する。

６ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等

第３章第７節第11「死体保護の計画」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、

埋葬等を実施する。

７ 交通規制の実施

第３章第４節第１「道路交通対策」の定めるところにより、警察等各関係機関と協力して、必

要な交通規制を実施する。

８ 自衛隊派遣要請

航空災害時における自衛隊派遣要請については、第３章第３節「自衛隊派遣要請計画」の定め

るところにより実施する。

９ 広域応援要請

災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、「岐阜県及び市町村災

害時相互応援協定書｣に基づき、県及び他の市町村に対して応援を要請する。
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第２節 道路災害対策

道路構造物の被災又は道路における車両の衝突等により、大規模な救急救助活動や、消火活動等

が必要とされる災害が発生した場合、早期に初動体制を確立して、その拡大を防御し、被害の軽減

を図る必要がある。

第１ 災害予防計画

１ 情報通信手段の整備

(１) 災害発生時に直ちに災害情報連絡ができるよう通信手段の整備を図る。

(２) 災害情報の収集を行うとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡し、情報

の確認、共有化ができるよう体制づくりを図る。

２ 災害広報体制の整備

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供し、地域住民等の混乱を防止するため、

災害広報体制の整備充実を図る。

第２ 災害応急対策計画

１ 情報通信の実施

道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次により実施

する。

(１) 情報通信連絡系統

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。

①国の管理する道路

国

道

事

務

所

八 百 津 町

可茂消防事務組合

加 茂 警 察 署

県

支

部

岐 阜 県

（防 災 班）

（道路維持班）
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②県の管理する道路

③町の管理する道路

(２) 実施事項

災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の収集に努めるとと

もに、把握した情報については迅速に他の関係機関に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整

等を行う。

２ 災害広報の実施

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災者、被災者の家族、道路

利用者及び地域住民等に対して行う災害広報は、第３章第５節第３「災害広報計画」の定めると

ころによるほか、次により実施する。

(１) 被災者の家族等への広報

被災者の家族等からの問い合わせなどに対応する体制を整えるほか、被災者の家族等に対し

て次の情報を正確に、きめ細かく、適切に提供する。

ア 道路災害の状況

イ 家族等の安否情報

ウ 医療機関等の情報

エ 町の応急対策に関する情報

オ その他必要な事項

(２) 道路利用者及び地域住民等への広報

町防災行政無線、広報車等により、次の事項について広報を実施する。

ア 道路災害の状況

イ 被災者の安否情報

ウ 医療機関等の情報

八

百

津

町

加 茂 警 察 署

可茂消防事務組合

県

支

部

岐 阜 県

（防 災 班）

（道路維持班）

土
木
事
務
所
（
支
部)

八 百 津 町

可茂消防事務組合

加 茂 警 察 署

岐 阜 県

（防 災 班）

（道路維持班）

国 道 事 務 所
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エ 町の応急対策に関する情報

オ 施設等の復旧の見通し

カ 避難の必要性など、地域に与える影響

キ その他必要な事項

３ 応急活動体制の確立

道路災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、

第３章第１節「町本部活動体制」の定めにより災害対策本部を設置する等、応急活動体制を確立

する。

４ 救助・救急活動

道路災害時における救助・救急活動については、第３章第７節第１「り災者の救助保護計画」

の定めるところにより実施するほか、以下の活動を行うものとする。

(１) 救助・救急活動

町は、救助・救急活動を行うほか、被害状況の早急な把握に努め、必要に応じ、非常災害対

策本部等国の各機関、「災害応援に関する協定書（中部９県１市応援協定）」、「岐阜県及び市町

村災害時相互応援協定」等により他の地方公共団体に応援を要請するものとする。

(２) 資機材等の調達等

町は、必要に応じ、民間からの協力等により、救助・救急活動のための資機材を確保し、効

率的な救助・救急活動を行うものとする。

(３) 消火活動

町は、速やかに火災の状況を把握するとともに、迅速に消火活動を行うものとする。

５ 医療救護活動

道路災害時における医療救護活動については、第３章第７節第７「医療、助産計画」の定める

ところにより実施する。

６ 行方不明者の捜索及び遺体の収容等

第３章第７節第11「死体保護の計画」の定めるところにより、行方不明者の捜索、遺体の収容、

埋葬等を実施する。

７ 交通規制の実施

道路災害時における交通規制については、第３章第４節第１「道路交通対策」の定めるところ

による。

８ 危険物流出対策



第４章 事故災害対策 第２節 道路災害対策

－335－

道路災害により危険物の流出が認められたときは、関係機関と協力し、直ちに防除活動、避難

誘導活動を行い、危険物による二次災害の防止に努める。

９ 自衛隊派遣要請

災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、第３章第３節「自衛隊派遣

要請計画」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣を要請する。

10 広域応援要請

災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、「岐阜県及び市町村災

害時相互応援協定書」に基づき、県及び他の市町村に対して応援を要請する。
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第３節 危険物等災害対策

危険物等（危険物、火薬類、高圧ガス、毒物・劇物、放射性物質）の漏洩・流出、火災、爆発等

により、死傷者が多数発生するなどの災害（以下「危険物等災害」という。）が発生した場合、町は、

災害の拡大を防止し、被害の軽減を図るため、適切かつ迅速な防災活動を実施し、周辺住民等に被

害を及ぼさないよう努める。

第１ 災害予防計画

１ 危険物施設等の把握

可茂消防事務組合は、火災予防上の観点から事業所の実態を把握し、消防設備等の保守管理、

防火管理者等により自主保安体制の確立等適切な指導を行う。

２ 情報通信手段の整備

(１) 災害発生時に直ちに災害情報連絡ができるよう通信手段の整備を図る。

(２) 災害情報の収集を行うとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡し、情報

の確認、共有化ができるよう体制づくりを図る。

３ 災害広報体制の整備

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供し、地域住民等の混乱を防止するため、

災害広報体制の整備充実を図る。

第２ 災害応急対策計画

１ 情報通信の実施

危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次により

実施する。

なお、火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日付け消防災第267号消防庁長官通知）に基づく

「直接即報基準」に該当する危険物等に係る事故の場合には、直接消防庁にも連絡するものとす

る。

(１) 情報通信連絡系統

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。
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(２) 実施事項

災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の収集に努めるとと

もに、把握した情報については迅速に関係機関等に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等

を行う。

２ 災害広報の実施

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、地域住民等に対して行う災害

広報は、第３章第５節第３「災害広報計画」の定めるところによるほか、町防災行政無線、広報

車等により、次の事項について広報を実施する。

(１) 災害の状況

(２) 被災者の安否情報

(３) 危険物の種類、性状など人体・環境に与える影響

(４) 医療機関等の情報

(５) 町の応急対策に関する情報

(６) 避難の必要性など、地域に与える影響

(７) その他必要な事項

３ 応急活動体制の確立

危険物等災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、円滑・迅速な応急対策の実施を図る

ため、第３章第１節「町本部活動体制」の定めるところにより災害対策本部を設置する等、応急

活動体制を確立する。

４ 災害の拡大防止活動

町は県と連携し、危険物等災害時に危険物等の流出・拡散の防止、流出した危険物等の除去、

環境モニタリングを始め、住民等の避難、事業者に対する応急措置命令、危険物等関係施設の緊

急使用停止命令など適切な応急対策を講ずるものとする。

５ 避難措置

町は、関係機関と協力し、人命の安全を確保するため、第３章第７節第２「避難計画」の定め

事
業
者
・
発
見
者

中 濃 振 興 局 八 百 津 町

可茂消防事務組合

加 茂 警 察 署

県

支

部

岐 阜 県

（危機管理部）

（消 防 班）
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るところにより、爆発性、引火性、有毒性といった危険物等の特殊性を考慮し、必要な避難措置

を実施する。

６ 救助・救急活動

危険物等災害時における救助・救急活動については、第３章第７節第１「り災者の救助保護計

画」の定めるところにより実施する。

７ 医療救護活動

危険物等災害時における医療救護活動については、第３章第７節第７「医療、助産計画」の定

めるところにより実施する。

８ 交通規制の実施

危険物等災害時における交通規制については、第３章第４節第１「道路交通対策」の定めると

ころにより実施する。

９ 危険物等の流出に対する応急対策

(１) 危険物等が河川等に排出された場合は、災害の原因者等は防除措置を講ずる。

(２) 消防機関及び警察機関等は、危険物等が河川等に流出し、災害発生のおそれがある場合、直

ちに防除活動を行うとともに、避難誘導活動を行う。

(３) 危険物等が河川等に流出した場合、直ちに関係機関と協力の上、環境モニタリング、危険物

等の処理等必要な措置を講ずる。

なお、その際、関係行政機関等からなる各水系の水質汚濁防止連絡協議会の活用など、既存

の組織を有効に活用し、迅速に対応する。

(４) 防除措置を実施するに当たっては、必要な資機材を迅速に調達し、危険物等の拡散を最小限

に抑える措置を講ずる。

10 自衛隊派遣要請

災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、第３章第３節「自衛隊派遣

要請計画」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣を要請する。

11 広域応援要請

災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、「岐阜県広域消防相互

応援協定書」、「岐阜県及び市町村災害時相互応援協定書｣に基づき、県及び他の市町村に対して応

援を要請する。
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第４節 林野火災対策

本町における林野面積は、本町の81.2％に当たり、全国的にも上位の林野比率である。

この林野は、木材その他の林産物を供給するとともに町土を保全し、水源をかん養し、保健と休

養の場となるものであるが、最近では観光、レクリエーション、わらび取り等町民の利用が急速に

増してきたことなどから林野の保全、特に林野火災に対する予防対策は急を要するところである。

したがって、八百津町森林組合の協力のもとに他の計画に定めるもののほか次の事項を強力に推

進するものとする。

第１ 災害予防計画

１ 林野火災に強い地域づくり

(１) 町は、地域の特性に配慮しつつ、林野火災特別地域対策事業計画を作成し、消防施設設備の

整備等の事業を推進する。事業計画に定める事項は次のとおりである。

ア 防火思想の普及宣伝、巡視、監視等林野火災の予防に関する事項

イ 火災予防上の林野管理に関する事項

ウ 消防施設等の整備に関する事項

エ 火災防ぎょ訓練に関する事項

オ その他林野火災の防止に関する事項

(２) 必要な地域に防火林道、防火森林の整備等を実施する。

(３) 火災警報発令時の火の使用制限の徹底を図るとともに、多発危険期等における巡視及び監視

等の強化、火入れを行う者に対する適切な対応等を行うものとする。

なお、火災警報が発令された場合、町及び林野の所有（管理）者は、「八百津町火入れに関す

る条例」（昭和59年条例４号）の定めるところによりおおむね次のとおり火の使用制限を行う。

ア 山林、原野において火入れをしないこと。

イ 煙火を消費しないこと。

ウ 屋外においてたき火をしないこと。

エ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。

オ 残火（たばこの吸いがらを含む。）、取灰又は火粉を始末すること。

カ 山小屋などにおいて裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

(４) 林野の所有（管理）者、地域の森林組合等は、自主的な森林保全管理活動を推進するように

努めるものとする。

２ 林野の所有者（管理者）の管理上の指導

町は、林野火災予防に関し、林野の所有者（管理者）に次の事項を重点に指導するものとする。
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(１) 防火線、防火樹帯の設置及び造林地に防火樹の導入を図る。

(２) 自然水利の活用等による防火用水の確保を図る。

(３) 林道構築に当たっては、林野火災を考慮した路線及び施設の設定を図る。

(４) 事業地には、防火処理を行う。

(５) 火入れに当たっては、森林法に基づくほか消防機関と密接な連絡を図る。

(６) 火災多発危険期においては、自衛のため積極的に広報を行う。

３ 林野火災対策用資機材の整備

町及び林野の所有者（管理者）は、林野火災を含めた災害対策用資機材などの整備充実に努め

るものとする。

品 名 数 量 保 管 場 所

ジ ェ ッ ト シ ュ ー タ ー 60箇
消 防 団

組 立 式 防 火 水 槽 ７基

４ 保健休養林等の保全

レクリエーション等国民の保健と休養の場となっている「めい想の森」、「五宝の滝」、「人道の

丘」等の場所については、特に自然景観を保持するため、森林愛護及び防火思想の普及に努める

ものとする。

５ 監視の徹底

最近、林道等森林地帯への道路の開発とあいまって、自家用車により無断入山し「わらび取り

など」を行う者が非常に多くなり「タバコ」の投げ捨てにより山火事の危険度が大きくなってい

る。これら山林火災防止対策に努めるとともに、町有林監視員及び八百津町林業振興係は県の林

業普及指導員等の指導により常に町内を巡回し、監視の徹底をはかるとともに火災の早期発見と

早期通報に努めるものとする。

６ 防災知識の普及

(１) 町は、林野火災の出火原因の大半が不用意な火の取り扱いによるものが多いことから、山火

事予防期間、林野火災予防運動等を通じて、林野火災に対する住民の防火意識の高揚を図ると

ともに、林業従事者、林野周辺住民、ハイカーなどの入山者等への啓発を実施する。

なお、住民等への啓発は、多発危険期や休日前に重点的に行うなど林野火災の発生傾向に十

分留意するものとする。媒体については、おおむね次のものを利用する。

ア 展覧会、講演会開催等による方法

イ 映画、スライド等映写による方法

ウ 標識板、ポスターの掲示、パンフレット等の配布による方法



第４章 事故災害対策 第４節 林野火災対策

－341－

エ 学校、諸団体等への宣伝委嘱の方法

オ 林業従事者等を対象にした講演会を行う方法

カ 林野火災の訓練、演習を通じて行う方法

(２) 町は、林野火災の未然防止と被害の軽減を図るため、標識板、立看板の設置や防火水槽を設

置するなど防火思想の普及と初期消火に対応するための施設の配備を促進する。

７ 情報通信手段の整備

(１) 災害発生時に直ちに災害情報連絡ができるよう通信手段の整備を図る。

(２) 災害情報の収集を行うとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡し、情報

の確認、共有化ができるよう体制づくりを図る。

８ 災害広報体制の整備

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供し、地域住民等の混乱を防止するため、

災害広報体制の整備充実を図る。

第２ 災害応急対策計画

１ 情報通信の実施

林野火災が発生し、又は発生するおそれがある場合の情報の収集及び通信等は、次により実施

する。

(１) 情報通信連絡系統

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。
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※ 必要に応じ連絡

(２) 実施事項

災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の収集に努めるとと

もに、把握した情報については迅速に関係機関等に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等

を行う。

２ 災害広報の実施

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、地域住民等に対して行う災害

広報は、第３章第５節第３「災害広報計画」の定めるところによるほか、町防災行政無線、広報

車等により、次の事項について広報を実施する。

(１) 災害の状況

(２) 被災者の安否情報

(３) 医療機関等の情報

(４) 町の応急対策に関する情報

(５) 避難の必要性など、地域に与える影響

(６) その他必要な事項

３ 応急活動体制の確立

林野火災が発生し、又は発生するおそれがある場合、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、

第３章第１節「町本部活動体制」の定めるところにより災害対策本部を設置する等、応急活動体

制を確立する。

４ 避難措置

町は、人命の安全を確保するため、関係機関と協力し、第３章第７節第２「避難計画」の定め

るところにより、必要な避難措置を実施する。

５ 救助・救急活動

林野火災発生時における救助・救急活動については、第３章第７節第１「り災者の救助保護計

画」の定めるところにより実施する。

発

見

者

その他防災機関

八 百 津 町

可茂消防事務組合

加 茂 警 察 署
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岐 阜 県

（防 災 班）
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６ 医療救護活動

林野火災発生時における医療救護活動については、第３章第７節第７「医療、助産計画」の定

めるところにより実施する。

７ 交通規制の実施

林野火災時における交通規制については、第３章第４節第１「道路交通対策」の定めるところ

により実施する。

８ 自衛隊派遣要請

災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、第３章第３節「自衛隊派遣

要請計画」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣を要請する。

９ 広域応援要請

災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、「岐阜県広域消防相互

応援協定書」、「岐阜県及び市町村災害時相互応援協定書｣に基づき、県及び他の市町村に対して応

援を要請する。

10 二次災害の防止活動

(１) 林野火災により流域が荒廃した地域の下流部においては、土石流等の二次災害が発生するお

それがあることについて十分留意して二次災害の防止に努める。

(２) 町は、県と連携し、降雨等による二次的な土砂災害防止施策として専門技術者を活用して、

土砂災害等の危険箇所の点検等を行う。その結果、危険性が高いと判断された箇所については、

関係住民への周知を図り、応急対策を行うとともに、警戒避難体制の整備を行うものとし、可

及的速やかに砂防施設、治山施設、地すべり防止施設等の整備を行う。
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第５節 大規模な火事災害対策

死傷者が多数発生する等大規模な火災が発生した場合に、早期に初動体制を確立して、その拡大

を防御し、被害の軽減を図るため、町は、防災関係機関と連係して、適切かつ迅速な防災活動の実

施に努める。

第１ 災害予防計画

１ 災害に強いまちづくり

(１) 災害に強いまちの形成

町は、避難路、避難地、延焼遮断帯、防災活動拠点ともなる幹線道路、都市公園、河川など

骨格的な都市整備施設の整備、老朽木造住宅密集市街地の解消等を図るための土地区画整理事

業、市街地開発事業等による市街地の面的な整備、建築物や公共施設の耐震、不燃化、水面・

緑地帯の計画的確保、耐震性貯水槽や備蓄倉庫、河川・下水処理水等を消防水利として活用す

るための施設の整備等を図るとともに、防火地域及び準防火地域の的確な指定による防災に配

慮した土地利用への誘導等により、災害に強い都市構造の形成を図る。

(２) 火災に対する建築物の安全化

ア 消防用設備等の整備、維持管理

可茂消防事務組合及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所等の建築物等について、

法令に適合したスプリンクラー設備等の消防用設備等の設置を促進するとともに、当該建築

物に設置された消防用設備等については、災害時にその機能を有効に発揮することができる

よう定期的に点検を行うなど適正な維持管理を行う。

イ 建築物の防火管理体制

可茂消防事務組合及び事業者等は、多数の人が出入りする事業所等の建築物について、防

火管理者を適正に選任するとともに、防火管理者が当該建築物についての消防計画の作成、

当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施等防火管理上必要な業務を適正に行う

など、防火管理体制の充実を図るよう指導するものとする。

ウ 建築物の安全対策の推進

(ア) 町は、火災等の災害から人命の安全を確保するため、特殊建築物等の適正な維持保全及

び必要な防災改修を促進する。

(イ) 可茂消防事務組合及び事業者等は、建築物等について、避難経路・火気使用店舗等の配

置の適正化、防火区画の徹底などによる火災に強い構造の形成を図るとともに、不燃性材

料・防炎物品の使用、店舗等における火気の使用制限、安全なガスの使用などによる火災

安全対策の充実を図るよう指導するものとする。
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２ 情報通信手段の整備

(１) 災害発生時に直ちに災害情報連絡ができるよう通信手段の整備を図る。

(２) 災害情報の収集を行うとともに、把握した情報について迅速に他の関係機関に連絡し、情報

の確認、共有化ができるよう体制づくりを図る。

３ 災害広報体制の整備

災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供し、被災者の家族及び住民等の混乱を

防止するため、災害広報体制の整備充実を図る。

第２ 災害応急対策計画

１ 情報通信の実施

町は、火災の発生状況、人的被害の状況等の情報を収集するとともに、被害規模に関する概括

的情報を含め、把握できた範囲から直ちに県へ連絡するものとする。

(１) 情報通信連絡系統

情報通信連絡系統は、次のとおりとする。

(２) 実施事項

災害発生時に直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保し、災害情報の収集に努めるとと

もに、把握した情報については迅速に関係機関等に連絡し、情報の共有化、応急対策の調整等

を行う。

２ 災害広報の実施

正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災者の家族等、地域住民等

に対して行う災害広報は、第３章第５節第３「災害広報計画」の定めるところによるほか、次に

より実施する。

(１) 被災者の家族等への広報

被災者の家族等からの問い合わせなどに対応する体制を整えるほか、被災者の家族等に対し

て次の情報を正確に、きめ細かく、適切に提供する。

ア 災害の状況

イ 家族等の安否情報

発

見

者

八 百 津 町

可茂消防事務組合

加 茂 警 察 署

県

支

部

岐 阜 県

（防 災 班）
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ウ 医療機関等の情報

エ 町の応急対策に関する情報

オ その他必要な事項

(２) 地域住民等への広報

報道機関を通じて、又は広報車の利用及び広報板の掲示等により、次の事項について広報を

実施する。

ア 災害の状況

イ 被災者の安否情報

ウ 医療機関等の情報

エ 町の応急対策に関する情報

オ 避難の必要性など、地域に与える影響

カ その他必要な事項

３ 応急活動体制の確立

大規模な火事災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、円滑・迅速な応急対策の実施を

図るため、第３章第１節「町本部活動体制」の定めるところにより災害対策本部を設置する等、

応急活動体制を確立する。

４ 避難措置

町は、関係機関と協力し、人命の安全を確保するため、第３章第７節第２「避難計画」の定め

るところにより、爆発性、引火性、有毒性といった危険物等の特殊性を考慮し、必要な避難措置

を実施する。

５ 救助・救急活動

大規模な火事災害時における救助・救急活動については、第３章第７節第１「り災者の救助保

護計画」の定めるところにより実施する。

６ 医療救護活動

大規模な火事災害時における医療救護活動については、第３章第７節第７「医療、助産計画」

の定めるところにより実施する。

７ 交通規制の実施

大規模な火事災害時における交通規制については、第３章第４節第１「道路交通対策」の定め

るところにより実施する。

８ 自衛隊派遣要請



第４章 事故災害対策 第５節 大規模な火事災害対策

－347－

災害の規模や収集した被害情報から判断して必要がある場合には、第３章第３節「自衛隊派遣

要請計画」の定めるところにより、自衛隊に対して災害派遣を要請する。

９ 広域応援要請

災害の規模により単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、「岐阜県広域消防相互

応援協定書」、「岐阜県及び市町村災害時相互応援協定書｣に基づき、県及び他の市町村に対して応

援を要請する。

第３ 災害復旧・復興対策計画

大規模な火事災害により、地域の壊滅又は社会経済活動への甚大な被害が生じた場合、町は、

被災の状況、地域の特性、被災者の意向等を勘案し、関係機関との密接な連携のもと、第５章「災

害復旧計画」により、迅速かつ円滑に復旧を進める。
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第５章 災害復旧計画

災害により被害を受けた公共施設の復旧、被災産業の復興あるいは民生安定のための諸対策等復

旧に関する計画は、次によるものとする。

１ 災害復旧のための被害報告

被害状況調査の実施者等は、町計画第３章第５節第２項「災害情報収集等の計画」の定めると

ころによるものとする。

２ 住宅復興に関する計画

被災者の住宅対策は、県計画第５章第22節「応急住宅対策」の定めるところによるものとする。

３ 公共的施設の復旧計画

被災した土木、農業その他公共的施設等の災害復旧は、被災施設の原形復旧にあわせ、再度災

害の発生を防止するため、必要な施設の新設又は改良を行い、被害の原因、状況その他の条件を

十分に検討し実情に即した復旧計画を樹立するものとする。

４ その他の復旧計画

その他の災害復旧に関する計画は、県計画第４章第４節「被災中小企業の復興」同第５節「農

林漁業関係者への融資」によるものとする。
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地震対策編

第１章 総 則

第１節 計画の目的、性格、構成

１ 目的

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条の規定により、八百津町防災会議

が策定する計画であって、町及び防災関係機関がその有する全機能を有効に発揮して、町の地域

における震災に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧を実施することにより、町の地域並び

に地域住民の生命、身体及び財産を地震災害から保護することを目的とする。

２ 性格、構成

この計画は、災害対策基本法第42条の規定に基づき作成されている「八百津町地域防災計画」

の「地震対策編」として、東海地震を始め、東南海・南海地震、阪神・淡路大震災の原因ともな

った内陸直下型地震をも対象とし、その防災計画を定めるものである。

この計画は、八百津町が行う防災業務の実施責任を明確にし、かつ、関係機関相互の緊密な連

絡調整を図るために必要な、基本的大綱を示すものであり、その実施細目等については、別途関

係機関が定める。

なお、この計画中、第５章は大規模地震対策特別措置法（昭和53年法律第73号）第６条の規定

に基づく地震防災強化計画とし、第６章は東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する

特別措置法（平成14年法律第92号）第６条の規定に基づく推進計画とする。

また、この計画に定められていない事項については、「一般対策計画編」の例による。
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第２節 防災上の責務

１ 八百津町

八百津町は、防災の第一次的責任を有する基礎的な地方公共団体として、町並びに地域住民の

生命、身体及び財産を地震災害から保護するため、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関及び自衛隊その他の公共的団体の協力を得て防災活動を実施する。

２ 指定地方行政機関

指定地方行政機関は、町並びに地域住民の生命、身体及び財産を地震災害から保護するため、

指定行政機関及び他の指定地方行政機関と相互に協力し、防災活動を実施するとともに、町の活

動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等の措置をとる。

３ 指定公共機関及び指定地方公共機関

指定公共機関及び指定地方公共機関は、その業務の公共性又は公益性にかんがみ、自ら防災活

動を実施するとともに、町の活動が円滑に行われるようその業務に協力する。

４ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、平常時から地震災害予防体制の整備を図るとと

もに、地震災害時には災害応急措置を実施する。また、町その他の防災関係機関の防災活動に協

力する。

５ 住民

大地震発生の場合、防災関係機関の活動が遅延したり阻害されることが予想されるため、住民

は『自らの命は自ら守る』『みんなの地域はみんなで守る』という意識の下に、自主防災組織等に

より積極的に防災活動を行う。
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第３節 防災関係機関等の事務又は

業務の大綱

町、公共団体、その他防災上重要な施設の管理者は、おおむね次の事務又は業務を処理するもの

とする。

１ 八百津町及び防災関係機関

一般対策計画編（以下「一般編」という。）第１章第３節に定めるところによる。

２ 自主防災組織

一般編第２章第14節「自主防災組織の育成と強化」に定めるところによる。

第４節 町地域の概要

我が国は世界有数の地震国であり、過去地震による多大な被害を受けている。

平成７年１月17日に発生した阪神・淡路大震災は、最大震度７という史上最大級の地震であり、

6,430人を超える死者が出るなど戦後最大の地震災害となった。

この地震は、活断層が動いたことにより発生した直下型地震としてあらためて活断層と地震の関

係が注目されるようになった。

町地域においては、濃尾地震以後は大きな被害を受けていない。しかしながら、近年駿河湾を震

源とする東海地震の発生が憂慮されており、この地震が起こった場合本町も被害を受けるものと考

えられる。

また、本町に影響する内陸型の地震の活断層としては根尾谷断層、阿寺断層がある。明治24年に

起きた濃尾地震は、根尾谷断層の活動により発生した地震である。この根尾谷断層は、福井県の大

野市南部から南東へ向かって本巣市根尾を横切り、本巣市、山県市、関市を経て、美濃加茂市・可

児市まで全長約80kmにわたる左横ずれ断層であり、注意を要するところである。

また、阿寺断層は、中津川市北東部から北西へ向かって、下呂市へ至る全長約70kmにも及ぶ大断

層で、日本における第一級の左横ずれ断層として知られており、注意が必要である。

阪神・淡路大震災の被災地にみられるように地震災害は複雑多岐であり、直接の大被害のほか、

住民に与える影響は極めて大きなものがあり、さまざまな災害の態様が予想されるので、その対策

は、画一的なものではなく、非常事態に際し、その実態に即応して臨機に弾力的な対応が要求され

る。
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第５節 被害想定

岐阜県は、「岐阜県東海地震等被害想定調査」（平成15年７月）及び「岐阜県地震被害想定調査」

（平成10年３月）を踏まえ、地震防災対策の効果的な推進を図ることを目的として、「岐阜県東海地

震等被害対応シナリオ作成業務報告書」を作成した。町は、この調査の結果を踏まえ、町地域防災

計画に反映させ、一層の防災対策を推進する必要がある。

１ 想定地震

本調査で想定した地震は、海溝型地震と内陸直下型地震である。

海溝型地震は、「岐阜県東海地震等被害想定調査」（平成15年７月）で想定した地震のうち、東

海地震と東南海地震とが連動する「複合型東海地震」とする。

内陸直下型地震は、「岐阜県地震被害想定調査」（平成10年３月）で対象とした「阿寺断層系地

震」、「跡津川断層地震」、「関ケ原―養老断層系地震」に加え、近年地震調査推進本部の調査によ

り長期評価が示された「高山・大原断層帯による地震」を加えた４地震である。

想定震源断層の位置図
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(１) 複合型東海地震

(２) 阿寺断層系による地震（以下「阿寺断層系地震」という。）

(３) 跡津川断層による地震（以下「跡津川断層地震」という。）

(４) 関ケ原―養老断層系による地震（以下「関ケ原―養老断層系地震」という。）

(５) 高山・大原断層帯による地震（以下「高山・大原断層帯地震」という。）

２ 想定手法

複合型東海地震は、「岐阜県東海地震等被害想定調査」（平成15年７月）の調査結果を活用する。

内陸直下型地震は、「岐阜県東海地震等被害想定調査」（平成15年７月）に使用した手法を用いて

新たに算定する。

なお、建物被害、人的被害等の被害量は、最も被害が大きくなる可能性がある「揺れの強さの

幅（平均値＋25％）」を見込んだものを算定する。

３ 想定時刻

本調査において想定する地震発生時刻は、次の２ケースである。

想定時刻 被 害 の 特 徴

冬の平日午前３時 建物内人口が最も多く、建物倒壊による人的被害が大きくなる。

冬の平日午後６時 火器使用率が高く、乾燥・強風のため出火・延焼被害が大きくなる。

４ 八百津町における被害想定

(１) 複合型東海地震

町全体が震度５弱となり、一部震度５強の揺れが予測されている。

項 目 午後６時（ ）は午前３時の場合

人 的 被 害

死 者 数（人） 1 （1）

重 傷 者 数（人） 3 （4）

軽 傷 者 数（人） 65 （87）

要救出者数（人） 2 （2）

避 難 者 数（人） 75

滞 留 旅 客（人） 28

帰 宅 困 難 者（人） －

建 物 被 害
全 壊（棟） 26

半 壊（棟） 71

出 火 件 数（件） 0
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(２) 阿寺断層系地震

町のほとんどが震度５強となり、わずかに震度５弱のところも予測されている。

項 目 午後６時（ ）内は午前３時の場合

人 的 被 害

死 者 数（人） 1 （2）

重 傷 者 数（人） 5 （6）

軽 傷 者 数（人） 95 （126）

要救出者数（人） 3 （4）

避 難 者 数（人） 127

建 物 被 害
全 壊（棟） 50

半 壊（棟） 114

出 火 件 数（件） 0

(３) 跡津川断層地震

町のほぼ全域が震度５弱が予測されている。

項 目 午後６時（ ）内は午前３時の場合

人 的 被 害

死 者 数（人） 0 （0）

重 傷 者 数（人） 2 （3）

軽 傷 者 数（人） 40 （53）

要救出者数（人） 0 （0）

避 難 者 数（人） 35

建 物 被 害
全 壊（棟） 5

半 壊（棟） 29

出 火 件 数（件） 0



第１章 総 則

－355－

(４) 関ケ原－養老断層系地震

町のほとんどは、震度５弱となり、一部震度４が予測されている。

項 目 午後６時（ ）内は午前３時の場合

人 的 被 害

死 者 数（人） 0 （0）

重 傷 者 数（人） 1 （2）

軽 傷 者 数（人） 24 （32）

要救出者数（人） 0 （0）

避 難 者 数（人） 17

建 物 被 害
全 壊（棟） 1

半 壊（棟） 23

出 火 件 数（件） 0

(５) 高山・大原断層帯地震

町のほとんどは、震度５弱と予測されている。

項 目 午後６時（ ）内は午前３時の場合

人 的 被 害

死 者 数（人） 0 （0）

重 傷 者 数（人） 2 （3）

軽 傷 者 数（人） 50 （66）

要救出者数（人） 1 （1）

避 難 者 数（人） 47

建 物 被 害
全 壊（棟） 10

半 壊（棟） 50

出 火 件 数（件） 0
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第２章 地震災害予防対策

第１項 自発的な防災活動の促進

第１節 防災思想の普及

地震被害を最小限にとどめるには、災害初期の各個人、家庭、地域での活動が大きなポイント

となる。平素から住民一人ひとりが『自らの命は自らが守る』『みんなの地域はみんなで守る』と

の意識のもとに、平常時から正しい防災知識を身に付け、災害に対する備えを心掛けることが重

要である。

町は、住民の生活単位や学校、職場等それぞれの状況に応じた啓発を通じて防災意識の高揚を

図るものとする。

１ 「岐阜県地震防災の日」の設定と点検事項

岐阜県に最大の被害をもたらした濃尾地震の経験を風化させないという観点から、濃尾地震が

発生した10月28日を「岐阜県地震防災の日」として定め、地震や地震災害に関する意識を高め、

地震防災活動の一層の充実を図るよう、次の事項の防災点検を実施する。

(１) 町

町の地震防災体制を見直すとともに、地震防災訓練の実施等により、町職員及び住民等に対

し、防災意識の啓発を図ること。

(２) 住 民

家の周りの地形や家具の固定の状況の確認、食料、飲料水、医薬品などの備蓄やブロック塀、

防災用具の点検、避難所の位置や避難経路、災害時における家族間の連絡方法の確認などを行

うこと。

(３) 事業所

事業所の周りの地形や事業所などの耐震性の点検、事業所の防災組織の整備状況や従業員の

防災訓練・研修などへの参加状況の確認、保有する地震防災のための資機材の点検などを行う

こと。

２ 毎月の防災点検

毎月28日（明治24年10月28日発生の濃尾大震災にちなむ）の「岐阜県防災点検の日」に当たっ

ては、町の防災体制、個々の職員の防災活動体制等について点検するとともに、地域住民の点検
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を啓発する。また、個人、家庭、学校、職場等それぞれで防災点検を実施し、突然の災害に備え

る。

防災点検10ケ条の例

●個人

１ 消火器の操作方法

２ 応急手当ての処置方法

３ 緊急避難カードの作成

４ 非常持ち出し品

５ 災害情報の入手方法

６ 緊急時の連絡先

７ 災害が発生した時の行動

８ 家具等の落下・転倒防止

９ 避難場所

10 避難路

●家庭

１ 家族の役割

２ 非常持ち出し品

３ 火災防止対策

４ 家具等の落下・転倒防止

５ 灯油等危険性物質確認

６ 家族の連絡方法、集合場所

７ お年寄り等の避難対策

８ 家の外回り

９ 避難場所までの危険箇所

10 避難場所・避難路

●地域

１ 自主防災体制

２ 地域住民の把握

３ 災害時要援護者の避難対策

４ 地域住民への連絡系統

５ 防災資機材

６ 警察・消防への連絡系統

７ 消防水利・施設

８ 物資等の搬送場所

９ 危険箇所

10 避難場所・避難路

３ 震災時の行動マニュアル作成・配布

町は、地域住民の地震発生直後から時間を追った具体的な行動マニュアルを作成し、住民に配

布する。

４ 防災教育

(１) 住民教育

町は、県及び防災関係機関等と連携して、地震時に地域住民が『みんなの地域はみんなで守

る』という意識のもとに、自主的な行動がとれるよう必要な住民教育を行う。

(２) 防災業務従事者教育

町、その他の防災関係機関等は、迅速かつ適確な地震対策の実施を図るため、それぞれ防災

業務に従事する職員等に対し、必要な教育を行う。

(３) 外国人に対する防災教育

町内在住の外国人に対して、ことばのハンディ等の特殊事情を配慮し、(財)県国際交流セン

ターの協力を得て、講習会等の防災教育を行う。

(４) 学校教育における防災教育

地震に関する知識、地震発生時の心得等について、園児、児童、生徒の発達段階、地域の実

情等に応じた地震防災教育を行う。
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●教育の方法

１ 自主防災組織単位の講習会の開催

２ 自治会、ＰＴＡ等の会合等の利用

３ 成人学級等の社会教育活動の利用

４ 地区交通安全協会の講習会等の利用

５ 防災交流センターの利用（防災研修会、貸出しフィルム、地震体験車等）

６ 県広域防災センターの利用（貸出しフィルム、展示教育設備、地震体験車等）

７ ＶＲシミュレーションの利用

８ 地震手引書等の作成・配布

９ 新聞、パンフレット等を通じての広報

10 相談窓口の設置
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第２節 自主防災組織の育成と強化

大地震発生の場合、防災関係機関の活動の遅延・阻害が予想され、『みんなの地域はみんなで守

る』という地域の人々のコミュニティ連携意識に基づく防災活動が必要となる。

町は、自主防災組織の重要性についての認識を広め、自主防災組織の設置促進と育成強化を推

進する。

１ 地域住民の自主防災組織

(１) 地域住民の自主防災組織づくりの推進

町は、地域住民の自主防災組織づくりを推進する。

(２) 消防団員ＯＢによる自主防災組織の育成、強化

町は、消防団員ＯＢの専門知識を生かした、地域に密着した指導により、自治会単位の自主

防災組織の設立と活動の充実を図る。

(３) 各自主防災組織の防災計画の作成

ア 町は、自主防災組織の組織（各構成員の役割）、活動内容等を明確にし、迅速・適確な活動

を確保するため、各自主防災組織が防災計画を作成するよう、その具体的なモデル案を示す

などにより指導する。

イ 自主防災組織の防災計画の内容は、組織の編成、平常時及び災害時の活動を中心に、具体

的に定める。

ウ 各自主防災組織は、町が示したモデル案を参考にして防災計画を作成し、各構成員に対し、

そのとるべき行動等の周知を図る。

・自主防災組織の組織例、活動例は一般編第２章第２節「防災組織整備計画」によるものと

する。

(４) 自主防災組織の活動拠点の整備

町は、各自治会に１か所の割合で自主防災組織の活動の拠点となる施設（各自治会公民館）

を定め、その整備に努める。＝コミュニティ防災拠点

機能：防災知識の習得・普及の場

資機材、生活必需品等の備蓄

コミュニティの災害応急活動の拠点

(５) 研修の実施

ア 自主防災組織のリーダー研修

町は、自主防災組織のリーダーを中心とした研修を実施し、また、県その他の防災関係機

関等が開催する研修会への参加を促進し、防災上の知識・技能の向上を図ることにより、自

主防災組織の活動を充実させる。
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(６) 各種団体における防災研修

町は、地域にねざした各種の団体（老人クラブ等）に対して、その構成員が自主防災組織の

リーダーとして活動できるよう、防災に関する研修活動等に努めるよう指導する。

(７) 消防団、警察署等との連携強化

自主防災組織と地域の防災情報拠点である消防団及び加茂警察署との連携強化に努めるとと

もに、女性防火クラブとの連携強化を図り、迅速・適確な自主防災活動を推進する。

２ その他の（「地域」を基準としない）自主防災組織

(１) 施設、事業所等の自衛消防組織等

一定規模以上の施設、事業所等にあっては、消防法により、消防計画を定め、自衛消防の組

織を設置することとなっている。

町は、事業所等の自衛消防組織の整備を促進し、自主防災組織及び地域住民との連携強化を

図る。

(２) 農業用施設、ため池の自主防災組織

農業用施設等の損傷に伴う二次災害を防止するため、町、土地改良区、受益者、地域住民に

よる自主防災組織を設立し、必要な措置、下流住民の誘導等を行う。

第３節 ボランティア対策

一般編第２章第19節「ボランティア活動の環境整備計画」に定めるところによる。
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第２項 迅速かつ円滑な地震災害

対策への備え(危機管理)

第１節 防災体制の確立

地震は前ぶれなく不意に発生し、被害が同時かつ広域的に多発することから、即座に対応でき

る体制を整備するとともに、交通・通信網の途絶、職員自身の被災等を考慮した体制づくりが必

要である。

町は、迅速で多重的な初動体制の確立を図るとともに、関係機関との連携により中枢機能の充

実を図る。

１ 防災組織の充実

(１) 八百津町防災会議

災害対策基本法第16条の規定に基づき、町の防災に関する基本的事項を審議するため防災関

係機関等による八百津町防災会議を設置する。

《所掌事務》

① 地域防災計画の作成とその実施の推進

② 町域に係る災害情報の収集

③ 災害応急対策及び災害復旧に係る県及び関係機関との連絡調整

④ 非常災害時における緊急措置計画の作成とその実施の推進

⑤ その他法令に基づき権限に属する事務

《組織》

会 長 ○ 町長

委 員 ○ 国及び県の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

○ 岐阜県警察の警察官のうちから町長が任命する者

○ 町議会議長

○ 町長がその内部の職員のうちから指名する者

○ 教育長

○ 消防団長

○ 可茂消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者

○ 指定公共機関、指定地方公共機関及びその他これらに準ずる機関のう

ちから町長が任命する者

(２) 八百津町災害対策本部
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災害対策基本法第23条の規定に基づき、八百津町地域防災計画に基づく災害予防及び災害応

急対策を実施するため、八百津町災害対策本部を設置する。

２ 災害対策本部・支部の運営体制の整備

災害発生時において、災害対策本部の円滑な運営を図るため、次の対策を推進する。（災害対策

本部の設置方法は、一般対策計画編第３章第１節「町本部活動体制」参照）

(１) 警報等発表後、本部及び支部設置を必要とする段階で参集してきた職員が手際よく災害対策

本部及び支部を設置できるよう、情報通信機器の設置方法やレイアウト等を含むマニュアルを

作成する。

(２) 災害対策本部・支部の職員がその能力を最大限に発揮できるよう、少なくとも２～３日分の

水、食料、毛布等の備蓄等を推進する。

(３) 本部・支部員会議の職員が災害発生時に的確な活動を行うため、平常時から特に次の点につ

いて習熟できるよう、重点的に研修しておく。

ア 動員配備・参集方法

イ 本部の設営方法

ウ 各種通信機器等の操作方法等

３ 自主防災体制の強化

自主防災体制は、一般編第２章第14節「自主防災組織の育成と強化」によって進めるものとす

る。

４ 防災活動拠点の整備

災害応急活動の中枢拠点を整備するとともに、コミュニティ防災拠点（自治会等に１か所ぐら

い）、地域防災拠点（小中学校区ごとに１か所ぐらい）等の整備に努め、円滑な災害応急活動体制

の確立を図る。

５ 実践的な職員の防災訓練の実施・マニュアルの検証

町は、県と連携して、実践的な指揮型訓練を繰り返し実施し、職員の災害対応能力を継続的に

高める。また、災害対応の基本的な指針等を定める業務マニュアルを整備し、業務の標準化と共

有化を図り、訓練や災害の検証結果を反映させる。
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第２節 広域応援体制の確立

大規模災害にあっては、一地域の防災機関だけでは対応できない事態が想定され、他地域から

の応援が必要である。

被災地においては、混乱により応援についての十分な事務処理ができない場合があり、事前に

これを想定したきめ細かな取り決めをしておくものとする。

町は、大規模災害を想定した広域の応援体制を多重的に整備する。なお、応援する場合は、自

己完結型（寝食自給型）で行う。

１ 県外の広域相互応援

町は、必要に応じ、県外の近隣市町村又は友好市町村との間の相互応援協定を締結する。（応援

内容等は、県の例に準ずる。）

２ 県内相互応援

(１) 岐阜県広域消防相互応援協定

県内市町村は、消防組織法第39条の規定に基づき消防に関し相互に応援するため「岐阜県広

域消防相互応援協定」を締結している。

(２) 県広域防災相互応援体制

町は、災害対策基本法第67条の規定に基づき、災害発生時の応急措置に関し他の市町村の応

援を要求できるが、要求に基づかない自主的な相互応援体制を整備するため、県内全市町村に

よる協定締結を検討する。

３ その他の応援体制

次の機関等について、応援要請を行う体制を確立する。

(１) 緊急消防援助隊

地震等の大規模災害時における人命救助活動等をより効果的かつ充実したものとするため、

全国の消防機関相互による迅速な援助体制として設置

(２) 広域航空消防応援

消防法第24条の３の規定に基づき、他の都道府県の市町村にヘリコプターを用いた消防に関

する応援を要請するときは、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」による。
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第３節 情報体制の確立

大規模地震発生直後は、通信機器の損傷、輻輳等により情報の断絶・混乱が予想されるが、情

報の収集・伝達は応急対策活動を左右する重要なものである。

町は、り災者のニーズにあった対策を講ずるために、迅速性を重視した情報の収集・伝達体制

の確立を図る。

１ 防災通信網の整備

(１) 岐阜県防災行政無線の活用

平成７年４月より、地上系及び衛星系通信回線の２ルートで、国、県、市町村、消防機関と

の通信を確保している。その機能としては、気象情報等の県から町への一斉通報の他、相互に

よるファクシミリ・データー通信、地域衛星通信ネットワークからの映像の受信などである。

ア 端末局設置場所

県においては、防災課に設置してある。

イ 電話による通信方法

(ア) 端末局から通信する場合

電 話 番 号

地 上 系 県 内 局番号－２－内線番号

衛 星 系 県 内 ３－局番号－２－内線番号

県 外 ３－県番号－局番号－内線番号

＊局番号、県番号は、３桁

(イ) 庁内電話から通信する場合

上記の電話番号の前に、７を押す。

ウ ファクシミリによる通信方法

端末局から電話と同じ要領で行う。

エ 画像通信 ・・・ （映像による通信方法）

(２) 町防災行政無線

ア 移動系防災行政無線（以下「移動系無線」という。）

災害現地、公共施設との通信を確保するため、移動系無線通信施設の拡充に努める。

イ 地域防災無線

非常時の多重通信網確保のため、地域防災無線通信施設の導入を検討する。

(３) 防災相互通信用無線
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災害現地において、防災関係機関相互の連絡を密にし、的確に推進するため、防災相互通信

用無線局の適正な管理運用に努める。

(４) 携帯電話中継局の整備

移動体通信サービスを行う企業と協力して中継局を整備し、通信困難地域の解消に努める。

２ 通信手段の確保

電話回線の途絶などにより通常の通信施設が使用できないとき、又は町の所有する無線通信施

設等が使用できないときは、他機関の無線通信施設を利用し、通信の途絶を回避する。

(１) 非常通信

非常時における非常無線通信の円滑かつ効率的な運用と、防災関係機関相互の協力体制を確

立するため、平常時より非常通報に係る通信方法の習熟と通信体制の連携に努める。

(２) その他の通信施設

防災関係機関の非常無線通信が利用できないとき、又は緊急かつ広域に情報の収集・伝達を

図る必要を認めるときは、次の民間無線使用団体及びその他可能な通信手段の確保に努め、通

信の途絶を回避する。

ア 移動体通信（携帯電話等）

(ア) 防災情報モバイルネットワーク

(イ) 移動体通信の通信困難地域の解消にむけ、関係機関と連携を図り整備促進に努める。

イ アマチュア無線

災害時にアマチュア無線による通信を(社)日本アマチュア無線連盟に加入する団体へ要請

し、円滑かつ効率的に行う体制を確立する。

ウ インターネット等

住民等へのビジュアルな被災情報・支援情報を提供するため、インターネット等の活用を

検討する。

エ タクシー無線

東海自動車無線協会等の協力を得て、タクシー無線による情報の収集を図る。

３ 情報の収集・伝達方法の多様化

(１) 職員による情報収集

ア 地域災害情報収集者

迅速な情報収集を行うため、あらかじめ地域災害情報収集者を指名する。

イ 一般職員

指定された出動場所への参集途上で可能な限りの情報を収集するため、必要とする情報を

記載する「災害情報用紙」を作成し、職員に周知する。

(２) 被災現場からの情報収集

地域災害情報収集者によるものとする。
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ア 地域災害情報の収集と伝達

イ 自主防災組織等との連絡体制の確立

ウ 「現地災害対策本部」の設置要請

エ その他関係機関（ＮＴＴ西日本、中部電力等）と連携を取りながら情報収集を行う。

４ 情報システムの高度化

画像監視カメラ等デジタル通信による画像情報収集・連絡システムの整備に努める。また、迅

速な緊急地震速報の伝達のため、その伝達体制及び通信施設、設備の充実を図るよう努めるもの

とする。
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第４節 医療救護体制の整備

大規模震災により多数の傷病者の発生が予想され、また医療機関の機能停止・混乱も予測され

る。町は、医療（助産）救護活動を迅速に実施し、人命の確保、被害軽減を図る体制整備が必要

である。

町は、災害医療救護についての組織・体制の整備を図るとともに、医療機関情報の早期把握の

ため、災害医療情報システムの整備に努める。

１ 地震災害等医療（助産）救護計画の策定

町は、医療（助産）救護体制を確立し、医療（助産）救護活動に万全を期すため、医療機関の

協力の下に、次のような地震災害等医療（助産）救護計画を策定する。

(１) 医療救護施設（救護所、救護病院）設置

(２) (１)以外の医療機関への対応

(３) 搬送体制

(４) 医療ボランティア受入れ体制整備

２ 災害医療情報システムの整備

町は、県、消防機関、医師会、医療機関等と連絡をとり、災害時の医療機関の空きベッド、医

療従事者、道路等の状況を迅速かつ的確に把握できる体制の整備に努める。

３ 医薬品等の確保

(１) 救急医薬品、医療用資機材の備蓄、調達体制の整備、在庫量の把握

(２) 医療用血液の備蓄（血液センター）、輸送体制の確保、献血促進

４ 効率的な医療を確保するための研修

町及び医療機関は、連携してトリアージ技術、災害時に多発する傷病の治療技術等に関する研

修に努める。

＜トリアージの基準例＞

優先度 処 置 識別 疾 病 状 況 診 断

１ 最優先 赤 生命、四肢の危機的状態で直

ちに処置の必要なもの

気道閉鎖又は呼吸困難重症熱傷、心傷

害、大出血又は止血困難、開放性胸部

外傷、ショック
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２ 待 機 黄 ２～３時間処置を遅らせても

悪化しない程度のもの

熱傷、多発又は大骨折脊髄損傷、合併

症のない頭部外傷

３ 保 留 緑 軽度外傷、通院加療が可能程

度のもの

小骨折外傷、範囲小熱傷（対表面積の

10％以内）で気道の熱傷を含まないも

の、精神症状を呈するもの

４ 死 亡 黒 生命兆候のないもの 死亡又は明らかに生存の可能性がない

もの

５ 災害医療の普及・啓発

町は、心肺蘇生法、応急手当、トリアージの意義等に関し、住民への普及・啓発に努める。
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第５節 緊急輸送網の整備

大規模震災時には、道路・橋梁等の損壊、障害物、交通渋滞等により道路交通に支障が生じる

場合が多い。町は、迅速な災害応急対策を実施するため、あらゆる交通手段を活用した緊急輸送

のネットワーク化を図り、要員、物資等の緊急輸送を円滑に行うルートを確保する体制を整備す

る。

１ 緊急輸送道路の指定

県は、緊急輸送道路を、次のように指定している。

(１) 県は、県内の道路を地震災害発生後の緊急輸送の確保の観点から広域的な役割を果たすもの、

地区内の災害応急対策の輸送を果たすもの等、その役割から区分して緊急輸送道路に指定しネ

ットワークを構築する。緊急輸送道路は、代替性を考慮したネットワークを構築するとともに、

河川敷道路、広域農道等を含め、道路識別に関係なく有効なネットワークを指定する。

a 第１次緊急輸送道路…県庁所在地及び地方生活圏の中心都市等の重要都市を連絡し、広域の

緊急輸送を担う道路

b 第２次緊急輸送道路…第１次緊急輸送道路と防災拠点を相互に連絡し、地域内の緊急輸送を

担う道路

C 第３次緊急輸送道路…第１次・第２次緊急輸送道路と防災拠点を相互に連絡し、地区内の緊

急輸送を担う道路

２ ヘリコプター緊急離着陸場の指定

(１) ヘリコプター緊急離着陸場の選定

陸上輸送が不可能となった場合を想定し、ヘリコプターによる輸送手段を確保するため、ヘ

リコプターの離着陸の可能な空地を次により選定する。

名 称 所在地（住所）
町役場からの距離

（ｍ）

広 さ

（ｍ）

八百津小学校グラウンド 岐阜県加茂郡八百津町八百津3784 20 110×80

旧八高グラウンド
岐阜県加茂郡八百津町八百津

3412-1
200 100×60

丸山運動場
岐阜県加茂郡八百津町八百津

1516-1
3,800 100×90

和知運動場 岐阜県加茂郡八百津町和知1706 4,100 120×90

八百津中学校グラウンド 岐阜県加茂郡八百津町野上916-4 1,800 100×200
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蘇水公園グラウンド
岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志

2731-5
900 200×130

錦津小学校グラウンド
岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志

1806
2,100 100×50

久田見小学校グラウンド 岐阜県加茂郡八百津町久田見2741 12,900 115×60

八百津東部中学校グラウ

ンド

岐阜県加茂郡八百津町久田見

3376-1
13,800 130×80

福地運動場 岐阜県加茂郡八百津町福地775-3 17,800 120×55

元潮南中学校グラウンド 岐阜県加茂郡八百津町潮見230-2 11,800 52×40

原運動場
岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志

2807-2
2,400 100×70

(２) ヘリポートの確保

大規模事業所等にヘリポートを整備するよう協力を求めるとともに、協定等の締結により地

震災害時のヘリポートを確保するものとする。

３ 一時集積配分拠点の設置

地震による災害が発生した場合において、被災地の物資の輸送を迅速かつ効率的に実施するた

めに、一時集積配分拠点候補施設を確保し、搬入する食料及び生活必需品等の応急輸送物資の中

継拠点として設置する。

八百津町の一時集積配分拠点施設は次のとおりである。町は、防災担当者、自主防災組織、関

係機関等に周知しておく。

施 設 名 所 在 地 床面積 連絡先 他用途 施設管理団体名

八百津町Ｂ＆Ｇ海洋

センター体育館

加茂郡八百津町八百津

3398-1
1,102㎡ 0574-43-0390 避難所 八百津町教育委員会
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第６節 地震防災訓練の実施

防災対策を実効性あるものにするためには、日ごろからの訓練により防災に関する知識・技能

の習得を図ることが必要である。

町は、地震の規模や被害の想定を明確にした実践的な訓練を実施することにより、防災活動の

円滑な実施を期する。

１ 総合防災訓練の実施

町は関係機関と連携して、基礎訓練（初期消火訓練、避難訓練等）を含めた総合的な防災訓練

を実施する。（防災関係機関、住民、事業所等参加）

訓練では、内陸型大規模地震を想定した訓練、東海地震を想定した予知情報訓練など地震規模

や被害の想定を明確にするとともに、訓練のシナリオに緊急地震速報を取り入れるなど、より実

践的な内容となるよう努めるものとする。

ア 内陸型大規模地震を想定した訓練

毎年10月28日（前後の適当な日）に、県、市町村、防災関係機関、住民、事業所等の協力

のもとに内陸型大規模地震を想定した総合防災訓練を実施

訓練の内容

１ 職員の動員訓練

２ 情報の収集・伝達訓練

３ 災害発生時の広報訓練

４ 災害発生時の避難誘導訓練

５ 交通規制その他の社会秩序維持訓練

６ 救援物資の準備及び輸送訓練

７ 消防、水防活動訓練

８ 救援活動訓練

９ 道路啓開訓練

10 航空偵察訓練

11 応急復旧訓練

12 現場指揮本部訓練

13 広域消防応援体制訓練

14 避難場所開設運営訓練

15 ボランティア受入活用訓練

16 広域防災応援受入体制訓練 など

イ 東海地震を想定した予知情報対応訓練

中央防災会議の主唱により行われる国の総合防災訓練と連携して実施されるものであり、

町及び各防災関係機関はそれに準じた訓練を行うよう努める。

(ア) 全市町村が訓練に参加し、自主防災組織を中心とした防災訓練、避難所における実質的

訓練等住民参加・実践的訓練を実施

(イ) ライフライン等関係民間企業・機関も参加を目指す。

２ 消防訓練

町本部は、町の消防に関する計画に基づく消防活動の円滑な遂行を図るため、消防に関する訓
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練を実施するほか必要に応じて大火災を想定し、町本部又は県本部が合同で実施するものとする。

実施に当たっては、関係機関が緊密な連絡をとり、必要に応じて他の関連訓練と併せて実施する

ものとする。

３ 避難等救助訓練

町本部その他関係機関は、関係の計画に基づく避難その他救助の円滑な遂行を図るため、水防、

消防等の災害防ぎょ活動と併せ、又は単独で訓練を実施するものとする。なお、学校、病院、社

会福祉施設、工事事業所、作業場等にあっては、収容者等の人命保護のため特に避難についての

施設を整備し、訓練を実施するものとする。また、社会福祉施設における具体的な訓練は、災害

が発生したときの避難場所、避難（誘導）方法、その他細部にわたる計画を施設管理者が作成し、

社会福祉施設においては年２回以上（児童福祉施設においては月１回）の避難訓練を消防機関等

の協力を得て行うものとする。うち、入所型の社会福祉施設においては、夜間又は夜間を想定し

た避難訓練を年１回以上実施するものとする。

４ 水防等の訓練

町は、関係機関と協力して、その地域の水防その他土木施設に関する計画に基づく水防活動等

の円滑な遂行を図るため、次の方法により水防等に関する訓練を実施する。

(１) 実施の時期

洪水が予想される時期前（梅雨期前）の最も訓練効果のある時期を選んで実施する。

(２) 実施地域

河川道路危険箇所等洪水その他による大災害の発生するおそれのある地域において実施す

る。

(３) 方法

図上又は実地に水防活動、仮道、仮橋の架設等について関係機関が緊密な連絡をとり、必要

に応じ他の関連する訓練と併せて実施する。

５ その他の地震防災訓練

町は、次の地震防災のための訓練を適宜、繰り返し行う。

(１) 通信連絡訓練

有事の際における情報の収集伝達方法、通信設備の応急復旧等についての訓練

(２) 動員訓練

初動体制を確保するため、職員の動員訓練を適宜実施する。

(３) 地区避難訓練

町は、各地区と連携して地震災害を想定した地区ごとの避難訓練を適宜、繰り返し実施し、

避難場所の確認及び方法の周知に努める。

(４) 図上訓練

ア 町は、少なくとも毎年１回以上消防機関、警察機関、学校、福祉関係機関等の協力を得て、
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地震を想定した図上（ロールプレイング式訓練）を実施するものとする。

イ 町は、「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、住民の参加による、地域の災害履歴・危険箇

所、災害時要援護者などの情報を共有する災害図上訓練（ＤＩＧ）を次の要領により実施す

るよう指導する。

(ア) 町内会単位

比較的狭い範囲で実施することにより、隣近所の災害時要援護者（高齢者、障がい者な

ど）の把握を図る。

(イ) 小学校区単位

広範囲で実施することにより、避難所を取り巻く周辺状況の危険箇所の確認や、普段交

流のない自治会同士の連携を図る。

６ 訓練実施に当たっての留意点

(１) 実施結果についての見直しと反映

訓練後には、評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じて体制等の改善を行うこと。

(２) 地域住民等との連携

災害時における地域の災害応急活動等の重要性に鑑み、地域住民、自治会組織、企業等に訓

練への積極的な参加を求め、相互に連携した訓練の実施に努める。

(３) 実技訓練の実施

「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、消火、救助、炊き出し等災害時に想定される技術取

得訓練の実施に努める。



第２章 地震災害予防対策

－375－

第３項 民生安定のための備え

第１節 避難対策

大地震の発生時には、二次災害のおそれのある区域の住民等は、速やかに安全な場所に避難す

ることが何よりも大切であり、また、建物の倒壊、火災等により住居が奪われるなど、長期にわ

たり避難生活を余儀なくされる事態が予想され、安全・迅速な避難のための方策を講ずるととも

に、質的にも、量的にも整備された避難所を確保しておくことが必要である。

町は、避難路の安全を確保し、避難誘導体制を整備するとともに、避難所における良好な生活

環境の確保に努める。

１ 避難所の指定

町は、住家の倒壊等により生活の本拠を失ったとき又は避難が長時間に及び宿泊を要するとき

の施設としてあらかじめ避難所を確保・指定し、住民に周知する。

(１) 避難所の施設設備の整備

ア 避難所開設に必要な施設整備……貯水槽、井戸、仮設トイレ、毛布、通信機器、テレビ、

ラジオ等、非常緊急通話用電話の申請

イ 避難所生活の環境を良好に保つための設備……換気、照明等

ウ 災害時要援護者への配慮……スロープ、障がい者用トイレ、文字を表示できるラジオ等

(２) 避難所における生活物資の確保

指定した避難場所又はその近くで避難生活に必要な物資等の備蓄に努める。

(３) 避難所の運営体制の整備

ア 町は、避難者（自主防災組織等）、施設管理者との協議により、予定される避難所ごとに、

事前に「避難所運営マニュアル」を策定する。

イ 災害発生後の被災者の健康状態の悪化防止や関連死の減少を図るため、町は、「岐阜県地震

防災行動計画」に基づき、あらかじめ災害時における保健活動マニュアルの整備を行う。

２ 広域避難場所の指定等

町は、主として地震火災が延焼拡大した場合の避難場所として、あらかじめ広域避難場所を確

保・指定し、住民に周知する。

(１) 広域避難場所の整備

広域避難場所における避難者の安全を図るため、次のとおり施設整備を図る。

ア 周囲に防火帯となる樹木の植栽を推進する。
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イ 消防用水、飲料水等の水利の確保を図るため、池、プール、貯水槽等の整備を図る。

ウ 負傷者等の応急救護が円滑に行えるよう救護所となり得る建築物の確保を図る。

(２) 広域避難場所標識の設置等

町は、広域避難場所及び周辺道路に案内標識、誘導標識を設置し、平素から関係地域住民に

周知を図り、速やかに避難できるようにしておくものとする。

(３) 避難地区分けの実施

ア 避難地区分けの境界線は、自治会単位を原則とするが、主要道路、河川等を横断して避難

することを避けるため、これらを境界とすることができる。

イ 避難地区分けにあっては、各地区の歩行負担、危険負担がなるべく均等になるようにする。

ウ 避難人口は、夜間人口によるが、昼間人口の増加も考慮し、避難地収容力に余力を持たせ

る。

３ 一時避難場所の指定等

町は、広域避難場所へ避難する前に組織的避難が円滑に行えるように自主防災組織、自治会ご

とに一時的に集合して待機する場所として一時避難場所をあらかじめ確保・指定し、住民に周知

する。

４ 避難道路の指定

町は、市街地の状況に応じ、住民の理解と協力を得て、避難路を指定し、住民に周知する。
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第２節 食料、飲料水、生活必需品の

確保

公共備蓄、流通在庫が確保されていても、調達先の被災、搬送の遅れ等で被災直後の需要が満

たされないこともあり、個人、地域での備蓄や広域応援が必要となる場合がある。また、被災者

の状況、時間の経過によりニーズが変化し、それぞれに適合する物資の確保が重要となる。

町は、家庭、地域、事業所等での自主的備蓄を推進するとともに、他市町村との相互応援協定

や防災関係機関及び流通在庫等の保有業者との協力体制を整備し、さらに最小限の公共備蓄等を

行うことにより、円滑な食料・物品等の確保を図る。

〔個人備蓄〕

災害発生後３日分の生活に必要な食料・物品等備蓄の啓発に努める。

〔公共備蓄〕

○ 水、食料、生活必需品等災害発生後直ちに必要なもの

○ 救急・救助活動資機材等緊急性の高いもの

○ 使用頻度の高いもの

○ 流通業者からの調達が困難なもの、又は流通在庫の不足量を補完するもの

１ 食料及び生活必需品の確保

災害が発生した場合に備えて、緊急に必要となる食料及び生活必需品を確保・供給するため、

次の措置を講ずる。

(１) 緊急物資の確保

ア 「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、現物備蓄・流通備蓄を適切に組み合わせた緊急食

料及び生活必需品の調達・備蓄計画の策定（り災者、特に災害時要援護者等のニーズを十分

配慮する。）

イ 町内又は県内の調達可能な緊急物資流通在庫の把握

ウ 緊急物資調達に関する機関、業者との調達協定の締結

大量調達が可能であり、流通の混乱の少ない製造業者、卸売業者等を中心に、調達に関す

る協定を締結する。

エ 緊急物資調達に関する相互応援協定の締結

オ 公共備蓄すべき物資の備蓄

カ 緊急物資の集積場所の選定

キ 食料配送協定等の締結

給食サービスを行っている者と、配食に関する協定の締結

(２) 住民、事業所等に対する緊急物資確保の啓発、指導
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ア 災害発生後３日分の食料、防災用品等

イ 災害時要援護者等に配慮し、７日間程度の最低生活が確保できる緊急物資

２ 飲料水の確保

災害が発生した場合の飲料水を確保するため、次の措置を講ずる。

(１) 飲料水の確保

ア 役場

・他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水計画の策定

・応急給水用資機材等の整備（給水タンク、ろ過装置、給水車）

・井戸等の把握

・上下水道工事指定店等との協力体制の確立

・復旧資材の備蓄

・住民、事業所等に対する貯水、応急給水についての指導

イ 家庭

・１人１日３リットルを基準として、世帯人数の３日分を貯水する。

・貯水する水は、水道水等衛生的な水を用いる。

・貯水容器は、衛生的で、安全性が高く、地震動により水漏れ、破損しないものとする。

ウ 自主防災組織

・給水班の編成

・地域の井戸、泉、河川、貯水槽等の水質調査等による飲料水の把握
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第３節 防災資機材の確保

大規模災害時には、現在の警察、消防、自衛隊等の装備では効率的な応急対策活動ができない

ことも予想され、防災資機材の確保を図ることが必要であり、自主防災組織等、地域における防

災資機材の整備も必要となる。

町内の、警察、消防の救出能力の向上を図るため、防災資機材の充実強化を促進するとともに、

地域における資機材の整備を進め、地域防災力を高める。

１ 防災資機材の充実強化

防災資機材の確保を図るため、次の措置を講ずる。

(１) 防災活動上の資機材、救助活動上の資機材等の備蓄

情報通信機器及び防災・救助活動用資機材

(２) 重機類借上げ等に関する協定の締結

建設業協会、土木建設業者等と重機類及び要員の借上げ等に関する協定締結を推進する。

２ 地域における防災資機材の整備

町は、自主防災組織（自治会）単位に防災資機材倉庫等を設置し、自主防災活動の充実に努め

る。
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第４節 防疫予防対策

被災地においては、生活環境の悪化、被災者の体力・抵抗力の低下等により、感染症等が発生

し、蔓延する危険性が高い。

町は、感染症の発生等を防ぐため、適確かつ迅速な防疫活動を行う体制を確立するとともに、

「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、あらかじめ災害時の防疫・保健衛生に関する業務マニュ

アルの整備を図っておく。

１ 防疫体制の確立

地震災害時における防疫体制は、次により行う。

２ 防疫用薬剤等の備蓄等

保健所と連携して防疫用薬剤及び資機材を備蓄するとともに、調達計画を確立する。

県 防 疫 対 策 本 部

（健康福祉部）
保 健 所

町 本 部

（健康福祉部）
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第５節 災害時要援護者の安全確保

高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、外国人、妊婦等のいわゆる災害時要援

護者は身体面又は情報面のハンディキャップから迅速な行動がとれず、また、避難生活において

も不自由を強いられる。これらの災害時要援護者については、各種の災害対策においてきめ細か

な配慮が必要とされる。

町は関係団体、住民等との連携により災害時要援護者支援体制を確立するとともに、災害時要

援護者の状況、特性等に応じた防災対策が適確に講じられるよう、個別かつ専門的な支援体制を

整備する。

１ 災害時要援護者支援対策の充実

町は県と連携し、以下の点を踏まえた災害時要援護者支援計画を策定し、支援体制の整備を図

る。

(１) 「災害時要援護者支援班」（行政の推進組織）の設置

(２) 「災害時要援護者支援協議会」（住民等を交えた推進組織）の設置

(３) 町の避難勧告、避難指示等の情報伝達方法の充実（ルールの設定）

(４) 名簿の登録、情報伝達体制、避難誘導体制等の整備

(５) 災害時要援護者支援体制の確認等を行うための災害図上訓練（ＤＩＧ）の実施

２ 地域ぐるみの災害時要援護者支援

町は、地域ぐるみで災害時要援護者の安全確保を図るため、自主防災組織、民生児童委員、地

域安全指導員、地域住民等との連携のもと、平常時から見守りネットワーク活動と要援護者支援

マップの整備・充実により、災害時における迅速・的確な情報伝達、避難誘導、救助等の体制づ

くりを進める。

３ 災害時要援護者の状況把握

(１) 消防団及び自主防災組織等

消防団及び自主防災組織等は、健康福祉課と連携して日ごろから地域に居住する災害時要援

護者の情報把握に努め、地震災害時に災害時要援護者の安否確認を行う体制を確立する。

(２) 災害時要援護者

各自治会長、近隣の住民、福祉施設等とのつながりを保ち、災害時に自らの安否等を連絡で

きる体制を整える。

４ 災害時要援護者に配慮した防災知識の普及等
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町は、災害時要援護者を災害から守るための防災知識の普及、啓発を行うとともに、地域、社

会福祉施設等において適切な防災訓練、防災教育が行われるよう指導する。

５ 施設、設備等の整備

町は、災害時要援護者自身の災害対応能力に配慮した緊急通報システム、災害時要援護者の所

在等を把握した防災マップシステム及び災害時要援護者への情報提供設備の導入・普及を図る。

また、災害時要援護者に配慮した避難地、避難路等の防災施設の整備を図り、災害時に社会福祉

施設において一定程度の要介護者等を受入れ可能となるよう施設整備を進める。

６ 人材の確保

町は、災害時要援護者の支援に当たり、避難所等での介護者の確保を図るため、平常時よりヘ

ルパー、手話通訳者等の広域的なネットワーク化に努める。また、ボランティアの活用を図るた

め、ボランティア活動の支援対策に努め、災害時のマンパワー確保に努める。
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第４項 地震に強いまちづくり

第１節 まちの不燃化・耐震化

阪神・淡路大震災では、木造家屋のみならず比較的安全とされていた堅牢建築物までもが倒壊

し、地震に伴い二次災害としての延焼火災も各地で発生した。したがって、建築物の耐震化・不

燃化の推進、公園の整備等による防災空間の確保、市街地の開発等による密集市街地の整備等を

推進することが必要である。

町は、想定を超える災害が発生した場合、生命の安全の確保を第一としつつ被害を一定のレベ

ルにくいとめられるような「地震に強いまちづくり」を目指す。

１ 建築物の防災対策

町及び公共的施設管理者は、大規模な地震による災害時に応急対策活動の拠点となる施設の耐

震診断及び耐震補強工事を推進する。

(１) 一般建築物の耐震性強化

町は、建築物の所有者又は管理者に対し、耐震工法及び耐震補強等の重要性について啓発を

行い、一般建築物の耐震性の強化を図る。

ア 木造住宅の耐震性確保

町は、「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、木造住宅における耐震診断及び耐震補強工事

に対する補助制度の普及、活用促進を図る。

イ 耐震化に関する住民相談の実施

「耐震相談窓口」を開設し、住民からの建築物の耐震化に関する相談に応ずるとともに、

耐震診断及び耐震補強に関する技術指導、啓発等に努める。

ウ 耐震性に関する知識の普及

耐震工法、耐震補強などについての資料を配布し、説明会の開催等を行い、建築物の耐震

性の強化に関する知識の普及に努める。

エ 建築士会等の協力

建築物の設計・施工について豊富な知識と経験を持つ建築士会等と協力し、一般建築物の

耐震性確保を図る。

(２) 被災建築物の応急危険度判定制度

県は、地震により被災した建築物（一般住宅を含む）及び宅地が余震等による二次災害に対

して安全であるかどうかの判定を実施する技術者を確保するため、「全国被災建築物応急危険度

判定協議会」及び「被災宅地危険度判定連絡協議会」が定める判定要綱及び判定業務マニュア
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ル（震前対策編）に基づき、平常時から事前に準備しておくよう努めるものとする。

(３) 窓ガラス等の落下物防止対策

町は、地震時に建築物の窓ガラス、看板等落下物による危険を防止するため次の対策を講ず

る。

ア 繁華街等の道路沿いにある三階建以上の建築物を対象に落下物の実態調査

イ 実態調査の結果、落下物のおそれのある建築物について、その所有者又は管理者に対し改

修指導

ウ 建築物の所有者又は管理者に対し、窓ガラス、看板等の落下物防止対策の重要性について

啓発

２ 文教関係施設の不燃化構造の促進

学校その他教育施設の管理者は、施設を災害から保護するため、次の事項に留意して施設の整

備に努めるものとする。

(１) 学校その他教育施設等

学校その他教育施設を地震災害から防護し、教育の確保と児童、生徒の安全を図るため、施

設の建設に当たっては鉄筋コンクリート造、鉄骨構造等の不燃化建築を推進し、防災化に努め

るものとする。

(２) 文化財等

文化財等を災害から防護するため、不燃化構造の保存庫、収蔵庫等の設置を行い、文化財等

の保存に努めるものとする。

３ ブロック塀（石塀を含む。）の倒壊防止対策

(１) 町は、住民に対し、ブロック塀の造り方、点検方法及び補強方法等についてパンフレット等

を作成し、知識の普及を図る。

(２) ブロック塀を新設又は改修しようとする住民に対し、建築基準法に定める基準の遵守を指導

する。

町は、ブロック塀を設置している住民に対して日ごろから点検に努めるよう指導するとともに、

危険なブロック塀に対しては造り替えや生垣化等を奨励する。

４ 建築物不燃化の促進

町は、新築、増改築等建築物については、建築基準法に基づき指導を行うとともに、既存建築

物については、次の法制度体系を通じ事業の推進を図る。

(１) 既存建築物に対する改善指導

旅館等の不特定多数の人が集まる既存特殊建築物の防災性を常時確保するため、建築基準法

第12条の規定に基づく定期報告制度を活用し、建築物の安全性確保と施設改善を指導する。

また、大規模な既存特殊建築物及び中小雑居ビルに対して、防火及び人の避難の安全を確保
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するため、建築物防災対策要綱に基づき必要な防火避難施設の改善を指導する。

(２) 防火基準適合表示制度による指導

消防機関が実施する「防火基準適合表示制度」による表示マーク交付に際し、消防機関と連

携して建築構造・防火区画・階段等の安全性について調査するとともに、防火避難施設の改善

措置を行う。

５ 道路、河川施設等の防災対策

(１) 道路施設等の整備

道路管理者は、地震発生後の緊急輸送の確保等の観点から、道路、橋りょう等の耐震性の向

上、落石危険箇所等の防災対策等の推進を図る。

(２) 河川管理施設等の整備拡充

万一の災害及び決壊の事態が生じた場合、人家や公共施設に重大な影響を及ぼすことが懸念

されることから、緊急時に備えて、管理施設（観測施設）等の整備拡充を図る。
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第２節 火災防止対策

地震が発生した場合、最もおそろしいのは火災であり、多くの場合、火災は同時多発し、時間、

季節、風向等によっては大火災となる可能性もある。

町は、消防水利の損壊、応援隊相互の通信混乱等予期せぬ事態を踏まえ、効果的・機能的な消

火活動ができる体制を整備する必要がある。

町は火災防止体制を万全のものとするため、火災予防の指導強化、初期消火体制の確立及び消

防力の増強等を図る。

１ 住民に対する指導

町は、地域住民の自主防災組織、女性防火クラブ等火災予防に関する各種団体の育成を図ると

ともに、住民に対し、地震時における火災防止思想の普及を図るため次の指導を行う。

(１) 火気使用器具の使用方法、転倒・落下防止、周囲の整理整頓

(２) 初期消火の重要性の啓発、各家庭、事業所等での消火器・消火用水の準備とその使用方法

(３) 火災予防条例の周知・徹底

２ 防火対象物の管理者に対する指導

町は、可茂消防事務組合と協力して、防火対象物の関係者に対し、次の指導等を行う。

(１) 防火対象物及び消防設備の耐震性の確保を指導する。

(２) 消防法に規定する防火対象物について防火管理者を選任させ、地震対策を含めた消防計画の

作成を指導する。消防法に規定のない事業所についても、消防計画に準じた計画作成を指導す

る。

(３) 火気使用器具の使用方法、転倒・落下防止、周囲の整理整頓を指導する。

(４) 消防用設備の設置、整備点検とその使用方法を指導する。

(５) 消防対象物の予防査察を計画的に実施し、消防対象物の状況を把握するとともに火災発生危

険の排除に努め、火災予防対策の万全な指導を行う。

(６) 消防対象物の状況を把握し、地震時に火災発生のおそれのある物件等の発見に努め、関係者

に対し万全を期するよう指導する。

(７) 消防法の規定による建築同意制度を効果的に運用し、建築あるいは増築の段階での火災予防

の徹底を図る。

３ 初期消火体制

町は、各家庭等で消火しきれない火災について、自主防災組織等で初期消火活動を行えるよう、

次のとおり整備し指導する。
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(１) 消火水利の確認と、その使用方法を指導する。

(２) 自主防災組織用の可搬式動力ポンプ、水槽等を整備するとともに、その使用方法及び組織的

消火活動を指導する。

４ 消防力の整備強化

(１) 消防力の強化

町は、消防力の基準に適合するよう消防組織の充実強化及び消防施設の整備増強を図ること

はもとより、地震が発生した場合の道路交通の阻害、同時多発災害の発生等に対応できる消防

力の整備に努める。

ア 消防施設の整備拡充と消防職員、消防団員の確保に努めるとともに、防災拠点となる消防

施設の耐震化に努める。

イ 必要に応じ次の資機材等の整備に努める。

(ア) 消防団、自主防災組織等への小型動力ポンプ、救助用資機材（鋸、バール等）等の整備

(イ) 生埋め者の発見救出等のための資機材（油圧救助機具、画像探索機等）の整備

(ウ) 輻輳する情報を迅速に収集、伝達できる通信体制の整備

ウ 救出活動を阻害する瓦礫、土砂、コンクリート等の除去のため、大型建設機械の要請につ

いて、関係団体との協力体制を確保する。

エ 同時多発災害時には町の消防力だけでは対応できないので、住民による自主防災組織等の

育成強化に努める。

(ア) 自主防災組織の設置及び防災資機材の配備

(イ) 消防職員、消防団員ＯＢを活用した指導者の育成

(ウ) 自主防災意識の普及及び初期消火、応急救護、防災資機材の取扱訓練の実施

(２) 消防水利等の確保

町は、消防水利の基準に適合するよう消防水利の適正配置と同時多発火災、消火栓使用不能

事態等に備え水利の多様化を図る。

ア 防火水槽及び耐震性貯水槽の整備を図る。

イ 緊急水利として利用できる河川、池、プール等を把握しておき、水利の多様化を図る。

ウ 長時間放水時の水を確保するため、必要に応じ水を輸送できる民間車両（例えば散水車、

ミキサー車等）の利用について関係団体と協議する。
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第３節 危険物等の災害予防対策

地震が発生した場合、危険物等により、出火、爆発、有毒ガスの発生等人命に著しい危険を及

ぼすおそれがあり、災害の発生・拡大防止のための平素からの対策が重要である。

町は、県及びその他関係機関と協力して、危険物等の保安体制の確立について、施設、事業所

等を指導し、災害の未然防止に努める。

１ 危険物

(１) 地震時の危険物による災害を最小限に止めるため、町は、可茂消防事務組合と協力して、消

防法に基づき次の立入検査等を行う。

ア 危険物施設の立入検査、保安検査による位置、構造及び設備、危険物の貯蔵及び取扱い方

法の調査指導、特に、屋外タンク貯蔵所の保安検査

イ 消防法等による危険物施設の規制の徹底、耐震性の確保

(２) 町は、危険物取扱者の資質の向上を図るため、危険物の取扱い、適確な応急措置等について

の指導等に努める。

ア 消防法に基づき予防規程の作成が義務付けられている危険物施設に対し、地震対策を含め

た予防規程の作成指導

イ 火災予防条例の適用を受ける指定数量未満の危険物の貯蔵、取扱いを行っている学校、薬

局等について、火災予防上の立入検査等の実施、危険物の貯蔵、取扱い方法の指導、自主的

定期点検等による自主保安体制の強化の指導

ウ 石油ストーブ、ボイラーを使用している事務所、一般家庭等について、灯油の適正な保管

及び取扱い方法の指導啓発

エ 危険物流出防止資機材の整備及び配備状況の把握

２ 高圧ガス

地震時の高圧ガス等による災害を最小限にとどめるため、岐阜県ＬＰガス協会と連携のもとに

次の措置を行う。

(１) 緊急連絡体制の確立

災害時のガス漏れ等による避難勧告、又は避難所へのＬＰガスの配給を迅速に行うため、緊

急連絡体制を確立する。

(２) 訓練及び指導

地震対応型ガス機器の普及を啓発し、地震時の元栓確認を行い地震の備えを万全に行うため

に、防災訓練を定期的に行う。
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第４節 災害危険区域の防災事業の

推進

阿寺断層・根尾谷断層が動いたとき発生する道路の地割れ、陥落、堤防の損傷などの被害が予

想される。大規模な地震が発生した場合、これらの被害により、一瞬にして多くの人命を失い、

また広範囲に人命が危険にさらされるおそれがあり、防災事業の推進が必要である。

町は、危険区域を把握し、関係機関及び住民に周知徹底するとともに、緊急度の高い地域から

防災事業の推進を図る。

１ 地盤災害の危険区域の指定促進及び周知

町は、地盤災害から住民の生命、財産を保護するため、次の措置を講じて住民等に周知する。

(１) 町は、県から危険箇所に係る資料の提供を受けるとともに、県の行う「防災カルテ事業」に

協力して危険箇所の現況を調査の上、危険区域の指定を促進し、当該現地に標識等を順次設置

するよう努める。

(２) 町内における指定された危険区域及び規定区域外の危険な箇所は、一般災害対策編第２章第

４節「砂防、地すべり防止、急傾斜地崩壊防止対策計画」別表１～別表６のとおりである。な

お、これらの危険箇所の住民等に対して、災害の危険性について周知徹底を図る。

２ 土砂災害防止事業

町は、土石流発生危険箇所、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所等の把握を行い、建築

制限等を行うとともに、次により土砂災害防止事業の推進を図る。

(１) 砂防

土石流等の危険が大きいと予想される地区に係る渓流を重点に、砂防工事を推進する。

(２) 急傾斜地

急傾斜地崩壊防止工事を土地所有者等が施行することが困難又は不適当と認められ、かつ、

工事の施行により多数の居住者等の安全を確保できる区域について、被害予想家屋数、危険度、

経済効果等を勘案の上、緊急度の高いものから工事を推進する。

３ 造成地の災害防止

町及びその他の関係機関は、傾斜地において土地造成が行われる場合は、土砂崩れ、擁壁の崩

壊等の危険が予想されるので、土地造成業者に対し安全を図るよう指導する。

また、既存の土地造成地にあって、崩壊等の危険のある土止め施設等については、その危険を

周知し、防災対策を確立するよう指導する。
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４ 住宅移転事業

(１) 防災のための集団移転促進事業

町は、災害危険区域のうち、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するために住居の集

団移転を促進することが適当と認められる区域について、防災のための集団移転促進事業の実

施の促進を図るものとし、移転者に対しては、生活確保に必要な援助を行うよう努める。

(２) がけ地近接危険住宅移転事業

町は、県建築基準条例で指定した「災害危険区域」及び建築を制限している区域に存する住

宅で移転を必要とするものについては、がけ地近接危険住宅移転事業の実施の促進を図るもの

とし、本制度の活用について、地域住民の積極的な理解と協力を得るよう努める。
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第５節 ライフライン対策

電気、ガス、上下水道等のライフラインは、ほとんどの住民がその依存により生活している。

災害時においてその供給が寸断されると、二次災害の発生、応急対策の遅延等極めて広範囲に影

響を及ぼすことが懸念されるため、その対策を万全にする必要がある。

町は、施設の耐震性の確保に努めるとともに、応急バックアップ体制、広域応援体制あるいは

広報の伝達体制の確保を図る。

なお、ライフライン関連事業者の迅速な被害情報の把握、情報共有、復旧体制の整備を図るた

め、町は、「岐阜県地震防災行動計画」に基づき、あらかじめ災害時のライフラインに関する業務

マニュアルの整備を行うものとする。

１ 水道施設

水道水の安定供給と二次災害防止のため、水道施設の整備等に努める。

(１) 水道水源の多元化

災害時の水道水の安定供給を図るため、水源の多元化を推進する。

(２) 浄水場施設等の整備

ア 取水、浄水、配水施設等の耐震性の強化

イ 緊急時給水拠点としての配水池・調整池の整備推進

ウ 導・送・配水管路の耐震性の強化のため老朽管の敷設替え等を行う。

エ 配水系統の相互連絡

オ 水道施設用電力の停電に配慮した受電方式の採用及び受電設備の整備

(３) 応援体制等の整備

ア 広域的相互応援体制

「岐阜県水道災害相互応援協定」及び「日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関す

協定」に基づく応援、受入体制の整備に努める。

イ 上下水道給水工事指定店との応援協定

災害復旧資機材等の優先調達契約の締結を推進する。

２ 下水道施設

下水道施設の計画、設計、施工及び維持管理に当たっては、立地条件に応じた、地震対策に努

める。

(１) 施設点検の定期的実施による危険箇所の把握

(２) 施設設備の耐震・液状化対策

ア ポンプ場及び処理場内の重要施設について耐震性の強化及び液状化対策
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イ その他の施設については、施設の複数化、予備の確保による機能確保を図り、また、補修

の容易な構造、復旧対策に重点を置いたものに整備

ウ 停電及び断水に対して速やかに対応できる設備の整備

エ ポンプ場及び処理場内での各種薬品類、重油及びガス等の燃料用設備の設置に当たっては、

地震による漏洩、その他の二次災害が発生しないよう整備

(３) 施設が損傷した場合の、最低限の処理機能が確保される施設の弾力的運用

(４) 処理場施設が損傷した場合の、代替機能の確保のためのネットワーク化

(５) 下水道情報のバックアップシステムの確立

(６) 他市町村の下水道管理者、流域下水道事務所及び関係機関との支援方法、資機材の確保体制

の確立

３ 電気施設

住民生活に不可欠な電気施設の安定供給あるいは災害時の応急対策のため、電力会社との供給

の停止又は復旧情報の伝達体制を確立する。

４ 輸送施設

バス・トラック

トラック協会等と応援協定等の締結を図り、輸送手段の確保を図る。

５ 電話（通信）施設

地震災害時の通信の断絶又は輻輳等を避けるため、次の体制を確立するよう努める。

(１) 災害時優先電話の増設

(２) ＮＴＴの災害用伝言ダイヤル・171

(３) 携帯電話の災害用伝言板

(４) 携帯電話中継局の増設

携帯電話の利用可能エリアを町全域に拡充し、有線回線が途絶した場合の代替ルートを確保

する。

(５) 携帯衛星電話の利用

災害時で電話回線が使用できないときは、防災関係機関が所有する携帯衛星電話を利用する。

６ 放送施設

災害時における住民への情報伝達に、民間放送施設を活用する体制を確立する。

また、県を通じて放送機関へ災害情報の伝達を依頼する。

７ ライフラインの代替機能の確保

町は、ライフラインの機能に支障が生じた場合に備え、代替機能の確保に努める。



第２章 地震災害予防対策

－393－

(１) 避難所その他公共施設での井戸の確保

(２) 飲料水の貯留が可能な耐震性貯水槽の設置

(３) 避難所その他公共施設への自家発電装置の設置

(４) 避難所へのプロパンガス及びその設備の備え付け

(５) 仮設トイレ、バキュームカーの配備（業者との協定）

(６) 各種通信体制の活用……アマチュア無線、タクシー無線、インターネット、パソコン通信

(７) 新エネルギーシステムの導入

〔例〕

○ 太陽光発電システム

○ ソーラーシステム

○ コージェネレーション

○ 地域熱供給システム
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第３章 地震災害応急対策

第１項 応急体制

第１節 防災活動体制の整備

地震は風水害などの災害と異なり、突発的なものであるため、その発生後極めて短時間に起動

する体制づくりを、不断に考えておくことが必要である。

町は、職員の被災、交通機関の途絶による職員の未参集、防災中枢機能の被災を考慮し、初動

時における最低限必要の要員の確保及び災害対策本部等を設置するバックアップ対策を考慮し、

中枢機能を迅速に立ち上げる体制を確立させる。

１ 中枢機能の立ち上がりの迅速性

地震災害等が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、災害応急対策を迅速かつ円滑に

行うため、災害対策本部を設置する。（災害対策基本法第23条）

(１) 地震時における町災害対策本部の設置基準

ア 震度５強以上の地震が発生したとき。

イ 相当規模の災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときで町長が必要と認めたと

き。

(２) 関係機関への通報

災害対策本部を設置又は廃止したときは、速やかに通報する。

(３) 設置場所

災害対策本部は町庁舎に設置するものとし、地震等により使用に耐えられないときは、八百

津小学校体育館に設置するものとする。この場合において、災害対策本部の設置場所をできる

限り速やかに関係機関並びに住民に知らせなければならない。

ア 岐阜県知事（防災課）

イ 指定公共機関、指定地方公共機関、公共団体の長又は代表者

ウ 防災上重要な施設の管理者、自治会長、自主防災組織の長

(４) 災害対策本部の運営

ア 災害対策本部員会議の招集、運営は、防災安全班が行う。

イ 災害対策本部員会議の事務は、防災安全班が行う。

(５) 現地災害対策本部
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災害の規模、程度等により必要と認めるときに設置する。

ア 設置場所

出張所又はその付近に設置する。

イ 現地災害対策本部長

町本部の副本部長、本部員、その他の職員の中から町本部長が指名する。

ウ 設置手続

(ア) 被災地から設置要請があったとき。

(イ) 現地の状況が把握できないとき。

２ 要員の確保

(１) 動員基準

区分 基 準 動 員 内 容 動 員 人 員 摘 要

準備

体制
岐阜地方気象台が県内

における震度３の地震発

生を発表したとき。又は

庁舎に設置した震度計が

震度３を観測したとき

情報収集及び連絡

活動を主とし、状況

により他の職員を動

員できる体制

防災安全班

消防班

警戒

体制
岐阜地方気象台が県内

における震度４又は震度

５弱の地震発生を発表し

たとき。又は庁舎に設置

した震度計が震度４又は

震度５弱程度を観測した

とき

警戒活動に当たり

事態の推移に伴い、

速やかに本部を設置

できる体制

・災害対策本部を設

置しない場合

防災安全部

・災害対策本部を設

置した場合

災害対策本部要員

町長が必要と

認めれば災害

対策本部を設

置できる

非常

体制
岐阜地方気象台が県内

における震度５強以上の

地震発生を発表したと

き。又は庁舎に設置した

震度計が震度５強程度以

上を観測したとき

災害が発生し、町

内に大規模な災害が

予想され、全町に応

急対策がとれる体制

全職員 災害対策本部

を設置する

(注)１ 災害の種類、状況その他により上記体制と異なる体制を指示することがある。

２ 警察官との連絡を密にし、相互の協調、情報交換等万全を期すること。

３ 災害対策本部を設置した場合は中濃振興局振興課、可茂消防八百津出張所へその旨を連

絡すること。

(２) 職員の動員体制

ア 準備体制及び警戒体制要員は、それぞれの基準に該当する地震が発生した場合、直ちに準
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備あるいは警戒体制につく。

体制の伝達は、一般編第３章第１節「町本部活動体制」による。

イ 準備及び警戒体制にかかわる指揮監督は、防災安全室長が行う。
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第２節 災害応援要請

中枢機能が麻痺すると、応援要請ができない場合もあり、あらかじめ自主出動基準や応援内容

を具体的に定めておく必要がある。

町は、自衛隊その他の防災関係機関及び近隣市町村と平時から連絡を密にし、防災訓練等の協

同実施により、その連携の強化を図る。

１ 自衛隊に対する災害派遣要請

町内に災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するた

め必要があると認めるときは、県知事に対し自衛隊法第83条第１項の規定による派遣要請を行う。

また、通信途絶等により、県知事と連絡がとれないときは、派遣要請又は災害の状況を防衛庁

長官又はその指定する者に直接連絡し、部隊の派遣を促すことができる。

なお、連絡したのち、速やかに県知事にその旨通知する。

(１) 要請の方法

要請は、次の事項を記載した書類２通を添えて行う。ただし、緊急を要する場合は、取りあ

えず電話等をもって要請し、事後速やかに所定の手段をとるものとする。

ア 災害の状況及び派遣を要請する理由

イ 派遣を希望する期間

ウ 派遣を希望する区域及び活動内容

エ その他参考となるべき事項

(２) 要請の窓口

部 隊 名 等 連 絡 先

陸上自衛隊第10師団（守山）

防衛班

ＮＴＴ電話 052-791-2191（内線 4237）

052-791-2191（内線 4301）（夜間）

ＦＡＸ 052-791-2191（内線 4239）

防災行政無線 7-651-712

陸上自衛隊第35普通科連隊

（守山）第３科

ＮＴＴ電話 052-791-2191（内線 4832）

052-791-2191（内線 4509）（夜間）

ＦＡＸ 052-791-2191（内線 4839）

防災行政無線 7-651-714

7-651-713（夜間）
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航空自衛隊小牧基地防衛部運

用班

ＮＴＴ電話 0568-76-2191（内線 4038）

0568-76-2191 (内線 4032)夜間

ＦＡＸ 0568-76-2191（内線 4839）

防災行政無線 7-653-710

7-653-711（夜間）

航空自衛隊岐阜基地 ＮＴＴ電話 058-382-1101（内線 2682）

058-382-1101（内線 2226）（夜間）

ＦＡＸ 058-382-4899

防災行政無線 7-652-711

7-652-712（夜間）

(３) 自衛隊の自主派遣

自衛隊は、地震による災害に際し、特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められる

ときは、要請を待たないで部隊等を派遣することができる。

(４) 自衛隊との連絡

ア 情報の交換

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、各種情報を的確に把握し、自衛隊と相

互に情報の連絡を行うものとする。

イ 通信系の設定

災害時において、自衛隊、県及び町の間の連絡業務を円滑適切に実施するため、通信連絡

網を複数設定し、連絡体制の確保を図るものとする。

(５) 災害派遣部隊の受入れ体制

ア 他の災害救助復旧機関との競合重複排除

町は、自衛隊の作業が他の災害救助復旧機関と競合重複することのないよう最も効率的な

作業分担を配慮する。

イ 作業計画及び資材等の準備

町は、自衛隊に対し作業を要請又は依頼するに当たっては、なるべく先行性のある計画を

策定するとともに、作業実施に必要な十分な資材の準備を整え、かつ、諸作業に関係ある管

理者の了解を取り付けるよう配慮する。

ウ 自衛隊との連絡窓口一本化

町は、派遣された自衛隊との円滑、迅速な措置がとれるよう連絡交渉の窓口を明確にする。

エ 派遣部隊の受入れ

町は、派遣された部隊に対し作業が円滑に行えるよう宿舎等必要な設備を整える。

オ 活動状況の報告
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自衛隊の活動状況等については、随時知事に報告するものとする。

(６) 災害派遣部隊の撤収

災害派遣活動が完了した場合及び派遣の必要がなくなったと認められた場合、速やかに県へ

撤収要請をする。この場合、民心の安定及び民生の復興に支障がないよう県知事及び派遣を命

じた部隊の長等と協議する。

(７) その他

自衛隊の業務の範囲、経費の負担等については、一般編第３章第３節「自衛隊派遣要請計画」

によるものとする。

２ 他機関への応援要請

(１) 県知事に対する応援要請（災害対策基本法第68条）

町内において災害が発生した場合、応急措置を実施するため必要があると認めるときは、県

知事に対し応援を求めることができる。

(２) 他市町村に対する応援要請（災害対策基本法第67条）

応急措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村長に応援を求め、災害対策

の万全を期する。
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第３節 地震災害情報の収集・伝達

地震発生直後における初動体制の確立、迅速な応急対策活動の実施のためには、関係機関との

連絡や情報収集、さらには、報道機関や自主防災組織等を通じての正確な情報提供が不可欠であ

る。

町は、迅速な被害情報の収集・伝達体制を確立するとともに、り災者へのきめ細かな情報の提

供を実施する。

１ 地震情報等の受理伝達

気象庁及び岐阜地方気象台が発表する地震情報等の受理伝達は次のとおり実施する。

(１) 岐阜地方気象台は、県内に設置した観測点で震度１以上を観測した場合、又は必要と認める

場合は、「地震情報」、「各地の震度に関する情報」等を発表する。

地震情報（震源・震度に関する情報）
震源の位置、地震の規模、震度３以上を観測した地

域を５分後を目途に発表

各地の震度に関する情報 震源の位置、地震の規模、観測点ごとの震度を発表

(２) 町は、地震情報及び震度情報を受理したときは、直ちに住民等に伝達するとともに、避難の

勧告、指示等の措置を行う。

〈地震情報の伝達系統図〉

(３) 緊急地震速報の発表、伝達

気象庁は、地震による被害の軽減に資するため、緊急地震速報を発表し、関係機関への提供

に努める。

町は、受信した緊急地震速報を地域衛星通信ネットワーク、町防災行政無線等により住民等

への提供に努めるものとする。

岐 阜 県（防災課）

岐 阜 県 警 察 本 部

報 道 機 関

岐
阜
地
方
気
象
台

□
町

警 察 署

□
住

民

等
（放送等）

凡例

地域防災計画、行政協力、
その他による伝達系統

□ ：岐阜県防災行政無線
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〈震度情報の伝達系統図〉

・被害推定 ・市町村別被害推定 ・団体別被害推定

・職員非常参集 ・職員非常参集 ・職員非常参集

・警戒出動 ・県下関係機関への ・近隣県への応援準備

・地域住民への広報 情報伝達 指示

・応援要請等の対応 ・被害現場への職員 ・国土交通省等関係機

方針の検討 派遣検討 関への情報伝達

・県内応援体制の検討 ・被災現場への職員派

・県外応援要請、自衛 遣検討

隊への応援要請検討 ・近隣都道府県の震度

・報道機関を通じて県 情報伝達

民への情報提供

２ 被害情報等の収集、連絡

(１) 被害規模早期把握のための活動

町は、地震による被害規模の早期把握のため、次の活動を行う。

ア 災害発生直後において、概括的被害情報、ライフライン被害の範囲、医療機関へ来ている

負傷者の状況等、被害の規模を推定するための関連情報の収集に当たる。

イ 被害が広範にわたる場合は、自衛隊に対し航空偵察を要請する。

ウ 参集途上にある職員に、チェックポイントを記載した経路の地図を携行させ、途中の被害

状況や商店等のオープン状況等の情報収集を行わせる。

エ 自主防災組織や地域住民から情報を収集する。

オ 被害が甚大な場合にあっては、調査班を編成し現地に派遣する。

カ 甚大な被害を受けた職員を自宅待機させ、自宅周辺の情報収集に当たらせる。

(２) 地震発生直後の被害の第１次情報等の収集・連絡

町は、人的被害の状況、建築物の被害状況及び火災、土砂災害の発生状況等の情報を収集す

凡例

県、消防庁に集まった震度情報の流れ

町で計測した震度情報の流れ

住 民

町

・計測震度計等
県

関係機関

総務省消防庁

（

応

急

活

動

例

）
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るとともに、被害規模に関する概括的情報等を把握できた範囲から直ちに県へ連絡するものと

する。また、通信の途絶等により県に連絡できないときは、直接総務省消防庁へ連絡するもの

とする。

さらに、119番通報が殺到する状況については、町は県に報告するとともに、直接総務省消防

庁へも報告する。

第４節 通信の確保

一般編第３章第４節第３「災害通信計画」に定めるところによる。
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第２項 緊急活動

第１節 避難対策

避難所生活が長期化した場合、避難者同士のトラブルの発生、学校教育の再開の遅延等様々な

弊害が生ずる。これら弊害を除去し、最低限の生活環境が保持できるように対応を図る必要があ

る。

町は人命の安全を第一に避難路の安全性を確保し、また、避難所での生活環境の保持を図る。

１ 避難の勧告又は指示（災害対策基本法第60条第１項）

地震の発生に伴う火災、山（がけ）崩れ等の災害から人命、身体の保護、又は災害の拡大防止

のため、特に必要があると認められる地域住民等に対して避難の勧告又は指示を行う。

２ 避難措置の周知

避難の勧告又は指示を行った場合、あるいは他機関からその旨の通知を受けた場合は、防災行

政無線等により関係住民への周知を実施する。なお、避難の必要がなくなったときも同様とする。

なお、現地で直接避難の勧告、指示等をしたときは、指示勧告者は、関係者の協力を得て、次

の要領に準じてその地域内の住民等にその徹底を図るものとする。

このとき、高齢者、障がい者等災害時要援護者に十分配慮するものとする。

（指示勧告者）

(１) 周知徹底事項

町 本 部

県 本 部 ・ 支 部

警察官・自衛官

町 本 部
消 防 班
情報政策班
地域振興班

県 支 部

警 察 官

町 本 部

各 班

地 域 内

関係機関

住 民

町防災行政無線

広 報 車

信 号

自治会長
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避難の周知徹底に当たっては、できる限り次の事項を具体的に示し、その徹底を図るものと

する。ただし、緊急を要する場合にあっては、特に必要な事項について徹底できる範囲の事項

を行うものとする。

ア 避難の指示勧告者及び避難誘導者（機関）

イ 避難場所及び経路

ウ 予想される災害の概要と見通し

エ 避難に当たっての留意事項

(２) 周知徹底の方法

地域内住民等に対する避難の勧告あるいは指示は、次の方法のうちから最も適切な方法で行

うものとするが、特に短時間にその徹底を図るため必要に応じ２以上の方法を併用する等その

万全を期すものとする。

ア 町防災行政無線、広報車による徹底

町防災行政無線（同報系）により住民に徹底を図る。また、町公用車等に拡声器の装置を

取りつけ、又は携帯マイクを携帯し、拡声放送等によりその徹底に当たる。

イ 口頭による徹底

電話又は伝令により伝達し、各自治会長等の協力を得て、地域内の各世帯まで大声で呼び

かける等その徹底に当たる。

ウ 信号による徹底

消防（水防）機関に連絡し、信号によってその徹底を期する。

なお、使用する信号は次によるが、信号に当たっては、適当な時間継続するものとし、必

要に応じて警鐘信号とサイレン信号を併用するものとする。

警 鐘 信 号 乱打

60秒 60秒 60秒 60秒
サイレン信号 ○― ○― ○― ○―

５秒休止 ５秒休止 ５秒休止 ５秒休止

エ ラジオ、テレビ放送による徹底

対象地域が広域で他市町村にも及ぶような場合で、その徹底が困難なときは、総務部が直

ちに県本部（防災班）及び県中濃支部（総務班）にラジオ、テレビ放送による徹底の要請を

する。

３ 関係機関への通知

町長は、避難等に関する措置を実施した場合は、県知事（防災課）に通知するものとする。

４ 避難所の開設

(１) 避難所の開設場所

ア 指定避難所の開設

災害の態様に応じ安全適切な場所を選定し、避難所を開設する。



第３章 地震災害応急対策

－406－

イ 指定避難所以外の避難所の開設

指定避難所以外の場所に町民が避難していることが判明した場合、避難場所として安全適

切と判断できたときは、避難所として開設し、町本部員を派遣する。

この場合において、できる限り早い時期に指定避難所へ移動できるよう措置する。

(２) 避難所の周知

避難所を開設したときは、速やかに地域住民に周知するとともに、県を始め関係機関に連絡

する。

(３) 避難所における措置

避難所における救援措置は、おおむね次のとおりとする。

ア り災者の収容

イ り災者に対する給水、給食措置

ウ 負傷者に対する医療救護措置

エ り災者に対する生活必需品の供給措置

オ その他被災状況に応じた応援救援措置

カ その他別に定める「避難所運営マニュアル」による措置

(４) 県その他公共施設等の利用

町有施設以外を避難所として開設する場合は、町本部員を派遣し、施設管理者と協力して避

難所の運営に当たるものとする。

(５) ボランティアの活用

初期における避難所の運営はボランティア等外部からの協力が不可欠である。避難所の開設

に当たっては、日赤奉仕団、その他ボランティア団体等の協力を得て、各避難所の運営並びに

生活環境の保持が円滑に行われるように努める。

５ 避難道路の通行確保

町本部員又は消防職員等避難措置の実施者は、迅速かつ安全に避難できるよう自動車の規制、

荷物の運搬等を制止するなど通行の支障となる行為を排除、規制し、避難道路の通行確保に努め

る。

６ 避難の誘導

避難誘導に当たっては、避難場所及び避難路や災害危険箇所等の所在、災害の概要その他の避

難に関する情報の提供に努め、り災者が迅速かつ安全に避難できるよう避難先への誘導に努める。

７ 自主防災組織による避難活動

地域住民の自主防災組織は、自ら又は町の指示、指導により避難活動を実施する。

(１) 避難指示等の地域内居住者等への伝達の徹底

(２) 避難時の携行品（食料、飲料水、貴重品等）の周知
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(３) 高齢者、傷病者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等の保護を要する者の介護及

び搬送

(４) 防火、防犯措置の徹底

(５) 組織的な避難誘導、避難場所又は避難所への収容

(６) 地域内住民の避難者の把握

８ 避難先の安全管理

町及び警察は、広域避難場所及び避難所内における混乱の防止、秩序の保持等被災者の収容及

び救援対策を行う。

９ 応急仮設住宅の提供

学校等が避難所として利用されている場合、学校教育の再開に支障が生じるため、町は迅速に

応急仮設住宅を提供し、避難所の早期解消に努める。
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第２節 消防対策

阪神・淡路大震災の消火活動においては消防水利の損壊、応援隊相互の通信の混乱等予期せぬ

事態が発生した。また、倒壊家屋の下敷きになった人の救出には、バール、鋸等の資機材の他、

建物の構造によっては重機等の確保も必要である。

町は、可茂消防事務組合及び消防団と連携し、初期消火の実施及びり災者の迅速な救出・救助

を実施するものとする。

１ 出火等の防止

町は、出火等を防止するため住民、施設、事業所等に対し、次の事項について広報、巡回指導

等を行い、出火等の防止措置の徹底を図るものとする。

(１) 火気の使用中止

(２) ガス器具等火気使用器具の保安点検及び引火物等の漏出、流出等の防止のためガスボンベの

元栓を閉める、電気のブレーカーを切る等の処置を徹底

(３) 危険物施設の保安点検及び危険物等の漏出、流出等の防止

(４) ガス漏れ、漏電等に対する警戒及び異常発生時の町等への通報

２ 初期消火

自主防災組織等は、出火点の早期把握を行い、次により初期消火に万全を尽くすものとする。

(１) 近隣の者の応援による消火器、バケツ等を使用しての初期消火活動

(２) 災害救助部の出動による可搬式小型動力ポンプ等を使用しての初期消火活動

３ 負傷者等の救出及び救急

一般編第３章第７節第８「り災者救出計画」に定めるところによる。
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第３節 水防対策

一般編第３章第６節第２「水防計画」に定めるところによる。

第４節 警備対策

避難生活を送るり災者にとって、鍵がなくても安心して生活が送れる治安の確保が不可欠であ

る。

町は警察機関に協力し、早期に警備体制を確立して、災害情報の収集、避難誘導、人命の救助、

交通の確保、り災地並びにその周辺における警戒警備の強化及び不法事案等の予防・取締り等の

徹底を図り、社会秩序の維持に努める。

１ 各種情報の収集と早期実態把握

(１) 警備対策を的確に推進するために各種情報を積極的に収集し、被災状況、交通情報等の早期

実態把握に努めるものとする。

(２) 各種情報の収集には、交番、駐在所、パトカー、白バイ等勤務員を当たらせるほか、ヘリコ

プターを早期に出動させ、上空からの被害情報の収集に努めるものとする。

２ 被災地、避難場所、重要施設等の警戒警備の強化

被災後の無人化した住宅街、商店街等における窃盗犯や救援物資の搬送路及び集積地における

混乱、避難所内でのトラブルを防止するため、被災地及びその周辺におけるパトロールの強化、

警戒員の配置、避難所等の定期的な巡回等を行うほか、状況によっては臨時交番、臨時困り事相

談所等の開設に努めるものとする。

３ 不法事案等の予防及び取締り

犯罪情報の収集及び不穏動向を把握し、被災地において発生しがちな悪質商法や、混乱の発生

防止、流言飛語の防止等の活動を積極的に行い、被災地の社会秩序の維持に努めるものとする。

４ 住民等による地域安全活動への指導、連携

地域の自主防災組織、防犯団体等の自主防犯活動が効果的に推進されるよう積極的な指導、支

援に努めるとともに、警備業者に対して防犯活動の強化を要請するものとする。
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第５節 緊急輸送・交通規制対策

地震災害時には道路上の倒壊物、交通渋滞等により、救出・救助活動や消火活動のほか物資の

供給等にも支障が生ずるおそれがあり、一般道路とは別に緊急輸送道路を確保するため、交通規

制を行い、緊急輸送を行う。

緊急輸送においては、被災地の状況把握のほか、そこに至る広域的な輸送ルートの確保を図り、

輸送順位を考慮のうえ必要な要員、応援隊及び資機材等が円滑に輸送できる措置を行う。

１ 緊急輸送道路の確保

(１) 道路被害状況の把握

地震発生後速やかに道路パトロールにより道路及び交通の状況を把握するとともに、町内の

みならず隣接市町村の道路に関する情報も適確に把握し、救援・災害復旧体制の早期確立を図

る。

(２) 障害物除去・応急復旧の実施

町及び道路管理者は、災害のため道路が被害を受け交通に支障がある場合には、速やかに応

急復旧作業を実施する。

(３) 交通規制の実施

交通規制をする場合は、次により実施するものとする。

ア 町は、道路の損壊、決壊等により、交通が危険であると認められる場合

この場合、町は直ちに通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必要な事項について、

住民、運転車等に周知徹底を図るものとする。

イ 緊急通行車両の事前届出制度の活用

災害発生時に緊急輸送のため車両を使用する者は、加茂警察署に緊急通行車両確認証明書

等の交付願を事前に届出しておくものとする。

(４) 交通規制の周知徹底

町は、交通規制が実施されたときは、直ちに通行禁止等に係る区域又は道路の区間その他必

要な事項について、住民、運転者等に周知徹底を図るものとする。

２ ヘリコプター離着陸場等の確保

町は、ヘリコプターが安全に離着陸できる場所（避難所・避難場所を除く。）を県へ報告してお

くとともに、離着陸する場合には安全の確保を図る。

３ 輸送手段の確保

(１) 地域の現況に即した車両等の調達を行う。

(２) 必要な車両等の確保が困難なときは、県に対して要請及び調達・あっせんを依頼する。
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第６節 医療救護体制の整備

大規模な地震が起きると、医療機関自身の被災により、医療活動能力を喪失してしまう場合や、

被災しなくても、ライフライン（水道、電気、ガス等）が途絶すると、高度な医療行為ができな

くなり、機能を十分に果たせなくなることがある。

町は、医療機関の被害状況を早期に把握し、迅速に医療救護班を編成する。また、被災地周辺

の医療機関も含めた広域医療ネットワークの確立に努める。

１ 医療（助産）救護活動

(１) 町の医療（助産）救護活動

ア 救護所を設置し、医療救護班を編成するとともに、必要に応じて医療関係者等の協力を得

て医療（助産）救護班を編成し、災害の程度に即した救護活動を行う。

イ 災害の程度により必要と認めたときは、県及びその他関係機関に協力を要請する。

ウ 災害救助法が適用された後に医療（助産）救護の必要があると認めたときは、県に対し、

迅速、適確な医療（助産）救護について要請を行う。

(２) 医療（助産）救護活動の原則

医療（助産）救護班による活動は、原則として救護所において行うものとし、医療（助産）

救護班を出動させる時間的余裕のない等やむを得ない事情があるときは、病院又は診療所等に

おいて実施する。

(３) 重傷者等の搬送方法

重傷者等の後方医療機関への搬送は、消防機関の協力を得て実施する。ただし、消防機関の

救急車両が確保できない場合は、町本部で確保した車両により搬送する。また、道路の損壊等

の場合又は遠隔地への搬送については、県又は自衛隊等へ要請し、ヘリコプターにより実施す

る。

２ 医薬品等の確保

(１) 医薬品等（血液を除く。）の確保

医療救護活動に必要な医薬品、衛生材料及び医療用具については、調達計画に基づき調達す

る。ただし、不足が生じた場合、県及び関係機関に応援を要請することができる。

(２) 血液の確保

血液不足のときは、県及び赤十字血液センターへ要請する。
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第７節 ライフライン施設の応急対策

電気、ガス、上下水道等のライフライン施設等に被害が発生すると、り災者の生活に大きな混

乱を生じるだけではなく、その後の復旧活動や経済活動にも支障を来すことになる。また、医療

活動を実施するうえにおいては、これらの提供は不可欠であり、優先的に供給する必要がある。

町及び事業者間においては、相互に連携して広域的な支援体制の整備を図るとともに、復旧予

定時期を明示し、防災関係機関、医療機関の優先的復旧を図るとともに、民心の安定を図る。

１ 水道施設の応急復旧対策

(１) 緊急要員の確保

緊急要員の確保と情報連絡体制を整備するとともに、必要に応じて相互応援協定に基づき県

を通じ、他の水道事業者に応援を要請する。

(２) 被害状況調査及び復旧計画の策定

水道施設の被害状況調査を速やかに実施し、給水支障の全容を把握するとともに送・配水系

統を考慮した復旧計画を作成する。

(３) 復旧用資機材業者及び工事業者への協力要請

復旧用資材の確保、復旧工事の実施について、業者に協力を要請する。

(４) 応急復旧の目標期間の設定

・３日まで：給水拠点による給水（１人１日３リットル）

・10日まで：幹線付近の仮設給水栓（１人１日20リットル）

・21日まで：支線上の仮設給水栓（１人１日100リットル）

・28日まで：仮配管による各戸給水や共用栓（１人１日250リットル）

(５) 県への応援要請

町による応急復旧が困難な場合は、相互応援協定に基づき県に対し応援要請を行う。

(６) 重要施設への優先的復旧

防災関係機関、医療機関について優先的に復旧する。

２ 下水道施設の応急復旧対策

(１) 緊急要員の確保

緊急要員の確保と情報連絡体制を整備するとともに、必要に応じて他の下水道管理者に応援

を要請する。

(２) 復旧用資機材業者及び工事業者への協力要請

復旧用資材の確保、復旧工事の実施について、業者に協力を要請する。

(３) 被災状況の把握及び応急対策
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施設の被災者状況を迅速かつ的確に把握し、災害応急対策を次のとおり実施する。

ア 第一段階（主要目標：被害拡大、二次災害の防止）

(ア) 管路

ａ 緊急調査

(ａ) 被害拡大、二次災害の防止のための調査（主に地表からの調査）

(ｂ) 管路の破損による道路等他施設への影響調査

(ｃ) 重要な区間の被害概要の把握

ｂ 緊急措置

マンホールと道路の段差へ安全柵、陥没部への土砂投入、危険箇所への通行規制、可

搬式ポンプによる排水、下水道施設の使用中止依頼

(イ) 処理場、ポンプ場施設

ａ 緊急点検（主要目標：二次災害の未然防止、予防）

人的被害につながる二次災害の未然防止、予防

（有毒ガス、燃料の流出防止等のための元弁の完全閉止、機器の運転停止等）

ｂ 緊急調査

被害状況の概要把握、大きな機能障害につながる二次災害防止のための調査

ｃ 緊急措置

火気の使用禁止、立入の禁止、漏えい箇所のシール

イ 第二段階（主要目標：暫定機能の確保）

(ア) 管路

ａ 応急調査

(ａ) 被害拡大、二次災害防止のための調査（管内、マンホール内まで調査）

(ｂ) 下水道の機能的、構造的な被害程度の調査

ｂ 応急復旧

管内、マンホール内の土砂の浚渫、止水バンドによる圧送管の止水、可搬式ポンプに

よる下水の排除、仮管渠の設置

(イ) 処理場、ポンプ場施設

ａ 応急調査

処理場、ポンプ場施設の暫定機能確保のための調査

ｂ 応急復旧

コーキング、角落としによる水路仮締切、仮配管の布設、弁操作による配管のルート

切りまわし、可搬式ポンプによる揚水、固形塩素剤による消毒

(４) 県への応援要請

町による応急復旧が困難な場合は、県に対し応援要請を行う。

(５) 施設の優先的復旧

主要幹線について、優先的に復旧する。
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３ 電力会社の応急対策

(１) 災害対策本部の設置

災害の発生が予想される時又は発生したときは、直ちに災害対策本部を設けて必要な体制を

整える。

(２) 緊急要員の確保

緊急要員の確保と情報連絡体制を整備するとともに、必要に応じて関係会社に応援を要請す

る。

(３) 情報収集・連絡体制

移動無線、保安用社内専用電話、加入電話等により、被害状況の早期収集に努める。

(４) 復旧用資機材及び輸送手段の確保

通常時より、復旧用資機材の確保に努めるとともに、その輸送には道路の寸断・渋滞等を想

定して、ヘリコプターによる空輸など多面的輸送手段を用いる。

(５) 災害時における危険予防措置

災害時においても原則として可能な限り送電を継続するが、二次災害防止と円滑な防災活動

の実施のため、必要に応じて送電停止などの適切な危険予防措置を講ずる。

(６) 高圧発電機車による電源確保

必要に応じて高圧発電機車による緊急電源確保に努める。

(７) 災害時における広報活動

被害状況、二次災害防止のための注意事項、復旧予定などを報道機関や広報車などを通じて

周知する。

(８) 防災関係機関、医療機関について優先的に復旧する。

４ 西日本電信電話株式会社の応急対策

(１) 通信の非常そ通措置

災害時に際し、次により臨機に措置をとり、通信の輻輳の緩和及び重要通信の確保を図るも

のとする。

ア 臨時回線の作成、中継順路の変更等そ通確保の措置をとるほか、必要に応じ災害応急復旧

用無線電話機等の運用、臨時公衆電話の設置等を図る。

イ 通信のそ通が著しく困難となり重要通信を確保するため必要があるときは、臨機に利用制

限等の措置をとる。

ウ 非常・緊急の電話及び電報は、一般の手動通話又は電報に優先して取り扱う。

エ 警察・消防・鉄道電話その他の諸官庁等が設置する通信網との連携をとる。
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第８節 公共施設の応急対策

地震発生時には台風・豪雨等による一般災害とは異なり、各種の災害が同時・複合的に発生し、

各方面に甚大な被害が予想される。

特に、道路、河川をはじめとした公共施設は、住民の日常生活及び社会、経済活動にとって重

要であるばかりでなく、地震発生時の応急対策活動においても、極めて重要であり、被害状況等

の情報収集を含めた施設復旧計画について、各施設管理者が十分な検討を行っておく必要がある。

町が管理する公共施設の緊急点検を行い、これらの被害状況等の把握に努め、二次災害の防止

や、り災者の生活確保を最優先した施設復旧を行う。

１ 道路施設の応急対策

(１) 地震発生後速やかに、あらかじめ指定した緊急輸送道路について優先的に道路パトロールを

行い、道路の被害状況を調査し、地震の発生地域や被害状況を勘案したうえで、車両通行機能

の確保を前提とした早期の復旧作業に努める。

(２) 警戒作業を実施するに当たり、路上の障害物の除去が必要な場合には、警察機関、消防機関、

自衛隊及び建設業者等の協力を得て実施する。

２ 河川施設の応急対策

河川、ダム及びため池等の管理者は、地震発生後速やかに施設の緊急点検を行い、被害状況の

把握に努める。また、堤防施設等に被害を認めた場合は、その被害の状況に応じた適切な応急対

策に努める。

３ 土砂災害防止施設の応急対策

(１) がけ崩れ、地すべり等が発生した危険箇所の住民に対して、警戒避難の体制をとるよう通知

する。

(２) 被害が拡大しないようクラック、滑落のある箇所はビニールシートで覆う等応急処置を行う。

(３) 被害が拡大するおそれがある箇所には観測機器を設置し、異常が発生すれば避難勧告できる

体制の整備を図るよう努めるものとする。

４ 治山施設の応急対策

(１) 林地崩壊、治山施設の被害状況の早期把握に努めるとともに、余震、降雨等により二次災害

の発生のおそれのある箇所の把握に努める。

(２) 人家、公共施設等への二次災害のおそれが高く、緊急に復旧を要する場合は、必要に応じて

災害復旧に先立ち、応急復旧工事を実施するものとする。
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(３) 応急復旧のため建設業協会、建設業者、森林組合等に対して応急資材の確保、出動を求める

等必要な処置をとるものとする。

(４) 応急資材の確保に当たっては、生産設備や道路の不通等を想定して、地域で確保できる簡易

な資材（木材等）の活用を考慮するものとする。

５ 公共建築物の応急対策

(１) 建物の応急対策

「被災建築物応急危険度判定士」などによる施設の緊急点検を実施し、被害状況の把握に努

め、できる限り応急復旧による機能確保に努める。

(２) 施設機能の応急対策

ア 停電した場合の自家発電装置の運転管理、被災装置の応急復旧及び可搬式発動発電機の配

置並びに燃料確保

イ 無線通信機等通信機器の配置及び被災通信機器の応急復旧

ウ 緊急輸送車両その他車両の配備

エ 複写機の非常配備、被災電算機、複写機等の応急復旧

オ その他重要設備の点検及び応急復旧

カ 飲料水の確保

キ エレベーターに閉じ込められた者の救出

ク 火気点検及び出火防止措置
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第３項 民生安定活動

第１節 災害広報

震災時には様々な情報が錯綜して、社会的混乱が予想され、災害時にり災者等への情報が乏し

い場合、断片的情報が人々に伝わる間にそれが変質してデマとなることがある。混乱時の民生及

び社会秩序の安定を図るために、デマの防止対策を考慮しておく必要がある。

町は、次の基本方針により広報活動を行う。

○ り災者へのきめ細かな情報の提供に心掛けるとともに、デマ等の防止対策を講じる。

○ 情報の伝達は、新聞、テレビ、ラジオ等のマスコミの他、広報車、同報無線、掲示板、パソ

コン通信等多種多様な方法により行う。

○ 情報の混乱を避けるため、関係機関相互の情報の共有及び情報提供窓口の一元化を図る。

１ 災害広報の実施

り災者のニーズに応じたきめ細かな情報を提供する。その際、情報の混乱を避けるため、関係

機関と十分に連携を保つものとする。

広報の方法、内容については、一般編第３章第５節第３「災害広報計画」によるものとする。

２ 報道機関への対応

(１) 放送協定の締結

県及び町は、災害対策基本法第57条に基づく放送の要請に関する手続きについて、あらかじ

め、放送機関との放送協定を締結しておくものとする。

(２) 情報の提供及び報道の要請

県及び町は、情報を一元的に（県：災害対策本部の災害情報集約センターを通じ）、報道機関

に提供し、必要に応じ報道要請する。

３ デマ等の発生防止対策

デマ等の発生を防止するため、報道機関の協力も得て、正確な情報を迅速に提供するとともに、

デマ等の事実をキャッチしたときはその解消のため適切な措置をするものとする。

４ 住民の安否情報

次の方法により、住民の安否情報を収集し、一般住民等からの安否照会に対応する。

(１) 住民の安否情報の収集は、各避難所単位で収集するものとする。
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(２) 安否照会への対応は、専用電話、専用窓口の設置によって行う。

５ 総合的な情報提供・相談窓口の整備

(１) 町は、各部（課）の情報提供・相談事業との連携により、効果的な情報の提供や相談に応ず

るため、情報提供・相談の総合窓口として数本の専用電話を備えた情報提供、相談の総合窓口

（「情報センター」）の設置に努める。

(２) 情報センターは、各部（課）から派遣された要員で構成するものとし、災害対策本部に置く。

(３) 情報センターは、最新の情報、資料の収集、データ更新等を図りながら、24時間対応とする。
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第２節 災害救助法の適用

災害が一定規模以上で、かつ、応急的な救助を必要とする場合は、災害救助法を適用し、災害

にかかった者の保護と社会秩序の保全を図ることが必要となる。

町は制度の内容、適用基準及び手続を十分熟知し、災害発生時における迅速・適確な法の適用

を図る。

１ 制度の概要

災害救助法による救助は、災害にかかった者の保護と社会秩序の保全を図るために県知事が国

の機関として応急救助を行うものであるが、救助の大部分については町長に委任されている。

なお、災害救助法の適用等の詳細については一般編第３章第７節第１「り災者の救助保護計画」

に準ずる。

第３節 被災者救援対策

一般編第３章第７節「り災者対策」に定めるところによる。

第４節 被災建築物等の安全対策

１ 被災建築物等に対する安全対策の基本方針

地震により建築物及び宅地等が被害を受けたときは、その後の余震等による二次災害の発生を

防止するため、次の安全対策を実施する。

(１) 建築物

町は、地震被災建築物の応急危険度判定を要すると判断したときは、被災建築物応急危険度判

定実施本部を設置するとともに、その旨を県に連絡する。併せて、被害者等への周知等、判定実

施に必要な措置を講じるとともに、必要に応じて県へ判定支援要請を行い、被災建築物応急危険

度判定士により被災建築物の応急危険度判定を実施する。

(２) 宅地等

町は、宅地等の被害に関する情報に基づき、宅地危険度判定の実施を決定した場合は、危険度

判定の対象区域及び宅地を定めるとともに、必要に応じて危険度判定の実施のための支援を県に

要請し、被災宅地危険度判定士の協力のもとに危険度判定を実施する。

第５節 応急教育対策

一般編第３章第８節「文教関係の応急対策」に定めるところによる。
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第６節 災害時要援護者対策

高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、外国人、妊婦等いわゆる災害時要援護

者は身体面又は情報面のハンディキャップから迅速な行動がとれず、その後の避難生活において

も不自由を強いられることから、個別かつ専門的な救援体制を整備することが必要である。

また、災害時要援護者の単独行動は、被災家屋に取り残されるおそれがあるので極力避け、地

域住民の協力応援を得て、避難するよう指導する。

また、災害時要援護者に対しては、防災知識の普及、災害時の情報提供、避難誘導、救護・救

済対策等様々な場面においてきめ細かな施策を行うものとする。

１ 在宅の要援護者対策

地震発生直後、関係機関の協力を得て、在宅保健福祉サービス利用者、ひとり暮らし高齢者、

障がい者、難病患者等の名簿（災害時要援護者台帳）や地図あるいは警察（特に交番及び駐在所）

の情報を利用するなどして居宅に取り残された要援護者の迅速な発見に努め、できるだけきめ細

かな対策を講ずる。

(１) 災害時要援護者が必要とする支援内容の把握（時系列で行う）

(２) 災害時要援護者のニーズに応じた救援、救護

ア 特別な食料（柔らかい食品、粉ミルク等）を必要とする者に対し、その確保・提供

イ 災害時要援護者用資機材（車イス、障がい者用トイレ、ベビーベッド等）の提供

ウ ボランティア等生活支援のための人材の確保及び派遣

エ 情報提供

オ 人工透析及び難病患者等への医療の確保など

(３) 避難所での災害時要援護者への配慮

(４) 災害時要援護者向け相談所の開設

(５) 二次避難所としての社会福祉施設の活用検討

(６) 災害時要援護者向け仮設住宅の提供、優先入居

２ 社会福祉施設の対策

町は、社会福祉施設において、災害時要援護者を災害から守るため、次のような対策を図るよ

う指導する。

(１) 迅速な避難

災害の程度、種別等に応じた避難場所を選定しておき、あらかじめ定めた避難誘導方法等に

従い、速やかに入所者の安全を確保する。

避難に当たっては、できるだけ施設近隣住民の協力を求め、迅速な避難に努める。
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(２) 施設及び設備の確保

被災した施設及び設備については、町等の協力を得つつ施設機能の回復を図り、また、入所

可能な場所を応急に確保する。

(３) 施設職員等の確保

災害により職員に事故があり、又は入所者数の増加によって職員等のマンパワーが不足する

ときは、不足の程度等を把握し、町本部に連絡しその応援を要請する。

(４) 被災者の受入れ（二次避難所）

被災を免れた施設又は被災地に隣接する地域の施設においては、入所者の処遇を確保した後

余裕スペース等を活用して、一定程度の被災者の受入れを行う。

なお、余裕スペース等活用による被災者の受入れについては、要介護者等援護の必要性の高

い者を優先する。

３ 外国人対策

(１) 各種通訳の実施

地震災害時に外国人被災者の救助のため、必要があると認めるときは、財団法人岐阜県国際

交流センターに通訳ボランティアの派遣を要請する。

(２) 正確な情報の伝達

外国人に対し、避難場所や物資支給等の必要な情報が欠如、混乱することがないよう努める。

第７節 保健衛生対策

一般編第３章第７節第12「防疫計画」及び第13「清掃計画」に定めるところによる。
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第８節 ボランティア対策

災害時には、平常時に比べて各種救援を必要とする者が増加し、通常の行政システムの処理能

力をはるかに超えることが予想され、ボランティア活動への期待が大きい。

町は、ボランティア活動が円滑に行われるように、被災者のニーズを把握するとともに、その

活動拠点の提供等環境整備に努める。

１ ボランティアの受入れ体制

(１) 報道機関の協力を得て、必要とするボランティアの種類、人数等について町内外へ情報提供

し、参加を呼び掛ける。

(２) 活動拠点となる施設の確保と必要な情報機器、設備等の確認を行う。

(３) ボランティアの活動状況を把握するとともに、ボランティアを行っている者の活動拠点につ

いて配慮する。

２ 災害時のボランティア活動

(１) 被災者の人命救助や負傷者の手当て

これらの活動は、専門技術や重い責任が要求され、医師、看護師等の活動が中心となる。

(２) 被災建物の危険度調査

被災した建物が、その後の余震に耐えられるかどうかを判定する業務であり、建築士等で専

門的な技術を習得した人が中心となる。

(３) 被災者の生活支援

一般的なボランティアの活躍が期待される分野は被災者の生活支援であり、その内容として

は次のようなものがある。

ア 避難所援助

食料・飲料水の提供、炊き出し、救援物資の仕分け、洗濯・入浴・理美容サービス、高齢

者・身体障がい者等援助（手話通訳、外出援助）、話相手、子どもの世話、学習援助、メンタ

ルケア、避難所入所者の名簿作成、生活情報の提供（ホームページ、ミニコミ紙の作成・配

布）

イ 在宅援助

高齢者・身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者等の安否確認の協力と援助（手話通

訳、外出介助）、食料・飲料水・生活物品の提供、生活情報の提供（ホームページ、ミニコミ

紙の作成・配布）、メンタルケア、家屋後片付け、洗濯・入浴・理美容サービスなど

ウ その他

被災者のニーズ把握・援助、被災者の健康状態のチェック、家屋修繕、ホームスティ・里

親、営業マップの作成・配布、引っ越しの手伝いなど
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第９節 愛玩動物等の救助

１ 方針

地震災害発生時には、飼い主不明又は負傷した愛玩動物（一般家庭において愛玩等の目的

で飼養保管せれている犬、ねこ等の動物）等が多数生じると同時に、多くの被災者が愛玩動

物を伴い避難所に避難してくることが予想される。

このため、逸走した動物による人への危害防止及び動物愛護の観点から、関係団体等と連

携し、これらの動物の保護及び飼い主への必要な支援等を行う。

２ 実施内容

(１) 被災地域における動物の保護

町は、獣医師会等関係団体及び動物愛護ボランテア等と協力して、飼い主不明又は負傷

した愛玩動物の保護、収容、救援等を行う。

(2) 動物の適正な飼養体制の確保

町は、飼い主とともに避難した愛玩動物について、収容施設を避難所の隣接地に設置す

るよう努めるものとする。

町は、関係団体等と協力して、飼い主とともに避難した愛玩動物について適正な飼養の

指導など、動物の愛護及び生活環境の保全に努める。

(3) 特定動物の逸走対策

特定動物（クマ、ワニ等の危険な動物）が飼養施設から逸走した場合、町は、飼養者、

その他関係機関等と連携し、必要な措置を講ずる。


